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は じ め に 
 
 危険物、液状化物質等の船舶運送中に人命、船体、財貨等に有害な影響を及ぼすおそれのある

貨物については、その取り扱いを適切、かつ、国際的に統一した基準で行うことが要請されてい

る。このため、国際海事機関（IMO）は SOLAS 条約第 VI 章・第 VII 章をはじめ各種の規則・基

準を整備し、その多くは日本国内法にも取り入れられている。これら規則・基準の IMO におけ

る審議の詳細は、危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会（DSC 小委員会）に委ねられている。

DSC 小委員会は、危険物、固体ばら積み貨物、コンテナ等貨物の海上運送に係る IMDG コード

（国際海上危険物規程）、IMSBC コード（国際海上固体ばら積み貨物規程）、CSS コード（貨物

の積付け及び固定に関する安全実施規則）等について審議を行なっている。また、海洋汚染防止

条約附属書Ⅲ（MARPOL 条約）に基づく個品運送の海洋汚染物質の特定及びその運送要件は

IMDG コードにより規定されており、同小委員会への付託事項の一つである。また、ばら積み液

体及び気体物質小委員会（BLG 小委員会）にて検討が行われているばら積み液体危険物の海洋

に対する危険性評価法は、基本的に個品危険物（海洋汚染物質）のそれと同じであり、その運送

に係る国際規則は共にわが国危険物運送規則である「危険物船舶運送及び貯蔵規則（危規則）」

に採り入れられている等、危険物の個品運送及びばら積み運送は相互に密接な関係がある。 
 一方、国連危険物輸送・分類調和専門家委員会（UN 委員会）は、危険物の国際的な安全輸送

要件（危険物の定義、分類、容器及び包装、表示及び標札、危険性評価試験方法及び判定規準

等）及び製造、輸送、貯蔵等の全ての分野における化学物質の分類及び表示の世界的調和

（GHS）についての検討を行っている。UN 委員会で決定された輸送要件や有害化学物質の分類

及び表示の要件は、危険物輸送や GHS に関する国連勧告としてまとめられ、危険物の海上運送

規則である IMDG コードをはじめとする各輸送モードの国際運送基準や各国危険物輸送規則のモ

デル規則及び有害物質の分類表示に関する規則に取り入れられている。 
 DSC 小委員会及び UN 委員会で検討される内容は広範かつ詳細に及んでいるが、国内関連規則

に直接係わりがあることから同小委員会及び委員会への提案については、日本の実状を踏まえた

正確な対応が要請される。 
 こうした背景から、危険物及び特殊貨物の海上運送に関する専門家により構成される本委員会

は、DSC 小委員会及び UN 委員会における各種検討事項について日本の意見を集約し、同小委員

会及び委員会への日本意見をより確実に表明するとともに、関連情報を収集するために同小委員

会等へ専門家を派遣している。また BLG 小委員会及びその作業部会にも専門家を派遣し、最新

の情報を入手し本調査研究に反映させると共に、ばら積み危険物の海上運送に係る国際基準の策

定に参画している。 
 本報告書は、本委員会の活動の成果をまとめたものである。 
 
 

* * * 



 



第 1 章 調査研究の目的及び概要 
 
1.1 調査研究の目的 
 国際海事機関（IMO）の「危険物・固体貨物及びコンテナ小委員会（DSC 小委員会）」及び

「ばら積み液体及び気体物質小委員会（BLG 小委員会）」並びに国連（UN）の「危険物輸送及

び分類調和専門家委員会（UN 委員会）」への対応を検討するために、危険物及び特殊貨物の海

上運送に関する専門家から成る委員会を設置し、我が国関係業界等の意見を包括的に集約すると

共に、専門家を両国際機関委員会に派遣し各国専門家と直接意見や情報を交換することにより我

が国の意見を反映し、危険物及び特殊貨物の安全でスムーズな海上運送に寄与することを目的と

する。 
 
1.2 調査研究の概要 
1.2.1 DSC 小委員会及び BLG 小委員会への対応 
 IMO 第 16 回 DSC 小委員会及び同小委員会編集・技術作業部会（E&T グループ）での審議に

対応するため「危険物等海上運送国際基準検討委員会」並びに同委員会の下に「危険物運送要件

部会」、「特殊貨物運送部会」及び「危険性評価試験部会」を設置し各国提案文書等の詳細な検討

を行い、DSC 小委員会への我が国の対応案を作成した。更に、危険物及び特殊貨物の海上運送

に係る専門家を DSC 小委員会及び同作業部会に派遣し、危険物等海上運送に係る国際基準に我

が国意見の反映をはかると共に、最新の情報を入手し我が国の海事関係者に周知した。 
また、IMO 第 16 回 BLG 小委員会並びに同小委員会第 17 回汚染危険評価（ESPH）作業部会に

専門家を派遣し、ばら積み危険物の海上運送に係る国際基準の策定に参画すると共に、「危険物

等海上運送国際基準検討委員会」の下部組織として設置した「ばら積み液体危険物部会」を通じ

て最新の情報を我が国の海事関係者に周知した。 
1.2.2 UN 委員会への対応 
 第 39 回及び 40 回国連危険物輸送専門家小委員会（UNSCETDG）並びに第 21 回及び 22 回国

連分類調和専門家小委員会（UNSCEGHS）での審議に対応するため「危険物等海上運送国際基

準検討委員会」の下に「危険物 UN 対応部会」を設置し各国提案文書等の詳細な検討を行った。

更に、これら検討結果を踏まえ、同 UN 小委員会に日本代表委員を派遣し、危険物等海上運送に

係る国際基準に我が国意見及び提案文書の反映をはかると共に、国連勧告に関する最新の情報を

入手し我が国の関係者に周知した。 
1.2.3 委員会の開催 

(1) 危険物等海上運送国際基準検討委員会 
第 1 回会合：平成 23 年 5 月 23 日 
第 2 回会合：平成 24 年 3 月 12 日 

(2) 危険物運送要件部会 
第 1 回会合：平成 23 年 9 月 1 日 
第 2 回会合：平成 23 年 10 月 31 日 

(3) 特殊貨物運送部会 
第 1 回会合：平成 23 年 5 月 30 日 
第 2 回会合：平成 23 年 8 月 30 日 
第 3 回会合：平成 23 年 10 月 7 日 
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(4) ばら積み液体危険物部会 
第 1 回会合：平成 23 年 7 月 8 日 
第 2 回会合：平成 23 年 10 月 13 日 
第 3 回会合：平成 23 年 11 月 15 日 
第 4 回会合：平成 24 年 1 月 12 日 
第 5 回会合：平成 24 年 2 月 10 日 

(5) 危険物 UN 対応部会 
第 1 回会合：平成 23 年 6 月 9 日 
第 2 回会合：平成 23 年 8 月 10 日 
第 3 回会合：平成 23 年 11 月 14 日 
第 4 回会合：平成 24 年 1 月 23 日 

1.2.4 海外委員会等への派遣 
(1) IMO･DSC 小委員会 E&T グループ：平成 23 年 4 月 6 日～15 日 

派遣者： 濵田 高志 
(2) 第 39 回 UNSCETDG 及び第 21 回 UNSCEGHS：平成 23 年 6 月 20 日～29 日 

派遣者： 濵田 高志 
   山崎 晃 

(3) IMO 第 16 回 DSC 小委員会及び同小委員会 E&T グループ：平成 23 年 9月 19日～30 日 
派遣者： 濵田 高志 
   山崎 晃 

(4) IMO･BLG 小委員会第 17 回 ESPH 作業部会：平成 23 年 10 月 24 日～28 日 
派遣者： 濵田 高志 

(5) 第 40 回 UNSCETDG 及び第 22 回 UNSCEGHS：平成 23 年 11 月 28 日～12 月 7 日 
派遣者： 濵田 高志 
   萬崎 陸生 

(6) IMO 第 16 回 BLG 小委員会：平成 24 年 1 月 30 日～2 月 3 日 
派遣者： 濵田 高志 

 
 

* * * 
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第 2 章 国際海事機関 危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会 
 

2.1 第 16 回 DSC 小委員会への対応 

 危険物等海上運送国際基準検討委員会及び関連部会において第 16 回 DSC 小委員会提案文書概

要（付録 1.2）を作成し、これに基づき審議検討を行った。その検討結果を同付録 1.2 に示す。

また、委員会及び関連部会が準備し、DSC 小委員会に提出された日本提案を付録 3 に示す。 
 
2.2 DSC 小委員会等審議概要 
2.2.1 DSC 小委員会編集・技術作業部会（E&T グループ）報告 
(1) 会合の概要 

① 平成23年4月6日～15日 ロンドンIMO本部 
② 参加国又は機関 

ベルギー、中国、デンマーク、フィンランド、仏、独、イタリア、日本、オランダ、 
ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国、米国、UNECE、CEFIC及びDGAC 

③ 議長等 
議 長：Ms. Olga P. Lefevre（仏） 
事務局：Mr. A. Parroquin-Ohlson 

④ 日本からの出席者 
濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① IMDGコード第35回改正の訂正 
② IMDGコード第36回改正案 
③ IMDGコード追補の改正 
④ その他 

(3) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.1 に示す。 
 
2.2.2 第 16 回 DSC 小委員会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成23年9月19日～23日 ロンドンIMO本部 
② 参加国又は機関 

アンゴラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、クック諸島、キューバ、キプ

ロス、北朝鮮、デンマーク、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エストニア、フィンラ

ンド、フランス、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、インドネシア、イラン、イラク、イスラ

エル、イタリア、日本、ラトビア、リベリア、マレーシア、マーシャル諸島、メキシコ、

モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ペルー、

フィリピン、ポーランド、韓国、ルーマニア、ロシア、セントキッツ・ネービス、サウ

ジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、ト

リニダードトバコ、トルコ、ツバル、ウクライナ、英、米、ウルグアイ、バヌアツ、ベ

ネズエラ、香港、IAEA、ICS、ISO、IUMI、BIMCO、IACS、ICHCA、CEFIC、OCIMF、
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IICL、IFSMA、INTERTANKO、P&Iクラブ、IRU、DGAC、INTERCARGO、IMCA、

WNTI、IBTA、IVODGA、ITF、HBIA、WSC、NI及びBIC 
③ 議長等 

議 長：Mrs. Olga Pestel Lefèvre (仏) 
副議長：Mr. Arsenio Dominguez（パナマ） 

④ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
今井  新 在連合王国日本大使館一等書記官 
木川  真一 国土交通省海事局 
太田  進 独立行政法人海上技術安全研究所 
越智  宏 一般財団法人日本海事協会 
齋藤  昌宏 一般社団法人日本鉄鋼連盟 
増田  勝彦 社団法人日本鉱業協会 
平石  潔孝 社団法人日本鉱業協会 
高梨  友宏 社団法人日本鉱業協会 
岩田  啓二 社団法人日本船主協会 
黒田  賢太 社団法人日本船主協会 
西川  司 社団法人日本船主協会（ロンドン） 
濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 
山崎  晃 一般社団法人日本海事検定協会 

 
(2) 議 題 

① 議題の採択 
② 他のIMO機関の決定 
③ 国連勧告との調和を含むIMDGコード及び追補の改正 
④ 固体ばら積み貨物の特性評価を含むIMSBCコードの改正 
⑤ 海難･事故報告及びその分析 
⑥ 水と反応する物質の積載 

⑦ 貨物輸送ユニットの収納指針の見直し 
⑧ コンテナインスペクションプログラム（CIP）の有効性の検討 
⑨ 港湾での放射性汚染物質検出のための機器の設置 
⑩ 1972年コンテナ安全条約（CSC条約）及び関連サーキュラーの改正 
⑪ 閉鎖区域への立入及び救助に係る操練を強制化するためのSOLAS条約の改正 
⑫ DSC 17に係る作業計画及び議題 
⑬ 2012年の議長及び副議長の選出 
⑭ その他の議題 
⑮ 海上安全委員会（MSC）への報告 

(3) 審議結果一覧 
 表 2.2.1 に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 1.2 に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.3 に示す。 
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表 2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（1/7） 
（平成23年9月19日～23日、ロンドン） 

議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

1 16/1 
 

事務局 暫定議題 － － 

 16/1/1 
 

事務局 暫定議題の注釈 － － 

 16/1/2 及

びAdd.1 
議長 今期会合の予定 － － 

2 16/2 事務局 MEPC 61、C 106、LEG 97、MSC 88、SLF 53、
STW 42、BLG 15、FSI 19及びLEG 98の結果 

適 宜 ノートされた。

 16/2/1 
 

事務局 MSC 89の結果 適 宜 ノートされた。

 16/2/2 
 

事務局 NAV 57、TC 61、C 106、MEPC 62及びFP 55の結果 適 宜 ノートされた。

3 16/3 
 

事務局 
 

E&Tグループの報告 適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 16/3/1 
 

事務局 IMDGコード改正案（36-12） － ノートされた。

 16/3/2 英国 サルベージ容器の使用 適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 16/3/3 ウルグアイ クラス5.1及び5.2の標札 適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/4 ドイツ 輸送書類への海洋汚染物質の表記 適 宜 原則合意（E&T

グループ） 
 16/3/5 IPPIC 及 び

CEFIC 
N.O.S.エントリーで運送される混合物、溶液又は

調合剤への隔離グループの割当てに関する規定

の見直し 

適 宜 合意された。 

 16/3/6 ドイツ 海洋汚染物質としてのUN 3077及びUN 3082の分類 適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/3/7 
 

ドイツ IMDGコードの規定への違反に関する他の締約国

の情報 
適 宜 原則合意（E&T

グループ） 
 16/3/8 ドイツ IMDGコード及び付録の改正（36-12）－積載及

び隔離規定についての欄の分割 
適 宜 合意された。 

 16/3/9 イラン 過酸化水素の容器等級の改正 適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/10 イラン くん蒸剤として使用されるリン化アルミニウム

の代替案 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/11 IPPIC 海洋汚染物質の専門的名称の記載 適 宜 一 部合意され

た。 
 16/3/12 IPPIC “Aquatic pollutants”及び“Marine pollutants”に係る

文書要件 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/13 フランス フランス語版IMDGコード（35-10）のErrata and 

Corrigenda 
適 宜 合意された。 

 16/3/14 
 

事務局 IMOモデルコース1.10（危険物及び有害性物質） 適 宜 合意された。 

 16/3/15 ベルギー及び 
オランダ 

IMDGコード及び付録の改正（36-12）－フレキ

シブルバルクコンテナ 
適 宜 原則合意（E&T

グループ） 
 16/3/16 UNECE 

事務局 
IMDGコード及び付録の改正（36-12）－E&Tグ
ループ第15回会合報告書に関するコメント 

－ ノートされた。

 16/3/17 ドイツ IMDGコード及び付録の改正（36-12）－第7部の

見直し 
適 宜 合意された。 

 16/3/18 英国及び 
フランス 

IMDGコード及び付録の改正（36-12）－シート

付きバルクコンテナ（BK1）の使用 
適 宜 原則合意（E&T

グループ） 
 16/3/19 中国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－UN 3065

（容器等級IIIのもの）のエントリーの改正 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/3/20 CEFIC IMDGコード及び付録の改正（36-12）－貨物輸

送ユニットによるUN 2211及びUN 3314の運送 
適 宜 原則合意（E&T

グループ） 
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表2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（2/7） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

3 16/3/21 INTERTAN
KO 

IMDGコード及び付録の改正（36-12）－解毒剤

の備置要件の見直し 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/INF.6 INTERTAN

KO 
IMDGコード及び付録の改正（36-12）－急性ア

クリロニトリル中毒の診断及び治療 144症例の

臨床研究 

－ 
16/3/21参照

ノートされた。

 16/3/22 
 

韓国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－パッキ

ングインストラクションP903 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/23 

 
韓国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－蓄電池

と引火性を有する物質との隔離 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/24 

 
韓国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－少量危

険物の輸送物への表示 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/25 

 
韓国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－UN 2845

に適用されるパッキングインストラクション

P400の特別規定PP31 

適 宜 合意されなかっ

た。 

 16/3/26 
 

韓国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－オー

バーパック及びユニット貨物の使用 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/3/27 

 
DGAC IMDGコード及び付録の改正（36-12）－ 1.4 Sの

CARTRIDGES（少量危険物）の積載 
適 宜 合意された。 

 16/3/28 
 

英国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－ IMDG
コード第36回改正案へのコメント 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 16/3/29 
 

米国 IMDGコード及び付録の改正（36-12）－ 運送書

類中の海洋汚染物質の記載に関するコメント 
適 宜 一 部合意され

た。 
 16/INF.5 

 
IVODGA IMDGコード及び付録の改正（36-12）－IMDG

コード第7部の改正案（運送作業に係る規定に関

する第7部） 

適 宜 原則合意（E&T
グループ） 

 16/INF.8 UNECE IMDGコード及び付録の改正（36-12）－くん蒸

コンテナに関連するECOSOC決議書案 
適 宜 ノートされた。

4 16/4 ドイツ 魚粉（グループC）の個別スケジュール追加に関

する提案 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/1 ニュージー

ランド 
IMSBCコードへの新規エントリー「チタノマグネ

タイト」の追加 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/2 事務局 固体ばら積み貨物の環境有害性への分類及び固体

貨物残渣の取扱い 
適 宜 ノートされた。

 16/4/3 カナダ ばら積みされる「破砕されたカーボンアノード」

の掲載に係る申請 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/4 カナダ ばら積みされる「チタン鉄鉱（岩石）」の掲載に

係る申請 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/5 南アフリカ IMSBCコードへの新規エントリー「アップグレー

ドイルメナイト」の追加 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/6 イラン 高温多湿の気候におけるパームカーネルミールの

火災 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/7 カナダ及び 

ノルウェー 
ばら積みされる「アップグレードイルメナイト」

の掲載に係る申請 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/8 ノルウェー 海洋環境に有害な物質の分類ガイドライン 適 宜 一 部 合 意さ れ

た。 
 16/4/9 ノルウェー IMSBCコードへの新規エントリー「鉄鉱粉」の追加 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/10 フランス 液状化物質の運送 適 宜 一 部 合 意さ れ

た。 
 16/4/11 カナダ ばら積みされる「シリコンスラグ」の掲載に係る

申請 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/12 ドイツ 固体ばら積み貨物の個別スケジュールのエディト

リアルな改正に関する提案 
適 宜 継続審議 
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表2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（3/7） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

4 16/4/13 米国 ばら積み時のみ化学的危険性を有する物質

（MHB）の分類基準に関するコレスポンデンスグ

ループの報告 

適 宜 継続審議 

 16/4/14 米国 コーングルテンミール（CGM）、コーングルテン

フィードペレット（CGFP）及びビートパルプペ

レット（BPP） 

適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/15 カナダ ばら積みされる「粒状ニッケルマット」の掲載に

係る申請 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/16 日本 IMSBCコード未記載貨物の液状化危険に関する考察 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/17 日本 アスファルトの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/18 日本 アルミナ精鉱の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/19 日本 カルシウムアルミネートの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/20 日本 がれきの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/21 日本 カンラン岩の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/22 日本 きざんだプラスチックの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/23 日本 きざんだ天然ゴムくずの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/24 日本 クリンカアッシュ（乾式）の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/25 日本 コールタールピッチの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/26 日本 シュレッダーダストの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/27 日本 シリコマンガン（珪素の含有率が18質量％以下の

もの）の新規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/28 日本 ソーダライムガラス（破砕したもの）の新規個別

スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/29 日本 湿灰（水分管理されているもの）の新規個別スケ

ジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/30 日本 ベットマテリアルアッシュ（乾式）の新規個別ス

ケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/31 日本 ベットマテリアルアッシュ（湿式）の新規個別ス

ケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/32 日本 マンガン系鉄合金スラグの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/33 日本 汚染土壌の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/34 日本 汚泥（セメント原料）の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/35 日本 汚泥、燃え殻、ばいじんその他の産業廃棄物の固

化処理物の新規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/36 日本 化学石膏（液状化するおそれのないもの）の新規

個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/37 日本 化学石膏（液状化するおそれのあるもの）の新規

個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/38 日本 改良汚泥の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 

- 7 -



表 2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（4/7） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

4 16/4/39 日本 原料汚泥の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/40 日本 高炉系ダスト（液状化するおそれのあるもの）の

新規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/41 日本 混合処理土（建設工事用）の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/42 日本 酸化第二鉄の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/43 日本 石の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/44 日本 石膏（造粒品）の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/45 日本 石炭灰造粒物の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/46 日本 粗い鉄鋼スラグ及びその混合物の新規個別スケ

ジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/47 日本 粗い煉瓦屑の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/48 日本 脱水汚泥の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/49 日本 鋳物廃砂の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/50 日本 鉄鋼スケールの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/51 日本 鉄鋼スラグ及びその混合物の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/52 日本 鉄鋼スラッジ（液化するおそれのあるもの）の新

規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/53 日本 鉄鋼スラッジ（液化するおそれのないもの）の新

規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/54 日本 電炉系ダスト（造粒されたもの）の新規個別スケ

ジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/55 日本 電炉系乾ダストの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/56 日本 土砂（瓦礫、コンクリートガラ、砂利等が混合し

たもの）の新規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/57 日本 陶磁器くず等破砕品の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/58 日本 廃棄物由来の紙、プラスチックなどを原料とする

固形化燃料の新規個別スケジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/59 日本 非鉄スラグの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/60 日本 無水珪酸ナトリウム（カレット）の新規個別スケ

ジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/61 日本 硫酸法酸化チタン粒状中和滓の新規個別スケ

ジュール 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/62 日本 粒状四三酸化鉄の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/63 日本 煉瓦屑の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/64 日本 煉瓦屑と燃え殻の混合品の新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/65 日本 水酸化アルミニウムの新規個別スケジュール 支 持 継続審議（E&T

グループ） 
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表 2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（5/7） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

4 16/4/66 フランス 液状化物質の運送 － 水酸化アルミニウムの新規

個別スケジュール 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/67 ドイツ及び 

オランダ 
ばら積み時のみ化学的危険性を有する物質

（MHB）の健康有害基準 
適 宜 継続審議 

 16/4/68 ベネズエラ 高水分（12 %以下）のDRI(C)の安全な海上運送の

ための船上における機械的表層通風に関する実践

報告 

適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/69 スウェーデ

ン 
粒状銑鉄（GPI）のばら積み運送 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/70 スウェーデ

ン 
第一リン酸カルシウム（MCP）のばら積み運送 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/71 スウェーデ

ン 
Alusparのばら積み運送 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/72 スウェーデ

ン 
Alusilicaのばら積み運送 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/73 米国及びカ

ナダ 
固定式消火装置が免除される又は有効でない固体

ばら積み貨物のリスト（MSC/Circ.1395）の改正

適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/74 
 

ブラジル 鉄鉱粉のばら積み運送 適 宜 合意された。 

 16/4/75 ブラジル 鉄鉱粉のばら積み運送 適 宜 原則合意（CG
設置） 

 16/4/76 中国 グループAの分類基準の策定 適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/77 中国 固体ばら積み貨物の第三者によるサンプリング、

試験及び証明制度の確立 
適 宜 原 則 合 意さ れ

た。 
 16/4/78 中国 緑泥石塊（Chlorite lump）のばら積み運送 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/79 及

びCorr.1 
イタリア ARGALUM – アルミニウム再溶解工程から生じた

副産物を水、アルカリ溶液又は不活性材料で処理

したもの 

適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/80 日本 「DESCRIPTION」及び「HAZARD」の規定の強制

適用 
支 持 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/81 日本 鉄鉱粉の個別スケジュール及びIMSBCコード第

1.4.2節の改正に関する提案 
取下げ 取下げられた。

 16/4/82 オーストラ

リア 
シリコマンガン（シリコン含有量が25%未満のも

の）のエントリー 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/83 オーストラ

リア 
環境有害性を有する固体ばら積み貨物のスケ

ジュール 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 16/4/84 オーストラ

リア 
HEAVY MINERAL SANDS BLEND（IMSBCコー

ドの付録1に現在記載されていない貨物）のスケ

ジュール 

適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/4/85 オーストラ

リア 
アルミナ水和物（IMSBCコードの付録1に現在記

載されていない貨物）のスケジュール 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/86 オーストラ

リア 
IMSBCコードの鉄鉱粉 適 宜 継続審議（CG

設置） 
 16/4/87 オーストラ

リア 
IMSBCコードのリチア輝石 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/88 日本 鉄鉱粉の個別スケジュール及びIMSBCコード第

1.4.2節の改正に関する提案 
支 持 一 部 合 意さ れ

た。 
 16/4/89 日本 「DESCRIPTION」及び「HAZARD」の規定の強制

適用 
取下げ 取下げられた。

 16/4/90 ドイツ IMSBCコード未記載貨物の性状及びIMSBCコード

第1.3.3節に基づく運送条件記載様式を完成させる

ためのガイドライン 

適 宜 継続審議（E&T
グループ） 
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表2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（6/7） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

4 16/4/91 
 

カナダ 航海中のくん蒸に起因する大事故 適 宜 原 則 合 意さ れ

た。 
 16/4/92 米国 ホウ酸に係るIMSBCコードの新規個別スケジュー

ルの追加 
適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/93 米国 石油コークス（危険性を有しないもの） 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/94 米国 IMSBCコード未記載貨物 適 宜 継続審議（E&T

グループ） 
 16/4/95 INTERCARGO、

BIMCO、P&I
及びIUMI 

船舶による固体ばら積み貨物の運送の安全性向上

のための手段 
適 宜 ノートされた。

 16/4/96 オランダ 環境有害固体ばら積み貨物のクライテリア 適 宜 一 部 合 意さ れ

た。 
 16/4/97 ブラジル 新規エントリー「鉄鉱粉」の追加に対するコメント 適 宜 原則合意（CG

設置） 
 16/4/98 BIMCO ばら積み時のみ化学的危険性を有する物質(MHB)

の分類基準に関するコレスポンデンスグループの

報告へのコメント 

反 対 継続審議 

 16/4/99 INTERCARGO、
BIMCO、P&I
及びIUMI 

船舶による固体ばら積み貨物の運送の安全性向上

のための手段 
適 宜 一 部 合 意さ れ

た。 

 16/4/100 事務局 貨物区画の通風要件（SOLAS条約第II-2章第19.3.4
規則）に関するIACS統一解釈の検討 

適 宜 合意された。 

 16/INF.4 
 

ブラジル ブラジル産鉄鉱粉のばら積み運送 適 宜 ノートされた。

 16/INF.7 
 

IBTA ターミナル代表者の訓練スキーム 適 宜 ノートされた。

 15/4/3 日本 固体ばら積み貨物の個別スケジュールのエディト

リアルな改正に関する提案 
支 持 継続審議 

 MEPC 
61/7/5 

ノルウェー MARPOL条約附属書V見直しCGの報告に対するコ

メント 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 MEPC 

61/7/12 
CSC MARPOL条約附属書V見直しCGの報告に対するコ

メント 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 MEPC 

61/7/13 
米国 MARPOL条約附属書V見直しCGの報告に対するコ

メント 
適 宜 合意されなかっ

た。 
 MSC  

89/7/4 
中国 船舶による固体ばら積み貨物運送の安全性向上策 適 宜 ノートされた。

 MSC  
89/7/7 

INTERCARGO
及びBIMCO 

船舶による固体ばら積み貨物運送の安全性向上策 適 宜 ノートされた。

5 16/5 
 

カナダ 個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

 16/5/1 
 

フィンラン

ド 
個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

 16/5/2 
 

事務局 ばら積み船「La Donna I」船上での事故 適 宜 ノートされた。

 16/5/3 
 

ベルギー 個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

 16/5/4 
 

香港(中国) 個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

 16/5/5 
 

ICHCA 船舶に設置される揚貨装置（lifting appliances）及

びウィンチに係る要件の策定－事故調査概要 
適 宜 継続審議（ DE

小委員会） 
 16/5/6 

 
ICHCA 船舶による固体ばら積み貨物の運送の安全性向上

のための手段－固体ばら積み貨物に起因する事故

報告 

適 宜 ノートされた。

 16/5/7 
 

スウェーデ

ン 
個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。
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表 2.2.1 DSC 16 審議結果一覧表（7/7） 
議 
題 

文 書 
番 号 提案国等 文 書 標 題 対 応 審議結果 

5 16/5/8 
 

英国 船具、艤装品及び舶用品として運送される電離放

射線源 
適 宜 合意された。 

 16/5/9 
 

米国 個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

 16/5/10 
 

韓国 個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

 16/5/11 
 

事務局 個品危険物に関するインスペクションの結果報告 適 宜 ノートされた。

6 16/6 
 

ドイツ 総合的安全評価の概要報告 適 宜 ノートされた。

 16/INF.2 
 

ドイツ 総合的安全評価の報告 適 宜 ノートされた。

7 16/7 
 

事務局 貨物輸送ユニット（ CTUs ）の収納ための

IMO/ILO/UNECEガイドラインの見直しに係る事

務局間での共同作業 

適 宜 合意された。 

 16/7/1 
 

ドイツ 見直し作業の開始 適 宜 ノートされた。

 16/7/2 
 

FAO 有害動植物による汚染を最小限にするための手段 適 宜 ノートされた。

8 16/8 
 

米国 コンテナインスペクションプログラムの有効性の

検討に関するコレスポンデンスグループの報告 
適 宜 原 則 合 意さ れ

た。 
9 16/INF.3 

 
事務局 法的規制を受けない核物質及び他の放射性物質

に関する核セキュリティ勧告書（案）並びに核

セキュリティ用語集 

適 宜 ノートされた。

10 16/10 
 

事務局 MSC 88の結果 適 宜 ノートされた。

 16/10/1 
 

ロシア 承認を受けたコンテナ保守点検計画（ACEP）の

記録リストに含めるべき情報に関する提案 
適 宜 継続審議 

 16/10/2 
 

事務局 1972年コンテナ安全国際条約（1993年の改正を

含む）附属書の改正提案 
適 宜 原 則 合 意さ れ

た。 
 16/10/3 

 
ドイツ CSC条約附属書の改正 適 宜 原 則 合 意さ れ

た。 
 16/10/4 

 
ドイツ 検査官心得－コンテナの構造上の影響を受けや

すい構材及び構造上の欠陥の定義 
適 宜 継続審議 

 16/10/5 
 

BIC 承認を受けたコンテナ保守点検計画（ACEP）の

記録 
適 宜 ノートされた。

 16/INF.9 
 

ISO 積重応力の低いコンテナへの表示 適 宜 ノートされた。

11 16/11 
 

NI 本船上の閉鎖区域への立入 適 宜 合意されなかっ

た。 
14 16/14 

 
WSC 、 ICS
及 び
BIMCO 

コンテナの損傷防止策の策定 適 宜 継続審議 

 16/14/1 
 

ISO 保護衣のガイダンス 適 宜 継続審議（E&T
グループ） 

 16/14/2 
 

米国 コンテナ保守点検計画のガイダンス 適 宜 合意された。 

 16/14/3 
 

IACS 甲板積み木材運搬船に関する安全実施規則の見

直し－2011年版甲板積み木材運搬船に関する安

全実施規則（案）の改善提案 

適 宜 原 則 合 意さ れ

た。 

 
2.2.3 DSC 小委員会編集・技術作業部会（E&T グループ）報告 
(1) 会合の概要 

① 平成23年9月26日～30日 ロンドンIMO本部 
② 参加国又は機関 
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ベルギー、中国、デンマーク、フィンランド、仏、独、イタリア、日本、オランダ、ノ

ルウェー、スペイン、スウェーデン、英国、米国、UNECE、CEFIC及びDGAC 
③ 議長等 

議 長：Ms. Olga P. Lefevre（仏） 
事務局：Mr. A. Parroquin-Ohlson 

Mr. I. Rahim 
④ 日本からの出席者 

濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 
山崎 晃  一般社団法人日本海事検定協会 

 (2) 議 題 
① IMDGコード第35回改正の訂正 
② IMDGコード第36回改正案 
③ DSC 16での検討事項 

(3) 審議の概要 
 審議の概要を付録 1.4 に示す。 
 
2.2.4 BLG 小委員会第 17 回 ESPH 作業部会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成23年10月24日～28日 ロンドンIMO本部 
② 参加国又は機関 

ベルギー、クック諸島、フィンランド、仏、独、ギリシャ、日本、リベリア、蘭、ノル

ウェー、シンガポール、スペイン、スウェーデン、英国、米国、ICS、IAPH、CEFIC、
OCIMF、INTERTANKO及びDGAC 

③ 議長等 
議 長：Mr. David MacRae（英国） 

④ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
関口 秀俊 東京工業大学 
松木 邦夫 一般社団法人日本化学工業協会 
安藤 ふ季 株式会社環境計画研究所 
林  やよい 株式会社環境計画研究所 
濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 

(2) 議 題 
① 新規物質の評価 
② タンク洗浄剤の評価 
③ MEPC.2サーキュラーの見直し 
④ GESAMP/EHSの作業結果に関する検討 
⑤ IBCコードの改正案 
⑥ IBCコード第17及び18章の見直し 
⑦ 適合証の再発給 
⑧ その他の議題 

(3) 審議の概要 
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 審議の概要を付録 1.5 に示す。 
 
2.2.5 第 16 回 BLG 小委員会報告 
(1) 会合の概要 

① 平成23年1月30日～2月3日 ロンドンIMO本部 
② 参加国又は機関 

アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、豪、バハマ、ベルギー、ブラジル、カナダ、

チリ、中国、コロンビア、クック諸島、キプロス、北朝鮮、デンマーク、ドミニカ、エ

ジプト、エストニア、フィンランド、仏、独、ガーナ、ギリシャ、インドネシア、イラ

ン、イラク、アイルランド、イタリア、日本、キリバス、ラトビア、リベリア、リビア、

マレーシア、マルタ、マーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、オランダ、ニュージーラ

ンド、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、フィリピン、ポーランド、韓国、ロシア、

セントリキッツ・ネイビス、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、

スウェーデン、スイス、シリア、トルコ、ツバル、ウクライナ、英国、米国、バヌアツ、

香港、EC、ICES、ICS、ISO、IEC、IAPH、BIMCO、IACS、CEFIC、OCIMF、ICOMIA、

IFSMA、CESA、 INTERTANKO、 IUCM、SIGTTO、DGAC、CLIA、 INTERCARGO、

IMLA 、 EUROMOT 、 IPIECA 、 IMarEST 、 InterManager 、 IPTA 、 ISAF 、 IMCA 、

INTERFERRY、IBIA、ITF、IPPIC、NACE INTERNATIONAL、NI及びCSC 
③ 議長等 

議 長：Mr. S. Oftedal（ノルウェー） 
副議長：Mr. R. Zhang（中国） 

④ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 
今井 新  在連合王国日本大使館一等書記官 
斎藤 英明 国土交通省海事局 
阿部 真嗣 国土交通省総合政策局 
太田 進  独立行政法人海上技術安全研究所 
岡村 敏  財団法人日本船舶技術研究協会 
菅  勇人 一般財団法人日本海事協会 
河野 澄人 社団法人日本船主協会 
戸松 憲治 日本内航海運組合総連合会 
濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 （他 計32名） 

(2) 議 題 
① 議題の採択 
② 他のIMO機関の決定 
③ 化学物質の安全及び汚染危険度評価及び改正の準備 
④ 2004年バラスト水管理規制条約の統一的実施のための指針の作成 
⑤ 船舶の付着生物を介した流入水生種の移動を最小限化するための国際的手法の策定 
⑥ ガス及び低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する規定 
⑦ 改正IGCコードの策定 
⑧ MARPOL条約附属書VI及びNOxテクニカルコードの改正による関連非強制文書の

見直し 
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⑨ 沖合施設補給船によるばら積みされる少量の危険有害液体物質の輸送及び取扱いに

関する規定の策定 
⑩ 閉鎖区域への立ち入り及び救助繰練を強制化するためSOLASの改正 
⑪ IACS統一解釈の検討 
⑫ 海難･事故報告及びその分析 
⑬ 次期2年間の作業計画及びBLG 17の議題 
⑭ 2013年の議長及び副議長の選出 
⑮ その他の議題 
⑯ 海上安全委員会及び海洋環境保護委員会への報告 

(3) 審議の概要 
 審議の概要（化学物質の安全及び汚染危険度評価及び改正の準備（第 3 議題）関係）を付録

1.6 に示す。 
 
 

* * * 
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第 3 章 国連危険物輸送及び分類調和専門家委員会 
 

3.1 第 39 回及び 40 回 UNSCETDG への対応 

 危険物等海上運送国際基準検討委員会及び危険物輸送 UN 対応部会において、それぞれ第 39

回及び 40 回 UNSCETDG 提案文書概要（付録 2.1 及び 2.3）を作成し、これに基づき審議検討を

行った。その検討結果を同付録 2.1 及び 2.3 に示す。 
 
3.2 第 21 回及び 22 回 UNSCEGHS への対応 
 危険物等海上運送国際基準検討委員会及び危険物輸送 UN 対応部会において、それぞれ第 21
回及び 22 回 UNSCEGHS 提案文書概要（付録 2.5 及び 2.7）を作成し、これに基づき審議検討を

行った。その検討結果を同付録 2.5 及び 2.7 に示す。 
 

3.3 UNSCETDG 等審議概要 
3.3.1 第 39 回 UNSCETDG 審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成23年6月20日～24日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 

委員国：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、

中国、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、

ポーランド、韓国、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国及び米国（出

席：22カ国） 
オブザーバー国：ルーマニア及びスロバキア 
国連機関及び政府間機関：EU、OTIF、IAEA、IMO及びWHO 
非政府国際機関 ：AEISG、AISE、CGA、CLEPA、COLIPA、COSTHA、DGAC、EIGA、

EMPAC、FEA、FCHEA、IATA、ICCA、ICCR、ICDM、ICIBCA、ICPP、IDGCA、IEC、

IFA、 IFALPA、 IFDI、 IME、 IPPIC、 ITOC、 IVODGA、kFI、PRBA、RECHARGE、

RPMASA及びSAAMI 
③ 議長等 

議 長：Mr. J. Hart （英国） 
副議長：Mr. C. Pfauvadel （フランス） 

④ 日本からの出席者（敬称略、五十音順） 
朝倉 吉隆 財団法人自動車研究所 
粟野 彰規 社団法人電池工業会 
薄葉 州 独立行政法人産業技術総合研究所 
島  博隆 社団法人電池工業会 
濵田 高志 国連危険物輸送専門家小委員会委員・一般社団法人日本海事検定協会 
丸茂 千郷 一般社団法人電子情報技術産業協会 
山崎 晃 一般社団法人日本海事検定協会 
ICDMメンバーとして出席 
米倉 隆行 ドラム缶工業会 
IECメンバーとして出席 
森脇 和郎 社団法人電池工業会 
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(2) 議 題 
① 議題の採択 
② 火薬類及び関連事項 
③ 危険物リスト、分類及び容器包装 
④ 蓄電システム 
⑤ モデル規則改訂に関するその他の提案 
⑥ 電子データ(EDI)を使用した文書作成・提出 
⑦ 国際原子力機関との協力 
⑧ 国連モデル規則による危険物輸送規則の地球規模での調和 
⑨ モデル規則の策定基本指針 
⑩ GHSに関する問題 
⑪ その他 
⑫ 報告書の承認 

(3) 審議結果一覧 
 表 3.3.1 に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.1 に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.2 に示す。 
 

表 3.3.1 UNSCETDG 39 審議結果一覧表（1/2） 
（平成23年6月20日～24日、ジュネーブ） 

議題 文書 
番号 提案国等 文  書  標  題 対 応 備考･結果 

C3/77 事務局 予定議題 資料 － 
1 

C3/77/Add1 事務局 文書リスト 資料 － 

11/9 英国 アスベスト（UN 2212及びUN2590）の少量危
険物制限量 

適宜 採択 

11/10 韓国 UN 1263の正式品名の改正 適宜 修正の上採択 

11/20 IATA クラス3高粘度液体の容器等級IIIへの分類 適宜 修正の上採択 

11/3 スイス パッキングインストラクションP906 適宜 修正の上採択 

11/4 ICCA パッキングインストラクションP404の改正 適宜 修正の上採択 

3 

11/19 DGAC パッキングインストラクションP602 適宜 修正の上採択 

11/14 日本 非対称キャパシターの新正式品名 支持 次期修正提案 

11/15 ドイツ 損傷したリチウム電池の輸送 適宜 継続審議 4 
11/21 PRBA 特別要件301：大型のプロトタイプ及び少数

生産電池の容器 
適宜 不採択 

11/7 英国 総質量1,500 kgを超える液体輸送用IBC容器の
振動試験 

適宜 不採択 

11/11 オーストリア

及びドイツ 
6.1.1.1(e)－容量が450Lを超える容器 適宜 次期修正提案 

11/12 ドイツ 危険な静電気の放出防止 適宜 不採択 

11/13 ドイツ サルベージ容器の質量 適宜 次期修正提案 

11/1 スペイン 6.7.2.15の改正 適宜 不採択 

11/5 英国 ラベル、プラカード、表示等の記述 適宜 次期修正提案 

11/16 EIGA ガスシリンダーへの表示 適宜 修正の上採択 

11/17 ICPP プラスチック容器（1H及び3H）への製造年
月日の表示 

適宜 次期修正提案 

5 

11/18 DGAC 航空輸送用少量危険物表示の適用 適宜 修正の上採択 
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表3.3.1 UNSCETDG 39審議結果一覧表（2/2） 

議題 文書 
番号 提案国等 文  書  標  題 対 応 備考･結果 

11/2 スペイン 危険物の海上及び陸上輸送の調和 適宜 不採択 
8 11/8 英国 容器等級 I の割当：国連モデル規則と

RID/ADR/ADNとの相違 
適宜 採択 

9 11/6 英国 基本指針の改正－容器 適宜 採択 

 
3.3.2 第 40 回 UNSCETDG 審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成23年11月28日～12月7日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 

委員国：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、

中国、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、ケニヤ、メキシコ、オランダ、ノル

ウェー、韓国、ロシア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国及び米国

（出席：23カ国） 
オブザーバー国：ルーマニア 
国連機関及び政府間機関：OTIF、IAEA、ICAO、IMO及びWHO 
非政府国際機関 ：ABSA、AEISG、CGA、COSTHA、DGAC、DGTA、EBRA、EIGA、

EMPAC、FIATA、GLF、 IATA、 ICCA、 ICCR、 ICDM、 ICIBCA、 ICPP、 IDGCA、

IFALPA、IFDI、IPIECA、ISO、ITOC、IVODGA、kFI、PRBA、RECHARGE、RPMASA、

SAAMI及びWNTI 
③ 議長 

議 長：Mr. J. Hart（英国） 
副議長：Mr. C. Pfauvadel （フランス） 

④ 日本からの出席者（敬称略、五十音順） 
朝倉 吉隆 財団法人自動車研究所 
粟野 彰規 社団法人電池工業会 
薄葉 州 独立行政法人産業技術総合研究所 
島  博隆 社団法人電池工業会 
濵田 高志 国連危険物輸送専門家小委員会委員・一般社団法人日本海事検定協会 
丸茂 千郷 一般社団法人電子情報技術産業協会 
萬崎 陸生 一般社団法人日本海事検定協会 

PRBAメンバーとして出席 
谷部 伸一郎 社団法人電池工業会 

(2) 議 題 
① 議題の採択 
② 危険物リスト、分類及び容器包装 
③ 蓄電システム 
④ モデル規則改訂に関するその他の提案 
⑤ 電子データ(EDI)を使用した文書作成・提出 
⑥ 国際原子力機関との協力 
⑦ 国連モデル規則による危険物輸送規則の地球規模での調和 
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⑧ モデル規則の策定基本指針 
⑨ GHSに関する問題 
⑩ その他 
⑪ 報告書の承認  

(3) 審議結果一覧 
 表 3.3.2 に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.3 に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.4 に示す。 
 

表 3.3.2 UNSCETDG 40 審議結果一覧表 
（平成23年11月28日～12月7日、ジュネーブ） 

議題 文書 
番号 提案国等 文  書  標  題 対 応 備考･結果 

C3/79 事務局 予定議題 資料 － 
1  

C3/79/Add1 事務局 文書リスト 資料 － 

11/22 DGAC 特別要件135：dichloroisocyanuric acid saltsの分類 支持 修正の上採択 

11/27 WHO 乾いた血斑及び便潜血検査 支持 修正の上採択 

11/29 ICCA 自己反応性物質及び有機過酸化物分類のため
のフローチャートの改正 

支持 不採択 

11/30 ICCA UN 2211及びUN 3314の分類 適宜 継続審議 

11/38 ICCA 環境有害物質を含有する混合物の分類 適宜 継続審議 

11/42 ICCA 特別要件335：少量で輸送される環境有害物
質の除外要件 

適宜 継続審議 

11/43 英国 リチウム金属電池を内蔵した懐中電灯付きラ
イター 

適宜 継続審議 

11/44 オーストラリア アスベスト（UN 2212及びUN 2590）の輸送要件 適宜 不採択 

2 

11/45 DGAC 輸送中に液状化する固体に対するIBC容器要件 支持 採択 

11/35 米国 リチウムバッテリーへの表示 適宜 次期修正提案 

11/39 PRBA及び
RECHARGE 

廃リチウムセル及び電池の輸送 適宜 継続審議 

11/40 PRBA及び
RECHARGE 

損傷したリチウムセル及び電池の輸送 適宜 継続審議 3 

11/41 PRBA及び
RECHARGE 

リチウム電池の大型容器要件 適宜 次期修正提案 

11/24 ドイツ及び

ベルギー 
大型サルベージ容器 適宜 修正の上採択 

11/25 ISO ISO標準の引用－6.2.2節 適宜 不採択 

11/26 ISO 定義－1.2.1節 適宜 一部採択 

11/28 ICCA 水反応性有機金属の輸送に使用されるポータ
ブルタンクの内部検査 

適宜 修正の上採択 

11/31 英国 くん蒸注意表示及び貨物輸送ユニット冷却中
注意表示 

適宜 継続審議 

11/32 英国 ラベル、プラカード、表示等の記述 支持 継続審議 

11/33 ドイツ サンプル圧力容器：適合性評価及びUNマーク 適宜 継続審議 

11/34 ドイツ 6.1.1.1(e)－容量が450リットルを超える容器 適宜 修正の上採択 

11/36 ICPP プラスチック容器（1H及び3H）への製造年
月の表示 

適宜 修正の上採択 

4 

11/37 英国 液体輸送用UNポータブルタンク要件の適用
に関する移行期間 

適宜 不採択 

6 11/46 IAEA 輸送物当たりの質量が0.1kg未満の六フッ化
ウランに関する規定 

適宜 継続審議 

7 
11/23 事務局 2010年秋に開催されたRID専門家委員会と危

険物輸送に関する専門家会議の合同部会の審
議結果 

適宜 合意 
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 3.3.3 第21回UNSCEGHS審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成23年6月27日～29日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、

デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オラ

ンダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、韓国、ロシア、南アフリカ、

スペイン、スウェーデン、英国、米国、ジンバブエ、フィリピン、スイス、タイ、

UNITAR、IMO、WHO、OECD、AEISG、AISE、CGA、CEFIC、DGAC、ICCA、ICMM、

IFPCM、IME、IPPIC、IPIECA、RPMASA及びSDA 
③ 日本からの出席者（敬称略、五十音順） 

薄葉 州  独立行政法人産業技術総合研究所 
城内 博  日本大学大学院理工学研究科 
濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 

 (2) 議 題 
① 議題の採択 
② GHS勧告の最新化 

(a) 物理化学的危険性 
(b) 健康有害性 
(c) 環境有害物質 
(d) 付録 
(e) その他 

③ ハザードコミュニケーション 

④ GHSの実施 
 (a) 実施に関する課題 
 (b) 政府又は機関からの報告 
 (c)  他の国際機関との協力 
⑤ GHS基準の適用に関する指針の策定 
⑥ キャパシティ･ビルディング 
⑦ その他 
⑧ 報告書の承認 

(3) 審議結果一覧 
 表 3.3.3 に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.5 に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.6 に示す。 
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表 3.3.3 UNSCEGHS 21 審議結果一覧表 
（平成23年6月27日～29日、ジュネーブ） 

文書 
番号 議題 提案 

国等 文  書  標  題 対 応 備考・結果 

C4/41 1 事務局 予定議題 資料 － 

C4/41/Add1 1 事務局 文書リスト 資料 － 

11/01 2(e) ドイツ GHSの訂正（パラグラフ1.3.2.4.6） 適宜 原則合意 

11/02 2(b) ドイツ 皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷

性/眼刺激性：3匹より多い動物に対して行

われた試験データの評価に関するガイダン

ス 

適宜 修正の上採択 

 
3.3.4 第 22 回 UNSCEGHS 審議概要 
(1) 会合の概要 

① 平成23年12月7日～9日 ジュネーブ国連欧州本部 
② 参加国又は機関 

アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィ

ンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、

ポーランド、ポルトガル、カタール、韓国、ロシア、セルビア、南アフリカ、スウェー

デン、英国、米国、ジンバブエ、スイス、UNITAR、IMO、WHO、OECD、AEISG、

AISE、CGA、DGAC、ICCA、IFPCM、IPIECA、IPPIC、RPMASA、SDA及びWFBSC 
③ 日本からの出席者（敬称略、順不同） 

城内 博  日本大学大学院理工学研究科 
田崎 孝典 経済産業省製造産業局 
濵田 高志 一般社団法人日本海事検定協会 

 (2) 議 題 
① 議題の採択 
② GHS勧告の最新化 

(a) 物理化学的危険性 
(b) 健康有害性 
(c) 環境有害性 
(d) 付録 
(e) その他 

③ ハザードコミュニケーション 
④ GHSの実施 

(a) 実施に関する課題 
(b) 政府又は機関からの報告 

 (b) 他の国際機関との協力 
 (c) その他 
⑤ GHS基準の適用に関する指針の策定 
⑥ キャパシティ･ビルディング 
⑦ その他 
⑧ 報告書の承認 
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(3) 審議結果一覧 
 表 3.3.4 に提案文書及び審議結果の概要を示す。また各提案文書の詳細を付録 2.7 に示す。 
(4) 審議の概要 
 審議の概要を付録 2.8 に示す。 
 

表 3.3.4 UNSCEGHS 22 審議結果一覧表 
（平成23年12月7日～9日、ジュネーブ） 

文書 
番号 

議題 提案 
国等 

文  書  標  題 対 応 備考・結果 

C4/43 1 事務局 予定議題 資料 － 

C4/43/Add1 1 事務局 文書リスト 資料 － 

11/03 2(e) 事務局 パラグラフ1.3.2.4.6の訂正 支持 採択 

11/04 2(b) ドイツ パラグラフ3.2.3.1.2及び3.3.3.1の改正 支持 継続審議 

11/05 2(a) ICCA 自己反応性物質及び有機過酸化物分類のた

めのフローチャートの改正 
適宜 次期新提案 

 
 
 

* * * 
 

- 21 -



お わ り に 
 
 海上運送される危険物や特殊貨物は極めて種類が多く運送に係る要件も多岐にわたっている。

従って、多くの技術分野の専門家集団により、海上運送に関する検討がなされ安全策を講じてい

る。日本の代表として IMO 及び UN 等の国際会議に参加している団員は、多くの技術分野の専

門家集団により検討された的確な結論を基に立脚された意見を述べ討議に参加している。すなわ

ち、国際会議での議論の前に、日本において専門家集団による十分な情報交換、議論、分析、検

討、そして結論付けがおこなわれていなければならない。このような、組織化された専門集団に

よる検討がなければ、国際会議での日本の議論は、表面的で形式的な空疎なものになりかねない。 
 先進工業国であり、工業製品の種類も多い日本の取り扱う貨物は、当然多様なものとなる。そ

のため、上記専門家集団の活躍が極めて重要であり、その活動は単に国内問題に留まらず世界の

海事の安全に繋がるといってよい。 
 日本における専門家集団に対応している本委員会では、IMO 及び UN 委員会に提出される諸問

題を検討するだけでなく、独自に調査課題を設定して、その解決策を探求し、地道で総合的な活

動を行うことにより危険物や特殊貨物の安全運送の確保に寄与している。 
 なお、本委員会では、来年度以降も引き続き IMO 及び UN への各国の提案文書を詳細に検討

し、各種安全基準の改善に努める予定である。 
 本報告書の作成にあたり、ご協力いただいた関係各位に厚く謝意を表するとともに、本報告書

が海上運送の安全の一助となれば幸である。 
 
 

* * * 
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付録１ DSC 小委員会等審議概要 



 



 

付録 1.1 DSC 小委員会第 15 回 E&T グループ審議概要 

 

1 会合の概要 

(1)  期間：平成 23 年 4 月 6 日～15 日 ロンドン IMO 本部 

(2) 参加国又は機関：ベルギー、中国、デンマーク、フィンランド、仏、独、イタリア、日本、

オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国、米国、UNECE、CEFIC 及び DGAC 

(3) 議長等 

議 長： Ms. Olga P. Lefevre（仏） 

事務局： Mr. A. Parroquin-Ohlson 

日本からの出席者： 濵田高志（一般社団法人日本海事検定協会） 

(4)  主な議題:： 

① IMDG Code 第 35 回改正の訂正 

② IMDG Code 第 36 回改正案 

③ IMDG コード追補の改正 

④ その他 

 

2 作業概況 

(1) IMDG Code 第 35 回改正内容の訂正 

今会合に提出された文書をもとに「Errata and Corrigenda」案を作成した。本「Errata and 

Corrigenda」案は 9 月に開催される DSC 16 の承認を受けた後に「Note Verbale」として事務

局長名で発行される予定である。なお、「Errata and Corrigenda」により修正される部分の多

くは Editorial なものであり、現行危規則の実施に関して大きな影響はないと考えられる。 

 

(2) IMDG Code 第 36 回改正案関連事項 

小委員会の指示に従い、国連危険物輸送専門家委員会の審議結果、DSC 15 にて合意され

た各種提案及びパート 7 改正に関するコレスポンデンスグループの検討結果を取り入れた

IMDG Code 第 36 回改正案を作成した。主な改正点及び DSC 16 にて更に検討が必要とされ

た事項は次の通りである： 

① 国連危険物輸送専門家委員会関連事項 

(a) 多量の危険物を輸送する上で有用ではあるものの、不適切な積載によって船舶の復

原性へ影響を与える可能性があることからコードへの導入を反対する意見があった

ことから、フレキシブルバルクコンテナ（FBC）に関する規定を全て括弧書きにす

ることとし、小委員会に検討を要請することとした。 

(b) リチウム電池の試験方法及び判定基準 38.3 が改正されたことに関連し、現行試験基
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準の適用及び既存の電池の取扱いを明確にする必要があるとの指摘があり、国連小

委員会に本件に関する検討を行うよう要請することとした。 

(c) 事務局提案に基づき国連モデル規則と整合が取れていない正式品名の編集上の修正

を行った。 

(d) クリルミール、電気二重層キャパシター等、新たに 11 エントリー（10 国連番号）

を追加した。（UN 3497～UN 3506） 

(e) 区分 1.4S の分類される 3 種の火薬類（UN 0012、UN 0014 及び UN 0055）に適用す

る新たな少量危険物規定を取り入れた。なお、積載要件については、火薬類に適用

される積載方法“01”とすべきか、それ以外の危険物に適用される積載方法“A”

とすべきか意見が分かれたため、小委員会に検討を要請することとした。 

(f) より理解しやすい規定にすることを目的として ADR を参考にした少量危険物規定

（3.4 章）の再編成を行った。 

(g) 煙火の分類に関し、輸送書類に分類承認を行った国の記号を含む分類承認記号を記

載しなければならないとする規定を追加した。（5.4.1.5.15） 

(h) 輸送物への UN 番号表示の最低高さを 12 mm とする規定を追加した。（5.2.1.1） 

(i) ドライアイス等、窒息の危険性のみを有する危険物で貨物を冷却しながら輸送する

場合の要件を明確にする規定（5.5.3）を追加した。 

② DSC 15 からの付託事項 

(a) 表示及びプラカードの貼付要件を明確にするためセミトレーラーの定義を新たに追

加した。（1.2.1） 

(b) UN 2211（プラスチックビーズ）及び UN 3314（プラスチック成型用コンパウンド）

の輸送に使用される貨物輸送ユニットの性能要件及びユニットへの表示要件を規定

した特別要件 SP 965 を策定した。コンテナへの新たな表示要件、当該貨物輸送ユニ

ットは爆発雰囲気の形成を防止することが出来る適切な通風性能を有するもの、あ

るいは防爆型冷却装置を有するものでなければならないと規定している。 

(c) SP 900 の要件をより理解しやすくするため、輸送禁止危険物の具体的化学名を明示

した規定を危険物リスト中の関連危険物エントリー第 17 欄に規定した。 

(d) 少量危険物と他の貨物（非危険物、プラカードの貼付又は表示が要求される危険物

及びプラカードの貼付又は表示が要求されない危険物）を混載した場合の貨物輸送

ユニットへの表示要件を明確にするための規定の修正を行った。（3.4.5.5） 

(e) ドイツが国連危険物輸送専門家小委員会のモデル規則及び ADR 等と整合を図るため

のバルクコンテナインストラクション改正提案を行う予定であることをノートした。 

(f) 船舶が作成する輸送書類に記載を要求される事項をより明確にするため 5.4.3.1の修

正を行った。 
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(g) 時間の制約があり PP 85 及びインデックスに関する検討は行えなかった。 

③ パート 7 改正に関するコレスポンデンスグループにおける検討結果 

(a) 理解を容易にするため現状の輸送実態を考慮しパート 7 の構成を次のとおり変更した： 

- 7.1：積載に関する一般規定 
- 7.2：隔離に関する一般規定 
- 7.3：貨物輸送ユニットへの収納及びその使用並びに関連規定 
- 7.4：コンテナ船の積載及び隔離規定 
- 7.5：Ro－Ro 船の積載及び隔離規定 
- 7.6：一般貨物船の積載及び隔離規定 
- 7.7：艀運搬船 
- 7.8：事故及び火災予防措置の関する要件 
- 7.9：免除、承認及び証明書 

(b) 火薬類の積載要件に関し、現行規定が複雑であることから現状に合わせより簡素化

し、積載カテゴリーの数を 15 から 5 に削減した。火薬類を甲板上積載する場合には

必ず非開放型貨物輸送ユニットを使用しなければならないが、ユニットは必ずしも

CSC コンテナである必要はない。 

(c) パート 7 改正に伴うその他編集上の改正案を準備した。 

 

(3) IMDG Code 追補の改正 

① 危険物リストに新たに追加された危険物（国連番号）に対応する EmS ガイドラインの

改正案を準備した。（annex 7） 

② パート 7 の構成変更に伴い現行パート 7 と改正パート 7 案の対照表を作成した。 

③ パート 7から隔離規定に基づくコンテナ積載例を示したイラストを削除したことから、

当該イラストを納めた MSC サーキュラー案を策定した。 

 

(4) その他 

MSC の合意に従い、IMDG コード第 36 回改正は改正部分のみではなくコード統合版と

してコード全文が採択される予定である。 

 

* * * 
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 o
f t

he
 C

od
e 

of
 S

af
e 

Pr
ac

tic
e 

fo
r S

hi
ps

 C
ar

ry
in

g 
Ti

m
be

r D
ec

k 
C

ar
go

es
（

議
題

14
）

 
D

 G
 1
：

 co
ns

id
er

at
io

n 
fo

r t
he

 e
ffi

ca
cy

 o
f C

on
ta

in
er

 In
sp

ec
tio

n 
Pr

og
ra

m
m

e（
議

題
8）

 
D

 G
 2
：

 en
try

 in
to

 fo
rc

e 
of

 th
e 

19
93

 C
SC

 A
m

en
dm

en
ts
（

議
題

10
）

 

－
 

－
 

16
/2

 
（

事
務

局
）

 
M

EP
C

 6
1 、

C
 1

06
、

LE
G

 9
7、

M
SC

 8
8、

SL
F 

53
、

ST
W

 4
2、

B
LG

 1
5、

FS
I 1

9
及

び
LE

G
 9

8
の

結
果

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

1;
 M

EP
C

 6
1/

24
; 

C
 1

05
/D

; 
LE

G
 9

7/
15

; 
M

SC
 8

8/
26

; 
SL

F 
53

/1
9;

 S
TW

 4
2/

14
; 

B
LG

 1
5/

19
; 

FS
I 

19
/1

9;
 D

E 
55

/2
2 

an
d 

LE
G

 9
8/

14
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

小
委

員
会

の
各

議
題

に
関

連
す

る
M

EP
C

 6
1、

C
 1

06
、

LE
G

 9
7、

M
SC

 8
8、

SL
F 

53
、

ST
W

 4
2、

B
LG

 1
5、

FS
I 1

9、
D

E 
55

及
び

LE
G

 9
8
に

お
け

る
審

議
結

果
を

そ
れ

ぞ
れ

の
報

告
書

の
パ

ラ
グ
ラ

フ
を

引
用

す
る

こ
と

で

紹
介

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/2

/1
 

（
事

務
局

）
 

M
SC

 8
9
の

結
果

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

6/
1 

an
d 

M
SC

 8
9/

25
 a

nd
 a

dd
en

da
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

小
委

員
会

の
各

議
題

に
関

連
す

る
M

SC
 8

9
に

お
け

る
審

議
結

果
を

報
告

書
の

パ
ラ

グ
ラ

フ
を

引
用

す
る

こ
と

で

紹
介

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/2

/2
 

（
事

務
局

）
 

N
A

V
 5

7 、
TC

 6
1、

C
 1

06
、

M
EP

C
 

62
及

び
FP

 5
5
の

結
果

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

1;
 N

A
V

 5
7/

15
; T

C
 6

1/
16

; C
 1

06
/D

; M
EP

C
 6

2/
24

 a
nd

 F
P 

55
/2

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

小
委

員
会

の
各

議
題

に
関

連
す

る
N

A
V

 5
7、

TC
 6

1、
C

 1
06

、
M

EP
C

 6
2
及

び
FP

 5
5
に

お
け

る
審

議
結

果

を
そ

れ
ぞ

れ
の

報
告

書
の

パ
ラ

グ
ラ

フ
を

引
用

す
る

こ
と

で
紹

介
し

て
い

る
。

 
  

M
EP

C
 6

2
の

報
告

で
は

、
M

A
R

PO
L
条

約
附

属
書

V
の

関
係

で
、
動

物
の

死
骸

に
関

す
る

指
針

の
コ

レ
ス

ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

が
設

置
さ

れ
た

こ
と

と
併

せ
て

、
20

12
年

を
目

標
年

と
し

て
「

環
境

有
害

固
体

ば
ら

積

み
貨

物
の

判
定

基
準

策
定

」
が

作
業

計
画

に
含

め
ら

れ
た

こ
と

が
報

告
さ

れ
て
い

る
。
（

D
SC

 1
6/

4/
2
参

照
）

 
  

FP
 5

5
の

報
告

で
は

、
IA

C
S 

U
I 8

9
の

確
認

、
即

ち
IM

SB
C
コ

ー
ド

の
連

続
通
風

の
要

件
が

「
通

風
口

に
閉

鎖
装

置
を

設
け

て
は

な
ら

な
い

」
こ

と
を

意
味

し
な

い
こ

と
の

確
認

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
（

D
SC

 1
6/

4/
10

0
参

照
）

 

適
宜

対
処

 
（

16
/4

/2
 及

び
 

16
/4

/1
00

参
照

）
 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
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16
/3

 
（

事
務

局
）

 
E&

T
グ

ル
ー

プ
の

報

告
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

E&
T 

15
/W

P.
1 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

20
11

年
4
月

6
日

～
15

日
開

催
の

E&
T
グ

ル
ー

プ
の

作
業

報
告

で
あ

る
。

主
要

な
点
は

次
の

通
り

で
あ

る
：

 
（

1）
 IM

D
G
コ

ー
ド

第
35

回
改

正
Er

ra
ta

 a
nd

 C
or

rig
en

da
案

 
今

会
合

に
提

出
さ

れ
た

文
書

を
基

に
「

Er
ra

ta
 a

nd
 C

or
rig

en
da
」

案
を

作
成

し
た

。
本

「
Er

ra
ta

 a
nd

 
C

or
rig

en
da
」
案

は
本

年
9
月

に
開

催
さ

れ
る

D
SC

 1
6
の

承
認

を
受

け
た

後
に
「

N
ot

e 
V

er
ba

le
」
と

し
て

事
務

局
長

名
で

発
行

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

。
な

お
「

Er
ra

ta
 a

nd
 C

or
rig

en
da
」
に

よ
り
修

正
さ

れ
る

部
分

の

多
く

は
Ed

ito
ria

lな
も

の
で

あ
り

、
現

行
危

規
則

の
実

施
に

関
し

て
大

き
な

影
響
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

（
2）

 IM
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
関

連
事

項
 

小
委

員
会

の
指

示
に

従
い

、
国

連
危

険
物

輸
送

専
門

家
委

員
会

の
審

議
結

果
、

D
SC

 1
5
に

て
合

意
さ

れ
た

各
種

提
案

及
び

パ
ー

ト
7

改
正

に
関

す
る

コ
レ

ス
ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
検

討
結

果
を

取
り

入
れ

た

IM
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
案

を
作

成
し

た
。

主
な

改
正

点
及

び
D

SC
 1

6
に

て
更

に
検

討
が

必
要

な
事

項
は

次
の

通
り

で
あ

る
：

 
①

 国
連

危
険

物
輸

送
専

門
家

委
員

会
関

連
事

項
 

（
a）

 多
量

の
危

険
物

を
輸

送
す

る
上

で
有

用
で

は
あ

る
も

の
の

、
不

適
切

な
積

載
に

よ
っ

て
船

舶
の

復

原
性

へ
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
コ

ー
ド

へ
の

導
入

を
反

対
す

る
意

見
が

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
バ

ル
ク

コ
ン

テ
ナ
（

FB
C
）
に

関
す

る
規

定
を

全
て

括
弧

書
き

に

す
る

こ
と

と
し

、
小

委
員

会
に

検
討

を
要

請
す

る
こ

と
と

し
た

。
 

（
b）

 リ
チ

ウ
ム

電
池

の
試

験
方

法
及

び
判

定
基

準
38

.3
が

改
正

さ
れ

た
こ

と
に

関
連

し
、

現
行

試
験

基
準

の
適

用
及

び
既

存
の

電
池

の
取

扱
い

を
明

確
に

す
る

必
要

が
あ

る
と

の
指

摘
が

あ
り

、
国

連

小
委

員
会

に
本

件
に

関
す

る
検

討
を

行
う

よ
う

要
請

す
る

こ
と

と
し

た
。

 
（

c）
 事

務
局

提
案

に
基

づ
き

国
連

モ
デ

ル
規

則
と

整
合

が
取

れ
て

い
な

い
正

式
品

名
の

編
集

上
の

修

正
を

行
っ

た
。

 
（

d）
 ク

リ
ル

ミ
ー

ル
、

電
気

二
重

層
キ

ャ
パ

シ
タ

ー
等

、
新

た
に

11
エ

ン
ト
リ

ー
（

10
国

連
番

号
）

を
追

加
し

た
。

（
U

N
 3

49
7～

U
N

 3
50

6）
 

（
e）

 区
分

1.
4S

の
分

類
さ

れ
る

3
種

の
火

薬
類
（

U
N

 0
01

2、
U

N
 0

01
4
及
び

U
N

 0
05

5）
に

適
用

す

る
新

た
な

少
量

危
険

物
規

定
を

取
り

入
れ

た
。
な

お
、
積

載
要

件
に

つ
い
て

は
、
火

薬
類

に
適

用

さ
れ

る
積

載
方

法
“

01
”

と
す

べ
き

か
、

そ
れ

以
外

の
危

険
物

に
適

用
さ

れ
る

積
載

方
法

“
A
”

と
す

べ
き

か
意

見
が

分
か

れ
た

た
め

、
小

委
員

会
に

検
討

を
要

請
す

る
こ
と

と
し

た
。

 
（

f）
 よ

り
理

解
し

や
す

い
規

定
に

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

A
D

R
を

参
考
に

し
た

少
量

危
険

物
規

定

（
3.

4
章

）
の

再
編

成
を

行
っ

た
。

 
（

g）
 煙

火
の

分
類

に
関

し
、
輸

送
書

類
に

分
類

承
認

を
行

っ
た

国
の

記
号

を
含

む
分

類
承

認
記

号
を

記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
す

る
規

定
を

追
加

し
た

。
（

5.
4.

1.
5.

15
）

 
（

h）
 輸

送
物

へ
の

U
N
番

号
表

示
の

最
低

高
さ

を
12

 m
m
と

す
る

規
定

を
追

加
し

た
。

（
5.

2.
1.

1）
 

（
i）

 ド
ラ

イ
ア

イ
ス

等
、
窒

息
の

危
険

性
の

み
を

有
す

る
危

険
物

で
貨

物
を
冷

却
し

な
が

ら
輸

送
す

る

場
合

の
要

件
を

明
確

に
す

る
規

定
（

5.
5.

3）
を

追
加

し
た

。
 

②
 D

SC
 1

5
か

ら
の

付
託

事
項

 
（

a）
 表

示
及

び
プ

ラ
カ

ー
ド

の
貼

付
要

件
を

明
確

に
す

る
た

め
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
ー

の
定

義
を

新
た

に

追
加

し
た

。
（

1.
2.

1）
 

（
b）

 U
N

 2
21

1（
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
ビ

ー
ズ

）
及

び
U

N
 3

31
4（

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
成

型
用

コ
ン

パ
ウ

ン
ド

）

適
宜

対
処

 
（

報
告

内
容

は
支

持
し

て
差

し
支

え

な
い

。
）

 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）
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の
輸

送
に

使
用

さ
れ

る
貨

物
輸

送
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

要
件

及
び

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

表
示

要
件

を
規

定
し

た
特

別
要

件
SP

 9
65

を
策

定
し

た
。

コ
ン

テ
ナ

へ
の

新
た

な
表

示
要
件

当
該

貨
物

輸
送

ユ

ニ
ッ

ト
は

爆
発

雰
囲

気
の

形
成

を
防

止
す

る
こ

と
が

出
来

る
適

切
な
通

風
性

能
を

有
す

る
も

の
、

あ
る

い
は

防
爆

型
冷

却
装

置
を

有
す

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
規

定
し

て
い

る
。

 
（

c）
 S

P 
90

0
の

要
件

を
よ

り
理

解
し

や
す

く
す

る
た

め
、
輸

送
禁

止
危

険
物
の

具
体

的
化

学
名

を
明

示

し
た

規
定

を
危

険
物

リ
ス

ト
中

の
関

連
危

険
物

エ
ン

ト
リ

ー
第

17
欄
に

規
定

し
た

。
 

（
d）

 少
量

危
険

物
と

他
の

貨
物
（

非
危

険
物

、
プ

ラ
カ

ー
ド

の
貼

付
又

は
表

示
が

要
求

さ
れ

る
危

険
物

及
び

プ
ラ

カ
ー

ド
の

貼
付

又
は

表
示

が
要

求
さ

れ
な

い
危

険
物

）
を

混
載
し

た
場

合
の

貨
物

輸
送

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

表
示

要
件

を
明

確
に

す
る

た
め

の
規

定
の

修
正

を
行
っ

た
。

（
3.

4.
5.

5）
 

（
e）

ド
イ

ツ
が

国
連

危
険

物
輸

送
専

門
家

小
委

員
会

の
モ

デ
ル

規
則

及
び

A
D

R
等

と
整

合
を

図
る

た

め
の

バ
ル

ク
コ

ン
テ

ナ
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

改
正

提
案

を
行

う
予

定
で

あ
る

こ
と

を
ノ

ー
ト

し
た

。
 

（
f）

 船
舶

が
作

成
す

る
輸

送
書

類
に

記
載

を
要

求
さ

れ
る

事
項

を
よ

り
明

確
に

す
る

た
め

5.
4.

3.
1
の

修
正

を
行

っ
た

。
 

（
g）

 時
間

の
制

約
が

あ
り

PP
 8

5
及

び
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
に

関
す

る
検

討
は
行

え
な

か
っ

た
。

 
③

 パ
ー

ト
7
改

正
に

関
す

る
コ

レ
ス

ポ
ン

デ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
に

お
け

る
検

討
結
果

 
（

a）
 理

解
を
容
易
に
す
る
た
め
現
状
の
輸
送
実
態
を
考
慮
し
パ
ー
ト

7
の
構
成
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
：

 
-
 

7.
1：

積
載

に
関

す
る

一
般

規
定

 
-
 

7.
2：

隔
離

に
関

す
る

一
般

規
定

 
-
 

7.
3：

貨
物

輸
送

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

収
納

及
び

そ
の

使
用

並
び

に
関

連
規
定

 
-
 

7.
4：

コ
ン

テ
ナ

船
の

積
載

及
び

隔
離

規
定

 
-
 

7.
5：

R
o－

R
o
船

の
積

載
及

び
隔

離
規

定
 

-
 

7.
6：

一
般

貨
物

船
の

積
載

及
び

隔
離

規
定

 
-
 

7.
7：

艀
運

搬
船

 
-
 

7.
8：

事
故

及
び

火
災

予
防

措
置

の
関

す
る

要
件

 
-
 

7.
9：

免
除

、
承

認
及

び
証

明
書

 
（

b）
 火

薬
類

の
積

載
要

件
に

関
し

、
現

行
規

定
が

複
雑

で
あ

る
こ

と
か

ら
現

状
に

合
わ

せ
よ

り
簡

素
化

し
、

積
載

カ
テ

ゴ
リ

ー
の

数
を

15
か

ら
5
に

削
減

し
た

。
火

薬
類

を
甲

板
上

積
載

す
る

場
合

に

は
必

ず
非

開
放

型
貨

物
輸

送
ユ

ニ
ッ

ト
を

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
ユ

ニ
ッ

ト
は

必
ず

し

も
C

SC
コ

ン
テ

ナ
で

あ
る

必
要

は
な

い
。

 
（

c）
 パ

ー
ト

7
改

正
に

伴
う

そ
の

他
編

集
上

の
改

正
案

を
準

備
し

た
。

 
（

3）
 IM

D
G
コ

ー
ド

追
補

の
改

正
 

①
 危

険
物

リ
ス

ト
に

新
た

に
追

加
さ

れ
た

危
険

物
（

国
連

番
号

）
に

対
応

す
る

Em
S

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の

改
正

案
を

準
備

し
た

。
（

an
ne

x 
7）

 
②

 パ
ー

ト
7
の

構
成

変
更

に
伴

い
現

行
パ

ー
ト

7
と

改
正

パ
ー

ト
7
案

の
対

照
表
を

作
成

し
た

。
 

③
 パ

ー
ト

7
か

ら
隔

離
規

定
に

基
づ

く
コ

ン
テ

ナ
積

載
例

を
示

し
た

イ
ラ

ス
ト

を
削

除
し

た
こ

と
か

ら
、

当
該

イ
ラ

ス
ト

を
納

め
た

M
SC

サ
ー

キ
ュ

ラ
ー

案
を

策
定

し
た

。
 

（
4）

 そ
の

他
 

M
SC

の
合

意
に

従
い

、
IM

D
G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
は

改
正

部
分

の
み

で
は

な
く
コ

ー
ド

統
合

版
と

し
て

コ
ー

ド
全

文
が

採
択

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

。
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16
/3

/1
 

（
事

務
局

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

改
正

案
（

36
-1

2）
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 a

nd
 D

SC
 1

6/
3 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
M

SC
 8

7
に

お
い

て
、

IM
D

G
コ

ー
ド

は
2
年

ご
と

に
改

正
し

、
4
年

ご
と

に
そ

の
間

に
採

択
又

は
承

認
さ

れ

た
改

正
事

項
を

取
り

入
れ

た
コ

ー
ド

統
合

版
を

作
成

す
る

こ
と

が
合

意
さ

れ
た

。
な

お
、

こ
の

取
り

組
み

を

実
施

す
る

最
初

の
改

正
が

第
36

回
で

あ
る

。
 

  
20

11
年

4
月

6～
15

日
に

E&
T
グ

ル
ー

プ
が

開
催

さ
れ

、
同

グ
ル

ー
プ

か
ら

の
要

請
を

受
け

、
事

務
局

は

M
SC

 9
0
で

の
採

択
を

見
込

ん
だ

D
SC

 1
6
で

の
審

議
の

た
め

IM
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
案

を
準

備
し

た
。

 
  

同
改

正
案

の
本

文
に

は
以

下
の

事
項

が
含

ま
れ

る
：

 
（

1）
 第

35
回

改
正

の
エ

デ
ィ

ト
リ

ア
ル

な
修

正
（

D
SC

 1
6/

3 
an

ne
x 

2
参

照
）

 
（

2）
 国

連
勧

告
と

の
調

和
の

た
め

の
改

正
及

び
D

SC
で

合
意

さ
れ

た
提

案
事
項
（

D
SC

 1
6/

3 
an

ne
x 

3
参

照
）

 
（

3）
 D

SC
 1

5
で

最
終

合
意

に
至

ら
ず

、
E&

T
グ

ル
ー

プ
に

検
討

要
請

す
る

提
案

事
項

（
D

SC
 1

6/
3 

an
ne

x 
4

参
照

）
 

（
4）

 第
7
部

の
改

正
（

D
SC

 1
6/

3 
an

ne
x 

5
参

照
）

 
（

5）
 第

7
部

の
見

直
し

に
伴

う
第

1
部

～
第

6
部

の
改

正
（

D
SC

 1
6/

3 
an

ne
x 

6
参

照
）

 

－
 

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/3

/2
 

（
英

国
）

 
サ

ル
ベ

ー
ジ

容
器

の

使
用

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
IM

D
G

 C
od

e,
 a

m
en

dm
en

t 3
5-

10
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
危

険
物
（

特
に

廃
棄

物
）
は

、
損

傷
、
欠

陥
又

は
規

則
に

適
合

し
て

い
な

い
容

器
（

例
え

ば
、

5
年

を
超

過
し

た
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

容
器

）
に

収
納

さ
れ

た
状

態
で

荷
送

人
の

建
屋

に
蔵

置
さ

れ
て
い

る
場

合
が

あ
る

。
一

方
、
多

く
の

国
々
（

特
に

国
内

に
離

島
の

あ
る

国
）
で

は
、
こ

れ
ら

の
危

険
物

の
詰

め
替

え
作

業
を

作
業

員
、

近
隣

住
民

等
又

は
環

境
に

害
を

及
ぼ

す
こ

と
な

く
安

全
に

行
え

る
施

設
が

不
足

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
よ

う
な

状
況

下
で

唯
一

実
行

可
能

な
解

決
策

は
、

荷
送

人
の

建
屋

に
お

い
て

危
険

物
を

輸
送

物
の

状
態

で
サ

ル
ベ

ー
ジ

容
器

に
収

納
す

る
こ

と
で

あ
る

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、
現

行
IM

D
G
コ

ー
ド

の
第

4.
1.

1.
17

.3
項

は
、
荷

送
人

建
屋

で
サ

ル
ベ
ー

ジ
容

器
に

収
納

さ

れ
た

危
険

物
の

運
送

を
禁

止
し

て
い

る
。
さ

ら
に

第
4.

1.
1.

17
.4

項
は

、
非

常
時
以

外
の

サ
ル

ベ
ー

ジ
容

器
の

使
用

に
対

し
て

主
管

庁
承

認
を

要
求

し
て

い
る

。
 

  
上

記
よ

り
、

以
下

の
改

正
を

提
案

す
る

：
 

（
1）

 荷
送

人
建

屋
か

ら
の

サ
ル

ベ
ー

ジ
容

器
に

よ
る

危
険

物
の

運
送

を
容

易
に

す
る
た

め
、
第

4.
1.

1.
17

.3
項

を
削

除
す

る
。

 
（

2）
 サ

ル
ベ

ー
ジ

容
器

使
用

に
よ

る
損

傷
、

漏
洩

等
の

あ
る

輸
送

物
の

長
年

に
及
ぶ

運
送

実
績

か
ら

、
そ

の

非
常

に
高

い
安

全
性

が
立

証
さ

れ
て

お
り

、
海

上
運

送
に

お
け

る
主

管
庁
承

認
の

必
要

性
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
第

4.
1.

1.
17

.4
項

を
削

除
す

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/3

/3
 

（
ウ

ル
グ

ア
イ

）
 

ク
ラ

ス
5.

1
及

び
5.

2
の

標
札

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
M

SC
 8

1/
25

/A
dd

.1
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
ク

ラ
ス

5
の

危
険

物
は

、
ク

ラ
ス

5.
1（

酸
化

性
物

質
）

及
び

ク
ラ

ス
5.

2（
有

機
過
酸

化
物

）
に

細
分

さ
れ

る
。

 
  

両
ク

ラ
ス

の
標

札
は

、
元

来
、

シ
ン

ボ
ル

及
び

色
が

同
一

の
も

の
で

あ
っ

た
た

め
、

標
札

の
下

隅
に

あ
る

数

字
に

よ
っ

て
の

み
識

別
可

能
で

あ
っ

た
（

図
1
参

照
）

。
 

  
近
年
の

IM
D

G
コ
ー
ド
改
正
に
よ
り
ク
ラ
ス

5.
2
の
標
札
の
様
式
が
変
更
さ
れ
（
図

2
参
照
）
、
こ
れ
に
よ
り
現

適
宜

対
処

 
合

意
さ

れ
な

か
っ

た
。
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在
は
、
両
ク
ラ
ス
の
標
札
の
識
別
は
、
数
字
だ
け
で
は
な
く
シ
ン
ボ
ル
及
び
色
で
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

 
       

 
図

1 
図

2 

  
上

記
及

び
IM

D
G

コ
ー

ド
の

調
和

の
観

点
か

ら
、

両
ク

ラ
ス

の
標

札
を

図
3
の

様
式
に

変
更

す
る

よ
う

提
案

す
る

。
 

      
 

図
3 

16
/3

/4
 

（
ド

イ
ツ

）
 

輸
送

書
類

へ
の

海
洋

汚
染

物
質

の
表

記
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 9
/1

5 
(p

ar
ag

ra
ph

 3
.3

1)
; 

D
SC

 1
0/

17
 (

pa
ra

gr
ap

hs
 3

.6
9 

to
 3

.8
6)

; 
M

EP
C

 5
3/

24
 (

pa
ra

gr
ap

hs
 1

0.
44

 t
o 

10
.4

7)
 a

nd
 E

C
E/

TR
A

N
S/

W
P.

15
/A

C
.1

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

環
境

（
水

生
環

境
）

有
害

物
質

の
分

類
の

た
め

の
G

H
S
基

準
が

IM
D

G
コ

ー
ド
第

34
回

改
正

に
取

り
入

れ

ら
れ

た
。

 
  

国
連

モ
デ

ル
規

則
と

の
調

和
を

目
的

に
、

IM
D

G
コ

ー
ド

中
の

用
語

“
M

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
”

を
“

A
qu

at
ic

 
po

llu
ta

nt
”
に

変
更

す
る

提
案

文
書

が
D

SC
 9

に
提

出
さ

れ
た

が
、
モ

デ
ル

規
則

上
、
水

生
環

境
有

害
の

基
準

に
該

当
す

る
物

質
に

対
し

輸
送

書
類

へ
の

“
A

qu
at

ic
 p

ol
lu

ta
nt
”

の
表

記
義

務
は
課

さ
な

い
と

の
U

N
小

委

員
会

の
決

定
を

受
け

、
同

提
案

は
合

意
さ

れ
な

か
っ

た
。

 
  

欧
州

の
陸

上
及

び
内

陸
航

路
輸

送
規

則
（

A
D

R
/R

ID
/A

D
N
）

も
ま

た
同

G
H

S
基

準
を

取
り

入
れ

、
さ

ら
に

水
生

環
境

有
害

の
基

準
に

該
当

す
る

ク
ラ

ス
1

か
ら

9
の

危
険

物
す

べ
て

に
対

し
輸

送
書

類
へ

の

“
EN

V
IR

O
N

M
EN

TA
LL

Y
 H

A
ZA

R
D

O
U

S”
の

表
記

要
件

を
20

11
年

版
か

ら
規

定
し

て
い

る
。
な

お
同

規

定
は

、
輸

送
が

海
洋

に
及

ぶ
場

合
に

は
IM

D
G
コ

ー
ド

の
規

定
に

基
づ

く
“

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T”
に

よ
る

表
記

を
認

め
て

い
る

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、

必
ず

し
も

荷
送

人
が

輸
送

の
準

備
を

行
う

時
点

で
、

当
該

危
険

物
が

い
ず

れ
の

輸
送

モ
ー

ド
を

経
由

し
輸

送
さ

れ
る

か
分

か
っ

て
い

る
と

は
限

ら
な

い
。

こ
の

よ
う

な
背

景
か

ら
、

両
用

語
を

併
記

し

た
“

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T/
 E

N
V

IR
O

N
M

EN
TA

LL
Y

 H
A

ZA
R

D
O

U
S”

に
よ

る
表

記
方

法
が

20
13

年

版
の

A
D

R
/R

ID
/A

D
N
に

取
り

入
れ

ら
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 
  

陸
・
海

の
輸

送
モ

ー
ド

間
の

調
和

の
た

め
、

IM
D

G
コ

ー
ド

第
5.

4.
1.

4.
3.

5
項

を
以

下
に

改
正

す
る

よ
う

提
案

す
る

：
 

M
ar

in
e 

po
llu

ta
nt

s:
 If

 th
e 

go
od

s 
to

 b
e 

tra
ns

po
rte

d 
ar

e 
m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
s, 

th
e 

go
od

s 
sh

al
l b

e 
id

en
tif

ie
d 

as
 

"M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T"
 o

r 
as

 "
M

A
R

IN
E 

PO
LL

U
TA

N
T/

EN
V

IR
O

N
M

EN
TA

LL
Y

 H
A

ZA
R

D
O

U
S"

, 
an

d 
fo

r 
ge

ne
ric

 o
r 

"n
ot

 o
th

er
w

is
e 

sp
ec

ifi
ed

" 
(N

.O
.S

) 
en

tri
es

 t
he

 P
ro

pe
r 

Sh
ip

pi
ng

 N
am

e 
sh

al
l 

be
 

su
pp

le
m

en
te

d 
w

ith
 th

e 
re

co
gn

iz
ed

 c
he

m
ic

al
 n

am
e 

of
 th

e 
m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
 (s

ee
 3

.1
.2

.9
); 

16
/3

/2
9
参

照
 

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）
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16
/3

/5
 

（
IP

PI
C
及

び
 

C
EF

IC
）

 

N
.O

.S
.エ

ン
ト

リ
ー

で
運

送
さ

れ
る

混
合

物
、

溶
液

又
は

調
合

剤
へ

の
隔

離
グ

ル
ー

プ
の

割
当

て
に

関
す

る
規

定
の

見
直

し
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

IM
D

G
コ

ー
ド

第
3.

1.
4
節

は
、
化

学
的

に
相

い
れ

な
い

関
係

の
危

険
物

同
士

を
隔

離
す

る
た

め
、
国

連
番

号

及
び

正
式

品
名

に
よ

っ
て

18
の

隔
離

グ
ル

ー
プ

へ
の

割
当

て
に

関
す

る
手

順
を

定
め

て
い

る
。

 
  

第
3.

1.
4.

2
項

は
、

隔
離

グ
ル

ー
プ

に
属

す
る

物
質

で
あ

っ
て

も
N

.O
.S

.エ
ン

ト
リ

ー
で

運
送

さ
れ

る
が

故
に

第
3.

1.
4.

4
項

及
び

第
7.

2.
1.

7.
2
項

に
示

さ
れ

る
隔

離
グ

ル
ー

プ
に

当
該

品
名

が
明

示
さ

れ
て

い
な

い
も

の
も

あ
る

こ
と

を
認

め
て

い
る

。
 

  
第

3.
1.

4.
2
項

は
「

荷
送

人
は

、
隔

離
グ

ル
ー

プ
に

含
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
か

否
か

決
定

し
、

適
当

と
決

定
し

た
場

合
は

、
そ

の
旨

を
運

送
書

類
に

記
述

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

規
定
し

て
い

る
。

こ
の

決
定

に
は

、
当

該
物

質
又

は
混

合
物

の
組

成
及

び
特

性
に

基
づ

く
専

門
的

な
判

断
が

要
求
さ

れ
る

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、

同
項

は
「

隔
離

グ
ル

ー
プ

に
属

す
る

物
質

を
含

有
す

る
混

合
物
等

（
混

合
物

、
溶

液
又

は

調
合

剤
）

で
あ

っ
て

N
.O

.S
.エ

ン
ト

リ
ー

で
運

送
さ

れ
る

も
の

は
、

当
該

隔
離

グ
ル

ー
プ

に
属

す
る

も
の

と

見
な

す
。

」
と

記
述

し
て

い
る

。
こ

れ
は

、
こ

の
よ

う
な

混
合

物
等

は
そ

の
全

体
的
特

性
や

荷
送

人
に

よ
る

判
断

を
無

視
し

て
自

動
的

に
隔

離
グ

ル
ー

プ
に

含
め

る
こ

と
を

要
求

し
て

い
る

よ
う

に
考

え
ら

れ
、

前
述

の

内
容

と
矛

盾
す

る
。

従
っ

て
、

第
3.

1.
4.

2
項

か
ら

本
記

述
を

削
除

す
る

以
下

の
改

正
を

提
案

す
る

：
 

3.
1.

4.
2 

It 
is

 re
co

gn
iz

ed
 th

at
 n

ot
 a

ll 
su

bs
ta

nc
es

 fa
lli

ng
 w

ith
in

 a
 se

gr
eg

at
io

n 
gr

ou
p 

ar
e 

lis
te

d 
in

 th
e 

IM
D

G
 C

od
e 

by
 n

am
e.

 T
he

se
 su

bs
ta

nc
es

 a
re

 tr
an

sp
or

te
d 

un
de

r N
.O

.S
. e

nt
rie

s. 
A

lth
ou

gh
 

th
es

e 
N

.O
.S

. e
nt

rie
s a

re
 n

ot
 th

em
se

lv
es

 li
st

ed
 in

 th
e 

ab
ov

e 
gr

ou
ps

, t
he

 c
on

si
gn

or
 sh

al
l d

ec
id

e 
w

he
th

er
 in

cl
us

io
n 

un
de

r t
he

 se
gr

eg
at

io
n 

gr
ou

p 
is

 a
pp

ro
pr

ia
te

 a
nd

, i
f s

o,
 sh

al
l m

en
tio

n 
th

at
 

fa
ct

 in
 th

e 
tra

ns
po

rt 
do

cu
m

en
t (

se
e 

5.
4.

1.
5.

11
). 

M
ix

tu
re

s, 
so

lu
tio

ns
 o

r p
re

pa
ra

tio
ns

 
co

nt
ai

ni
ng

 su
bs

ta
nc

es
 fa

lli
ng

 w
ith

in
 a

 se
gr

eg
at

io
n 

gr
ou

p 
an

d 
sh

ip
pe

d 
un

de
r a

n 
N

.O
.S

. e
nt

ry
 

ar
e 

co
ns

id
er

ed
 to

 fa
ll 

w
ith

in
 th

at
 se

gr
eg

at
io

n 
gr

ou
p.

 
  

ま
た

、
第

7.
2.

1.
7.

3
項

に
も

同
様

の
記

述
が

存
在

す
る

た
め

、
上

記
同

様
の

以
下
の

改
正

を
提

案
す

る
：

 
7.

2.
1.

7.
3 

It 
is

 re
co

gn
iz

ed
 th

at
 n

ot
 a

ll 
su

bs
ta

nc
es

 fa
lli

ng
 w

ith
in

 a
 se

gr
eg

at
io

n 
gr

ou
p 

ar
e 

lis
te

d 
in

 th
is

 
C

od
e 

by
 n

am
e.

 T
he

se
 su

bs
ta

nc
es

 a
re

 sh
ip

pe
d 

un
de

r N
.O

.S
. e

nt
rie

s. 
A

lth
ou

gh
 th

es
e 

N
.O

.S
. 

en
tri

es
 a

re
 n

ot
 li

st
ed

 th
em

se
lv

es
 in

 th
e 

ab
ov

e 
gr

ou
ps

, t
he

 sh
ip

pe
r s

ha
ll 

de
ci

de
 w

he
th

er
 

al
lo

ca
tio

n 
un

de
r t

he
 se

gr
eg

at
io

n 
gr

ou
p 

is
 a

pp
ro

pr
ia

te
. M

ix
tu

re
s, 

so
lu

tio
ns

 o
r p

re
pa

ra
tio

ns
 

co
nt

ai
ni

ng
 su

bs
ta

nc
es

 fa
lli

ng
 w

ith
in

 a
 se

gr
eg

at
io

n 
gr

ou
p 

an
d 

sh
ip

pe
d 

un
de

r a
n 

N
.O

.S
. e

nt
ry

 
ar

e 
al

so
 c

on
si

de
re

d 
to

 fa
ll 

w
ith

in
 th

at
 se

gr
eg

at
io

n 
gr

ou
p.

 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

合
意

さ
れ

た
。

 
 

16
/3

/6
 

（
ド

イ
ツ

）
 

海
洋

汚
染

物
質

と
し

て
の

U
N

 3
07

7
及

び

U
N

 3
08

2
の

分
類

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

環
境

有
害

物
質

（
U

N
 3

07
7
及

び
U

N
 3

08
2）

と
し

て
運

送
さ

れ
る

物
質

の
分

類
が

問
題

と
な

っ
て

い
る

。
 

  
包

括
及

び
N

.O
.S

.エ
ン

ト
リ

ー
に

つ
い

て
は

、
IM

D
G
コ

ー
ド

第
33

回
改

正
以

前
は

、
危

険
物

リ
ス

ト
の

第

4
欄

に
「

 」
が

付
記

さ
れ

、
海

洋
汚

染
物

質
と

明
示

さ
れ

た
物

質
を

一
定

量
以

上
含

有
す

る
場

合
に

海
洋

汚

染
物

質
と

し
て

分
類

し
て

い
た

。
し

か
し

な
が

ら
、
環

境
（

水
生

環
境

）
有

害
物
質

の
G

H
S
判

定
基

準
が

同

コ
ー

ド
第

34
回

改
正

に
導

入
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

現
在

は
、

こ
れ

ら
エ

ン
ト
リ

ー
に

対
す

る
「

 」
の

付

記
は

削
除

さ
れ

、
同

コ
ー

ド
第

2.
9.

3
節

の
判

定
基

準
（

G
H

S
判

定
基

準
）

が
適

用
さ

れ
て

い
る

。
 

  
U

N
 3

07
7
及

び
U

N
 3

08
2
の

エ
ン

ト
リ

ー
は

、
他

の
ク

ラ
ス

の
判

定
基

準
に

合
致
し

な
い

物
質

又
は

混
合

物

で
あ

っ
て

、
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
に

適
用

さ
れ

る
：

 
（

1）
 第

2.
9.

3
節

の
判

定
基

準
に

合
致

す
る

も
の

（
海

洋
汚

染
物

質
：

該
当

）
 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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（
2）

 第
2.

9.
3
節

の
判

定
基

準
に

合
致

し
な

い
も

の
で

あ
っ

て
、
荷

出
国

、
荷

受
国
等

の
主

管
庁

に
よ

り
環

境

有
害

と
分

類
さ

れ
て

い
る

も
の

又
は

バ
ー

ゼ
ル

条
約

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る
廃

棄
物

（
海

洋
汚

染
物

質
：

非
該

当
）

 
  

両
エ

ン
ト

リ
ー

で
運

送
さ

れ
て

い
る

危
険

物
の

う
ち
（

2）
に

該
当

す
る

も
の

は
ほ

ん
の

僅
か

で
あ

る
に

も
拘

ら
ず

、
多

く
の

も
の

が
海

洋
汚

染
物

質
と

し
て

分
類

さ
れ

る
こ

と
な

く
運

送
さ

れ
て
い

る
。

 
  

上
記

よ
り

、
以

下
の

2
つ

の
い

ず
れ

か
の

改
正

を
提

案
す

る
：

 
（

1）
 U

N
 3

07
7
及

び
U

N
 3

08
2
に

対
し

て
、

「
本

エ
ン

ト
リ

ー
は

、
バ

ー
ゼ

ル
条

約
の

適
用

を
受

け
る

廃
棄

物
又

は
他

国
の

規
則

に
基

づ
き

環
境

有
害

性
を

有
す

る
物

質
と

し
て

分
類

さ
れ

る
場

合
に

限
り

、
第

2.
9.

3
節

の
分

類
基

準
に

合
致

し
な

い
物

質
に

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

」
こ

と
を
明

確
に

す
る

次
の

規

定
を

割
り

当
て

る
 

SP
 9

X
X

 
C

on
si

gn
m

en
ts

 th
at

 m
ee

t t
he

 c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
cr

ite
ria

 o
f a

n 
en

vi
ro

nm
en

ta
lly

 h
az

ar
do

us
 

su
bs

ta
nc

e 
as

 se
t f

or
th

 in
 2

.9
.3

 o
f t

hi
s C

od
e 

ar
e 

su
bj

ec
t t

o 
th

e 
do

cu
m

en
ta

tio
n 

an
d 

m
ar

ki
ng

 re
qu

ire
m

en
ts

 fo
r "

m
ar

in
e 

po
llu

ta
nt

s 
（

2）
 第

2.
10

.2
.4

項
及

び
第

3.
2.

1
節

に
「

危
険

物
リ

ス
ト

の
第

4
欄

の
“

-”
は

第
2.

10
.3

節
の

分
類

基
準

の

適
用

を
免

除
す

る
も

の
で

は
な

い
」

旨
を

追
記

す
る

 
2.

10
.2

.4
 

C
ol

um
n 

4 
of

 th
e 

D
an

ge
ro

us
 G

oo
ds

 L
is

t a
ls

o 
pr

ov
id

es
 in

fo
rm

at
io

n 
on

 m
ar

in
e 

po
llu

ta
nt

s u
si

ng
 th

e 
sy

m
bo

l P
 fo

r s
in

gl
e 

en
tri

es
. T

he
 in

fo
rm

at
io

n 
"-

" i
n 

th
at

 c
ol

um
n 

do
es

 n
ot

 e
xc

lu
de

 th
e 

ap
pl

ic
at

io
n 

of
 th

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

cr
ite

ria
 in

 2
.1

0.
3.

 
3.

2.
1 

 
St

ru
ct

ur
e 

of
 th

e 
D

an
ge

ro
us

 G
oo

ds
 L

is
t 

C
ol

um
n 

4 
 S

ub
si

di
ar

y 
ri

sk
(s

) –
 th

is
 c

ol
um

n 
co

nt
ai

ns
 th

e 
cl

as
s n

um
be

r(
s)

 o
f a

ny
 

su
bs

id
ia

ry
 ri

sk
(s

) w
hi

ch
 h

av
e 

be
en

 id
en

tif
ie

d 
by

 a
pp

ly
in

g 
th

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

sy
st

em
 d

es
cr

ib
ed

 in
 p

ar
t 2

. T
hi

s c
ol

um
n 

al
so

 id
en

tif
ie

s a
 

da
ng

er
ou

s g
oo

d 
as

 a
 m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
 a

s f
ol

lo
w

s:
  

P 
– 

 M
ar

in
e 

po
llu

ta
nt

 a
 n

on
-e

xh
au

st
iv

e 
lis

t o
f k

no
w

n 
m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
s, 

ba
se

d 
on

 p
re

vi
ou

s c
rit

er
ia

 a
nd

 a
ss

ig
nm

en
t 

Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

"-
" 

do
es

 
no

t 
ex

cl
ud

e 
th

e 
ap

pl
ic

at
io

n 
of

 
th

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

cr
ite

ria
 in

 2
.1

0.
3.
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（

ド
イ

ツ
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
の

規

定
へ

の
違

反
に

関
す

る
他

の
締

約
国

の
情

報
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

検
査

は
確

実
な

規
定

遵
守

の
た

め
に

必
須

の
も

の
で

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

 本
船

か
ら

荷
降

ろ
し

さ
れ

る

貨
物

の
検

査
を

行
う

に
あ

た
り

、
以

下
の

問
題

点
が

あ
る

：
 

（
1）

 他
の

締
約

国
国

内
に

本
社

を
置

く
法

人
の

所
在

を
捜

し
出

す
こ

と
は

困
難

で
あ

る
 

（
2）

 IM
D

G
コ
ー
ド
の
規
定
（
容
器
の
選
択
、
コ
ン
テ
ナ
収
納
等
）
へ
の
違
反
行
為
は
、
そ
の
違
反
が
発
覚
し
た

締
約
国
以
外
の
国
で
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
領
土
保
全
の
原
則
が
違
反
に
対
す
る
処
罰
の
妨
げ
と
な
っ
て
い

る
 

  
上

記
状

況
か

ら
、

規
定

遵
守

率
を

よ
り

向
上

さ
せ

る
た

め
、

外
国

法
人

が
犯

し
た
違

反
は

、
そ

の
法

人
が

本

社
を

置
く

国
の

主
管

庁
に

通
知

で
き

る
よ

う
に

す
べ

き
で

あ
る

。
 

  
従

っ
て

、
IM

D
G
コ

ー
ド

の
第

1.
1
章

に
以

下
の

規
定

を
追

加
す

る
こ

と
を

提
案
す

る
：

 
1.

1.
4 

 
W

he
n 

a 
C

on
tra

ct
in

g 
Pa

rty
 h

as
 re

as
on

s t
o 

be
lie

ve
 th

at
 th

e 
sa

fe
ty

 o
f t

he
 tr

an
sp

or
t o

f d
an

ge
ro

us
 

go
od

s o
n 

its
 te

rr
ito

ry
 is

 c
om

pr
om

is
ed

 a
s a

 re
su

lt 
of

 v
er

y 
se

rio
us

 o
r r

ep
ea

te
d 

in
fri

ng
em

en
ts

 b
y 

an
 

en
te

rp
ris

e 
w

hi
ch

 h
as

 it
s h

ea
dq

ua
rte

rs
 o

n 
th

e 
te

rr
ito

ry
 o

f a
no

th
er

 C
on

tra
ct

in
g 

Pa
rty

, i
t s

ha
ll 

no
tif

y 
th

e 
co

m
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

ie
s o

f t
hi

s C
on

tra
ct

in
g 

Pa
rty

 o
f s

uc
h 

in
fri

ng
em

en
ts

. 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）
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16
/3

/8
 

（
ド

イ
ツ

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 積

載

及
び

隔
離

規
定

に
つ

い
て

の
欄

の
分

割
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

E&
T 

15
/3

; E
&

T 
15

/3
/4

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

現
行

の
IM

D
G

コ
ー

ド
第

3.
2
章

の
危

険
物

リ
ス

ト
に

お
い

て
、

積
載

及
び

隔
離
に

係
る

規
定

は
、

同
一

の

欄
（

第
16

欄
）

に
併

記
さ

れ
て

い
る

。
 

  
危

険
物

リ
ス

ト
が

現
在

の
構

成
に

な
っ

た
主

な
目

的
の

一
つ

は
、

関
連

規
定

を
電

子
デ

ー
タ

で
容

易
に

転
送

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

で
あ

っ
た

。
従

っ
て

、
同

リ
ス

ト
中

に
は

多
く

の
記

号
が

用
い

ら
れ

て
い

る
。

こ

れ
に

関
連

し
て

、
現

在
の

第
7
章

（
積

載
及

び
隔

離
）

の
見

直
し

作
業

に
お

い
て

、
積

載
及

び
隔

離
規

定
の

記
号

化
が

検
討

さ
れ

て
い

る
。

 
  

将
来

を
見

越
し

た
第

一
段

階
の

作
業

と
し

て
、

積
載

及
び

隔
離

に
係

る
規

定
の

明
確
な

区
別

化
を

目
的

に
、

第
16

欄
を

第
16

(a
)欄

「
積

載
」

及
び

第
16

(b
)欄

「
隔

離
」

に
二

分
す

る
こ

と
を
提

案
す

る
。

 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

 

合
意

さ
れ

た
。

 
 

16
/3

/9
 

（
イ

ラ
ン

）
 

過
酸

化
水

素
の

容
器

等
級

の
改

正
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

過
酸

化
水

素
に

は
以

下
の

3
つ

の
エ

ン
ト

リ
ー

が
存

在
し

、
特

に
U

N
 2

01
4
は

頻
繁
に

海
上

運
送

さ
れ

て
い

る
。

 
U

N
 2

01
4 

5.
1（

8）
 

PG
 II

 
過

酸
化

水
素

（
濃

度
が

20
質

量
%
以

上
60

質
量

%
以

下
の

も
の

）
 

U
N

 2
01

5 
5.

1（
8）

 
PG

 I 
過

酸
化

水
素

（
濃

度
が

60
質

量
%
を

超
え

る
も
の

）
 

U
N

 2
98

4 
5.

1 
PG

 II
I 

過
酸

化
水

素
（

濃
度

が
8
質

量
%
以

上
20

質
量

%
未

満
の

も
の

）
 

  
近

年
、

過
酸

化
水

素
（

主
に

U
N

 2
01

4）
を

運
送

中
の

コ
ン

テ
ナ

事
故

が
数

件
発
生

し
て

お
り

、
そ

の
主

な

原
因

は
高

温
な

気
象

条
件

、
過

酸
化

水
素

の
濃

度
及

び
不

適
切

な
容

器
の

使
用

で
あ

る
。

実
例

と
し

て
、

「
SM

A
 O

G
M

 IN
TE

N
SI

TY
」
及

び
「

SA
FI

A
N
」
で

発
生

し
た

事
故

の
原

因
は

、
高

濃
度
（

57
質

量
%
）
の

過
酸

化
水

素
が

不
適

切
な

容
器

に
収

納
さ

れ
高

温
環

境
下

に
曝

さ
れ

た
こ

と
で

あ
り

、
こ

れ
に

よ
り

酸
素

が

発
生

し
事

故
に

至
っ

た
。

 
  

上
記

事
故

原
因

を
踏

ま
え

、
過

酸
化

水
素

に
つ

い
て

以
下

を
提

案
す

る
：

 
（

1）
 U

N
 2

01
4
の

品
名

を
「

過
酸

化
水

素
（

濃
度

が
20

質
量

%
以

上
50

質
量

%
以

下
の

も
の

）
」
に

修
正

す

る
 

（
2）

 U
N

 2
01

5
の

品
名

を
「

過
酸

化
水

素
（

濃
度

が
50

質
量

%
を

超
え

る
も

の
）

」
に

修
正

す
る

 
（

3）
 U

N
 2

01
5
は

、
高

温
場

所
に

積
載

し
て

の
運

送
を

禁
止

又
は

少
な

く
と

も
リ

ー
フ
ァ

ー
コ

ン
テ

ナ
に

収

納
し

て
運

送
す

る
 

（
4）

 パ
レ

ッ
ト

又
は

カ
ー

ゴ
セ

パ
レ

ー
タ

ー
と

し
て

の
木

材
及

び
段

ボ
ー

ル
（

厚
紙
）

の
使

用
は

、
全

エ
ン

ト
リ

ー
（

U
N

 2
01

4、
U

N
 2

01
5
及

び
U

N
 2

98
4）

に
対

し
禁

止
す

る
 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

16
/3

/1
0 

（
イ

ラ
ン

）
 

く
ん

蒸
剤

と
し

て
使

用
さ

れ
る

リ
ン

化
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
の

代
替

品
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

綿
花

（
乾

性
の

も
の

）
は

、
産

業
及

び
我

々
の

日
々

の
生

活
に

と
っ

て
重

要
な

役
割
を

持
つ

世
界

中
で

輸
送

さ
れ

る
貨

物
で

あ
り

、
U

N
 3

36
0（

ク
ラ

ス
4.

1、
植

物
繊

維
（

乾
性

の
も

の
）

）
に

該
当

す
る

。
 

  
当

該
貨

物
の

輸
出

者
が

直
面

す
る

課
題

の
一

つ
は

、
本

貨
物

の
高

い
可

燃
性

で
あ

り
、

輸
出

に
お

け
る

莫
大

な
経

済
的

損
失

の
要

因
と

な
っ

て
い

る
。

 
  

こ
の

高
い

可
燃

性
は

、
本

貨
物

を
運

送
す

る
際

、
く

ん
蒸

の
た

め
使

用
さ

れ
る

リ
ン
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

に
よ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。
な

ぜ
な

ら
ば

、
リ

ン
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム
（

U
N

 3
04

8）
は
、
水

と
の

接
触

に
よ

り
極

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。
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め
て

高
い

可
燃

性
及

び
毒

性
を

有
す

る
ガ

ス
（

ホ
ス

フ
ィ

ン
）

を
発

生
す

る
た
め

、
特

に
港

に
蔵

置
さ

れ
、

日
差

し
が

強
く

湿
度

の
高

い
場

合
に

は
大

火
災

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 
  

従
っ

て
、

以
下

を
提

案
す

る
：

 
（

1）
 リ

ン
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

が
水

と
の

接
触

に
よ

り
ホ

ス
フ

ィ
ン

を
発

生
す

る
事

実
か

ら
、

綿
花

の
運

送
に

当
該

く
ん

蒸
剤

の
使

用
を

禁
止

す
る

。
（

な
お

、
リ

ン
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

1 
kg

と
水

と
の

化
学

反
応

に

よ
る

ホ
ス

フ
ィ

ン
の

発
生

量
は

、
ク

ラ
ス

4.
3
に

分
類

す
る

に
十

分
な

も
の
で

あ
る

）
 

（
2）

 よ
り

高
い

く
ん

蒸
効

果
を

持
つ

よ
り

安
全

性
の

高
い

代
替

物
質

の
使

用
を

提
案
す

る
。

例
え

ば
、

臭
化

メ
チ

ル
が

一
部

の
地

域
で

く
ん

蒸
剤

と
し

て
使

用
さ

れ
て

い
る

。
 

16
/3

/1
1 

（
IP

PI
C
）

 
海

洋
汚

染
物

質
の

専

門
的

名
称

の
記

載
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

U
N

SC
O

E 
re

po
rt 

ST
/S

G
/A

C
.1

0/
C

.3
/7

6;
 a

nd
 U

N
SC

O
E 

in
fo

rm
at

io
n 

pa
pe

r U
N

/S
C

ET
D

G
/3

8/
IN

F.
9 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
IM

D
G
コ

ー
ド

第
3.

1.
2.

9
項
（

第
5.

2.
1.

1
項

に
従

い
）
及

び
第

5.
4.

1.
4.

3.
5
項

並
び

に
M

A
R

PO
L
条

約
第

3
及

び
4
規

則
は

、
容

器
及

び
輸

送
書

類
に

記
載

す
る

海
洋

汚
染

物
質

の
正

式
品
名

を
汚

染
成

分
の

専
門

的
名

称
に

よ
り

補
足

す
る

よ
う

規
定

し
て

い
る

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、
少

量
危

険
物

又
は

特
別

規
定

PP
1
に

従
う

よ
う

な
小

さ
な

容
器
（

5L
又

は
5k

g
以

下
）
に

収
納

さ
れ

た
海

洋
汚

染
物

質
が

海
洋

に
落

下
し

た
場

合
の

海
洋

環
境

へ
の

影
響

は
微

少
で

あ
り

、
そ

れ
を

軽

減
で

き
る

効
果

的
な

措
置

は
な

い
と

考
え

る
。

 
  

従
っ

て
、
容

器
及

び
輸

送
書

類
へ

の
海

洋
汚

染
物

質
の

専
門

的
名

称
の

付
記

要
件

を
少

量
危

険
物
（

及
び

PP
1

に
従

い
収

納
さ

れ
た

も
の

）
に

は
免

除
す

る
よ

う
以

下
を

提
案

す
る

。
 

（
1）

 海
洋

汚
染

物
質

の
品

名
の

記
載

に
係

る
第

3.
1.

2.
9
項

中
に

次
の

規
定

を
追

加
す

る
：

 
3.

1.
2.

9.
3 

Th
e 

re
qu

ire
m

en
ts

 o
f 3

.1
.2

.9
.1

 d
o 

no
t a

pp
ly

 to
 m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
s w

he
n 

pa
ck

ed
 in

 
lim

ite
d 

qu
an

tit
ie

s i
n 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 c

ha
pt

er
 3

.4
 [o

r i
n 

pa
ck

s i
n 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 

Pa
ck

in
g 

Pr
ov

is
io

n 
PP

1]
. 

 
（

2）
 運

送
書

類
へ

の
海

洋
汚

染
物

質
の

記
載

に
係

る
第

5.
4.

1.
4.

3.
5
項

を
次

に
改

正
す

る
：

 
5.

4.
1.

4.
3.

5 
 M

ar
in

e 
Po

llu
ta

nt
s:

 I
f 

th
e 

go
od

s 
to

 b
e 

tra
ns

po
rte

d 
ar

e 
m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
s, 

th
e 

go
od

s 
sh

al
l b

e 
id

en
tif

ie
d 

as
 “

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T”
, a

nd
 fo

r 
ge

ne
ric

 o
r 

"n
ot

 o
th

er
w

is
e 

sp
ec

ifi
ed

" 
(N

.O
.S

.) 
en

tri
es

 th
e 

Pr
op

er
 S

hi
pp

in
g 

N
am

e 
sh

al
l 

be
 s

up
pl

em
en

te
d 

w
ith

 
th

e 
re

co
gn

iz
ed

 c
he

m
ic

al
 n

am
e 

of
 th

e 
m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
, e

xc
ep

t 
w

he
n 

th
e 

go
od

s 
ar

e 
pa

ck
ed

 i
n 

lim
ite

d 
qu

an
tit

ie
s 

in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 c

ha
pt

er
 3

.4
 [

or
 i

n 
pa

ck
s 

in
 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 P

ac
ki

ng
 P

ro
vi

si
on

 P
P1

] (
se

e 
3.

1.
2.

9)
; 

適
宜

対
処

 
一

部
合

意
さ

れ
た

。
 

（
容

器
へ

の
表

示

は
不

要
で

あ
る

が
、

書
類

へ
の

記
載

は

必
要

で
あ

る
こ

と

が
確

認
さ

れ
た

。
）

 

16
/3

/1
2 

（
IP

PI
C
）

 
“A

qu
at

ic
 p

ol
lu

ta
nt

s”
及

び
“M

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
s”

に
係

る

文
書

要
件

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
0/

17
, 

pa
ra

gr
ap

h 
3.

69
; 

D
SC

 1
6/

3,
 a

nn
ex

 3
 (

pa
ge

s 
2 

to
 4

); 
D

SC
 1

6/
3/

4;
 U

N
 G

H
S 

C
ha

pt
er

 4
.1

; 
R

ID
/A

D
R

/A
D

N
 

Jo
in

t 
M

ee
tin

g:
 

EC
E/

TR
A

N
S/

W
P.

15
/A

C
.1

/2
01

1/
5;

 
EC

E/
TR

A
N

S/
W

P.
15

/A
C

.1
/1

1/
B

E/
IN

F4
0;

 a
nd

 E
C

E/
TR

A
N

S/
W

P.
15

/A
C

.1
/1

22
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
水

生
環

境
有

害
の

G
H

S
基

準
に

該
当

す
る

危
険

物
に

対
し

輸
送

書
類

へ
の

“
EN

V
IR

O
N

M
EN

TA
LL

Y
 

H
A

ZA
R

D
O

U
S”

の
表

記
を

要
求

す
る

新
た

な
規

定
が

20
11

年
版

の
A

D
R

/R
ID

/A
D

N
に

導
入

さ
れ

た
。

 
  

本
規

定
の

導
入

に
伴

い
、

陸
・

海
の

輸
送

規
則

で
使

用
さ

れ
る

用
語

の
差

異
が

ペ
イ

ン
ト

業
界

に
と

っ
て

非

常
に

問
題

と
な

っ
て

お
り

、
こ

れ
に

係
る

文
書

を
本

年
3
月

開
催

の
A

D
R

/R
ID

/A
D

N
 Jo

in
t M

ee
tin

g
に

提
出

し
た

結
果

、
以

下
が

合
意

さ
れ

た
：

 
（

1）
 “

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T/
EN

V
IR

O
N

M
EN

TA
LL

Y
 

H
A

ZA
R

D
O

U
S
”

の
表

記
を

認
め

る
。

（
D

SC
 1

6/
3/

4
参

照
）

 

16
/3

/2
9
参

照
 

 
合

意
さ

れ
な

か
っ

た
。
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（
2）

 “
A

qu
at

ic
 p

ol
lu

ta
nt
”

の
よ

う
な

全
輸

送
モ

ー
ド

共
通

の
よ

り
一

般
的

な
用

語
の

採
用

を
目

的
に

、
本

件
を

IM
O
に

問
題

提
起

す
る

。
 

  
上

記
（

2）
の

合
意

を
踏

ま
え

、
IM

D
G

コ
ー

ド
中

の
用

語
“

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T”
を

“
A

Q
U

A
TI

C
 

PO
LL

U
TA

N
T”

に
変

更
す

る
よ

う
提

案
す

る
。
ま

た
代

替
案

と
し

て
、
両

用
語

の
い

ず
れ

か
一

方
を

選
択

し

使
用

す
る

こ
と

も
提

案
す

る
。
な

お
、

M
EP

C
 6

1
に

て
採

択
さ

れ
た

20
14

年
1
月

1
日

に
発

効
予

定
の

改
正

M
A

R
PO

L
条

約
附

属
書

II
Iの

規
定

に
よ

れ
ば

、
同

附
属

書
II

Iの
改

正
は

必
要

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

16
/3

/1
3 

（
フ

ラ
ン

ス
）

 
フ

ラ
ン

ス
語

版

IM
D

G
コ

ー
ド

（
35

-1
0）

の
Er

ra
ta

 
an

d 
C

or
rig

en
da

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3 
(a

nn
ex

 2
) a

nd
 S

T/
SG

/A
C

.1
0/

1/
R

ev
.1

6 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
5
で

の
要

請
を

受
け

、
20

11
年

4
月

に
開

催
さ

れ
た

E&
T
グ

ル
ー

プ
は

IM
D

G
コ

ー
ド

第
35

回
改

正

統
合

版
の

「
Er

ra
ta

 a
nd

 C
or

rig
en

da
」

案
を

準
備

し
た

（
D

SC
 1

6/
3
の

A
nn

ex
 2

参
照

）
。

ま
た

同
グ

ル
ー

プ
は

、
フ

ラ
ン

ス
語

版
及

び
ス

ペ
イ

ン
語

版
に

つ
い

て
、
興

味
の

あ
る

代
表

は
D

SC
 1

6
に

文
書

を
提

出
す

る

よ
う

要
請

し
た

。
 

  
本

要
請

に
従

い
、

フ
ラ

ン
ス

は
、

フ
ラ

ン
ス

語
版

IM
D

G
コ

ー
ド

（
35

-1
0）

の
「

Er
ra

ta
 a

nd
 C

or
rig

en
da
」

案
を

準
備

し
た

。
 

適
宜

対
処

 
合

意
さ

れ
た

。
 

 

16
/3

/1
4 

（
事

務
局

）
 

IM
O
モ

デ
ル

コ
ー

ス

1.
10

（
危

険
物

及
び

有
害

性
物

質
）

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
, p

ar
ag

ra
ph

 3
.4

4 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
5
に

お
い

て
、

陸
側

人
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

が
20

10
年

1
月

1
日

か
ら
強

制
化

さ
れ

た
こ

と
を

受

け
、

IM
O

モ
デ

ル
コ

ー
ス

1.
10
（

危
険

物
及

び
有

害
物

質
）

の
更

新
の

重
要

性
が
合

意
さ

れ
た

。
ま

た
そ

の

際
、

本
モ

デ
ル

コ
ー

ス
は

、
IM

D
G
コ

ー
ド

の
教

育
訓

練
に

関
す

る
唯

一
の

IM
O
公

式
コ

ー
ス

で
あ

る
こ

と

が
確

認
さ

れ
る

と
共

に
同

コ
ー

ド
の

改
正

周
期

に
合

わ
せ

2
年

ご
と

に
更

新
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

が
合

意

さ
れ

た
。

 
  

本
合

意
に

基
づ

き
、
小

委
員

会
は

、
事

務
局

に
本

件
に

関
す

る
適

切
な

対
応

を
取
る

と
共

に
D

SC
 1

6
に

進
捗

状
況

を
報

告
す

る
よ

う
要

請
し

た
。

 
  

本
件

に
関

す
る

事
務

局
コ

メ
ン

ト
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

：
 

IM
D

G
コ

ー
ド

の
改

正
周

期
に

合
わ

せ
2
年

ご
と

に
モ

デ
ル

コ
ー

ス
を

更
新

す
る

よ
り

も
、

技
術

支
援

活
動

に
と

っ
て

は
何

年
間

も
使

用
で

き
る

一
般

的
内

容
の

モ
デ

ル
コ

ー
ス

を
作

成
す

る
ほ
う

が
よ

り
倹

約
的

か
つ

効
果

的
で

あ
る

と
考

え
る

。
小

委
員

会
で

の
合

意
を

以
っ

て
、

事
務

局
は

同
コ

ー
ス
の

見
直

し
作

業
に

着
手

す
る

予
定

で
あ

る
。

 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

 

合
意

さ
れ

た
。

 

16
/3

/1
5 

（
ベ

ル
ギ

ー
及

び
 

オ
ラ

ン
ダ

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
バ

ル
ク

コ
ン

テ
ナ

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

20
10

年
開

催
の

U
N
委

員
会

に
お

い
て

、
危

険
物

の
新

た
な

運
送

手
段

と
し

て
B

K
 3“

FB
C

s（
Fl

ex
ib

le
 B

ul
k 

C
on

ta
in

er
s ）

の
使

用
”
が

採
択

さ
れ

、
国

連
モ

デ
ル

規
則

第
17

訂
版

に
導

入
さ

れ
た
。
な

お
、

FB
C

sと
は

、

総
質

量
が

15
ト

ン
に

も
な

る
最

大
容

積
15

 m
3
の

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
の

バ
ッ

ク
で

あ
る
。

 
  

こ
れ

を
受

け
、

IM
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
へ

の
本

容
器

の
使

用
の

導
入

が
見

込
ま

れ
て

お
り

、
本

年
4
月

開
催

の
E&

T
グ

ル
ー

プ
に

よ
り

本
容

器
の

使
用

に
係

る
規

定
の

草
案

が
準

備
さ

れ
た
。

 
  

ベ
ル

ギ
ー

及
び

オ
ラ

ン
ダ

は
、

同
案

を
基

に
以

下
の

要
件

追
加

を
提

案
す

る
：

 
（

1）
 一

般
貨

物
船

に
積

載
さ

れ
る

FB
C

sの
運

送
要

件
（

第
7.

6.
2.

12
項

）
を

第
7.

6
節
（

一
般

貨
物

船
に

お

け
る

積
載

及
び

隔
離

）
に

追
加

す
る

 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）
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（
2）

 は
し

け
運

搬
船

上
の

は
し

け
に

積
載

さ
れ

る
FB

C
s
の

運
送

要
件

（
第

7.
7.

3.
9
項

）
を

第
7.

7
節

（
は

し
け

運
搬

船
上

の
は

し
け

）
に

追
加

す
る

 
（

3）
 コ

ン
テ

ナ
船

船
倉

内
又

は
ロ

ー
ロ

ー
貨

物
区

域
内

に
積

載
さ

れ
る

貨
物

輸
送

ユ
ニ

ッ
ト

に
収

納
し

た

FB
C

sの
運

送
を

禁
止

し
、

そ
の

旨
を

第
3.

2.
1
節

、
第

4.
3.

1.
1
項

及
び

第
6.

9.
2.

3
項

に
記

述
す

る
 

16
/3

/1
6 

（
U

N
EC

E
事

務
局

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 E

&
T

グ
ル

ー
プ

第
15

回

会
合

報
告

書
に

関
す

る
コ

メ
ン

ト
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
E&

T
グ

ル
ー

プ
第

15
回

会
合

で
確

認
さ

れ
た

IM
D

G
コ

ー
ド

と
国

連
モ

デ
ル

規
則

第
17

訂
版

と
の

不
一

致
に

つ

い
て

の
国

連
危

険
物

輸
送

専
門

家
小

委
員

会
第

39
回

会
合

（
本

年
6
月

開
催

）
に

お
け
る

審
議

結
果

の
報

告
で

あ
る

。
 

－
 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

16
/3

/1
7 

（
ド

イ
ツ

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 第

7
部

の
見

直
し

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

E&
T 

15
/3

; a
nd

 D
SC

 1
6/

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
20

11
年

4
月

開
催

の
E&

T
グ

ル
ー

プ
が

準
備

し
た

IM
D

G
コ

ー
ド

第
7
部

の
改

訂
版
の

草
案

（
D

SC
 1

6/
3
の

A
nn

ex
 5

参
照

）
中

で
発

見
さ

れ
た

脱
字

を
指

摘
し

訂
正

を
求

め
る

提
案

で
あ

る
：

 
7.

1.
4.

4.
1 

In
 c

ar
go

 s
hi

ps
 o

f 
50

0 
gr

os
s 

to
ns

 o
r 

ov
er

 a
nd

 p
as

se
ng

er
 s

hi
ps

 c
on

st
ru

ct
ed

 b
ef

or
e 

1 
Se

pt
em

be
r 

19
84

 a
nd

 in
 c

ar
go

 sh
ip

s o
f l

es
s t

ha
n 

50
0 

gr
os

s t
on

s c
on

st
ru

ct
ed

 b
ef

or
e 

1 
Fe

br
ua

ry
 1

99
2,

 g
oo

ds
 o

f 
cl

as
s 

1 
w

ith
 th

e 
ex

ce
pt

io
n 

of
 1

.4
 S

 s
ha

ll 
be

 s
to

w
ed

 o
n 

de
ck

 o
nl

y,
 u

nl
es

s 
ot

he
rw

is
e 

ap
pr

ov
ed

 b
y 

th
e 

A
dm

in
is

tra
tio

n.
 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

合
意

さ
れ

た
。

 

16
/3

/1
8 

（
英

国
及

び
 

フ
ラ

ン
ス

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
シ

ー
ト

付
き

バ
ル

ク
コ

ン
テ

ナ
（

B
K

1）
の

使
用

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
D

G
 C

od
e 

an
d 

D
SC

.1
/C

irc
.5

7 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

現
行

の
IM

D
G

コ
ー

ド
は

、
悪

条
件

下
で

の
航

行
の

際
の

コ
ン

テ
ナ

か
ら

の
危

険
物
の

飛
出

し
を

防
止

す
る

た
め

、
B

K
1（

シ
ー

ト
付

き
バ

ル
ク

コ
ン

テ
ナ

の
使

用
）

に
よ

る
危

険
物

の
海

上
運

送
を

禁
止

し
て

い
る

。

し
か

し
な

が
ら

英
国

及
び

フ
ラ

ン
ス

は
、

20
07

年
以

降
、

同
コ

ー
ド

第
7.

9.
1
節
（

免
除

規
定

）
に

基
づ

き
、

U
N

 3
07

7
に

分
類

さ
れ

る
廃

棄
物

に
対

し
短

国
際

航
海

に
お

け
る

B
K

1
で

の
運

送
を

許
可

し
て

い
る

。
な

お
、

運
送

許
可

は
次

の
理

由
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

：
 

（
1）

 U
N

 3
07

7
に

分
類

さ
れ

る
物

質
に

は
、

ク
ラ

ス
4.

3
の

基
準

に
は

合
致

し
な

い
が

引
火

性
ガ

ス
を

発
生

す
る

も
の

も
存

在
す

る
た

め
、

爆
発

性
雰

囲
気

の
形

成
を

防
止

す
る

目
的

か
ら
、

シ
ー

ト
付

き
コ

ン
テ

ナ
の

使
用

が
好

ま
し

い
。

 
（

2）
 特

殊
事

情
に

よ
り

B
K

1
以

外
で

の
運

送
が

困
難

な
場

合
も

あ
り

、
こ

れ
ら

物
質
の

適
切

な
処

理
の

妨
げ

と
な

る
。

 
  

第
7.

9.
1.

2.
2
項

に
基

づ
き

、
U

N
 3

07
7
の

危
険

物
に

限
り

B
K

1
で

の
海

上
運

送
を
認

め
る

IM
D

G
コ

ー
ド

の

改
正

を
提

案
す

る
。

 

適
宜

対
処

 
原

則
合

意
さ

れ
た

。
 

（
詳

細
に

つ
い

て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/3

/1
9 

（
中

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2

）
－

 
U

N
 

30
65

（
容

器
等

級
II

Iの
も

の
）
の

エ

ン
ト

リ
ー

の
改

正
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
（

ア
ル

コ
ー

ル
含

有
率

が
24

容
量

%
を

超
え

70
容

量
%
以

下
の

も
の

）
は

、
U

N
 3

06
5

（
PG

 II
I）

に
該

当
す

る
。

 
  

同
エ

ン
ト

リ
ー

に
は

少
量

危
険

物
扱

い
す

る
場

合
の

内
装

容
器

の
許

容
容

量
と

し
て

5 
L
が

割
り

当
て

ら
れ

て
お

り
、
当

該
飲

料
を

5 
L
以

下
の

容
器

に
収

納
し

運
送

す
る

場
合

に
は

、
第

3.
4
章

の
少

量
危

険
物

規
定

が

適
用

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

- 36 -



 

 
 

  
一

方
で

、
同

エ
ン

ト
リ

ー
に

は
特

別
規

定
14

5
が

割
り

当
て

ら
れ

て
お

り
、

当
該

飲
料

を
25

0 
L
以

下
の

容

器
に

収
納

し
運

送
す

る
場

合
に

は
、

IM
D

G
コ

ー
ド

の
規

定
の

適
用

を
受

け
な

い
と

定
め

て
い

る
。

 
  

上
述

の
2
つ

の
規

定
の

適
用

は
明

ら
か

に
矛

盾
す

る
。

従
っ

て
、

同
エ

ン
ト

リ
ー
へ

の
少

量
危

険
物

規
定

の

適
用

を
除

外
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

。
 

16
/3

/2
0 

（
C

EF
IC
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 貨

物
輸

送
ユ

ニ
ッ

ト
に

よ
る

U
N

 
22

11
及

び

U
N

 3
31

4
の

運
送

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

3/
3;

 a
nd

 E
&

T 
15

/3
/3

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

20
11

年
4
月

開
催

の
E&

T
グ

ル
ー

プ
は

、
引

火
性

蒸
気

を
発

生
す

る
U

N
 2

21
1
及

び
U

N
 3

31
4
の

貨
物

輸

送
ユ

ニ
ッ

ト
（

C
TU

）
に

よ
る

運
送

に
通

風
要

件
を

課
す

ド
イ

ツ
提

案
（

D
SC

 1
5/

3/
3）

を
基

に
し

た
新

た
な

特
別

規
定

96
5
を

準
備

し
た

。
な

お
本

規
定

は
、
運

送
中

の
C

TU
内

の
十

分
な

換
気
（

通
風

可
能

な
構

造
の

コ
ン

テ
ナ

の
使

用
、

片
側

ド
ア

の
取

外
し

等
）

又
は

リ
ー

フ
ァ

ー
コ

ン
テ

ナ
に

よ
る
温

度
管

理
の

下
で

の
運

送
を

要
求

し
て

い
る

。
 

  
ま

た
同

グ
ル

ー
プ

は
、

こ
れ

ら
危

険
物

が
十

分
な

耐
圧

性
の

あ
る

容
器

（
小

型
容
器

又
は

IB
C
容

器
）

に
気

密
に

密
封

さ
れ

て
い

る
場

合
の

非
開

放
型

C
TU

に
よ

る
運

送
方

法
に

つ
い

て
の

意
見
を

D
SC

 1
6
に

提
出

す

る
よ

う
興

味
あ

る
代

表
に

対
し

要
請

し
た

。
本

要
請

に
従

い
、

以
下

の
意

見
を

提
出
す

る
。

 
  

こ
れ

ら
危

険
物

か
ら

の
引

火
性

蒸
気

の
発

生
は

、
こ

れ
ら

を
ク

ラ
ス

3
の

危
険

物
に

適
用

さ
れ

る
性

能
基

準

を
満

足
す

る
十

分
な

耐
圧

性
の

あ
る

容
器

に
気

密
に

密
封

す
る

こ
と

で
防

止
可
能

と
考

え
る

。
従

っ
て

、
こ

れ
以

上
の

追
加

防
止

策
は

不
要

と
判

断
し

、
準

備
さ

れ
た

特
別

規
定

96
5
に

「
こ

れ
ら
危

険
物

が
十

分
な

耐

圧
性

の
あ

る
容

器
に

気
密

に
密

封
さ

れ
て

い
る

場
合

の
非

開
放

型
C

TU
に

よ
る

運
送
を

認
め

る
」
旨

を
追

加

す
る

よ
う

提
案

す
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/3

/2
1 

（
IN

TE
R

TA
N

K
O
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 解

毒
剤

の
備

置
要

件
の

見
直

し
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

IN
F.

6;
 M

ed
ic

al
 F

irs
t A

id
 G

ui
de

 F
ou

rth
 E

di
tio

n 
19

91
; M

SC
/C

irc
.8

57
; D

SC
 3

/1
5/

A
dd

.2
; M

ed
ic

al
 

Fi
rs

t A
id

 G
ui

de
 (I

M
D

G
 S

up
pl

em
en

t) 
20

00
 E

di
tio

n;
 D

SC
 1

4/
22

, D
SC

 1
4/

3/
3;

 D
SC

 1
5/

3/
14

; a
nd

 D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

ニ
ト

リ
ル

類
、

シ
ア

ン
化

物
及

び
イ

ソ
シ

ア
ネ

ー
ト

類
の

解
毒

剤
と

し
て

一
般

に
使

用
さ

れ
る

硝
酸

ア
ミ

ル
が

M
ed

ic
al

 F
irs

t A
id

 G
ui

de
（

M
FA

G
）

19
98

年
改

訂
版

か
ら

削
除

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

受
け

、
こ

の
種

の
貨

物
に

係
る

研
究

資
料

（
D

SC
 1

6/
IN

F.
6）

を
基

に
同

解
毒

剤
の

重
要

性
を

指
摘

し
、

M
FA

G
中

に
硝

酸
ア

ミ
ル

の
ア

ン

プ
ル

の
備

付
け

要
件

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

16
/IN

F.
6 

（
IN

TE
R

TA
N

K
O
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 急

性
ア

ク
リ

ロ
ニ

ト
リ

ル
中

毒
の

診
断

及
び

治
療

 

14
4

症
例

の
臨

床
研

究
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3/
21

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

18
歳

か
ら

53
歳

の
急

性
ア

ク
リ

ロ
ニ

ト
リ

ル
中

毒
患

者
14

4
症

例
の

臨
床

症
状

の
解

析
及

び
救

急
療

法
に

関

す
る

研
究

結
果

で
あ

る
。

 
  

全
患

者
が

ア
ク

リ
ロ

ニ
ト

リ
ル

の
吸

入
に

よ
り

中
毒

を
起

こ
し

た
こ

と
、

事
例

の
60

%
が

荷
役

又
は

設
備

修

繕
作

業
中

に
起

き
た

も
の

で
あ

る
こ

と
、

そ
し

て
全

患
者

は
解

毒
剤

の
投

与
に

よ
り
回

復
し

た
こ

と
を

報
告

し
、

結
果

、
解

毒
剤

の
早

期
投

与
が

患
者

の
早

期
回

復
に

つ
な

が
る

と
結

論
付

け
て

い
る

。
 

－
 

 （
16

/3
/2

1
参

照
）

 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

16
/3

/2
2 

（
韓

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 パ

ッ
キ

ン
グ

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
P9

03
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

リ
チ

ウ
ム

電
池
（

U
N

 3
09

0、
U

N
 3

09
1、

U
N

 3
48

0
及

び
U

N
 3

48
1）

に
は

パ
ッ

キ
ン

グ
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
シ

ョ

ン
P9

03
が

適
用

さ
れ

る
。

当
該

電
池

は
運

送
中

の
短

絡
又

は
放

電
に

よ
る

火
災
の

恐
れ

を
有

す
る

た
め

、

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。
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P9
03

は
こ

れ
を

防
止

す
る

要
件

（
B

at
te

rie
s s

ha
ll 

be
 p

ro
te

ct
ed

 a
ga

in
st

 sh
or

t c
irc

ui
t.）

を
定

め
て

い
る

。
 

  
当

該
電

池
の

容
器

と
し

て
の

金
属

製
容

器
（

4A
、

4B
、

4N
）
の

使
用

は
、
高

い
電

気
伝
導

率
を

有
す

る
金

属

特
性

か
ら

、
短

絡
の

危
険

性
を

増
大

さ
せ

る
と

考
え

る
。

従
っ

て
、

当
該

電
池

の
金

属
製

容
器

へ
の

収
納

を

禁
止

す
る

以
下

の
規

定
の

追
加

を
提

案
す

る
：

 
B

at
te

rie
s 

sh
al

l 
no

t 
be

 p
ac

ke
d 

in
 s

te
el

, 
al

um
in

iu
m

 a
nd

 m
et

al
 (

ot
he

r 
th

an
 s

te
el

 o
r 

al
um

in
iu

m
) 

ou
te

r 
pa

ck
ag

in
gs

. 

16
/3

/2
3 

（
韓

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 蓄

電
池

と
引

火
性

を
有

す
る

物
質

と
の

隔
離

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

蓄
電

池
（

U
N

 2
79

4
及

び
U

N
 2

79
5）

は
、

放
電

と
充

電
を

繰
り

返
し

何
度

も
行
う

こ
と

の
で

き
る

も
の

で

あ
り

、
放

電
又

は
充

電
の

過
程

で
水

素
ガ

ス
（

ク
ラ

ス
2.

1）
を

発
生

す
る

。
 

  
運

送
中

も
、
蓄

電
池

か
ら

の
水

素
ガ

ス
発

生
の

恐
れ

が
あ

り
、
蓄

電
池

と
可

燃
性
の

物
質
（

ク
ラ

ス
2.

1、
3、

4.
1、

4.
2、

5.
1
及

び
5.

2）
を

同
一

コ
ン

テ
ナ

に
収

納
し

た
場

合
、

コ
ン

テ
ナ

内
の
火

災
危

険
は

高
く

な
る

。
 

  
当

該
蓄

電
池

は
、

隔
離

表
に

従
い

ク
ラ

ス
2.

1、
4.

1、
4.

2、
5.

1
及

び
5.

2
と

の
同

一
コ

ン
テ

ナ
に

よ
る

運
送

を
既

に
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

ま
た

当
該

蓄
電

池
か

ら
の

水
素

ガ
ス

発
生

の
恐

れ
を
考

慮
す

る
と

、
ク

ラ
ス

2.
1
は

隔
離

表
に

従
い

ク
ラ

ス
3、

4.
1、

4.
2、

5.
1
及

び
5.

2
と

の
同

一
コ

ン
テ
ナ

に
よ

る
運

送
を

認
め

ら
れ

て
い

な
い

。
 

  
上

記
よ

り
、

U
N

 2
79

4
及

び
U

N
 2

79
5
に

隔
離

規
定

「
”a

w
ay

 fr
om

” 
cl

as
s 3

」
の
適

用
を

提
案

す
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

16
/3

/2
4 

（
韓

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 少

量
危

険
物

の
輸

送
物

へ
の

表
示

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

危
険

物
を

収
納

し
た

容
器

に
は

正
式

品
名

、
国

連
番

号
及

び
標

札
を

貼
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ
の

理

由
の

一
つ

は
、

運
送

中
に

事
故

が
発

生
し

た
場

合
の

容
易

な
識

別
と

適
切

な
緊

急
対
応

を
行

な
う

た
め

で
あ

る
。

ま
た

、
同

様
の

理
由

に
よ

り
、

貨
物

輸
送

ユ
ニ

ッ
ト

に
は

収
納

し
た

危
険

物
を

表
す

標
識

を
貼

付
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
  

少
量

危
険

物
に

つ
い

て
は

、
第

3.
4
章

に
基

づ
き

表
示

の
簡

略
化

が
認

め
ら

れ
る

も
の

の
、

第
34

回
改

正
以

前
は

、
そ

の
容

器
に

少
な

く
と

も
国

連
番

号
を

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

か
っ

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
第

35
回

改
正

の
表

示
方

法
の

変
更

に
よ

り
、

現
在

は
国

連
番

号
の

表
示

は
要

求
さ

れ
て
い

な
い

。
 

  
現

在
の

表
示

方
法

で
は

事
故

時
の

緊
急

対
応

を
取

る
こ

と
が

難
し

い
と

考
え

ら
れ
る

た
め

、
国

連
番

号
を

表

示
す

る
方

法
に

変
更

す
る

こ
と

を
提

案
す

る
。

 
         

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

 

U
N

**
**

 
U

N
**

**
 

Y
 

- 38 -



 

 
 

 16
/3

/2
5 

（
韓

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2
）

－
 

U
N

 
28

45
に

適
用

さ
れ

る

パ
ッ

キ
ン

グ
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

P4
00

の
特

別
規

定
PP

31
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

U
N

 2
84

5（
そ

の
他

の
自

然
発

火
性

物
質

（
有

機
物

、
液

体
）

）
に

は
、

IM
D

G
コ

ー
ド

第
3.

2
章

の
危

険
物

リ
ス

ト
中

で
パ

ッ
キ

ン
グ

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
P4

00
と

共
に

特
別

規
定

PP
31
（

気
密

要
件

）
が

割
り

当

て
ら

れ
て

い
る

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、

同
コ

ー
ド

第
4.

1.
4
節

の
P4

00
中

の
PP

31
か

ら
当

該
国

連
番

号
が

欠
落

し
て

い
る

の
で

、

当
該

国
連

番
号

の
追

記
を

提
案

す
る

：
 

PP
31

 
Fo

r U
N

 2
84

5 
an

d 
U

N
 2

87
0,

 p
ac

ka
gi

ng
s s

ha
ll 

be
 h

er
m

et
ic

al
ly

 se
al

ed
. 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

（
P4

00
か

ら

PP
31

が
削

除
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/3

/2
6 

（
韓

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 オ

ー

バ
ー

パ
ッ

ク
及

び
ユ

ニ
ッ

ト
貨

物
の

使
用

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

IM
D

G
コ

ー
ド

第
5.

1.
2.

1
項

は
、

危
険

物
を

収
納

し
た

オ
ー

バ
ー

パ
ッ

ク
（

ユ
ニ

ッ
ト

貨
物

を
含

む
）

へ
の

標
札

の
貼

付
及

び
表

示
に

係
る

規
定

で
あ

る
が

、
「

O
V

ER
PA

C
K
」
表

示
の

文
字
サ

イ
ズ

を
定

め
て

い
な

い
。

 
  

こ
の

た
め

、
「

O
V

ER
PA

C
K
」
表

示
が

小
さ

く
確

認
し

づ
ら

い
場

合
が

し
ば

し
ば

あ
る
の

で
、
第

5.
1.

2.
1
項

に
「

O
V

ER
PA

C
K
」

表
示

の
文

字
サ

イ
ズ

に
係

る
以

下
の

規
定

の
追

記
を

提
案

す
る
：

 
Th

e 
w

or
d 

"O
V

ER
PA

C
K

" s
ha

ll 
be

 d
is

pl
ay

ed
 n

ot
 le

ss
 th

an
 6

5 
m

m
 h

ig
h.

 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

16
/3

/2
7 

（
D

G
A

C
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 1

.4
 S

の
C

A
R

TR
ID

G
ES

（
少

量
危

険
物

）
の

積

載
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3;
 a

ct
io

n 
ite

m
 8

.1
.1

1;
 d

is
cu

ss
io

n 
3.

10
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
小

火
器

用
弾

薬
等
（

U
N

 0
01

2、
U

N
 0

01
4
及

び
U

N
 0

05
5）

の
区

分
1.

4S
に

分
類
さ

れ
る

物
品

へ
の

少
量

危

険
物

規
定

適
用

が
国

連
勧

告
第

17
訂

版
に

取
り

入
れ

ら
れ

た
。

 
  

こ
れ

に
伴

い
、

本
事

項
の

IM
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
へ

の
取

り
入

れ
案

が
E&

T
グ

ル
ー

プ
で

準
備

さ
れ

た
。
し

か
し

な
が

ら
、
検

討
に

お
い

て
、
第

3.
4.

3
項

に
基

づ
く

緩
和

規
定
（

少
量

危
険

物
へ

の
積

載
方

法
A

の
適

用
）

は
こ

れ
ら

物
品

に
は

適
用

す
べ

き
で

な
い

と
の

意
見

が
示

さ
れ

た
た

め
、

同
案

は
本

意
見

を
採

用

し
た

内
容

と
な

っ
て

い
る

。
 

  
D

G
A

C
は

、
こ

れ
ら

物
品

に
積

載
に

係
る

緩
和

規
定

を
適

用
す

る
こ

と
に

よ
る

安
全

上
及

び
実

行
上

の
問

題

が
具

体
的

に
示

さ
れ

て
い

な
い

に
も

拘
ら

ず
、

適
用

除
外

と
す

る
こ

と
は

妥
当

で
な

い
と

判
断

し
、

こ
れ

ら

物
品

に
も

他
の

少
量

危
険

物
と

同
様

に
第

3.
4.

3
項

に
基

づ
く

緩
和

規
定

を
適

用
す

る
こ
と

を
提

案
す

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

た
。

 

16
/3

/2
8 

（
英

国
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 I

M
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
案

へ
の

コ
メ

ン
ト

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3/
1 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

IM
D

G
コ

ー
ド

第
36

回
改

正
（

案
）

に
つ

い
て

以
下

の
修

正
を

提
案

す
る

：
 

（
1）

U
N

 3
37

3（
物

体
物

質
（

カ
テ

ゴ
リ

ー
B
の

も
の

に
限

る
）

）
 

・
 同

エ
ン

ト
リ

ー
に

は
積

載
方

法
C

が
割

当
て

ら
れ

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら
同

エ
ン

ト
リ

ー
は

P6
50

に
従

い
収

納
及

び
表

示
が

施
さ

れ
た

場
合

に
は

他
の

規
定

の
適

用
を

受
け

な
い
と

定
め

ら
れ

て
お

り
、

運
送

書
類

の
提

出
義

務
も

課
さ

れ
な

い
。
運

送
書

類
の

提
出

が
な

い
状

況
で
積

載
方

法
C
に

従
う

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
 

・
 従

っ
て

、
危

険
物

リ
ス

ト
中

の
同

エ
ン

ト
リ

ー
第

16
欄

を
「

St
ow

ag
e 

ca
te

go
ry

 C
 f

or
 T

1 
an

d 
B

K
2 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）
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po
rta

bl
e 

ta
nk

s a
nd

 b
ul

k 
co

nt
ai

ne
rs
」
及

び
「

St
ow

ag
e 

ca
te

go
ry

 A
 fo

r P
65

0 
pa

ck
ag

es
」
に

修
正

す
る

。
 

（
2）

U
N

 2
90

8、
29

09
、

29
10

及
び

29
11

（
L
型

輸
送

物
）

 
・

 L
型

輸
送

物
に

適
用

さ
れ

る
運

送
書

類
の

緩
和

規
定

（
第

5.
1.

5.
4.

2
項

）
が
一

般
認

知
さ

れ
て

い
な

い

こ
と

が
原

因
に

よ
る

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

て
い

る
。

 
・

 従
っ

て
、
同

規
定

を
よ

り
一

般
に

認
知

さ
せ

る
た

め
、
危

険
物

リ
ス

ト
中

の
各

エ
ン

ト
リ

ー
第

17
欄

に

「
se

e 
5.

1.
5.

4.
2」

を
追

記
す

る
。

 
16

/3
/2

9 
（

米
国

）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
 運

送
書

類
中

の
海

洋
汚

染
物

質
の

記
載

に
関

す
る

コ
メ

ン
ト

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

3/
4;

 a
nd

 D
SC

 1
6/

3/
12

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

海
洋

汚
染

物
質

の
運

送
書

類
上

へ
表

記
に

係
る

ド
イ

ツ
提

案
及

び
IP

PI
C
提

案
に
対

す
る

コ
メ

ン
ト

で
あ

る
。

 
（

1）
“M

A
R

IN
E 

PO
LL

U
TA

N
T/

EN
V

IR
O

N
M

EN
TA

LL
Y

 H
A

ZA
R

D
O

U
S”
の

使
用
（

ド
イ

ツ
：

D
SC

 1
6/

3/
4）

 
（

2）
“A

Q
U

A
TI

C
 P

O
LL

U
TA

N
T”

又
は

“A
Q

U
A

TI
C

 P
O

LL
U

TA
N

T 
or

 M
A

RI
N

E 
PO

LL
U

TA
N

T”
の

使
用

（
IP

PI
C
：

D
SC

 1
6/

3/
12
）

 
  

IM
D

G
コ

ー
ド

の
索

引
中

に
M

ar
in

e 
Po

llu
ta

nt
と

し
て

明
示

さ
れ

る
物

質
が

存
在
す

る
が

、
そ

れ
ら

は
G

H
S

基
準

と
異

な
る

基
準
（

G
ES

A
M

P 
H

az
ar

d 
pr

of
ile

s）
に

よ
り

評
価

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

、
G

H
S
基

準
に

合
致

し
な

い
も

の
も

混
在

す
る

。
よ

っ
て

、
こ

の
G

H
S

基
準

と
の

不
整

合
が

解
決
す

る
ま

で
の

間
、

用
語

“
M

A
R

IN
E 

PO
LL

U
TA

N
T”

は
存

続
さ

せ
る

べ
き

と
考

え
る

。
 

  
上

記
（

1）
及

び
（

2）
に

示
さ

れ
る

用
語

の
使

用
は

、
IM

D
G
コ

ー
ド

第
5.

4.
1.

4.
2
項

（
追

加
情

報
の

記
載

）

の
規

定
に

よ
り

認
め

ら
れ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

、
コ

ー
ド

改
正

は
不

要
と

判
断

す
る
。

 
  

以
上

の
考

え
か

ら
、

米
国

は
次

を
提

案
す

る
：

 
（

1）
 海

洋
汚

染
物

質
の

運
送

書
類

上
へ

表
記

に
係

る
コ

ー
ド

改
正

は
し

な
い

こ
と

 
（

2）
 コ

ー
ド

の
索

引
中

の
M

ar
in

e 
Po

llu
ta

nt
と

し
て

明
示

さ
れ

る
物

質
に

つ
い
て

の
全

体
的

見
直

し
 

（
3）

 す
べ

て
の

輸
送

モ
ー

ド
で

使
用

で
き

る
G

H
S
基

準
（

環
境

有
害

物
質

の
分

類
基
準

）
に

合
致

す
る

物
質

の
一

覧
表

の
作

成
に

つ
い

て
の

検
討

 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

 （
16

/3
/4

及
び

 
16

/3
/1

2
参

照
）

 

一
部

合
意

さ
れ

た
。

 
（

16
/3

/4
及

び
 

16
/3

/1
2

を
検

討
す

る
上

で
の

意
見

と

し
て

扱
わ

れ
た

。
）

 

16
/IN

F.
5 

（
IV

O
D

G
A
）

 
IM

D
G

コ
ー

ド
及

び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2
）

－
IM

D
G

コ
ー

ド
第

7
部

の
改

正
案

（
運

送
作

業
に

係
る

規
定

に
関

す
る

第
7
部

）
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

3/
16

; D
SC

 1
3/

3/
6;

 IM
D

G
 C

od
e 

Pa
rt 

7,
 C

ha
pt

er
 7

.1
 o

f A
m

en
dm

en
t (

35
-1

0)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
E&

T
グ

ル
ー

プ
が

準
備

し
た

IM
D

G
コ

ー
ド

第
7
部

改
正

案
（

D
SC

 1
6/

3 
an

ne
x 

5）
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト
で

あ
る

。
 

  
準

備
さ

れ
た

第
7.

1
章

（
積

載
）

の
改

正
案

か
ら

「
火

薬
庫

の
定

義
」

及
び

「
火

薬
庫
の

使
用

に
係

る
規

定
」

が
削

除
さ

れ
て

い
る

と
し

て
、

こ
れ

に
よ

る
問

題
点

を
指

摘
し

、
こ

れ
ら

を
追

加
す

る
同

草
案

の
修

正
を

求

め
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

詳
細

に
つ

い
て

は
E&

T
グ

ル
ー

プ

に
て

検
討

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/IN

F.
8 

（
U

N
EC

E）
 

IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

付
録

の
改

正

（
36

-1
2）

－
く

ん
蒸

コ
ン

テ
ナ

に
関

連
す

る
EC

O
SO

C
決

議

書
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

20
11

年
7
月

開
催

の
欧

州
経

済
社

会
理

事
会

（
EC

O
SO

C
）

に
提

出
さ

れ
た

国
連

危
険

物
輸

送
・

分
類

専
門

家
委

員
会

の
20

09
～

20
10

年
の

活
動

報
告

（
議

決
書

）
の

草
案

を
紹

介
す

る
も
の

で
あ

る
。

 
  

く
ん

蒸
コ

ン
テ

ナ
に

関
連

す
る

事
項

と
し

て
、

メ
ン

バ
ー

国
、

IL
O
及

び
IM

O
に
対

し
、

モ
デ

ル
規

則
及

び

IM
D

G
コ

ー
ド

の
第

5.
5
章

中
の

く
ん

蒸
コ

ン
テ

ナ
に

係
る

注
意

喚
起

、
表

示
、
運

送
書
類

及
び

教
育

訓
練

に

考
慮

す
る

よ
う

要
請

し
た

旨
が

報
告

さ
れ

て
い

る
。

 

－
 

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。
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 16
/4

 
（

ド
イ

ツ
）

 
魚

粉
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

に
関

す
る

提
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
FI

SH
M

EA
L 

(F
IS

H
SC

R
A

P)
, S

TA
B

IL
IZ

ED
 U

N
 2

21
6,

 A
nt

i-o
xi

da
nt

 tr
ea

te
d：

魚
粉
（

安
定

化
さ

れ
て

い

る
も

の
）
」
（

ク
ラ

ス
9：

自
己

発
熱

の
可

能
性

が
あ

る
。
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
に

お
い

て
、
本

要
件

は

グ
ル

ー
プ

C
の

FI
SH

M
EA

L
に

は
適

用
し

な
い

旨
が

規
定

さ
れ

て
い

る
に

も
拘
ら

ず
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

に

は
（

20
01

年
版

の
B

C
コ

ー
ド

に
は

記
載

の
あ

っ
た

）
FI

SH
M

EA
L（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

無
い

点
を

指
摘

し
て

い
る

。
 

  
そ

の
上

で
、
規

則
の

一
貫

性
を

保
つ

た
め

、
FI

SH
M

EA
L（

グ
ル

ー
プ

C
）

に
関
す

る
記

述
を

追
加

す
る

か
、

又
は

（
20

04
年

版
の

B
C

コ
ー

ド
か

ら
削

除
さ

れ
た

）
FI

SH
M

EA
L（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

取
り

入
れ

る
か

の
ど

ち
ら

か
に

す
べ

き
と

し
、

後
者

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

FI
SH

M
EA

L（
グ

ル
ー

プ
C
）

に
つ

い
て

は
、

水
分

及
び

油
分

の
制

限
を

設
け

る
べ
き

と
し

、
ま

た
一

定
以

上
の

抗
酸

化
剤

の
濃

度
を

要
求

す
べ

き
と

し
て

い
る

。
ま

た
温

度
計

測
の

要
件

は
不

要
と

し
て

い
る

。
 

  
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
案

が
示

さ
れ

て
お

り
、

水
分

と
油

分
は

さ
ら

に
検

討
を

要
す

る
と
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
 

（
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
）

IM
SB

C
コ

ー
ド

へ

の
新

規
エ

ン
ト

リ
ー

「
チ

タ
ノ

マ
グ

ネ
タ

イ
ト

」
の

追
加

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Ti

ta
no

m
ag

ne
tit

e：
チ

タ
ノ

マ
グ

ネ
タ

イ
ト

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し

て
い

る
。

 
  

ス
ラ

リ
ー

状
で

積
載

さ
れ

る
。

 
  

フ
ロ

ー
テ

ー
ブ

ル
法

で
試

験
し

た
際

に
、

供
試

体
を

形
成

で
き

な
か

っ
た

た
め

流
動

水
分

値
（

FM
P）

を
決

定
で

き
な

か
っ

た
こ

と
に

基
づ

き
、

液
状

化
物

質
で

は
な

い
と

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

自
然

に
水

が
抜

け
る

貨
物

で
あ

り
、

通
常

の
水

分
値

は
3%

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
 

（
事

務
局

）
 

固
体

ば
ら

積
み

貨
物

の
環

境
有

害
性

へ
の

分
類

及
び

固
体

貨
物

残
渣

の
取

扱
い

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
EP

C
 6

1/
24

 a
nd

 D
SC

 1
6/

2 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

M
EP

C
 6

1
か

ら
D

SC
小

委
員

会
に

、
環

境
有

害
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
の

区
分

に
つ

い
て

検
討

が
指

示
さ

れ
て

い
る

旨
の

説
明

で
あ

る
。

 
  

関
係

提
案

文
書

と
し

て
、

M
EP

C
 6

1/
7/

5,
 M

EP
C

 6
1/

7/
13

, M
EP

C
 6

1/
7/

14
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/8
、

16
/4

/9
6、

 
M

EP
C

 6
1/

7/
5、

 
M

EP
C

 6
1/

7/
12

及

び
M

EP
C

 6
1/

7/
13

 
参

照
）

 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

16
/4

/3
 

（
カ

ナ
ダ

）
 

ば
ら

積
み

さ
れ

る

「
破

砕
さ

れ
た

カ
ー

ボ
ン

ア
ノ

ー
ド

」
の

掲
載

に
係

る
申

請
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

C
ru

sh
ed

 C
ar

bo
n 

A
no

de
s：

破
砕

さ
れ

た
カ

ー
ボ

ン
ア

ノ
ー

ド
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
貨

物
の

埃
を

吸
引

し
た

際
の

慢
性

毒
性

の
危

険
性

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
 

（
カ

ナ
ダ

）
 

ば
ら

積
み

さ
れ

る

「
チ

タ
ン

鉄
鉱

（
岩

石
）

」
の

掲
載

に
係

る
申

請
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
IL

M
EN

IT
E 

(R
O

C
K

)：
チ

タ
ン

鉄
鉱
（

岩
石

）
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ
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て
い

る
。

 
た

。
）

 
16

/4
/5

 
（

南
ア

フ
リ

カ
）

 
IM

SB
C

コ
ー

ド
へ

の
新

規
エ

ン
ト

リ
ー

「
ア

ッ
プ

グ
レ

ー
ド

イ
ル

メ
ナ

イ
ト

」
の

追
加

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

U
PG

R
A

D
ED

 I
LM

EN
IT

E 
(U

G
I)
：

ア
ッ

プ
グ

レ
ー

ド
イ

ル
メ

ナ
イ

ト
」

（
グ

ル
ー
プ

A
又

は
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

水
分

値
が

9%
以

上
の

貨
物

を
グ

ル
ー

プ
A
と

す
る

こ
と

が
提

案
さ

れ
て

い
る

。
 

  
TM

L
は

9～
13

%
で

あ
っ

た
。

 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/7
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
 

（
イ

ラ
ン

）
 

高
温

多
湿

の
気

候
に

お
け

る
パ

ー
ム

カ
ー

ネ
ル

ミ
ー

ル
の

火
災

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

パ
ー

ム
カ

ー
ネ

ル
ミ

ー
ル

は
、

高
温

多
湿

の
場

所
に

長
期

間
貯

蔵
さ

れ
る

と
、

自
然

発
火

す
る

こ
と

が
報

告

さ
れ

て
い

る
。

自
然

発
火

時
の

煙
は

健
康

を
害

す
る

も
の

で
あ

る
。

 
  

こ
れ

を
受

け
、

以
下

が
提

案
さ

れ
て

い
る

：
 

（
1）

 パ
ー

ム
カ

ー
ネ

ル
ミ

ー
ル

に
は

、
国

連
番

号
を

付
与

す
べ

き
で

あ
る

。
 

（
2）

 IM
D

G
コ

ー
ド

及
び

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
取

り
入

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 
（

3）
 IM

O
で

、
運

送
及

び
貯

蔵
方

法
を

決
定

す
べ

き
で

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
 

（
カ

ナ
ダ

及
び

 
ノ

ル
ウ

ェ
ー

）
 

ば
ら

積
み

さ
れ

る

「
ア

ッ
プ

グ
レ

ー
ド

イ
ル

メ
ナ

イ
ト

」
の

掲
載

に
係

る
申

請
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

U
PG

R
A

D
ED

 IL
M

EN
IT

E：
ア

ッ
プ

グ
レ

ー
ド

イ
ル

メ
ナ

イ
ト

」
（

グ
ル

ー
プ

A
又

は
C
）

の
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
カ

ナ
ダ

及
び

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

貨
物

は
、

TM
L
が

9.
5%

～
16

 %
で

あ
る

の
に

対
し

て
、
船

積
み

水
分

値
は

5 
%

以
下

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
 

  
船

積
み

水
分

値
が

5 
%
を

超
え

る
の

場
合

、
グ

ル
ー

プ
A

貨
物

に
す

べ
き

と
し

て
い

る
。

（
本

文
第

7
節

の

最
後

の
文

で
は

、
TM

L
が

5 
%
を

超
え

る
場

合
と

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
書

き
間

違
い

で
あ

り
、

A
nn

ex
の

D
ES

C
R

IP
TI

O
N
の

記
述

が
正

し
い

。
）

 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/5
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
 

（
ノ

ル
ウ

ェ
ー

）
 

海
洋

環
境

に
有

害
な

物
質

の
分

類
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
11

; M
EP

C
 6

1/
7/

5;
 M

EP
C

 6
1/

7/
13

; M
EP

C
 6

1/
24

; B
LG

 1
5/

W
P.

3;
 a

nd
 M

EP
C

 6
2/

7/
1 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

海
洋

環
境

に
有

害
な

物
質

の
分

類
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
に

関
連

し
以

下
を

提
案

し
て

い
る

：
 

（
1）

 基
本

的
に

は
、

G
H

S
の

Pa
rt 

4
の

以
下

の
基

準
を

用
い

て
、
環

境
有

害
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
を

区
分

す
べ

き
で

あ
る

（
提

案
文

書
第

3
節

）
：

 
・

 急
性

毒
性

 
・

 慢
性

毒
性

 
・

 生
体

内
へ

の
蓄

積
の

可
能

性
 

・
 有

機
化

合
物

の
生

分
解

 
（

2）
 I

M
D

G
コ

ー
ド

上
、

M
ar

in
e 

po
llu

ta
nt

 と
な

る
A

cu
te

 1
、

C
hr

on
ic

 1
及

び
C

hr
on

ic
 2

の
基

準
を

紹
介
（

提

案
文

書
第

3
節

）
 

（
3）

 上
記

の
基

準
に

加
え

、
長

期
的

な
健

康
影

響
（

G
ES

A
M

P 
H

az
ar

d 
Pr

of
ile

 c
ol

um
n 

D
3）

と
、

海
洋

／
海

底
生

物
へ

の
影

響
（

G
ES

A
M

P 
H

az
ar

d 
Pr

of
ile

 c
ol

um
n 

E2
）

も
考

慮
す

べ
き
。

（
提

案
文

書
第

6
節

）
 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/2
、

16
/4

/9
6、

 
M

EP
C

 6
1/

7/
5、

 
M

EP
C

 6
1/

7/
12

及

び
M

EP
C

 6
1/

7/
13

 
参

照
）

 

一
部

合
意

さ
れ

た
。

 
（

分
類

基
準

を
決

定
す

る
上

で
の

た

た
き

台
と

し
て

扱

わ
れ

た
。

）
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（
4）

 金
属

と
無

機
物

の
取

り
入

れ
と

浄
化

は
複

雑
で

あ
り

、
個

別
に

専
門

家
が

判
断
す

る
し

か
な

い
。
（

提
案

文
書

第
9
節

）
 

（
5）

 生
体

内
へ

の
蓄

積
性

と
生

分
解

性
の

基
準

を
満

た
す

M
A

R
PO

L 
A

nn
ex

 I
I
の

汚
染

分
類

X
（

Po
llu

tio
n 

C
at

eg
or

y 
X
）

の
物

質
と

整
合

さ
せ

る
た

め
、

直
ち

に
分

解
し

な
い

も
の

ま
た
は

生
物

蓄
積

性
の

高
い

も

の
で

あ
っ

て
、

C
M

R
TN

I（
C

: 
発

癌
物

質
ca

rc
in

og
en

, 
M

: 
 突

然
変

異
原

a 
m

ut
ag

en
, 

S:
 感

作
抗

原

se
ns

iti
si

ng
, 

A
: 
呼

吸
障

害
as

pi
ra

tio
n 

ha
z.

, 
L:

 肺
損

傷
lu

ng
 i

nj
ur

y,
 N

: 
繁

殖
毒

性
／

神
経

毒
性

re
pr

ot
ox

ic
/n

eu
ro

to
xi

c,
 I

: 
免

疫
毒

性
im

m
un

ot
ox

ic
, T

: 
致

死
量

未
満

の
暴

露
に

よ
る

特
定

臓
器

へ
の

毒

性
ex

po
su

re
 b

el
ow

 th
e 

le
th

al
 d

os
e 

is
 k

no
w

n 
to

 c
au

se
 sp

ec
ifi

c 
or

ga
n 

or
ie

nt
ed

 sy
st

em
ic

 to
xi

ci
ty
）
の

基

準
を

満
た

す
も

の
を

環
境

有
害

物
質

と
す

べ
き

。
（

提
案

文
書

第
10

～
12

節
）

 
（

6）
 沈

降
す

る
か

混
濁

と
な

る
か

は
、

基
準

に
な

ら
な

い
。

（
提

案
文

書
第

13
～

16
節

）
 

（
7）

 浮
遊

物
（

貨
物

に
含

ま
れ

る
油

を
含

む
）

は
、

考
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
17

～
18

節
）

 
（

8）
 化

学
的

／
生

物
学

的
酸

素
要

求
量

（
C

O
D

/B
O

D
）

の
あ

る
も

の
（

栄
養

素
、
穀

類
、

肥
料

及
び

幾
つ

か

の
化

合
物

）
に

つ
い

て
は

、
基

準
は

提
案

し
な

い
が

、
各

国
で

規
制

さ
れ

る
こ

と
も

あ
る

だ
ろ

う
。
（

提

案
文

書
第

19
～

21
節

）
 

（
9）

 G
H

S
に

よ
る

環
境

有
害

物
質

以
外

の
基

準
に

つ
い

て
も

、
考

慮
す

べ
き

。
（
提

案
文

書
第

22
～

24
節

）
 

（
10

）
 全

て
の

環
境

影
響

に
関

す
る

情
報

を
IM

SB
C
コ

ー
ド

に
含

め
る

べ
き

。
具

体
的
に

は
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

第
4.

2
節

（
貨

物
情

報
）

の
項

目
を

追
加

し
、

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
環

境
影
響

を
含

め
る

べ
き

。
（

提

案
文

書
第

25
節

）
 

（
11

）
 新

規
貨

物
に

つ
い

て
は

、
環

境
影

響
評

価
を

含
め

る
べ

き
。

既
存

の
物

質
に

つ
い
て

は
、

C
G

を
設

置
し

て
、

環
境

影
響

を
評

価
す

べ
き

。
（

提
案

文
書

第
27

節
）

 
（

12
）

 G
ES

A
M

P/
EH

S 
C

om
po

si
te

 L
is

t o
f H

az
ar

d 
Pr

of
ile

s 2
00

3（
B

LG
/C

irc
.1

3）
に

基
づ

き
、

IM
SB

C
コ

ー

ド
に

あ
る

貨
物

を
分

類
し

た
結

果
を

A
nn

ex
 1

の
表

1
に

示
す

。
（

提
案

文
書

第
28

節
）

 
（

13
）

 M
A

R
PO

L 
A

nn
ex

 V
の

発
効

前
に

D
SC

小
委

員
会

が
分

類
作

業
を

で
き

な
い
場

合
は

、
明

ら
か

な
毒

物

を
C

irc
ul

ar
で

指
定

す
べ

き
で

あ
る

。
（

C
op

pe
r m

et
al

 g
ra

nu
le

s, 
Fl

y 
as

h,
 L

ea
d 

ni
tra

te
, L

ea
d 

an
d 

zi
nc

 
ca

lc
in

es
, Z

in
c 

or
e,

 b
ur

nt
 (Z

in
c 

C
on

ce
nt

ra
te

 sc
he

du
le

), 
Zi

nc
 si

nt
er

 (M
in

er
al

 C
on

ce
nt

ra
te

s s
ch

ed
ul

e)
。

但
し

、
Le

ad
 n

itr
at

e
は

、
外

し
忘

れ
か

も
し

れ
な

い
。
）
貨

物
が

水
生

環
境

有
害

物
質

か
ど

う
か

を
判

定

す
る

こ
と

は
、

荷
主

の
義

務
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
29

節
）

 
（

14
）

 第
30

節
で

は
、

環
境

有
害

物
質

の
基

準
と

し
て

以
下

を
提

案
し

て
い

る
。

 
・

 3
0.

1.
1
節

：
A

cu
te

 1
、

C
hr

on
ic

 1
、

C
hr

on
ic

 2
又

は
C

R
M

TN
Iで

あ
っ
て

、
直

ち
に

分
解

し
な

い
も

の
ま

た
は

生
物

蓄
積

性
の

高
い

も
の

 
・

 3
0.

1.
2
節

：
上

記
以

外
で

排
出

を
容

認
で

き
な

い
も

の
。

例
え

ば
、

浮
く
ゴ

ム
や

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

 
16

/4
/9

 
（

ノ
ル

ウ
ェ

ー
）

 
IM

SB
C

コ
ー

ド
へ

の
新

規
エ

ン
ト

リ
ー

「
鉄

鉱
粉

」
の

追
加

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
16

 a
nd

 D
SC

.1
/C

irc
.6

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
液

状
化

物
質

（
グ

ル
ー

プ
A
）

と
し

て
の

「
IR

O
N

 O
R

E 
FI

N
ES

：
鉄

鉱
粉

」
の

取
り
入

れ
を

提
案

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/7

4、
16

/4
/7

5、
 

16
/4

/8
6、

16
/4

/8
8、

16
/4

/9
7 

及
び

 
16

/IN
F.

4
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
C

G
が

設
置

さ
れ

、
引

き
続

き
検

討
が

行
わ

れ
る

こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
0 

（
フ

ラ
ン

ス
）

 
液

状
化

物
質

の
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

7/
4 

an
d 

M
SC

 8
9/

7/
7 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
ニ

ュ
ー

カ
レ

ド
ニ

ア
の

鉱
山

の
専

門
家

と
と

も
に

研
究

を
立

ち
上

げ
た

。
報

告
は

20
11

年
7
月

末
に

出
さ

れ

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/7

7、
16

/4
/9

5、
 

16
/4

/9
9、

 

一
部

合
意

さ
れ

た
。

 
（

液
状

化
物

質
の

測
定

、
管

理
等

の
手

順
作

成
及

び
主

管
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る
予

定
で

あ
る

。
ニ

ッ
ケ

ル
鉱

と
液

状
化

物
質

一
般

の
安

全
運

送
に

寄
与

す
る

こ
と

が
提

案
の

目
的

で
あ

る
。

（
提

案
文

書
第

5
節

）
 

  
IM

SB
C
コ

ー
ド

に
基

づ
き

液
状

化
貨

物
の

運
送

方
法

に
つ

い
て

説
明

し
た

後
（

提
案

文
書

第
6～

11
節

）
、

以
下

の
問

題
点

を
指

摘
し

て
い

る
（

提
案

文
書

第
13

節
）

：
 

（
1）

 T
M

L
と

（
船

積
み

）
水

分
値

は
正

し
く

計
測

さ
れ

て
い

る
か

。
 

（
2）

 計
測

さ
れ

た
水

分
値

は
、

実
際

に
運

送
さ

れ
る

貨
物

に
対

応
し

て
い

る
か

。
 

（
3）

 水
分

値
計

測
方

法
の

策
定

・
決

定
に

基
づ

き
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

を
如

何
に

改
善
す

る
か

。
 

  
IM

SB
C
コ

ー
ド

付
録

2
の

TM
L
決

定
法

は
、
ニ

ッ
ケ

ル
鉱

に
つ

い
て

は
以

下
の

通
り
（

提
案

文
書

第
17

節
）：

 
（

1）
 最

大
粒

径
の

観
点

か
ら

、
ま

た
、

粘
土

分
に

よ
る

粘
着

力
が

あ
る

こ
と

か
ら
、

ニ
ッ

ケ
ル

鉱
に

は
適

す

る
も

の
は

な
い

。
 

（
2）

 ニ
ュ

ー
カ

レ
ド

ニ
ア

の
鉱

石
は

、
主

に
三

種
類

あ
る

。
 

（
3）

 水
分

値
も

さ
り

な
が

ら
、

微
粒

子
の

影
響

を
評

価
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

  
以

下
の

試
験

法
の

開
発

が
最

大
の

課
題

で
あ

る
（

提
案

文
書

第
18

節
）

：
 

（
1）

 実
験

室
に

お
け

る
研

究
と

の
比

較
に

お
い

て
、
液

状
化

現
象

を
十

分
に

説
明
で

き
る

、
信

頼
で

き
る

デ
ー

タ
を

提
供

で
き

る
こ

と
 

（
2）

 容
易

に
実

施
で

き
、

再
現

性
が

あ
る

こ
と

 
（

3）
 船

の
レ

ベ
ル

と
互

換
性

の
あ

る
結

果
を

提
供

す
る

こ
と

 
（

4）
 フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

と
整

合
す

る
こ

と
 

（
5）

 液
状

化
の

危
険

性
に

対
し

て
、

安
全

余
裕

を
有

す
る

こ
と

 
  

こ
う

し
た

試
験

法
の

開
発

を
待

ち
な

が
ら

、
フ

ラ
ン

ス
は

、
ニ

ュ
ー

カ
レ

ド
ニ
ア

の
鉱

山
か

ら
の

貨
物

を
認

め
る

た
め

の
、
風

化
の

度
合

い
（

al
te

ra
tio

n 
ra

tio
：

Fe
2O

3/
M

gO
）

及
び

運
送

す
る
鉱

石
の

種
類

に
基

づ
く

、

暫
定

的
手

順
（

TM
L
決

定
法

）
を

承
認

し
た

。
（

提
案

文
書

第
19

節
）

 
  

以
上

の
理

由
に

よ
り

、
フ

ラ
ン

ス
は

、
新

た
な

水
分

値
試

験
法
（

注
：

TM
L
決

定
法
の

意
味

と
考

え
ら

れ
る

。
）

の
決

定
に

先
立

ち
、

以
下

を
実

施
す

べ
き

と
の

意
見

で
あ

る
（

提
案

文
書

第
20

節
）

：
 

（
1）

 各
関

係
主

管
庁

は
、

使
用

さ
れ

て
い

る
試

験
法

が
、

運
送

し
て

い
る

貨
物

に
対

し
て

適
当

か
否

か
確

認

す
べ

き
で

あ
る

。
 

（
2）

 関
係

者
は

、
よ

り
多

く
の

解
決

策
を

見
い

出
す

た
め

、
こ

の
困

難
に

取
り

組
み

、
ま

た
、

そ
の

結
果

に

応
じ

て
IM

SB
C

 コ
ー

ド
を

改
正

す
べ

き
で

あ
る

。
 

  
試

験
法

が
開

発
さ

れ
た

場
合

、
以

下
を

確
実

に
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
（

提
案

文
書

第
21

節
）

：
 

（
1）

 陸
側

人
員

の
訓

練
を

含
む

、
試

料
抽

出
手

順
が

的
確

に
確

立
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

 
（

2）
 計

測
水

分
値

と
実

際
の

貨
物

の
水

分
値

に
差

異
を

生
じ

さ
せ

な
い

た
め

、
生

産
場
所

か
ら

船
ま

で
の

貨

物
の

移
送

に
係

る
適

切
な

手
順

が
確

立
さ

れ
、

荷
送

人
の

合
意

の
下

、
承

認
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

  
荷
送
人
が
試
料
採
取
手
順
を
確
立
す
る
要
件
を

IM
SB

C
コ
ー
ド
に
追
加
す
べ
き
で
あ
る
。
（
提
案
文
書
第

22
節
） 

  
一

度
水

分
値

計
測

を
実

施
し

た
後

は
、

水
分

値
を

変
化

さ
せ

な
い

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。

そ
の

た
め

フ
ラ

ン

ス
は

、
ニ

ュ
ー

カ
レ

ド
ニ

ア
の

鉱
山

会
社

と
協

力
し

、
貯

鉱
条

件
、

船
舶

へ
の

移
送

手
段

お
よ

び
天

候
条

件

を
考

慮
し

て
、

鉱
山

と
船

舶
が

遵
守

す
べ

き
適

切
な

手
順

を
定

め
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
23

節
）

 
  

フ
ラ

ン
ス

は
、
中

国
が

M
SC

 8
9/

7/
4
で

提
案

し
た
「

独
立

機
関

に
よ

る
試

料
採
取

、
試

験
及

び
承

認
」
の

他

に
も

、
液

状
化

物
質

運
送

の
安

全
性

を
向

上
さ

せ
、

運
送

者
と

荷
送

人
の

信
頼

を
回

復
す

る
手

段
が

あ
る

と

考
え

る
。

（
提

案
文

書
第

24
節

）
 

  
荷

送
人

は
試

料
採

取
、

試
験

、
証

明
の

手
順

及
び

船
積

み
ま

で
の

貨
物

の
水

分
を
管

理
す

る
手

順
を

確
立

す

る
こ

と
を

IM
SB

C
コ

ー
ド

で
規

定
す

べ
き

で
あ

る
。

そ
の

手
順

は
荷

積
み

国
の
主

管
庁

に
よ

り
承

認
さ

れ
、

M
SC

 8
9/

7/
4

及
び

M
SC

 8
9/

7/
7
参

照
）

 
庁

承
認

に
係

る
規

定
追

加
は

原
則

合

意
さ

れ
た

。
 

ニ
ッ

ケ
ル

鉱
の

個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

の
追

加
は

継
続

審

議
と

な
っ

た
。

）
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定
期

的
に

確
認

さ
れ

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

（
提

案
文

書
第

25
節

）
 

  
フ

ラ
ン

ス
は

、
液

状
化

物
質

に
関

す
る

承
認

さ
れ

た
手

順
の

確
立

に
係

る
新

4.
3.

3
節

の
追

加
を

提
案

す
る
（

提

案
文

書
第

26
節

）
：

 
4.

3.
3 

W
he

n 
a 

co
nc

en
tra

te
 o

r 
ot

he
r 

ca
rg

o 
w

hi
ch

 m
ay

 l
iq

ue
fy

 i
s 

ca
rr

ie
d,

 p
ro

ce
du

re
s 

fo
r 

sa
m

pl
in

g,
 

te
st

in
g 

an
d 

co
nt

ro
lli

ng
 m

oi
st

ur
e 

co
nt

en
t u

p 
to

 th
e 

tim
e 

of
 th

e 
sh

ip
's 

lo
ad

in
g 

sh
al

l b
e 

es
ta

bl
is

he
d 

by
 th

e 
sh

ip
pe

r, 
ta

ki
ng

 a
cc

ou
nt

 o
f 

th
e 

pr
ov

is
io

ns
 o

f 
th

is
 C

od
e.

 S
uc

h 
pr

oc
ed

ur
es

 s
ha

ll 
be

 a
pp

ro
ve

d 
an

d 
th

ei
r 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
ch

ec
ke

d 
pe

rio
di

ca
lly

 b
y 

th
e 

co
m

pe
te

nt
 a

ut
ho

rit
y 

of
 t

he
 c

ou
nt

ry
 o

f 
lo

ad
in

g 
or

 b
y 

an
 

or
ga

ni
za

tio
n 

re
co

gn
iz

ed
 b

y 
it.

 T
he

 c
er

tif
ic

at
e 

is
su

ed
 b

y 
th

e 
co

m
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

y 
or

 o
rg

an
iz

at
io

n 
re

co
gn

iz
ed

 b
y 

it 
st

at
in

g 
th

at
 th

e 
pr

oc
ed

ur
es

 h
av

e 
be

en
 a

pp
ro

ve
d 

sh
al

l b
e 

pr
ov

id
ed

 to
 th

e 
m

as
te

r 
or

 h
is

 
re

pr
es

en
ta

tiv
e.

 
  

ニ
ッ

ケ
ル

鉱
は

、
精

鉱
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
基

づ
い

て
運

送
さ

れ
て

い
る

こ
と
が

多
い

こ
と

が
分

か
っ

た
。
こ

の
貨

物
の

性
状

に
見

合
っ

た
別

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

必
要

で
あ

る
。
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
で

は
、

特
に

W
EA

TH
ER

 P
R

EC
A

U
TI

O
N

S
に

注
意

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
27

～
28

節
）

 
  

ニ
ッ

ケ
ル

鉱
の

W
EA

TH
ER

 P
R

EC
A

U
TI

O
N

S
の

案
を

考
慮

し
て

、
他

の
液

状
化

物
質

の
W

EA
TH

ER
 

PR
EC

A
U

TI
O

N
S
も

見
直

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
29

節
）

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

付
録

2
の

試
験

法
の

追
加

／
見

直
し

も
必

要
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
30

節
）

 
  

以
下

を
提

案
す

る
（

提
案

文
書

第
31

節
）

：
 

（
1）

 新
4.

3.
3
節

の
追

加
 

（
2）

「
N

IC
K

EL
 O

R
E：

ニ
ッ

ケ
ル

鉱
」

（
グ

ル
ー

プ
A
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

 
（

3）
 液

状
化

物
質

の
W

EA
TH

ER
 P

R
EC

A
U

TI
O

N
S
の

見
直

し
 

（
4）

 引
き

続
き

試
験

法
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
 

16
/4

/1
1 

（
カ

ナ
ダ

）
 

ば
ら

積
み

さ
れ

る

「
シ

リ
コ

ン
ス

ラ
グ

」

の
掲

載
に

係
る

申
請

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

SI
LI

CO
N

 S
LA

G：
シ
リ
コ
ン
ス
ラ
グ
」
（
グ
ル
ー
プ

C）
の
個
別
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
追
加
を
提
案
し
て
い
る
。 

  
化

学
的

危
険

性
も

液
状

化
危

険
性

も
無

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
2 

（
ド

イ
ツ

）
 

固
体

ば
ら

積
み

貨
物

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

エ
デ

ィ
ト

リ
ア

ル
な

改
正

に
関

す
る

提
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
3;

 a
nd

 M
SC

 8
9/

W
P.

5 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

の
01

-1
1
改

正
を

考
慮

し
、

D
SC

 1
5
に

提
出

さ
れ

た
日

本
提
案

（
D

SC
 1

5/
4/

3）
に

つ
い

て

コ
メ

ン
ト

し
て

い
る

。
 

  
IM

SB
C
コ

ー
ド

に
関

す
る

E&
T
グ

ル
ー

プ
で

検
討

す
べ

き
と

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

な
い

）
 

 （
15

/4
/3

参
照

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/4

/1
3 

（
米

国
）

 
ば

ら
積

み
時

の
み

化

学
的

危
険

性
を

有
す

る
物

質
（

M
H

B
）
の

分
類

基
準

に
関

す
る

コ
レ

ス
ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
報

告
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
1/

4/
7,

 D
SC

 1
1/

19
 (p

ar
ag

ra
ph

s 
4.

13
 a

nd
 4

.1
4)

; D
SC

 1
4/

22
; D

SC
 1

5/
4/

1,
 D

SC
 1

5/
4/

9,
 D

SC
 1

5/
4/

14
; 

an
d 

D
SC

 1
5/

18
 (p

ar
ag

ra
ph

s 4
.1

8 
an

d 
4.

35
) 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
M

H
B
の

分
類

基
準

の
策

定
に

関
す

る
コ

レ
ス

ポ
ン

デ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
（

C
G
）
の
報

告
で

あ
る

。
C

G
へ

の
参

加
メ

ン
バ

ー
は

、
日

本
を

含
む

15
カ

国
及

び
3
つ

の
国

際
機

関
で

あ
っ

た
。

 
  

M
H

B
の

分
類

基
準

の
策

定
に

お
い

て
考

慮
す

べ
き

危
険

性
（

TO
R

.1
）

と
し

て
、
以

下
を

含
め

る
こ

と
を

推

奨
す

る
（

提
案

文
書

第
3
節

）
：

 
（

1）
 可

燃
性

固
体

 
（

2）
 自

己
発

熱
性

固
体

 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/6
7
及

び
 

16
/4

/9
8
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）
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（
3）

 濡
れ

る
と

可
燃

性
ガ

ス
を

発
生

す
る

固
体

 
（

4）
 濡

れ
る

と
毒

性
ガ

ス
を

発
生

す
る

固
体

 
（

5）
 毒

性
固

体
 

（
6）

 腐
食

性
固

体
 

  
考

慮
す

べ
き

危
険

性
に

含
ま

れ
な

い
も

の
は

、
以

下
の

通
り

で
あ

る
（

提
案

文
書

第
4
節

）
：

 
（

1）
 自

己
発

火
性
（

Py
ro

ph
or

ic
）
固

体
：
容

器
等

級
Ｉ

の
危

険
物

に
分

類
さ

れ
る
の

で
、

M
H

B
で

は
な

い
。

 
（

2）
 酸

化
性

物
質
（

ク
ラ

ス
5.

1
に

該
当

し
な

い
も

の
）
：

U
N

 S
C

ET
D

G
が

現
在

関
係

す
る

試
験

法
の

見
直

し
を

実
施

中
で

あ
り

、
現

時
点

で
は

、
M

H
B
に

含
め

る
必

要
は

無
い

が
、
こ

の
点

に
つ

い
て

は
、
将

来
、

再
検

討
が

必
要

で
あ

る
。

 
（

3）
 病

毒
性

物
質

：
病

原
菌

を
含

む
物

質
を

ば
ら

積
み

運
送

す
る

際
に

は
、

ク
ラ

ス
6.

2
に

分
類

す
べ

き
で

あ
る

。
TA

N
K

A
G

E
は

M
H

B
に

な
っ

て
い

る
が

、
も

し
、
病

原
菌

を
含

む
の

で
あ

れ
ば

、
ク

ラ
ス

6.
2

に
分

類
す

べ
き

で
あ

る
。

そ
の

場
合

、
IM

SB
C
コ

ー
ド

の
改

正
が

必
要

と
な

る
。

 
（

4）
 遺

伝
子

組
み

替
え

生
物

（
G

M
O

s）
：

ば
ら

積
み

運
送

上
の

安
全

性
に

問
題

を
及

ぼ
す

も
の

で
は

無
い

の
で

、
M

H
B
に

含
め

る
必

要
は

無
い

。
 

（
5）

 環
境

有
害

物
質

：
他

の
規

則
体

系
下

で
規

制
す

べ
き

で
あ

る
。

 
（

6）
 酸

欠
：

C
G
参

加
者

の
多

数
は

、
酸

欠
は

多
く

の
貨

物
で

起
こ

る
の

で
、

M
H

B
に

す
る

よ
り

も
、

閉
鎖

区
域

へ
の

立
入

勧
告

等
で

安
全

を
図

る
べ

き
と

の
考

え
で

あ
っ

た
。

数
名

が
酸

欠
危

険
に

注
意

を
引

く

べ
き

と
の

考
え

を
示

し
た

が
、

適
当

な
基

準
が

無
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

。
 

（
7）

 粉
塵

爆
発

：
U

N
 S

C
EG

H
S
が

現
在

、
爆

発
性

粉
塵

の
基

準
を

開
発

中
で

あ
る
た

め
、

こ
の

点
に

つ
い

て
は

、
将

来
の

課
題

で
あ

る
こ

と
に

合
意

し
た

。
 

  
C

G
は

、
U

N
 G

H
S
の

試
験

を
用

い
る

こ
と

に
基

本
的

に
合

意
し

、
以

下
の

通
り
検

討
し

た
。

M
H

B
基

準
の

案
は

A
nn

ex
 1

の
通

り
で

あ
る

（
提

案
文

書
第

5 
&

 6
節

）
：

 
（

1）
 可

燃
性

固
体

：
U

N
試

験
パ

ー
ト

II
I、

33
.2

.1
.4

.3
.1

に
基

づ
き

、
ク

ラ
ス

4.
1
よ

り
危

険
性

の
低

い
基

準
を

用
い

る
こ

と
が

合
意

さ
れ

た
。

 
（

2）
 自

己
発

熱
性

固
体

：
U

N
試

験
 N

.4
: t

es
t m

et
ho

d 
fo

r s
el

f-h
ea

tin
g 

su
bs

ta
nc

e（
33

.3
.1

.6
）

に
基

づ
き

、

ク
ラ

ス
 4

.2
よ

り
危

険
性

の
低

い
基

準
を

用
い

る
こ

と
に

は
合

意
し

た
が

、
具

体
的

な
値

に
つ

い
て

は
、

合
意

に
至

ら
な

か
っ

た
。

ま
た

、
現

行
の

試
験

は
酸

化
反

応
の

評
価

で
あ

り
、

バ
ク

テ
リ

ア
に

よ
る

発

熱
は

考
慮

し
て

い
な

い
点

が
指

摘
さ

れ
た

。
さ

ら
に

、
水

と
の

接
触

に
よ

る
発

熱
に

つ
い

て
は

、
さ

ら

に
検

討
が

必
要

で
あ

り
、

U
N
試

験
N

.5
: t

es
t m

et
ho

d 
fo

r s
ub

st
an

ce
s f

or
 w

hi
ch

 in
 c

on
ta

ct
 w

ith
 w

at
er

 
em

it 
fla

m
m

ab
le

 g
as

es
（

33
.4

.1
.4
）

が
使

え
る

か
も

し
れ

な
い

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
 

（
3）

 濡
れ

る
と

可
燃

性
ガ

ス
を

発
生

す
る

固
体

：
U

N
試

験
N

.5
: t

es
t m

et
ho

d 
fo

r 
su

bs
ta

nc
es

 f
or

 w
hi

ch
 in

 
co

nt
ac

t w
ith

 w
at

er
 e

m
it 

fla
m

m
ab

le
 g

as
es

に
基

づ
き

、
可

燃
性

ガ
ス

を
発

生
す

る
物

質
を

M
H

B
と

す

る
こ

と
に

合
意

し
た

（
基

準
と

な
る

発
生

量
は

零
/d

ay
）

。
 

（
4）

 濡
れ

る
と

毒
性

ガ
ス

を
発

生
す

る
固

体
：

こ
の

危
険

性
に

つ
い

て
は

、
U

N
 S

C
ET

D
G

が
検

討
中

で
あ

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

U
N
試

験
N

.5
: t

es
t m

et
ho

d 
fo

r s
ub

st
an

ce
s f

or
 w

hi
ch

 in
 c

on
ta

ct
 w

ith
 w

at
er

 
em

it 
fla

m
m

ab
le

 g
as

es
に

基
づ

き
、

毒
性

ガ
ス

を
発

生
す

る
物

質
を

M
H

B
と

す
る

こ
と

に
合

意
し

た

（
基

準
と

な
る

発
生

量
は

零
/d

ay
）

。
 

（
5）

 毒
性

固
体

：
急

性
毒

性
だ

け
を

考
慮

す
る

こ
と

に
合

意
し

た
が

、
一

部
の

参
加

者
は

、
長

期
暴

露
に

基

づ
く

基
準

に
つ

い
て

別
途

提
案

す
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
U

N
 G

H
S 

C
at

eg
or

y 
4
の

吸
入

毒
性

を
有

す

る
塵

埃
及

び
噴

霧
を

発
す

る
貨

物
を

M
H

B
と

す
る

こ
と

に
合

意
し

た
。

ま
た
、

塵
埃

の
粒

径
等

に
つ

い
て

、
さ

ら
に

検
討

が
必

要
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
。
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（
6）

 腐
食

性
固

体
：

C
at

eg
or

y 
1
の

眼
へ

の
影

響
（

ey
e 

ef
fe

ct
s）

を
有

す
る

貨
物
を

M
H

B
と

す
る

こ
と

に
合

意
し

た
。

ま
た

、
C

G
の

過
半

数
は

U
N

 G
H

S
の

C
at

eg
or

y 
2
の

皮
膚

刺
激

性
及

び
C

at
eg

or
y 

2A
の

眼

の
刺

激
性

は
M

H
B
判

定
基

準
に

含
め

な
い

こ
と

に
合

意
し

た
。
こ

れ
ら

の
危

険
性
は

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
に

明
記

す
べ

き
で

あ
る

が
、

M
H

B
判

定
基

準
と

は
し

な
い

考
え

で
あ
る

。
C

G
は

U
N

試
験

パ
ー

ト

II
I第

37
節

を
基

本
的

方
法

と
す

る
こ

と
に

合
意

し
た

。
金

属
腐

食
に

つ
い
て

は
、

4～
6.

25
 m

m
/年

の

侵
食

作
用

を
有

す
る

貨
物

を
M

H
B

と
す

る
こ

と
に

合
意

し
た

。
但

し
、

こ
の
試

験
法

は
液

体
に

適
用

す
る

も
の

で
あ

り
、

固
体

に
は

、
別

の
試

験
法

が
必

要
で

あ
ろ

う
こ

と
が

指
摘
さ

れ
た

。
こ

の
点

に
つ

い
て

、
10

%
以

上
の

水
分

を
含

有
す

る
試

料
を

用
い

て
試

験
を

行
う

と
の

提
案
が

あ
っ

た
。

 
  

貨
物

を
分

類
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

項
目

を
検

討
し

、
A

nn
ex

 2
に

示
す

草
案
を

作
成

し
た

。
こ

の
デ

ー

タ
項

目
は

、
全

て
の

貨
物

に
適

用
す

べ
き

と
考

え
る

。
（

提
案

文
書

第
7
節

）
 

  
M

EP
C

.1
/C

irc
.5

12
の

よ
う

な
報

告
書

式
を

作
成

す
べ

き
と

の
意

見
も

あ
っ

た
が

、
時

期
尚

早
と

の
意

見
も

あ

り
、

今
後

検
討

す
る

こ
と

に
な

っ
た

。
（

提
案

文
書

第
8
節

）
 

16
/4

/1
4 

（
米

国
）

 
コ

ー
ン

グ
ル

テ
ン

ミ
ー

ル
（

C
G

M
）

、

コ
ー

ン
グ

ル
テ

ン

フ
ィ

ー
ド

ペ
レ

ッ
ト

（
C

G
FP

）
及

び
ビ

ー

ト
パ

ル
プ

ペ
レ

ッ
ト

（
B

PP
）

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
SE

ED
 C

A
K

E
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
U

N
 1

38
6(

b)
及

び
no

n-
ha

za
rd

ou
s）

を
改

正
し

、
3
つ

の
貨

物
を

危

険
物

で
は

な
く

、
非

危
険

物
に

す
る

こ
と

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
れ

ら
の

貨
物

は
SE

ED
 C

A
K

E
の

一
種

で
あ

る
が

、
油

分
や

水
分

レ
ベ

ル
に

よ
り
ク

ラ
ス

4.
1
及

び
ク

ラ
ス

4.
2
に

該
当

す
る

こ
と

も
な

く
、

ま
た

安
全

運
送

の
経

験
か

ら
も

非
危

険
物

で
あ

る
と

い
え

る
。

 
  

コ
ー

ン
グ

ル
テ

ン
ミ

ー
ル

（
C

G
M
）

：
自

己
発

熱
は

あ
る

が
、

ク
ラ

ス
4.

2
に

は
該

当
し

な
い

。
ま

た
燃

焼

性
試

験
で

は
、

途
中

で
燃

焼
が

終
了

し
て

お
り

、
ク

ラ
ス

4.
1
で

は
な

い
。

（
提

案
文
書

第
5 

&
 6
節

）
 

  
コ

ー
ン

グ
ル

テ
ン

フ
ィ

ー
ド

ペ
レ

ッ
ト

（
C

G
FP

）
：

自
己

発
熱

は
あ

る
が

、
C

G
M

よ
り

さ
ら

に
発

熱
性

は

低
く

、
燃

焼
も

途
中

で
終

了
し

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

7 
&

 8
節

）
 

  
ビ

ー
ト

パ
ル

プ
ペ

レ
ッ

ト
（

B
PP

）
：

自
己

発
熱

も
観

察
さ

れ
て

お
ら

ず
、

燃
焼
も

途
中

で
終

了
し

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

9 
&

 1
0
節

）
 

  
提

案
文

書
第

16
節

及
び

第
17

節
に

あ
る

U
N

 1
38

6 
(b

) 
及

び
SE

ED
 C

A
K

E 
(n

on
-h

az
ar

do
us

) 
の

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

の
改

正
案

の
う

ち
、

.1
は

現
行

規
則

、
.2

は
M

SC
.3

18
(8

9)
 で

採
択

さ
れ

た
改

正
案

で
あ

り
、

.3
～

.5
の

追
加

が
提

案
さ

れ
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
5 

（
カ

ナ
ダ

）
 

ば
ら

積
み

さ
れ

る

「
粒

状
ニ

ッ
ケ

ル

マ
ッ

ト
」

の
掲

載
に

係
る

申
請

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
15

; D
SC

 1
5/

W
P.

3 
an

d 
D

SC
 1

5/
18

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
G

R
A

N
U

LA
TE

D
 N

IC
K

EL
 M

A
TT

E：
粒

状
ニ

ッ
ケ

ル
マ

ッ
ト

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

に
化

学
的

危
険

性
は

無
い

が
、

m
ec

ha
ni

ca
l a

ct
io

n
に

よ
り

皮
膚

と
眼

に
対

す
る

刺
激

性
が

あ
る

。
 

  
液

状
化

危
険

性
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

通
り

で
あ

る
：

 
（

1）
 フ

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

法
で

は
、

FM
P
は

求
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

（
2）

 プ
ロ

ク
タ

ー
フ

ァ
ガ

ベ
リ

法
で

TM
L
を

求
め

て
み

た
と

こ
ろ

11
 %

で
あ

っ
た

。
但

し
、

プ
ロ

ク
タ

ー

フ
ァ

ガ
ベ

リ
法

で
TM

L
が

求
ま

る
こ

と
は

、
液

状
化

の
可

能
性

を
意

味
し

な
い
点

に
留

意
の

こ
と

。
 

（
3）

 IM
SB

C
コ

ー
ド

第
7.

2.
2.

1
節

に
は

、
非

常
に

細
か

い
粒

子
を

含
む

場
合

に
は
液

状
化

し
な

い
と

あ
る

。
 

（
4）

 以
上

よ
り

、
液

状
化

し
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

 

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/1
6 

（
日

本
）

 
IM

SB
C

コ
ー

ド
未

記
載

貨
物

の
液

状
化

危
険

に
関

す
る

考
察

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

水
分

値
の

管
理

方
法

を
除

い
て

特
性

が
類

似
し

た
貨

物
の

グ
ル

ー
プ

判
定

に
お

け
る

液
状

化
可

能
性

の
評

価

に
関

す
る

説
明

で
あ

る
。

 
  

概
要

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

：
 

（
1）

 液
状

化
の

お
そ

れ
は

、
大

ま
か

に
い

う
と

、
貨

物
の

水
分

値
と

粒
径

分
布

に
よ

り
決

ま
る

た
め

、
特

性

が
類

似
し

て
い

る
貨

物
に

つ
い

て
も

、
水

分
値

管
理

の
方

法
に

よ
っ

て
グ

ル
ー
プ

A
又

は
C
に

分
類

で

き
る

。
 

（
2）

 次
の

場
合

は
、

液
状

化
の

危
険

性
は

な
い

：
 

①
 
貨

物
が

細
か

な
粒

子
を

含
ま

ず
、

透
水

性
が

高
い

場
合

 
②

 
貨

物
中

の
粒

子
の

動
き

が
粘

着
力

に
よ

り
拘

束
さ

れ
て

い
る

場
合

（
粘

土
等
を

含
む

場
合

）
 

③
 
粒

子
分

布
の

上
で

は
液

状
化

の
可

能
性

は
否

定
で

き
な

い
も

の
の

、
水

分
値
が

低
い

状
態

が
確

実

に
保

持
さ

れ
る

場
合

 
（

3）
 品

質
管

理
の

一
貫

と
し

て
の

水
分

値
管

理
だ

け
で

は
液

状
化

の
危

険
性

が
排

除
で

き
な

い
貨

物
に

つ
い

て
は

、
グ

ル
ー

プ
A
に

分
類

し
、
船

積
み

時
の

水
分

値
が

運
送

許
容

水
分

値
を

超
え

な
い

た
め

の
厳

格

な
水

分
値

管
理

を
要

件
と

す
る

。
 

（
4）

 他
方

、
乾

操
し

た
貨

物
や

品
質

管
理

等
の

水
分

値
管

理
に

よ
り

、
貨

物
の

水
分

値
が

運
送

許
容

水
分

値

よ
り

低
く

な
る

こ
と

が
保

証
さ

れ
る

貨
物

に
つ

い
て

は
、
グ

ル
ー

プ
C
に

分
類
し

、
運

送
中

の
水

分
値

が
十

分
に

低
く

、
液

状
化

の
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
を

荷
送

人
が

宣
言

す
る

こ
と

を
要

件
と

す
る

。
 

（
5）

 ま
た

、
水

分
値

の
上

昇
要

因
と

な
る

雨
中

で
の

荷
役

の
禁

止
等

の
天

候
上

の
要

件
に

つ
い

て
は

、
グ

ル
ー

プ
C
の

貨
物

に
つ

い
て

も
グ

ル
ー

プ
A
と

同
様

の
要

件
を

適
用

す
る

が
、
グ

ル
ー
プ

C
の

貨
物

に
つ

い

て
は

、
運

送
許

容
水

分
値

に
代

え
て

、
こ

れ
よ

り
低

い
「

液
状

化
が

問
題

と
な

る
こ

と
の

無
い

水
分

値
」

を
超

え
な

い
こ

と
を

雨
中

荷
役

の
条

件
と

す
る

。
 

（
6）

 こ
の

よ
う

な
考

え
方

に
基

づ
き

、
「

化
学

石
膏

」
等

に
つ

い
て

は
、

グ
ル

ー
プ

C
「

化
学

石
膏

」
と

グ

ル
ー

プ
A
「

化
学

石
膏

（
液

状
化

の
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
）

」
に

分
類

し
た
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

  

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
7 

（
日

本
）

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
の

新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

A
sp

ha
lt 

pi
tc

h：
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
ピ

ッ
チ

」
（

グ
ル

ー
プ

B
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
8 

（
日

本
）

 
ア

ル
ミ

ナ
精

鉱
の

新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

A
lu

m
in

a 
co

nc
en

tra
te：

ア
ル

ミ
ナ

精
鉱

」
（

グ
ル

ー
プ

A
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/1
9 

（
日

本
）

 
カ

ル
シ

ウ
ム

ア
ル

ミ

ネ
ー

ト
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
al

ci
um

 a
lu

m
in

at
e：

カ
ル

シ
ウ

ム
ア

ル
ミ

ネ
ー

ト
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ
ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。
）
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16
/4

/2
0 

（
日

本
）

 
が

れ
き

の
新

規
個

別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
D

eb
ris
：

が
れ

き
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
1 

（
日

本
）

 
カ

ン
ラ

ン
岩

の
新

規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
O

liv
in

e：
カ

ン
ラ

ン
岩

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
2 

（
日

本
）

 
き

ざ
ん

だ
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
23

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
ru

sh
ed

 p
la

st
ic

s：
き

ざ
ん

だ
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
3 

（
日

本
）

 
き

ざ
ん

だ
天

然
ゴ

ム

く
ず

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
22

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
ho

pp
ed

 n
at

ur
al

 ru
bb

er
：
き

ざ
ん

だ
天

然
ゴ

ム
く

ず
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
4 

（
日

本
）

 
ク

リ
ン

カ
ア

ッ
シ

ュ

（
乾

式
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
6 

an
d 

re
so

lu
tio

n 
M

SC
.3

18
(8

9)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
C

lin
ke

r a
sh

, d
ry
：
ク

リ
ン

カ
ア

ッ
シ

ュ
（

乾
式

）
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
5 

（
日

本
）

 
コ

ー
ル

タ
ー

ル
ピ

ッ

チ
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
C

oa
l t

ar
 p

itc
h：

コ
ー

ル
タ

ー
ル

ピ
ッ

チ
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

水
分

値
が

高
く

な
れ

ば
液

状
化

す
る

こ
と

を
認

識
し

つ
つ

、
品

質
管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
6 

（
日

本
）

 
シ

ュ
レ

ッ
ダ

ー
ダ

ス

ト
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Sh
re

dd
er

 d
us

ts
：

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

ダ
ス

ト
」

（
グ

ル
ー

プ
B
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/2
7 

（
日

本
）

 
シ

リ
コ

マ
ン

ガ
ン

（
珪

素
の

含
有

率
が

18
質

量
％

以
下

の
も

の
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Si
lic

om
an

ga
ne

se
 (w

ith
 si

lic
on

 c
on

te
nt

 o
f 1

8%
 o

r l
es

s)
 ：

シ
リ

コ
マ

ン
ガ

ン
（

珪
素
の

含
有

率
が

18
質

量
%

以
下

の
も

の
）

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

 （
16

/4
/8

2
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
8 

（
日

本
）

 
ソ

ー
ダ

ラ
イ

ム
ガ

ラ

ス
（

破
砕

し
た

も
の

）

の
新

規
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
ru

sh
ed

 so
da

-li
m

e 
gl

as
s：

ソ
ー

ダ
ラ

イ
ム

ガ
ラ

ス
（

破
砕

し
た

も
の

）
」（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/2
9 

（
日

本
）

 
湿

灰
（

水
分

管
理

さ

れ
て

い
る

も
の

）
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

, D
SC

 1
6/

4/
40

; a
nd

 re
so

lu
tio

n 
M

SC
.3

18
(8

9)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

M
oi

st
ur

e 
co

nt
ro

lle
d 

as
h：

湿
灰
（

水
分

管
理

さ
れ

て
い

る
も

の
）
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

本
貨

物
名

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

以
下

が
例

示
さ

れ
て

い
る

：
 

（
 1

 ）
 b

ot
to

m
 a

sh
：

ボ
ト

ム
ア

ッ
シ

ュ
 

（
 2

 ）
 co

al
 a

sh
：

石
炭

灰
 

（
 3

 ）
 cl

in
ke

r a
sh

 (w
et

) 
：

ク
リ

ン
カ

ア
ッ

シ
ュ

（
湿

式
）

 
（

 4
 ）

 cl
in

ke
r a

sh
 (w

et
) a

nd
 d

ew
at

er
ed

 sl
ud

ge
 m

ix
tu

re
：

ク
リ

ン
カ

ア
ッ

シ
ュ

（
湿

式
）

脱
水

汚
泥

混
合

物
 

（
 5

 ）
 d

us
t g

en
er

at
ed

 fr
om

 b
la

st
 fu

rn
ac

e：
燃

え
殻

 
（

 6
 ）

 d
us

t g
en

er
at

ed
 fr

om
 c

up
ol

a 
fu

rn
ac

e：
キ

ュ
ポ

ラ
ダ

ス
ト

 
（

 7
 ）

 li
m

e 
du

st
 (m

oi
st

ur
iz

ed
) 
：

石
灰

ダ
ス

ト
（

加
湿

し
た

も
の

）
 

（
 8

 ）
 w

et
 b

oi
le

r f
ly

 a
sh
：

ば
い

じ
ん

［
ボ

イ
ラ

ー
湿

灰
］

 
（

 9
 ）

 w
et

 n
eu

tra
liz

ed
 a

sh
：

ば
い

じ
ん

［
中

和
湿

灰
］

 
（

10
）

 w
et

 p
ap

er
 sl

ud
ge

 a
sh
：

ば
い

じ
ん

［
製

紙
ス

ラ
ッ

ジ
焼

却
湿

灰
］

 
  

こ
の

貨
物

は
水

分
値

が
高

く
な

れ
ば

液
状

化
す

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

品
質

管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
0 

（
日

本
）

 
ベ

ッ
ト

マ
テ

リ
ア

ル

ア
ッ

シ
ュ

（
乾

式
）

の
新

規
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
24

 a
nd

 re
so

lu
tio

n 
M

SC
.3

18
(8

9)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
B

ed
 m

at
er

ia
l a

sh
, d

ry
：
ベ

ッ
ト

マ
テ

リ
ア

ル
ア

ッ
シ

ュ
（

乾
式

）
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
1 

（
日

本
）

 
ベ

ッ
ト

マ
テ

リ
ア

ル

ア
ッ

シ
ュ

（
湿

式
）

の
新

規
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
29

 a
nd

 re
so

lu
tio

n 
M

SC
.3

18
(8

9)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
B

ed
 m

at
er

ia
l 

as
h,

 w
et
：

ベ
ッ

ト
マ

テ
リ

ア
ル

ア
ッ

シ
ュ

（
湿

式
）

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/3
2 

（
日

本
）

 
マ

ン
ガ

ン
系

鉄
合

金

ス
ラ

グ
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

M
an

ga
ne

se
 c

om
po

ne
nt

 fe
rr

oa
llo

y 
sl

ag
：
マ

ン
ガ

ン
系

鉄
合

金
ス

ラ
グ

」（
グ

ル
ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
3 

（
日

本
）

 
汚

染
土

壌
の

新
規

個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
on

ta
m

in
at

ed
 so

il：
汚

染
土

壌
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
4 

（
日

本
）

 
汚

泥
（

セ
メ

ン
ト

原

料
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Sl
ud

ge
 a

s 
ra

w
 m

at
er

ia
ls

 fo
r c

em
en

t：
汚

泥
（

セ
メ

ン
ト

原
料

）
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
5 

（
日

本
）

 
汚

泥
、

燃
え

殻
、

ば

い
じ

ん
そ

の
他

の
産

業
廃

棄
物

の
固

化
処

理
物

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Fi
xa

te
d 

in
du

st
ria

l w
as

te
 c

on
ta

in
in

g 
sl

ud
ge

, c
om

bu
st

io
n 

re
si

du
e,

 so
ot

 a
nd

 d
us

t a
nd

 o
th

er
s：

汚
泥

、
燃

え
殻

、

ば
い

じ
ん

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
の

固
化

処
理

物
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
6 

（
日

本
）

 
化

学
石

膏
（

液
状

化

す
る

お
そ

れ
の

な
い

も
の

）
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

, D
SC

 1
6/

4/
37

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
44

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
C

he
m

ic
al

 g
yp

su
m
：

化
学

石
膏

（
液

状
化

す
る

お
そ

れ
の

な
い

も
の

）
」

（
グ

ル
ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

水
分

値
が

高
く

な
れ

ば
液

状
化

す
る

こ
と

を
認

識
し

つ
つ

、
品

質
管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
7 

（
日

本
）

 
化

学
石

膏
（

液
状

化

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

）
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
36

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
he

m
ic

al
 g

yp
su

m
 w

hi
ch

 m
ay

 li
qu

ef
y：

化
学

石
膏
（

液
状

化
す

る
お

そ
れ

の
あ
る

も
の

）
」
（

グ
ル

ー
プ

A
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/3
8 

（
日

本
）

 
改

良
汚

泥
の

新
規

個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Pr
oc

es
se

d 
sl

ud
ge
：

改
良

汚
泥

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

 

- 51 -



 

 
 

16
/4

/3
9 

（
日

本
）

 
原

料
汚

泥
の

新
規

個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Sl
ud

ge
 in

 u
se

 fo
r c

em
en

ts：
原

料
汚

泥
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
0 

（
日

本
）

 
高

炉
系

ダ
ス

ト
（

液

状
化

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

）
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

D
us

t g
en

er
at

ed
 f

ro
m

 b
la

st
 f

ur
na

ce
 w

hi
ch

 m
ay

 l
iq

ue
fy
：

高
炉

系
ダ

ス
ト

（
液

状
化
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
）

」
（

グ
ル

ー
プ

A
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
1 

（
日

本
）

 
混

合
処

理
土

（
建

設

工
事

用
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Tr
ea

te
d 

so
il 

w
ith

 c
em

en
ts

 o
r o

th
er

 a
dm

ix
tu

re
s：

混
合

処
理

土
（

建
設

工
事

用
）
」
（
グ

ル
ー

プ
C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
2 

（
日

本
）

 
酸

化
第

二
鉄

の
新

規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

6/
4/

16
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

Fe
rr

ic
 o

xi
de
：

酸
化

第
二

鉄
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

水
分

値
が

高
く

な
れ

ば
液

状
化

す
る

こ
と

を
認

識
し

つ
つ

、
品

質
管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
3 

（
日

本
）

 
石

の
新

規
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
St

on
e：

石
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
4 

（
日

本
）

 
石

膏
（

造
粒

品
）

の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

G
ra

nu
la

te
d 

gy
ps

um
：

石
膏

（
造

粒
品

）
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
5 

（
日

本
）

 
石

炭
灰

造
粒

物
の

新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

G
ra

nu
la

te
d 

co
al

 a
sh
：
石

炭
灰

造
粒

物
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/4
6 

（
日

本
）

 
粗

い
鉄

鋼
ス

ラ
グ

及

び
そ

の
混

合
物

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
51

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
oa

rs
e 

iro
n 

an
d 

st
ee

l s
la

g 
an

d 
its

 m
ix

tu
re
：
粗

い
鉄

鋼
ス

ラ
グ

及
び

そ
の

混
合

物
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
7 

（
日

本
）

 
粗

い
煉

瓦
屑

の
新

規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

6/
4/

63
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
C

oa
rs

e 
re

fra
ct

or
y 

m
at

er
ia

l d
eb

ris
：
粗

い
煉

瓦
屑

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
8 

（
日

本
）

 
脱

水
汚

泥
の

新
規

個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

D
ew

at
er

ed
 sl

ud
ge
：

脱
水

汚
泥

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/4
9 

（
日

本
）

 
鋳

物
廃

砂
の

新
規

個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
U

se
d 

ca
st

in
g 

sa
nd

：
鋳

物
廃

砂
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

水
分

値
が

高
く

な
れ

ば
液

状
化

す
る

こ
と

を
認

識
し

つ
つ

、
品

質
管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
0 

（
日

本
）

 
鉄

鋼
ス

ケ
ー

ル
の

新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Sc

al
e 

ge
ne

ra
te

d 
fro

m
 ir

on
 a

nd
 st

ee
l m

ak
in

g 
pr

oc
es

s：
鉄

鋼
ス

ケ
ー

ル
」

（
グ

ル
ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

水
分

値
が

高
く

な
れ

ば
液

状
化

す
る

こ
と

を
認

識
し

つ
つ

、
品

質
管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
1 

（
日

本
）

 
鉄

鋼
ス

ラ
グ

及
び

そ

の
混

合
物

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
46

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Ir

on
 a

nd
 st

ee
l s

la
g 

an
d 

its
 m

ix
tu

re：
鉄

鋼
ス

ラ
グ

及
び

そ
の

混
合

物
」（
グ

ル
ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

は
水

分
値

が
高

く
な

れ
ば

液
状

化
す

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

品
質

管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/5
2 

（
日

本
）

 
鉄

鋼
ス

ラ
ッ

ジ
（

液

化
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
50

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Sl
ud

ge
 g

en
er

at
ed

 fr
om

 ir
on

 a
nd

 s
te

el
 m

ak
in

g 
pr

oc
es

s 
w

hi
ch

 m
ay

 li
qu

ef
y：

鉄
鋼
ス

ラ
ッ

ジ
（

液
化

す
る

お

そ
れ

の
あ

る
も

の
）

」
（

グ
ル

ー
プ

A
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
3 

（
日

本
）

 
鉄

鋼
ス

ラ
ッ

ジ
（

液

化
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
52

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Sl

ud
ge

 g
en

er
at

ed
 fr

om
 ir

on
 a

nd
 s

te
el

 m
ak

in
g 

pr
oc

es
s：

鉄
鋼

ス
ラ

ッ
ジ

（
液

化
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
）

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

は
水

分
値

が
高

く
な

れ
ば

液
状

化
す

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

品
質

管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
4 

（
日

本
）

 
電

炉
系

ダ
ス

ト
（

造

粒
さ

れ
た

も
の

）
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Pe
lle

tiz
ed

 d
us

t g
en

er
at

ed
 fr

om
 e

le
ct

ric
 a

rc
 fu

rn
ac

e：
電

炉
系

ダ
ス

ト
（

造
粒

さ
れ

た
も

の
）

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
5 

（
日

本
）

 
電

炉
系

乾
ダ

ス
ト

の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

D
ry

 d
us

t g
en

er
at

ed
 fr

om
 e

le
ct

ric
 a

rc
 fu

rn
ac

e：
電

炉
系

乾
ダ

ス
ト

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
6 

（
日

本
）

 
土

砂
（

瓦
礫

、
コ

ン

ク
リ

ー
ト

ガ
ラ

、
砂

利
等

が
混

合
し

た
も

の
）

の
新

規
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Ea

rth
 a

nd
 s

an
d 

co
nt

ai
ni

ng
 d

eb
ris

, b
ro

ke
n 

co
nc

re
te

 p
ie

ce
s 

an
d 

gr
av

el
：

土
砂
（

瓦
礫

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト

ガ
ラ

、
砂

利
等

が
混

合
し

た
も

の
）
」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

は
水

分
値

が
高

く
な

れ
ば

液
状

化
す

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

品
質

管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
7 

（
日

本
）

 
陶

磁
器

く
ず

等
破

砕

品
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
ru

sh
ed

 w
as

te
 p

ot
te

ry
：

陶
磁

器
く

ず
等

破
砕

品
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/5
8 

（
日

本
）

 
廃

棄
物

由
来

の
紙

、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

な
ど

を
原

料
と

す
る

固
形

化
燃

料
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

So
lid

ifi
ed

 fu
el

s r
ec

yc
le

d 
fro

m
 w

as
te

s c
om

pr
is

in
g 

pa
pe

rs
 a

nd
 p

la
st

ic
s：

廃
棄

物
由

来
の

紙
、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク

な
ど

を
原

料
と

す
る

固
形

化
燃

料
」

（
グ

ル
ー

プ
B
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/5
9 

（
日

本
）

 
非

鉄
ス

ラ
グ

の
新

規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 6

/5
/3

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
N

on
 f

er
ro

us
 m

et
al

 s
la

g：
非

鉄
ス

ラ
グ

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
本

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

が
適

用
さ

れ
る

貨
物

名
（

B
ul

k 
C

ar
go

 S
hi

pp
in

g 
N

am
e）

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
：

 
（

1）
 C

O
PP

ER
 S

LA
G
：

銅
ス

ラ
グ

 
（

2）
 L

EA
D

 S
LA

G
：

鉛
ス

ラ
グ

 
（

3）
 Z

IN
C

 S
LA

G
：

亜
鉛

ス
ラ

グ
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
0 

（
日

本
）

 
無

水
珪

酸
ナ

ト
リ

ウ

ム
（

カ
レ

ッ
ト

）
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

A
nh

yd
ro

us
 s

od
iu

m
 s

ili
ca

te
 (

cu
lle

t)：
無

水
珪

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

（
カ

レ
ッ

ト
）

」
（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
1 

（
日

本
）

 
硫

酸
法

酸
化

チ
タ

ン

粒
状

中
和

滓
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Su
lp

ha
te

 p
ro

ce
ss

 ti
ta

ni
um

 d
io

xi
de

 g
ra

nu
la

te
d 

ne
ut

ra
liz

ed
 re

si
du

e：
硫

酸
法

酸
化
チ

タ
ン

粒
状

中
和

滓
」
（

グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
2 

（
日

本
）

 
粒

状
四

三
酸

化
鉄

の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

Tr
iir

on
 te

tra
ox

id
e 

pe
lle

ts
：

粒
状

四
三

酸
化

鉄
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
3 

（
日

本
）

 
煉

瓦
屑

の
新

規
個

別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

6/
4/

47
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

「
R

ef
ra

ct
or

y 
m

at
er

ia
l d

eb
ris
：

煉
瓦

屑
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
4 

（
日

本
）

 
煉

瓦
屑

と
燃

え
殻

の

混
合

品
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
M

ix
tu

re
 o

f r
ef

ra
ct

or
y 

m
at

er
ia

l d
eb

ris
 a

nd
 b

ot
to

m
 a

sh
：

煉
瓦

屑
と

燃
え

殻
の
混

合
品

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

は
水

分
値

が
高

く
な

れ
ば

液
状

化
す

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

品
質

管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
5 

（
日

本
）

 
水

酸
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ

ム
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
16

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
A

lu
m

in
iu

m
 h

yd
ro

xi
de
：
水

酸
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

 （
16

/4
/6

6
及

び
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ
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案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

は
水

分
値

が
高

く
な

れ
ば

液
状

化
す

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

品
質

管
理

等
の

目
的

で
水

分
値

管

理
が

な
さ

れ
て

お
り

、
TM

L
に

基
づ

く
水

分
値

管
理

を
実

施
し

な
く

て
も

、
液

状
化
が

問
題

と
な

る
水

分
値

に
な

る
こ

と
は

無
い

と
の

理
由

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
て

い
る

。
 

16
/4

/8
5
参

照
）

 
た

。
）

 

16
/4

/6
6 

（
フ

ラ
ン

ス
）

 
液

状
化

物
質

の
運

送
 

－
 水

酸
化

ア
ル

ミ

ニ
ウ

ム
の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
A

lu
m

in
iu

m
 h

yd
ro

xi
de
：
水

酸
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

」
（

グ
ル

ー
プ

A
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提

案
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

貨
物

の
水

分
値

は
3～

9 
%
で

あ
り

、
IM

SB
C

コ
ー

ド
に

あ
る

A
LU

M
IN

A
と

も
A

LU
M

IN
A

, 
C

A
LC

IN
ED

と
も

異
な

る
。

 
  

こ
の

貨
物

は
18

0°
C

で
分

解
し

、
炭

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

の
存

在
に

よ
り

眼
に

対
す

る
刺

激
性

を
有

す
る

恐
れ

が

あ
る

。
ま

た
眼

、
皮

膚
、

鼻
及

び
喉

へ
の

m
ec

ha
ni

ca
lな

刺
激

性
が

あ
る

塵
埃

を
発

生
す

る
恐

れ
が

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/6
5
及

び
 

16
/4

/8
5
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
7 

（
ド

イ
ツ

及
び

 
オ

ラ
ン

ダ
）

 

ば
ら

積
み

時
の

み
化

学
的

危
険

性
を

有
す

る
物

質
（

M
H

B
）
の

健
康

上
の

危
険

性
の

基
準

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
13

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

船
上

の
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
に

関
す

る
危

険
シ

ナ
リ

オ
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

（
提

案
文

書
第

5
節

）
：

 
（

1）
 荷

役
時

等
に

船
員

は
、

貨
物

ま
た

は
粉

塵
に

皮
膚

接
触

す
る

恐
れ

が
あ

る
。
一

回
ま

た
は

繰
り

返
し

の

暴
露

に
よ

る
毒

性
は

重
要

な
危

険
性

で
あ

る
。

皮
膚

へ
の

刺
激

物
や

強
い

増
感

剤
（

se
ns

iti
ze

rs
）

は
、

作
業

を
困

難
に

す
る

恐
れ

が
あ

る
。

 
（

2）
 荷

役
時

等
に

船
員

は
、

毒
性

の
塵

埃
や

ガ
ス

に
晒

さ
れ

る
恐

れ
が

あ
る

。
こ

れ
ら
物

質
の

吸
引

は
急

性

毒
性

が
あ

る
。

船
員

は
、

繰
り

返
し

ま
た

は
長

期
に

暴
露

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。

 
（

3）
 塵

埃
が

眼
に

入
る

可
能

性
が

あ
る

。
失

明
の

恐
れ

も
あ

る
。

 
  

以
下

の
健

康
上

の
危

険
性

に
つ

い
て

検
討

す
べ

き
（

提
案

文
書

第
6
節

）
：

 
（

1）
 皮

膚
接

触
に

よ
る

毒
性

、
刺

激
性

及
び

増
感

性
 

・
 経

皮
毒

性
：

U
N

 G
H

S
の

高
い

経
皮

毒
性

基
準

を
採

用
す

べ
き

で
あ

る
。

 
・

 刺
激

性
：

ク
ラ

ス
8
の

基
準

よ
り

低
い

U
N

 G
H

S
の

基
準

を
採

用
す

べ
き
で

あ
る

。
 

・
 増

感
性

：
早

急
に

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

（
2）

 吸
引

毒
性

の
あ

る
塵

埃
や

ガ
ス

を
発

生
す

る
物

質
、

呼
吸

系
の

増
感

性
及

び
呼

吸
道

の
刺

激
性

 
・

 吸
引

毒
性

：
U

N
 G

H
S
の

基
準

を
採

用
す

べ
き

で
あ

る
。

 
・

 呼
吸

系
の

増
感

剤
：
殆

ど
が

液
体

で
、
僅

か
し

か
な

い
。
動

物
に

よ
る

試
験

法
は

無
く

、
基

準
は

人

間
の

経
験

に
よ

る
し

か
な

い
。
例

え
ば

ca
st

or
 b

ea
ns

は
、
ア

レ
ル

ギ
ー

性
の

蛋
白

質
を

含
ん

で
い

る
。

 
・

 呼
吸

道
の

刺
激

性
：

強
い

も
の

は
呼

吸
困

難
を

招
く

。
基

準
は

U
N

 G
H

S
に

あ
る

。
 

（
3）

 眼
へ

の
強

い
刺

激
性

：
基

準
は

U
N

 G
H

S
に

あ
る

。
 

  
D

SC
 1

5
で

は
、
長

期
的

な
健

康
被

害
は

追
っ

て
検

討
す

べ
き

と
の

意
見

が
多

か
っ

た
が

、
分

類
を

後
か

ら
変

更
す

る
の

は
煩

雑
な

の
で

、
こ

の
場

で
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
う

し
た

危
険

性
は

、
IB

C
コ

ー
ド

の
貨

物

分
類

で
は

考
慮

さ
れ

て
い

る
。

分
類

基
準

は
G

H
S
に

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
7
節
）

 
  

皮
膚

や
眼

の
問

題
は

対
応

し
易

い
。

皮
膚

や
眼

の
保

護
は

、
一

般
に

は
、

有
害

物
質

の
場

合
に

し
か

な
さ

れ

な
い

。
グ

ル
ー

プ
C
貨

物
に

は
、

一
般

に
安

全
デ

ー
タ

シ
ー

ト
が

提
供

さ
れ

な
い

の
で

、
こ

う
し

た
危

険
性

を
有

す
る

物
質

は
、

M
H

B
に

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
8
節

）
 

  
毒

性
ガ

ス
を

発
生

す
る

物
質

に
対

す
る

G
H

S
に

基
準

が
無

い
。
水

と
の

接
触

に
よ

り
毒

性
ガ

ス
を

発
す

る
も

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/1
3
及

び
 

16
/4

/9
8
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）

 

- 56 -



 

 
 

の
は

、
M

H
B
に

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

こ
で

、
毒

性
ガ

ス
は

、
急

性
毒

性
LC

50
（

4
時

間
）

が
20

,0
00

 p
pm

V
未

満
ま

た
は

20
 m

g/
l 
未

満
（

U
N

 G
H

S 
A

cu
te

 T
ox

ic
ity

 G
as

es
/V

ap
ou

rs
 C

at
eg

or
y 

4）
と

す
べ

き
で

あ
る

。

（
提

案
文

書
第

9
節

）
 

  
乗

組
員

の
健

康
上

の
危

険
性

と
し

て
、

以
下

を
提

案
す

る
。

 
（

1）
 急

性
毒

性
LC

50
（

4
時

間
）

が
1-

5 
m

g/
l以

下
の

塵
埃

（
G

H
S 

A
cu

te
 T

ox
ic

ity
 D

us
ts

 C
at

eg
or

y 
4）

を

発
す

る
貨

物
 

（
2）

 吸
引

毒
性

が
1 

m
g/

lit
re

/4
h
以

下
の

塵
埃

（
G

H
S 

Sp
ec

ifi
c 

Ta
rg

et
 O

rg
an

 T
ox

ic
ity

 S
in

gl
e 

Ex
po

su
re

 
In

ha
la

tio
n 

D
us

t C
at

eg
or

y 
1）

ま
た

は
0.

02
 m

g/
lit

re
/6

h/
d
以

下
（

G
H

S 
Sp

ec
ifi

c 
Ta

rg
et

 O
rg

an
 T

ox
ic

ity
 

R
ep

ea
te

d 
D

os
e 

In
ha

la
tio

n 
D

us
t C

at
eg

or
y 

1）
の

塵
埃

を
発

す
る

貨
物

 
（

3）
 re

sp
ira

to
ry

 se
ns

iti
ze

r 
と

し
て

知
ら

れ
て

い
る

貨
物

（
G

H
S 

R
es

pi
ra

to
ry

 S
en

si
tiz

at
io

n 
C

at
eg

or
y 

1）
 

（
4）

 急
性

経
皮

毒
性

LD
50
が

10
00

-2
00

0 
m

g/
kg

の
貨

物
（

G
H

S 
A

cu
te

 T
ox

ic
ity

 D
er

m
al

 C
at

eg
or

y 
4）

 
（

5）
 経

皮
毒

性
が

10
00

 m
g
以

下
（

G
H

S 
Sp

ec
ifi

c 
Ta

rg
et

 O
rg

an
 T

ox
ic

ity
 S

in
gl

e 
Ex

po
su

re
 D

er
m

al
 

C
at

eg
or

y 
1）

ま
た

は
20

 m
g/

kg
 b

w
/d（

90
日

試
験

）
（

G
H

S 
Sp

ec
ifi

c 
Ta

rg
et

 O
rg

an
 T

ox
ic

ity
 R

ep
ea

te
d 

D
os

e 
D

er
m

al
 C

at
eg

or
y 

1）
の

貨
物

 
（

6）
 平

均
2～

3
以

上
の

紅
斑

／
乾

燥
痂

皮
ま

た
は

浮
腫
（

er
yt

he
m

a/
es

ch
ar

 o
r o

ed
em

a）
の

皮
膚

の
刺

激
性

を
示

す
貨

物
（

G
H

S 
Sk

in
 C

or
ro

si
on

/Ir
rit

at
io

n 
C

at
eg

or
y 

2）
 

（
7）

 平
均

1
の

角
膜

の
不

透
明

／
虹

彩
炎

ま
た

は
2
の

結
膜

の
赤

み
／

浮
腫

以
上

の
眼

の
刺

激
性

を
示

す
貨

物
（

G
H

S 
Se

rio
us

 E
ye

 D
am

ag
e/

Ey
e 

Ir
rit

at
io

n 
C

at
eg

or
y 

2A
）

 
（

8）
 発

癌
性

貨
物
（

G
H

S 
C

at
eg

or
y 

1A
 a

nd
 1

B
）
、
突

然
変

異
誘

発
性

貨
物

（
G

H
S 

C
at

eg
or

y 
1A

 a
nd

 1
B
）

ま
た

は
 繁

殖
毒

性
物

質
（

G
H

S 
C

at
eg

or
y 

1A
 a

nd
 1

B
）

 
16

/4
/6

8 
（

ベ
ネ

ズ
エ

ラ
）

 
高

水
分
（

12
 %

以
下

）

の
D

R
 (C

) 
の

安
全

な
海

上
運

送
の

た
め

の
船

上
に

お
け

る
機

械
的

表
層

通
風

に
関

す
る

実
践

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
2/

4/
1;

 D
SC

 1
2/

4/
2;

 D
SC

 1
3/

4/
8;

 D
SC

 1
3/

IN
F.

11
; D

SC
 1

3/
W

P.
1;

 M
SC

 8
5/

26
; a

nd
 D

SC
 1

4/
IN

F.
3 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
水

分
値

の
高

い
（

最
大

12
%
：

IM
SB

C
コ

ー
ド

で
は

運
送

で
き

る
の

は
0.

3 
%
未

満
）

D
R

I (
C

) 
を

通
風

し
な

が
ら

運
送

し
た

場
合

の
デ

ー
タ

を
示

し
て

い
る

。
 

  
機

械
式

表
層

通
風

を
連

続
で

実
施

す
れ

ば
、

船
倉

内
の

水
素

濃
度

は
低

く
抑

え
ら

れ
て

い
る

。
 

  
一

方
、
一

日
程

度
通

風
を

止
め

た
と

こ
ろ
（

水
素

濃
度

は
30

 %
LE

L
程

度
に

上
が

っ
た
が

）
、

通
風

を
再

開

し
て

一
日

経
つ

と
、

水
素

濃
度

は
10

 %
LE

L
未

満
に

下
が

っ
た

。
 

  
貨

物
の

温
度

計
測

も
実

施
し

て
い

る
。

 
  

水
素

発
生

量
も

計
測

し
て

い
た

と
言

っ
て

い
る

が
、

提
案

文
書

か
ら

は
意

味
不
明

で
あ

る
。

 
  

結
論

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
（

提
案

文
書

第
6
節

）
：

 
（

1）
 船

倉
は

有
効

な
通

風
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

（
IM

SB
C
コ

ー
ド

は
窒

素
封
入

を
要

求
し

て
い

る
）

 
（

2）
 機

械
式

表
層

通
風

に
よ

り
、

水
素

濃
度

は
25

%
LE

L
未

満
に

保
持

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

（
3）

 機
械

式
表

層
通

風
が

、
実

行
可

能
な

最
善

の
運

送
方

法
で

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/6
9 

（
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
）

 
粒

状
銑

鉄
（

G
PI
）
の

ば
ら

積
み

運
送

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
「

G
ra

nu
la

te
d 

Pi
g 

Ir
on

 (G
PI

)：
粒

状
銑

鉄
」

は
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
記

載
さ

れ
て
い

な
い

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
追

加
す

る
必

要
は

無
く

、
こ

の
貨

物
は

IR
O

N
 O

R
E
と

し
て

運
送

す
れ

ば
良

い
と

考
え

る
。

 
  

従
っ

て
、

G
PI

 を
IR

O
N

 O
R

E
と

し
て

運
送

す
る

た
め

の
A

pp
en

di
x 

4（
索

引
）
の

改
正

を
提

案
す

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/7
0 

（
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
）

 
第

一
リ

ン
酸

カ
ル

シ

ウ
ム

（
M

C
P）

の
ば

ら
積

み
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
M

on
oc

al
ci

um
ph

os
ph

at
e 

(M
C

P)
：

第
一

リ
ン

酸
カ

ル
シ

ウ
ム

」
は

、
IM

SB
C

コ
ー

ド
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

  
し

か
し

な
が

ら
、

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
追

加
す

る
必

要
は

無
く

、
こ

の
貨

物
は

PH
O

SP
H

A
TE

 
(d

ef
lu

or
in

at
ed

) 
と

し
て

運
送

す
れ

ば
良

い
と

考
え

る
。

 
  

従
っ

て
、

M
C

P
を

PH
O

SP
H

A
TE

 (
de

flu
or

in
at

ed
) 
と

し
て

運
送

す
る

た
め

の
A

pp
en

di
x 

4（
索

引
）

の
改

正
を

提
案

す
る

。
ま

た
、

運
送

要
件

が
若

干
異

な
る

の
で

、
PH

O
SP

H
A

TE
 (

de
flu

or
in

at
ed

) 
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
改

正
も

併
せ

て
提

案
す

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
1 

（
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
）

 
A

lu
sp

ar
の

ば
ら

積

み
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
A

lu
sp

ar
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い
る

。
 

  
A

lu
sp

ar
は

FL
U

O
R

SP
A

R
（

蛍
石

（
フ

ッ
化

カ
ル

シ
ウ

ム
）

）
に

類
似

す
る

も
の

で
あ

る
が

、
危

険
物

に
は

該
当

せ
ず

、
ま

た
液

状
化

の
危

険
性

も
無

い
た

め
、

グ
ル

ー
プ

C
に

分
類

し
た

と
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
2 

（
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
）

 
A

lu
si

lic
a
の

ば
ら

積

み
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

A
lu

si
lic

a」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
3 

（
米

国
及

び
 

カ
ナ

ダ
）

 

固
定

式
消

火
装

置
が

免
除

さ
れ

る
又

は
有

効
で

な
い

固
体

ば
ら

積
み

貨
物

の
リ

ス
ト

（
M

SC
/C

irc
.1

39
5）

の
改

正
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 (a

nn
ex

 1
); 

M
SC

/C
irc

.1
14

6;
 M

SC
.1

/C
irc

.1
39

5;
 M

SC
 8

9/
7/

5;
 a

nd
 M

SC
 8

9/
25

 (p
ar

ag
ra

ph
 7

.2
) 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
M

SC
 8

9/
7/

5
に

お
い

て
、

日
本

は
、

固
定

式
ガ

ス
消

火
設

備
な

し
で

運
送

で
き

る
貨

物
に

関
す

る
指

針

（
M

SC
/C

irc
.1

14
6）

に
、

積
み

荷
役

を
行

う
国

の
主

管
庁

が
グ

ル
ー

プ
B
で

な
い
と

認
め

た
IM

SB
C
コ

ー

ド
未

記
載

貨
物

を
含

め
る

当
該

指
針

の
改

正
を

提
案

し
、
こ

れ
が

合
意

さ
れ

、
改

正
指
針
（

M
SC

.1
/C

irc
.1

39
5）

が
作

成
さ

れ
た

。
 

  
こ

の
考

え
方

を
さ

ら
に

進
め

、
積

み
荷

役
を

行
う

国
の

主
管

庁
が

、
火

災
危

険
が
低

い
と

認
め

た
貨

物
（

具

体
的

に
は

以
下

の
通

り
）

も
、

当
該

指
針

に
含

め
る

こ
と

を
提

案
し

て
い

る
。

 
（

1）
 シ

ー
ド

ケ
ー

キ
又

は
硫

化
金

属
精

鉱
で

あ
っ

て
、

コ
ー

ド
に

記
載

さ
れ

る
M

H
B
試

験
基

準
に

照
ら

し

て
、

自
己

発
熱

性
、

燃
焼

性
及

び
水

反
応

可
燃

性
が

無
い

も
の

 
（

2）
 I

M
SB

C
コ

ー
ド

未
記

載
貨

物
で

あ
っ

て
、
コ

ー
ド

に
記

載
さ

れ
る

M
H

B
試

験
基
準

に
照

ら
し

て
、
自

己
発

熱
性

、
燃

焼
性

及
び

水
反

応
可

燃
性

が
無

い
も

の
 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
4 

（
ブ

ラ
ジ

ル
）

 
鉄

鉱
粉

の
ば

ら
積

み

運
送

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

5/
4/

14
; a

nd
 D

SC
.1

/C
irc

.6
3 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
溜

ま
り

水
の

発
生

と
液

状
化

の
関

係
に

つ
い

て
以

下
を

説
明

し
て

い
る

（
提

案
文
書

第
5～

10
節

）
：

 
（

1）
 M

oi
st

ur
e 

m
ig

ra
tio

n
は

、
液

状
化

に
結

び
つ

く
お

そ
れ

の
あ

る
貨

物
内

部
で

の
水

分
の

移
動

が
あ

る
。

（
第

5
節

）
 

（
2）

 溜
ま

り
水

は
、
貨

物
の

主
た

る
部

分
に

は
影

響
し

な
い

ま
ま

、
貨

物
内

部
か

ら
細

か
な

粒
子

を
含

ん
だ

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/9
、

16
/4

/7
5、

16
/4

/8
6、

16
/4

/8
8、

16
/4

/9
7 

及
び

 
16

/IN
F.

4
参

照
）

 

合
意

さ
れ

た
。

 
（

D
SC

.1
/C

irc
.6

3 
の

修
正

版
が

準
備

さ
れ

回
章

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。
）
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水
が

析
出

す
る

こ
と

に
よ

り
発

生
す

る
。

（
第

6
節

）
 

（
3）

 溜
ま

り
水

の
発

生
と

液
状

化
は

別
の

現
象

で
あ

る
。

（
第

8
節

）
 

（
4）

 一
般

に
ビ

ル
ジ

は
排

出
で

き
る

と
し

て
い

る
。

（
第

9
節

）
 

（
5）

 溜
ま

り
水

は
、

ブ
ラ

ジ
ル

産
鉱

石
で

は
、

頻
繁

に
発

生
す

る
。

（
第

10
節
）

 
  

以
下

の
問

題
点

を
指

摘
し

て
い

る
（

提
案

文
書

第
12

節
）

：
 

（
1）

 I
R

O
N

 O
R

E
と

IR
O

N
 O

R
E 

FI
N

ES
の

限
界

は
何

か
 

（
2）

 液
状

化
を

起
こ

さ
せ

る
、

ま
た

は
、

防
止

す
る

要
因

は
何

か
 

（
3）

 T
M

L
は

測
定

法
に

よ
り

異
な

る
が

、
特

定
の

鉄
鉱

粉
に

適
し

た
TM

L
決

定
法
は

何
か

 
（

4）
 T

M
L
よ

り
高

い
水

分
値

で
も

液
状

化
し

な
い

鉄
鉱

粉
が

あ
る

の
は

何
故

か
 

  
安

全
運

送
の

実
績

に
基

づ
き

、
溜

ま
り

水
が

あ
っ

て
も

、
ビ

ル
ジ

を
排

出
す

れ
ば
良

い
と

し
て

い
る

。
（

提

案
文

書
第

13
～

15
節

）
 

  
D

SC
.1

/C
irc

.6
3

に
代

わ
る

サ
ー

キ
ュ

ラ
ー

を
出

す
こ

と
を

提
案

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
16

節
及

び

A
nn

ex
）

 
16

/4
/7

5 
（

ブ
ラ

ジ
ル

）
 

鉄
鉱

粉
の

ば
ら

積
み

運
送

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

5/
4/

14
; a

nd
 D

SC
.1

/C
irc

.6
3 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
ブ

ラ
ジ

ル
産

の
鉄

鉱
粉

は
、
精

鉱
で

は
無

く
（

提
案

文
書

第
4
節

）
、
独

自
の

貨
物
で

あ
る
（

提
案

文
書

第
5

節
）

。
 

  
TM

L
決

定
法

の
以

下
の

問
題

点
を

指
摘

し
て

い
る

（
提

案
文

書
第

6～
11

節
）

：
 

（
1）

 フ
ロ

ー
テ

ー
ブ

ル
法

は
、

最
大

粒
径

7 
m

m
以

上
の

貨
物

に
は

適
用

で
き

な
い

。
（

第
8
節

）
 

（
2）

 D
SC

 
6/

5/
3
に

よ
れ

ば
、

貫
入

法
は

、
一

部
貨

物
に

対
し

て
再

現
性

に
問

題
が

あ
る

。
（

第
9
節

）
 

（
3）

 プ
ロ

ク
タ

ー
/フ

ァ
ガ

ベ
リ

法
は

、
最

大
粒

径
5 

m
m
以

上
の

貨
物

に
は

適
用
で

き
な

い
。
（

第
10

節
）

 
（

4）
 よ

っ
て

、
鉄

鉱
粉

に
つ

い
て

は
、

適
当

な
TM

L
決

定
法

が
無

い
。

（
第

11
節

）
 

  
溜

ま
り

水
と

液
状

化
に

つ
い

て
説

明
し

て
い

る
（

提
案

文
書

第
12

～
17

節
）
。
こ

の
部

分
は

、
D

SC
 1

6/
4/

74
第

5～
10

節
と

同
じ

で
あ

る
。
但

し
、

D
SC

 1
6/

4/
75

第
17

節
で

は
、

D
SC

 1
6/

4/
74

第
14

節
と

同
様

に
、

溜
ま

り
水

の
排

出
の

重
要

性
を

指
摘

し
、

ビ
ル

ジ
に

は
フ

ィ
ル

タ
ー

を
被

せ
て

い
る

旨
を

説
明

し
て

い
る

。
 

  
コ

レ
ス

ポ
ン

デ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
（

C
G
）
を

設
置

し
、

TM
L
決

定
法

を
含

む
液

状
化
現

象
に

つ
い

て
検

討
す

る

よ
う

要
請

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
18

節
）

 
  

鉄
鉱

粉
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
作

成
と

、
要

す
れ

ば
、
鉄

鉱
石

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
改

正
は

、
C

G
終

了
後

に
各

国
に

要
請

す
べ

き
と

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
19

節
）

 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/9
、

16
/4

/7
4、

16
/4

/8
6、

16
/4

/8
8、

16
/4

/9
7 

及
び

 
16

/IN
F.

4
参

照
）

 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

C
G

が
設

置
さ

れ

た
。

）
 

16
/4

/7
6 

（
中

国
）

 
グ

ル
ー

プ
A
の

分
類

基
準

の
策

定
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
グ

ル
ー

プ
A
貨

物
を

識
別

す
る

た
め

の
指

針
を

策
定

す
べ

き
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
7 

（
中

国
）

 
固

体
ば

ら
積

み
貨

物

の
第

三
者

に
よ

る
サ

ン
プ

リ
ン

グ
、

試
験

及
び

証
明

制
度

の
確

立
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

7/
4,

 M
SC

 8
9/

7/
7,

 M
SC

 8
9/

25
; a

nd
 D

SC
 1

6/
2/

1 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
は

、
水

分
値

の
証

書
を

作
成

す
る

者
の

適
正

検
査
（

qu
al

ifi
ca

tio
n）

に
係

る
要

件
が

無
い

。

こ
う

し
た

証
書

は
、

主
管

庁
が

承
認

し
、

IM
O

の
作

成
す

る
リ

ス
ト

に
記

載
さ

れ
て
い

る
機

関
が

発
行

す
る

方
が

、
信

頼
性

が
高

い
。

（
提

案
文

書
第

2～
3
節

）
 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/1

0、
16

/4
/9

5、
 

16
/4

/9
9、

 
M

SC
 8

9/
7/

4
及

び

M
SC

 8
9/

7/
7
参

照
）

 

原
則

合
意

さ
れ

た
。
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TM

L
及

び
水

分
値

の
証

書
は

、
承

認
さ

れ
た

機
関

が
発

行
す

べ
き

こ
と

を
提

案
す

る
。

そ
の

た
め

IM
SB

C
コ

ー
ド

第
4.

3.
2
節

の
以

下
の

改
正

と
共

に
新

4.
8
節

の
追

加
を

提
案

す
る

（
提

案
文
書

第
4～

5
節

）
：

 
4.

3.
2 

W
he

n 
a 

co
nc

en
tra

te
 o

r o
th

er
 c

ar
go

 w
hi

ch
 m

ay
 li

qu
ef

y 
is

 c
ar

rie
d,

 th
e 

sh
ip

pe
r s

ha
ll 

pr
ov

id
e 

th
e 

sh
ip

’s
 m

as
te

r 
or

 h
is

 r
ep

re
se

nt
at

iv
e 

w
ith

 a
 s

ig
ne

d 
ce

rti
fic

at
e 

of
 t

he
 T

M
L,

 a
nd

 a
 s

ig
ne

d 
ce

rti
fic

at
e 

or
 d

ec
la

ra
tio

n 
of

 t
he

 m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t, 
is

su
ed

 b
y 

an
 e

nt
ity

 a
ut

ho
ri

ze
d 

by
 t

he
 

C
om

pe
te

nt
 A

ut
ho

ri
ty

. T
he

 c
er

tif
ic

at
e 

of
 T

M
L 

sh
al

l c
on

ta
in

, o
r b

e 
ac

co
m

pa
ni

ed
 b

y 
th

e 
re

su
lt 

of
 th

e 
te

st
 fo

r 
de

te
rm

in
in

g 
th

e 
TM

L.
 T

he
 d

ec
la

ra
tio

n 
of

 m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t s
ha

ll 
co

nt
ai

n,
 o

r 
be

 
ac

co
m

pa
ni

ed
 b

y,
 a

 s
ta

te
m

en
t 

by
 t

he
 s

hi
pp

er
 t

ha
t 

th
e 

m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t 
is

, t
o 

th
e 

be
st

 o
f 

hi
s 

kn
ow

le
dg

e 
an

d 
be

lie
f, 

th
e 

av
er

ag
e 

m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t o
f t

he
 c

ar
go

 a
t t

he
 ti

m
e 

th
e 

de
cl

ar
at

io
n 

is
 

pr
es

en
te

d 
to

 th
e 

m
as

te
r. 

4.
8 

 
Th

e 
en

tit
y 

w
ho

 t
ak

es
 t

he
 r

es
po

ns
ib

ili
ty

 o
f 

sa
m

pl
in

g,
 t

es
tin

g 
an

d 
ce

rti
fic

at
in

g 
fo

r 
so

lid
 b

ul
k 

ca
rg

oe
s 

sh
al

l 
be

 a
ut

ho
riz

ed
 b

y 
th

e 
C

om
pe

te
nt

 A
ut

ho
rit

y.
  

Th
e 

C
om

pe
te

nt
 A

ut
ho

rit
y 

sh
al

l 
su

bm
it 

a 
lis

t o
f t

he
 a

ut
ho

riz
ed

 e
nt

iti
es

 to
 th

e 
O

rg
an

iz
at

io
n 

fo
r c

irc
ul

at
io

n.
 

16
/4

/7
8 

（
中

国
）

 
緑

泥
石

塊
の

ば
ら

積

み
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
「

C
hl

or
ite

 lu
m

p：
緑

泥
石

塊
」

（
グ

ル
ー

プ
C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/7
9
及

び
 

16
/4

/7
9/

C
or

r.1
 

（
イ

タ
リ

ア
）

 

A
R

G
A

LU
M

 －
 ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
再

溶
解

工
程

か
ら

生
じ

た
副

産
物

を
水

、
ア

ル
カ

リ
溶

液
又

は
不

活
性

材
料

で
処

理
し

た
も

の
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
A

R
G

A
LU

M
－

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

再
溶

解
工

程
か

ら
生

じ
た

副
産

物
を

水
、

ア
ル

カ
リ

溶
液

又
は

不
活

性
材

料
で

処
理

し
た

も
の

」
（

グ
ル

ー
プ

A
及

び
B
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
こ

の
貨

物
は

、
「

U
N

 3
17

0
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
精

錬
又

は
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
再

溶
解
工

程
か

ら
生

じ
る

副
生

物
（

ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
ド

ロ
ス

､
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
ス

キ
ミ

ン
グ

、
使

用
済

カ
ソ

ー
ド

、
使

用
済
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ナ
ー

及
び

ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
塩

ス
ラ

グ
を

含
む

。
）

」
に

分
類

さ
れ

て
い

る
が

、
試

験
し

た
と
こ

ろ
、

危
険

物
で

は
無

い
と

識
別

さ
れ

た
（

ク
ラ

ス
 4

.3
に

該
当

し
な

い
）

。
こ

の
貨

物
は

、
水

を
多

く
含

ん
だ
状

態
で

運
送

さ
れ

る
。

 
  

従
っ

て
、

M
H

B
且

つ
液

状
化

物
質

と
し

て
、

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
追

加
す

べ
き
と

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
0 

（
日

本
）

 
「

D
ES

C
R

IP
TI

O
N
」

及
び

「
H

A
ZA

R
D
」

の
規

定
の

強
制

適
用

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
SB

C
 C

od
e 

(r
es

ol
ut

io
n 

M
SC

.2
68

(8
5)

); 
D

SC
 

15
/W

P.
3 

(W
G

 
re

po
rt)

 
an

d 
re

so
lu

tio
n 

M
SC

.3
18

(8
9)

 
(A

m
en

dm
en

ts
 to

 th
e 

IM
SB

C
 C

od
e 

ad
op

te
d 

by
 M

SC
 8

9)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

［
背

 
景

］
 

  
石

炭
等

の
固

体
貨

物
を

船
舶

に
ば

ら
積

み
し

て
運

送
す

る
場

合
は

、
SO

LA
S
条

約
第

V
I章

第
1-

2
規

則
及

び

第
V

II
章

第
7-

1
規

則
に

よ
り

、
IM

SB
C
コ

ー
ド

の
要

件
に

適
合

す
る

こ
と

が
義

務
付
け

ら
れ

て
い

る
。

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
お

い
て

は
、

ば
ら

積
み

さ
れ

る
固

体
貨

物
（

以
下

「
貨

物
」

と
い

う
。

）
の

「
説

明

（
D

ES
C

R
IP

TI
O

N
）
」
や
「

危
険

性
（

H
A

ZA
R

D
）
」
等

の
項

に
記

述
さ

れ
る

要
件
は

、
同

コ
ー

ド
第

1.
4.

2
規

則
に

よ
り

非
強

制
と

さ
れ

て
い

る
。

 
  

一
例

と
し

て
、

シ
ー

ド
ケ

ー
キ

は
、

含
有

さ
れ

る
油

分
及

び
水

分
に

よ
り

危
険

度
が

異
な

る
こ

と
か

ら
、

個

別
の

貨
物

に
係

る
要

件
を

規
定

し
て

い
る

「
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
」

に
お

い
て

、
油

分
及

び
水

分
に

よ
り

グ

ル
ー

プ
B
又

は
グ

ル
ー

プ
C
に

分
類

さ
れ

、
グ

ル
ー

プ
B
よ

り
危

険
度

が
低

い
グ

ル
ー
プ

C
の

貨
物

と
し

て

運
送

す
る

場
合

に
は

、
グ

ル
ー

プ
B
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

証
書

を
荷

送
人
が

提
出

す
る

こ
と

を
要

件

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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と
し

て
定

め
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

当
該

要
件

は
非

強
制

で
あ

る
D

ES
C

R
IP

TI
O

N
に

記
述

さ
れ

て
い

る
た

め
、

グ
ル

ー
プ

B
に

該
当

す
る

シ
ー

ド
ケ

ー
キ

が
グ

ル
ー

プ
C
と

し
て

荷
送

人
に

よ
り

申
告

さ
れ

運
送

さ
れ

る
恐

れ
が

あ
り

、
安

全
上

の
懸

念
が

海
運

業
界

に
存

在
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

貨
物

の
運

送
に

お
け

る
安

全
性

向
上

を
図

る
た

め
、

シ
ー

ド
ケ

ー
キ

等
の

貨
物

に

つ
い

て
D

ES
C

R
IP

TI
O

N
に

記
述

さ
れ

る
要

件
を

他
の

適
切

な
項

に
移

記
す

る
こ
と

等
に

よ
り

強
制

化
す

る

改
正

を
提

案
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

［
提

案
概

要
］

 
  

20
11

年
1
月

1
日

に
発

効
し

た
IM

SB
C

 コ
ー

ド
は

、
同

コ
ー

ド
第

1.
4.

2
規

則
に

よ
り

D
ES

C
R

IP
TI

O
N
に

記
述

さ
れ

る
要

件
を

非
強

制
と

し
て

い
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
D

ES
C

R
IP

TI
O

N
中

の
要

件
に

適
合

し
な

い
恐

れ

の
あ

る
貨

物
が

運
送

さ
れ

る
こ

と
へ

の
懸

念
が

海
運

業
界

に
存

在
す

る
。

 
  

固
体

ば
ら

積
み

貨
物

運
送

の
安

全
性

向
上

を
図

る
た

め
、

シ
ー

ド
ケ

ー
キ

等
の

貨
物

に
係

る
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
改

正
を

A
nn

ex
 1

の
と

お
り

提
案

す
る

。
主

な
概

要
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
：

 
（

1）
 石

油
コ

ー
ク

ス
（

か
焼

又
は

生
の

も
の

）
（

A
nn

ex
 1

 第
9
項

参
照

）
：

以
下
の

趣
旨

を
明

確
に

す
る

た
め

、
D

ES
C

R
IP

TI
O

N
に

記
述

さ
れ

る
当

該
要

件
を

PR
EC

A
U

TI
O

N
S
に
移

記
し

、
強

制
化

す
る

。
 

“
本

要
件

は
、
船

積
み

時
に

55
℃

を
超

え
な

い
石

油
コ

ー
ク

ス
に

適
用

さ
れ
、
高

温
（

55
℃

を
超

え
る

場
合

）
の

貨
物

の
運

送
に

お
い

て
は

十
分

な
注

意
が

必
要

で
あ

る
。

”
 

（
2）

 シ
ー

ド
ケ

ー
キ
：
以

下
の

趣
旨

を
明

確
に

す
る

た
め

、
シ

ー
ド

ケ
ー

キ
（

非
危

険
物

）
の

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

に
記

述
さ

れ
る

当
該

要
件

を
他

の
項

に
移

記
（

B
C

SN
の

一
部

に
含

め
る

）
し

、
強

制
化

す
る

。
 

“
現

行
案

で
は

「
溶

剤
抽

出
法

に
よ

る
菜

種
か

す
、

ペ
レ

ッ
ト

、
大

豆
か

す
、

綿
実

か
す

及
び

ひ
ま

わ

り
の

種
」

と
な

っ
て

い
る

が
、

可
燃

性
の

溶
剤

を
含

ま
な

い
一

定
の

油
分

及
び

水
分

以
下

で
あ

る
「

菜

種
か

す
、

大
豆

か
す

、
綿

実
か

す
及

び
ひ

ま
わ

り
の

種
」

が
適

用
対

象
で

あ
る
。

す
な

わ
ち

、
こ

の
貨

物
の

形
状
（

繊
維

、
粗

粒
、
ケ

ー
キ

、
ペ

レ
ッ

ト
、
絞

り
か

す
）
に

拘
わ

ら
ず
、
適

用
対

象
と

な
る

。
”

 
＊

 
本

改
正

案
は

、
M

SC
.3

18
(8

9)
に

よ
り

採
択

さ
れ

た
改

正
（

20
13

年
1

月
1

日
発

効
予

定
）

に
よ

り

D
ES

C
R

IP
TI

O
N
に

追
加

さ
れ

た
要

件
も

反
映

さ
せ

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
。

 
  

上
記

と
同

一
の

趣
旨

で
、
「

チ
ャ

コ
ー

ル
」
等

の
貨

物
に

つ
い

て
、
非

強
制

で
あ

る
H

A
ZA

R
D
に

記
載

さ
れ

る
要

件
を

他
の

適
切

な
項

に
移

記
し

強
制

化
す

る
よ

う
A

nn
ex

 2
の

と
お

り
提

案
す

る
。

 
16

/4
/8

1 
（

日
本

）
 

鉄
鉱

粉
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

案
及

び

IM
SB

C
コ

ー
ド

第

1.
4.

2
節

の
改

正
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
SB

C
 C

od
e 

(M
SC

.2
68

(8
5)

); 
M

SC
 8

7/
IN

F.
13

; D
SC

 1
5/

4/
16

, D
SC

 1
5/

18
; D

SC
.1

/C
irc

.6
3;

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
9 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

D
SC

 1
6/

4/
88

と
同

一
内

容
の

提
案

文
書

で
あ

る
。

 

取
下

げ
 

（
16

/4
/8

8
と

重
複

し
て

お
り

、
審

議
を

要
し

な
い

旨
説

明

す
る

。
）

 

取
下

げ
 

16
/4

/8
2 

（
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

）
シ

リ
コ

マ
ン

ガ
ン

（
シ

リ
コ

ン
含

有
量

が
25

%
未

満
の

も

の
）

の
エ

ン
ト

リ
ー

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
/7

/1
, D

SC
 1

/7
/3

; a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
27

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Si

lic
om

an
ga

ne
se

 (w
ith

 si
lic

on
 c

on
te

nt
 o

f l
es

s t
ha

n 
25

%
)：
シ

リ
コ

マ
ン

ガ
ン
（
シ

リ
コ

ン
含

有
量

が
25

%
未

満
）

」
（

グ
ル

ー
プ

C
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

シ
リ

コ
マ

ン
ガ

ン
（

シ
リ

コ
ン

含
有

量
が

25
%
以

上
）

は
M

H
B
と

し
て

、
現

行
IM

SB
C
コ

ー
ド

に
あ

る
。

 
  

B
C
コ

ー
ド

に
お

け
る

シ
リ

コ
マ

ン
ガ

ン
の

変
遷

が
提

案
文

書
第

5
節

に
示

さ
れ

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
（

日
本

は
、
同

様
の

貨
物
（

シ
リ

コ
ン

含

有
量

18
%
以

下
）
を

グ
ル

ー
プ

C
と

し

て
提

案
（

16
/4

/2
7）

し
て

い
る

。
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
3 

（
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

）
環

境
有

害
性

を
有

す

る
固

体
ば

ら
積

み
貨

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
11

; D
SC

 1
6/

4/
2,

 D
SC

 1
6/

4/
8;

 M
EP

C
 6

1/
7/

5;
 M

EP
C

 6
1/

7/
13

; a
nd

 M
EP

C
 6

1/
7/

14
 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。
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物
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
5/

4/
11

で
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

は
、

固
体

ば
ら

積
み

貨
物

の
中

に
は

、
IM

D
G
コ

ー
ド

第
2.

9
節

の
環

境

有
害

物
質

に
該

当
す

る
も

の
が

あ
る

こ
と

を
指

摘
し

た
。

 
  

SO
LA

S
条

約
第

V
II
章

第
7
規

則
は

、
固

体
ば

ら
積

み
危

険
物

を
IM

D
G
コ

ー
ド
に

基
づ

い
て

規
定

し
て

い

る
。

固
体

ば
ら

積
み

環
境

有
害

物
質

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
（

提
案

文
書

第
6
節
）

：
 

（
1）

 C
la

ss
 9

 U
N

 3
07

7 
– 

EN
V

IR
O

N
M

EN
TA

LL
Y

 H
A

ZA
R

D
O

U
S 

SU
B

ST
A

N
C

E 
SO

LI
D

 N
.O

.S
 (

so
le

 
ha

za
rd

); 
or

 
（

2）
 "

M
A

R
IN

E 
PO

LL
U

TA
N

T"
 su

bs
id

ia
ry

 ri
sk

 (w
he

re
 m

at
er

ia
l h

as
 o

th
er

 h
az

ar
ds

). 
  

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

は
、

こ
れ

ま
で

に
多

く
の

荷
送

人
が

、
固

体
ば

ら
積

み
環

境
有
害

物
質

を
区

分
し

て
き

た
。

（
提

案
文

書
第

7 
&

 8
節

）
 

  
IM

SB
C

コ
ー

ド
第

1.
3.

1.
1
節

に
よ

る
三

カ
国

合
意

（
IM

SB
C

コ
ー

ド
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

貨
物

で
あ

っ

て
、
グ

ル
ー

プ
A
又

は
B
の

貨
物

を
運

送
す

る
際

に
供

給
さ

れ
る

）
は

大
き

な
負

担
で

あ
り

、
適

正
な

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

が
あ

れ
ば

、
こ

の
問

題
は

解
消

さ
れ

る
。

（
提

案
文

書
第

9
節

）
 

  
環

境
有

害
物

質
に

関
す

る
一

つ
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
追

加
す

る
の

が
適

当
で

あ
る
。

こ
の

環
境

有
害

物

質
に

関
す

る
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
は

、
あ

る
貨

物
が

環
境

有
害

物
質

で
あ

る
こ

と
が
判

明
し

た
場

合
、

既
存

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
と

同
時

に
使

用
で

き
る

で
あ

ろ
う

。
さ

も
な

く
ば

、
第

1.
3.

1.
1
節

に
基

づ
い

て
、

三

カ
国

合
意

に
よ

り
運

送
す

る
こ

と
に

な
る

。
（

提
案

文
書

第
11

節
）

 
  

環
境

有
害

物
質

に
関

す
る

一
つ

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

追
加

す
る

こ
と

は
、

M
A

R
PO

L 
A

nn
ex

 V
の

実
施

に
お

け
る

貨
物

の
特

定
に

も
使

え
る

。
（

提
案

文
書

第
12

節
）

 
  

U
N

 3
07

7
の

危
険

性
の

あ
る

貨
物

を
、

グ
ル

ー
プ

B
貨

物
と

し
て

扱
う

か
否

か
と

い
う

問
題

も
あ

る
。

そ
の

た
め

、
改

正
案

に
は

、
選

択
肢

を
含

め
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
13

節
）

 
  

提
案

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
：

 
（

1）
 環

境
有

害
固

体
ば

ら
積

み
物

質
に

関
す

る
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

取
り

入
れ
（

案
は

A
nn

ex
に

あ
る

。
）

 
（

2）
 グ

ル
ー

プ
B
と

す
べ

き
か

否
か

、
判

断
さ

れ
た

い
。

 
（

3）
 当

面
、

三
カ

国
合

意
を

実
施

す
る

代
わ

り
に

、
環

境
有

害
固

体
ば

ら
積

み
物

質
に

関
す

る
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

案
を

用
い

る
こ

と
に

し
た

い
。

 

16
/4

/8
4 

（
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

）
H

EA
V

Y
 

M
IN

ER
A

L 
SA

N
D

S 
B

LE
N

D
（

IM
SB

C
コ

ー
ド

の
付

録
1
に

現
在

記
載

さ
れ

て
い

な
い

貨
物

）
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
/7

/1
, D

SC
 1

/7
/3

; a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
27

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
H

EA
V

Y
 M

IN
ER

A
L 

SA
N

D
S 

B
LE

N
D
」

（
グ

ル
ー

プ
A
）

の
個

別
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
な

お
当

該
貨

物
は

、
現

在
の

と
こ

ろ
内

航
で

の
み

運
送

さ
れ

て
い

る
。

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
鉱

物
の

砂
に

関
す

る
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
は

あ
る

が
、
こ

れ
ら
を

混
合

し
た

も
の

に
適

用

で
き

る
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

無
い

。
 

  
現

在
は

、
国

内
運

送
に

お
い

て
雨

中
荷

役
を

禁
止

し
て

い
る

が
、

W
EA

TH
ER

 P
R

EC
A

U
TI

O
N

S
に

つ
い

て

は
、

TM
L
を

超
え

な
い

範
囲

で
雨

中
荷

役
を

認
め

る
案

も
選

択
肢

と
し

て
記

載
し

た
。

 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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 16
/4

/8
5 

（
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

）
ア

ル
ミ

ナ
水

和
物

（
IM

SB
C

 コ
ー

ド

の
付

録
1
に

現
在

記

載
さ

れ
て

い
な

い
貨

物
）

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
A

LU
M

IN
A

 H
Y

D
R

A
TE

：
ア

ル
ミ

ナ
水

和
物

」
（

グ
ル

ー
プ

A
）
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
W

EA
TH

ER
 P

R
EC

A
U

TI
O

N
S
の

要
件

に
つ

い
て

、
さ

ら
な

る
検

討
を

要
請

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
（

日
本

は
同

類
貨

物
（

A
LU

M
IN

IU
M

 
H

Y
D

R
O

X
ID

E）
を

グ
ル

ー
プ

C
と

し

て
提

案
（

16
/4

/6
5）

し
て

い
る

。
）

 
 （

16
/4

/6
5
及

び
 

16
/4

/6
6
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
6 

（
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

）
IM

SB
C

コ
ー

ド
の

鉄
鉱

粉
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 
87

/IN
F.

13
; 

M
SC

 
87

/2
6,

 
pa

ra
gr

ap
hs

 
25

.2
1 

an
d 

25
.2

2;
 

FS
I 

18
/W

P.
7/

A
dd

.1
, 

pa
ra

gr
ap

h 
6.

5;
 

D
SC

 1
5/

4/
16

; D
SC

 1
6/

4/
9;

 a
nd

 D
SC

.1
/C

irc
.6

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

A
pp

en
di

x 
3
第

2.
1
節

の
注

意
書

き
に

言
及

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
3
節

）
 

  
細

か
な

粒
子

を
含

む
鉄

鉱
石

が
TM

L
を

超
え

る
水

分
値

で
積

載
さ

れ
た

事
例

が
報

告
さ

れ
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
6
節

）
 

  
IM

SB
C
コ

ー
ド

に
グ

ル
ー

プ
C
の

IR
O

N
 O

R
E
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

し
か

無
い

こ
と
が

問
題

で
あ

る
と

し

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

7
節

）
 

  
IM

SB
C

コ
ー

ド
へ

の
鉄

鉱
粉

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

取
り

入
れ

に
加

え
、

鉄
鉱

石
（

IR
O

N
 O

R
E）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に
「

6.
3 

m
m
未

満
の

粒
子

が
50

 %
以

上
あ

る
鉄

鉱
石

に
つ

い
て

は
、
液

状
化

に
関

す
る

試

験
を

実
施

し
、

試
験

結
果

に
よ

っ
て

は
、

鉄
鉱

粉
に

分
類

す
る

こ
と

」
と

の
要

件
を

追
加

す
る

こ
と

を
提

案

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/9
、

16
/4

/7
4、

16
/4

/7
5、

16
/4

/8
8、

16
/4

/9
7 

及
び

 
16

/IN
F.

4
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
C

G
が

設
置

さ
れ

、
引

き
続

き
検

討
が

行
わ

れ
る

こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
7 

（
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

）
IM

SB
C

コ
ー

ド
の

リ
チ

ア
輝

石
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
Sp

od
um

en
e：

リ
チ

ア
輝

石
」

を
「

SA
N

D
：

砂
」

と
し

て
運

送
で

き
る

よ
う

A
pp

en
di

x 
4（

索
引

）
の

改

正
を

提
案

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
6
節

）
 

  
一

方
、
提

案
文

書
第

4
節

及
び

第
5
節

で
は

、
「

Sp
od

um
en

e 
co

nc
en

tra
te
：
リ

チ
ア
輝

石
精

鉱
」
に

つ
い

て

の
説

明
が

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
8 

（
日

本
）

 
鉄

鉱
粉

の
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

案
及

び

IM
SB

C
コ

ー
ド

第

1.
4.

2
節

の
改

正
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
SB

C
 C

od
e 

(M
SC

.2
68

(8
5)

); 
M

SC
 8

7/
IN

F.
13

; D
SC

 1
5/

4/
16

, D
SC

 1
5/

18
; D

SC
.1

/C
irc

.6
3;

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
9 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
IM

SB
C

 コ
ー

ド
で

は
、

コ
ー

ド
に

記
載

の
無

い
貨

物
を

運
送

す
る

際
に

は
、

第
1.

3
節

に
従

っ
て

、
主

管
庁

の
承

認
を

得
た

上
で

運
送

す
べ

き
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

そ
の

一
方

で
、

見
か

け
密

度
、

粒
径

、
静

止

角
、

貨
物

の
種

別
（

グ
ル

ー
プ

）
、

危
険

物
の

ク
ラ

ス
等

の
情

報
は

、
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

C
H

A
R

A
C

TE
R

IS
TI

C
S
の

中
に

含
ま

れ
て

お
り

、
C

H
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

S
は

非
強

制
と

さ
れ

て
い

る
。

 
  

同
コ

ー
ド

の
発

効
後

、
日

本
の

船
会

社
に

グ
ル

ー
プ

A
（

液
状

化
物

質
）

の
鉄

鉱
石
（

Ir
on

 O
re
）

の
運

送
の

申
し

出
が

あ
っ

た
。

コ
ー

ド
に

記
載

さ
れ

る
鉄

鉱
石

は
グ

ル
ー

プ
C
の

も
の

の
み

で
あ
る

た
め

、
運

送
を

依

頼
さ

れ
た

船
会

社
は

、
コ

ー
ド

に
記

載
の

無
い

貨
物

で
あ

る
か

ら
主

管
庁

の
証

書
が

必
要

で
あ

る
旨

を
述

べ

支
持

 
（

鉄
鉱

粉
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に

つ
い

て
は

、
提

案
の

説
明

に
努

め
る

。

IM
SB

C
 コ

ー
ド

第

1.
4.

2
節

の
改

正
に

つ
い

て
は

、
提

案
の

実
現

に
努

め
る

。
）

 
 

一
部

合
意

さ
れ

た
。

（
ク

ラ
ス

及
び

グ

ル
ー

プ
を

強
制

要

件
と

す
る

第
1.

4.
2

節
改

正
に

つ
い

て

は
、
合

意
さ

れ
改

正

案
が

準
備

さ
れ

た
。

 
鉄

鉱
粉

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追

加
に

つ
い

て
は

、
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た
と

こ
ろ

、
荷

送
人

は
、

「
グ

ル
ー

プ
は

非
強

制
で

あ
り

、
コ

ー
ド

と
異

な
っ

て
い

て
も

問
題

無
い

」
と

の

意
見

で
あ

っ
た

と
い

う
。

な
お

、
こ

の
貨

物
に

つ
い

て
は

、
荷

役
時

や
運

送
時

の
要

件
等

は
非

液
状

化
物

質

と
し

て
の

「
鉄

鉱
石

」
の

も
の

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
が

、
液

状
化

物
質

で
あ

る
の

で
、

運
送

許
容

水

分
値

（
TM

L）
や

船
積

み
水

分
値

は
申

告
さ

れ
て

い
た

と
い

う
。

 
  

さ
ら

に
、

U
N

 3
07

7（
環

境
有

害
物

質
）

の
微

粉
精

鉱
の

運
送

の
申

し
出

も
あ

っ
た

と
い

う
。

コ
ー

ド
に

は
、

危
険

物
（

ク
ラ

ス
9）

の
微

粉
精

鉱
は

記
載

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
運

送
を

依
頼

さ
れ

た
船

会
社

は
、
コ

ー
ド

に
記

載
の

無
い

貨
物

で
あ

る
か

ら
主

管
庁

の
証

書
が

必
要

で
あ

る
旨

を
述

べ
た

と
こ

ろ
、

荷
送

人
は

、
「

グ

ル
ー

プ
は

非
強

制
で

あ
り

、
コ

ー
ド

と
異

な
っ

て
い

て
も

問
題

無
い

」
と

の
意

見
で

あ
っ

た
と

い
う

。
 

  
日

本
は

、
グ

ル
ー

プ
や

ク
ラ

ス
が

異
な

れ
ば

、
異

な
る

貨
物

と
し

て
扱

う
べ

き
、
即
ち

当
該

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
は

適
用

す
べ

き
で

は
無

い
と

考
え

、
こ

の
点

を
明

確
に

す
る

た
め

、
C

H
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

S
の

う
ち

、
グ

ル
ー

プ
と

ク
ラ

ス
は

、
強

制
に

す
べ

き
と

考
え

た
。

 
  

一
方

、
前

者
の

例
を

考
慮

す
れ

ば
、

液
状

化
す

る
鉄

鉱
石

（
日

本
の

経
験

で
は

鉄
鉱

粉
に

該
当

す
る

）
を

運

送
す

る
た

め
の

適
当

な
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

無
い

こ
と

も
、
こ

う
し

た
安

全
上
望

ま
し

く
無

い
（

既
存

の
）

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
適

用
の

原
因

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
液

状
化

物
質

と
し

て
の

鉄
鉱

粉
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
取

り
入

れ
も

併
せ

て
提

案
す

る
こ

と
に

し
た

。
 

  
以

上
の

通
り

、
こ

の
文

書
は

、
日

本
の

運
送

等
の

経
験

に
基

づ
き

、
鉄

鉱
粉

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
案

と
、

ク
ラ

ス
及

び
グ

ル
ー

プ
を

強
制

規
定

と
し

て
扱

う
こ

と
を

提
案

す
る

も
の

で
あ

る
。

 
  

こ
の

文
書

を
検

討
し

て
い

る
時

点
で

、
鉄

鉱
粉

に
係

る
ノ

ル
ウ

ェ
ー

提
案

が
公

開
さ

れ
て

い
た

。
確

認
し

た

と
こ

ろ
、
ノ

ル
ウ

ェ
ー

等
（

北
欧

）
か

ら
出

さ
れ

る
鉄

鉱
粉

は
、

7 
m

m
以

上
の

粒
子
を

含
ま

な
い

た
め

、
通

常
通

り
フ

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

法
を

実
施

す
れ

ば
、

TM
L
を

決
定

で
き

る
も

の
で

あ
っ

た
。

一
方

、
日

本
に

運
送

さ
れ

て
い

る
鉄

鉱
粉

の
中

に
は

、
も

っ
と

大
き

い
粒

子
を

含
む

も
の

も
あ

る
。

そ
の

た
め

、
TM

L
を

決
定

す

る
試

験
の

た
め

に
は

、
試

料
の

最
大

粒
径

の
調

製
*が

必
要

に
な

る
場

合
が

あ
る

こ
と

が
分

か
っ

て
い

た
の

で
、

運
送

要
件

の
中

に
、

こ
の

点
に

関
す

る
注

意
を

追
加

し
た

。
 

*  
試

料
の

粒
径

に
つ

い
て

は
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
以

下
の

規
定

が
あ

る
。

 
Se

ct
io

n 
4 

A
ss

es
sm

en
t o

f a
cc

ep
ta

bi
lit

y 
of

 c
on

si
gn

m
en

ts
 fo

r 
sa

fe
 sh

ip
m

en
t 

4.
4 

Sa
m

pl
in

g 
pr

oc
ed

ur
es

 
4.

4.
4 

R
ep

re
se

nt
at

iv
e 

sa
m

pl
es

 s
ha

ll 
be

 o
bt

ai
ne

d 
by

 e
m

pl
oy

in
g 

te
ch

ni
qu

es
 w

hi
ch

 t
ak

e 
th

e 
fo

llo
w

in
g 

fa
ct

or
s 

in
to

 a
cc

ou
nt

: .
1 

th
e 

ty
pe

 o
f m

at
er

ia
l; 

.2
 th

e 
pa

rti
cl

e 
si

ze
 d

is
tri

bu
tio

n;
 .3

 
co

m
po

si
tio

n 
of

 th
e 

m
at

er
ia

l a
nd

 it
s v

ar
ia

bi
lit

y;
 . 

. .
 

（
16

/4
/9
、

16
/4

/7
4、

16
/4

/7
5、

16
/4

/8
6、

16
/4

/9
7 

及
び

 
16

/IN
F.

4
参

照
）

 

C
G

が
設

置
さ

れ
継

続
審

議
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/8
9 

（
日

本
）

 
「

D
ES

C
R

IP
TI

O
N
」

及
び

「
H

A
ZA

R
D
」

の
規

定
の

強
制

適
用

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

IM
SB

C
 C

od
e 

(r
es

ol
ut

io
n 

M
SC

.2
68

(8
5)

); 
D

SC
 

15
/W

P.
3 

(W
G

 
re

po
rt)

 
an

d 
re

so
lu

tio
n 

M
SC

.3
18

(8
9)

 
(A

m
en

dm
en

ts
 to

 th
e 

IM
SB

C
 C

od
e 

ad
op

te
d 

by
 M

SC
 8

9)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

D
SC

 1
6/

4/
80

と
同

一
内

容
の

提
案

文
書

で
あ

る
。

 

取
下

げ
 

（
16

/4
/8

0
と

重
複

し
て

お
り

、
審

議
を

要
し

な
い

旨
説

明

す
る

。
）

 

取
下

げ
 

16
/4

/9
0 

（
ド

イ
ツ

）
 

IM
SB

C
コ

ー
ド

未

記
載

貨
物

の
性

状
及

び
IM

SB
C

コ
ー

ド

第
1.

3.
3

節
に

基
づ

く
運

送
条

件
記

載
様

式
を

完
成

さ
せ

る
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

R
es

ol
ut

io
n 

M
SC

.2
68

(8
5)

; a
nd

 M
SC

 8
9/

7/
5 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
作

成
す

る
際

の
指

針
の

作
成

を
提

案
し

て
い

る
。

A
nn

ex
 1

に
M

SC
/C

irc
ul

ar（
案

）
、

A
nn

ex
 2

に
IM

SB
C
コ

ー
ド

第
1.

3.
3
節

の
脚

注
（

案
）

が
示

さ
れ

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
（

支
持

し
て

差
し

支
え

無
い

。
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
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16
/4

/9
1 

（
カ

ナ
ダ

）
 

航
海

中
の

く
ん

蒸
に

起
因

す
る

大
事

故
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

R
es

ol
ut

io
n 

M
SC

.3
17

(8
9)

; M
SC

.1
/C

irc
.1

26
4;

 a
nd

 M
SC

/C
irc

.1
39

6 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

リ
ン

化
水

素
に

よ
る

航
海

中
燻

蒸
時

に
お

け
る

事
故

の
発

生
に

鑑
み

、
IM

SB
C
コ

ー
ド
又

は
「

船
上

に
お

け

る
殺

虫
剤

の
安

全
使

用
に

関
す

る
勧

告
（

船
倉

用
）
」
の

要
件

の
改

正
（

追
加

）
を

提
案

し
て

い
る

。
特

に
、

ガ
ス

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
強

化
を

図
る

べ
き

と
し

て
い

る
。

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

に
つ

い
て

は
、
第

3.
6
節

を
書

き
直

す
案
（

O
pt

io
n 

1）
、
燻

蒸
中
貨

物
に

関
す

る
個

別
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
作

成
す

る
案

（
O

pt
io

n 
2）

、
両

方
を

実
施

す
る

案
（

O
pt

io
n 

3）
が
挙

げ
ら

れ
て

い
る

。
（

提

案
文

書
第

4～
6
節

）
 

  
「

船
上

に
お

け
る

殺
虫

剤
の

安
全

使
用

に
関

す
る

勧
告
（

船
倉

用
）
」
の

追
加

要
件

が
示

さ
れ

て
い

る
。
（

提

案
文

書
第

7
及

び
8
節

）
 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

（
O

pt
io

n 
1
が

原
則

合
意

さ
れ

、
詳

細
に

つ
い

て
D

SC
 1

7
に

て
検

討
さ

れ
る

こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/9
2 

（
米

国
）

 
ホ

ウ
酸

に
係

る

IM
SB

C
コ

ー
ド

の

新
規

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
追

加
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

「
B

O
R

IC
 A

C
ID

：
ホ

ウ
酸

」
（

グ
ル

ー
プ

A
）

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

追
加
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
急

性
毒

性
は

、
G

H
S
カ

テ
ゴ

リ
ー

5
程

度
（

LC
50

=3
50

0～
41

00
 m

g/
kg
：

LD
50
の

間
違
い

と
考

え
ら

れ
る

。
）
、

刺
激

性
が

あ
る

（
提

案
文

書
第

10
節

）
 

  
粒

子
が

細
か

い
（

提
案

文
書

第
7
節

）
 

  
保

護
衣

は
不

要
で

あ
る

が
、

塵
埃

が
激

し
い

場
合

は
ゴ

グ
ル

等
が

必
要

で
あ

る
（
提

案
文

書
第

11
節

）
 

適
宜

対
処

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/9
3 

（
米

国
）

 
石

油
コ

ー
ク

ス
（

危

険
性

を
有

し
な

い
も

の
）

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

の
「

PE
TR

O
LE

U
M

 C
O

K
E：

石
油

コ
ー

ク
ス

」
の

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

は
、

貨
物

温
度

が

55
°C

未
満

の
場

合
に

は
適

用
で

き
な

い
。

 
  

貨
物

温
度

が
55

°C
未

満
の

場
合

は
、
グ

ル
ー

プ
C
と

し
て

運
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
の

改
正

を
提

案
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
（

温
度

が
55

°C
未

満
の

も
の

を
運

送

す
る

た
め

の
ス

ケ

ジ
ュ

ー
ル

改
正

に

は
同

意
で

き
る

。
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/9
4 

（
米

国
）

 
IM

SB
C

コ
ー

ド
未

記
載

貨
物

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
N

on
e 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
IM

SB
C

コ
ー

ド
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

貨
物

を
運

送
す

る
際

の
手

続
き

が
煩

雑
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
、

同

コ
ー

ド
第

1.
3
節

の
改

正
を

提
案

し
て

い
る

。
 

  
グ

ル
ー

プ
C
貨

物
に

つ
い

て
は

、
（

貨
物

が
グ

ル
ー

プ
C
か

否
か

に
係

る
主

管
庁
に

よ
る

判
断

無
し

に
）

荷

送
人

の
申

告
で

運
送

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
提

案
し

て
い

る
。

 
  

グ
ル

ー
プ

A
又

は
B
の

貨
物

に
つ

い
て

は
、
荷

送
人

が
船

籍
国

又
は

荷
揚

国
の

承
認
を

取
れ

ば
良

い
と

の
考

え
を

示
し

て
い

る
。

 
  

こ
の

提
案

に
合

意
し

た
場

合
、

M
SC

.1
/C

irc
.1

39
5
の

改
正

も
必

要
で

あ
る

旨
を

指
摘
し

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

6
節

）
 

適
宜

対
処

 
（

貨
物

の
グ

ル
ー

プ
に

係
る

判
断

を

荷
送

人
に

委
ね

る

考
え

は
、
支

持
で

き

な
い

。
 

第
1.

3.
2
節

（
主

管

庁
か

ら
の

船
長

へ

の
証

書
交

付
に

係

る
規

定
）
は

見
直

す

べ
き

で
あ

る
。

）
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。
（

E&
T
グ

ル
ー

プ
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/4

/9
5 

（
IN

TE
R

C
A

R
G

O
、

 
B

IM
C

O
、

 I
C

S、
 

P&
Iク

ラ
ブ

国
際

 

船
舶

に
よ

る
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
の

運
送

の
安

全
性

向
上

の
た

め
の

手
段

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

7/
4,

 M
SC

 8
9/

7/
7;

 a
nd

 M
SC

 8
9/

25
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
20

10
年

に
45

名
が

犠
牲

に
な

っ
た

最
近

の
事

故
及

び
液

状
化

に
係

る
各

種
の

事
象
（

ne
ar

 m
is

se
s）

の
根

本

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
10
、

16
/4

/7
7、

 
16

/4
/9

9、
 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
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グ
ル

ー
プ

 及
び

 
IU

M
I）

 
原

因
は

、
荷

送
人

の
不

正
確

な
申

告
で

あ
る

。
荷

送
人

か
ら

正
確

な
申

告
を

得
る

こ
と
の

困
難

さ
は

、
地

域

や
貨

物
に

よ
ら

な
い

。
（

提
案

文
書

第
3
節

）
 

  
貨

物
の

試
験

は
荷

送
人

の
責

務
で

あ
る

が
、

荷
送

人
の

申
告

が
不

適
切

な
こ

と
が

頻
繁

に
あ

る
た

め
、

最
近

で
は

、
船

主
が

独
立

の
貨

物
検

査
員

を
雇

用
す

る
こ

と
が

一
般

的
に

な
っ

て
き

て
い
る

。
こ

う
し

た
検

査
員

は
、

時
に

銃
で

脅
さ

れ
、

ま
た

中
に

は
ケ

ガ
人

も
出

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

4
節

）
 

  
第

三
者

貨
物

検
査

員
の

排
除

が
、

傭
船

契
約

に
含

め
ら

れ
て

い
る

場
合

も
あ

る
。

（
提

案
文

書
第

5
節

）
 

  
Th

e 
Lo

nd
on

 M
ar

ke
t's

 Jo
in

t H
ul

l C
om

m
itt

ee
は

、
貨

物
の

液
状

化
に

よ
る

船
舶

の
喪

失
の

継
続

を
懸

念
し

て

お
り

、
そ

の
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

は
、

こ
う

し
た

事
故

の
防

止
の

た
め

の
契

約
の

文
言

に
つ

い
て

も
検

討

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
6
節

）
 

  
現

状
は

不
安

全
で

あ
り

、
放

置
で

き
な

い
。

適
切

な
責

任
並

び
に

SO
A

LS
条

約
及
び

IM
SB

C
コ

ー
ド

の
遵

守
の

強
化

を
重

ね
て

求
め

る
。

（
提

案
文

書
第

8
節

）
 

M
SC

 8
9/

7/
4

及
び

M
SC

 8
9/

7/
7
参

照
）

 

16
/4

/9
6 

（
オ

ラ
ン

ダ
）

 
環

境
有

害
固

体
ば

ら

積
み

貨
物

の
ク

ラ
イ

テ
リ

ア
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
EP

C
 6

1/
24

; M
EP

C
 6

2/
6/

1;
 D

SC
 1

6/
2;

 a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
D

SC
 1

6/
4/

2「
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
の

環
境

有
害

性
へ

の
分

類
及

び
固

体
貨

物
残

渣
の

取
扱

い
」
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト
で

あ
る

。
 

  
M

EP
C
か

ら
D

SC
小

委
員

会
へ

の
指

示
は

環
境

有
害

性
の

検
討

で
あ

る
が

、
海

水
と

接
す

る
こ

と
に

よ
る

人

の
健

康
被

害
に

つ
い

て
も

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
2
節

）
 

  
更

に
M

H
B
の

判
定

基
準

に
お

い
て

も
、

環
境

有
害

性
を

考
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
（
提

案
文

書
第

3
節

）
 

  
環

境
有

害
性

の
判

定
基

準
の

策
定

に
お

い
て

は
、
次

の
危

険
性

を
検

討
す

べ
き
で

あ
る
（

提
案

文
書

第
4
節

）：
 

（
1）

 急
性

及
び

慢
性

毒
性

に
加

え
、

M
A

R
PO

L
条

約
 A

nn
ex

 II
及

び
 II

Iに
あ

る
危

険
性

 
（

2）
 C

M
R
：

発
癌

性
（

ca
rc

in
og

en
ic
）

、
（

遺
伝

の
）

突
然

変
異

増
加

性
（

m
ut

ag
en

ic
）

又
は

生
殖

毒
性

（
re

pr
ot

ox
ic
）
。

C
M

R
は

、
長

期
的

に
は

影
響

が
大

き
い

。
特

に
生

物
分
解

性
が

高
く

な
く

、
食

物
連

鎖
の

中
で

蓄
積

の
恐

れ
が

あ
る

物
は

有
害

と
す

べ
き

で
あ

る
。
但

し
、

C
M

R
危

険
性

が
疑

わ
れ

る
だ

け

の
も

の
は

、
有

害
と

す
べ

き
で

は
な

い
。

 
（

3）
 海

洋
環

境
へ

の
暴

露
後

の
、

人
の

健
康

に
対

す
る

危
険

性
、

例
え

ば
、

急
性

毒
性

、
皮

膚
腐

食
性

及
び

刺
激

性
、

眼
の

被
害

及
び

刺
激

性
、

呼
吸

ま
た

は
皮

膚
の

過
敏

性
を

考
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
特

に
貨

物

残
滓

が
浮

遊
す

る
場

合
は

考
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
ク

ラ
ス

6.
1
及

び
ク

ラ
ス

8
の

浮
遊

性
物

質
（

flo
at

er
s）

 
（

4）
 繰

り
返

し
ま

た
は

一
回

の
海

洋
環

境
暴

露
後

に
お

け
る

、
特

定
の

臓
器

に
対
す

る
長

期
的

健
康

被
害

の

危
険

性
が

明
ら

か
な

場
合

。
健

康
被

害
に

つ
い

て
は

D
SC

 1
6/

4/
67

参
照

の
こ

と
。

 
  

合
成

高
分

子
（

sy
nt

he
tic

 p
ol

ym
er

s）
、

ゴ
ム

（
ru

bb
er
）

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
ま

た
は
同

供
給

原
料

ペ
レ

ッ
ト

（
pl

as
tic

s 
or

 p
la

st
ic

s 
fe

ed
st

oc
k 

pe
lle

ts
）

を
含

む
、

ま
た

は
こ

れ
ら

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

物
質

は
、

環
境

有

害
物

質
と

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
5
節

）
 

  
審

議
を

容
易

に
す

る
た

め
、

三
つ

の
選

択
肢

を
示

す
（

提
案

文
書

第
6
節

）
：

 
O

pt
io

n 
1 

個
品

危
険

物
（

M
A

R
PO

L
条

約
 A

nn
ex

 II
I）

と
同

一
基

準
と

す
る
。

即
ち

、
区

分
1
の

急
性

毒
性

、
区

分
1
又

は
2
の

慢
性

毒
性

 
O

pt
io

n 
2 

O
pt

io
n 

1に
M

A
R

PO
L
条

約
 A

nn
ex

 II
の

汚
染

分
類

X
の

基
準

を
追

加
す

る
。
即

ち
、

O
pt

io
n 

1
に

加
え

、
C

M
R
（

生
分

解
性

が
無

く
、

生
物

蓄
積

性
の

高
い

も
の
）

を
追

加
す

る
。

 
O

pt
io

n 
3 

O
pt

io
n 

1に
M

A
R

PO
L
条

約
 A

nn
ex

 II
の

汚
染

分
類

Y
の

基
準

を
追

加
す

る
。
即

ち
、

O
pt

io
n 

1
に

加
え

、
C

M
R
を

追
加

す
る

。
 

  
さ

ら
に

以
下

を
提

案
す

る
（

提
案

文
書

第
7
節

）
：

 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/2
、

16
/4

/8
、

 
M

EP
C

 6
1/

7/
5、

 
M

EP
C

 6
1/

7/
12

及

び
M

EP
C

 6
1/

7/
13

 
参

照
）

 

一
部

合
意

さ
れ

た
。

 
（

分
類

基
準

を
決

定
す

る
上

で
の

た

た
き

台
と

し
て

扱

わ
れ

た
。

）
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（
1）

 プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

の
排

出
が

禁
止

さ
れ

る
こ

と
を

考
慮

し
て

、
上

記
の

い
ず
れ

の
O

pt
io

n
を

採
用

す
る

に

拘
ら

ず
、

合
成

高
分

子
（

sy
nt

he
tic

 p
ol

ym
er

s）
、

ゴ
ム

（
ru

bb
er
）

、
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク

ま
た

は
同

供
給

原
料

ペ
レ

ッ
ト

（
pl

as
tic

s 
or

 p
la

st
ic

s 
fe

ed
st

oc
k 

pe
lle

ts
）

を
含

む
、

ま
た

は
こ

れ
ら

に
よ

り
構

成
さ

れ

る
物

質
（

刻
ん

だ
物

等
を

含
む

）
を

追
加

す
べ

き
で

あ
る

。
 

（
2）

 健
康

被
害

を
含

め
る

場
合

に
は

、
海

水
に

浮
く

ク
ラ

ス
6.

1
又

は
8
の

物
質
を

追
加

す
べ

き
で

あ
る

。
 

（
3）

 特
定

臓
器

に
対

す
る

影
響

を
含

め
る

場
合

に
は

、
Sp

ec
ifi

c 
Ta

rg
et

 O
rg

an
 T

ox
ic

ity
 R

ep
ea

te
d 

D
os

e 
D

er
m

al：
C

at
eg

or
y 

1）
（

20
 m

g/
kg

 b
w

/d（
90

日
試

験
）
ま

た
は

Sp
ec

ifi
c 

Ta
rg

et
 O

rg
an

 T
ox

ic
ity

 S
in

gl
e 

Ex
po

su
re

 D
er

m
al
：

C
at

eg
or

y 
1（

経
皮

毒
性

が
10

00
 m

g
以

下
）

を
追

加
す

べ
き
で

あ
る

。
 

16
/4

/9
7 

（
ブ

ラ
ジ

ル
）

 
新

規
エ

ン
ト

リ
ー

「
鉄

鉱
粉

」
の

追
加

に
対

す
る

コ
メ

ン
ト

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
9 

an
d 

D
SC

 1
6/

4/
75

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
6/

4/
9「

新
規

エ
ン

ト
リ

ー
「

鉄
鉱

粉
」
の

追
加
（

ノ
ル

ウ
ェ

ー
提

案
）
」
に
対

す
る

コ
メ

ン
ト

で
あ

る
。

 
  

ノ
ル

ウ
ェ

ー
提

案
に

示
さ

れ
る

個
別

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

案
は

、
ブ

ラ
ジ

ル
産

の
鉄

鉱
粉
に

は
適

用
で

き
な

い
と

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
4
節

）
 

  
ブ

ラ
ジ

ル
産

の
鉄

鉱
粉

は
、

成
分

と
し

て
マ

グ
ネ

タ
イ

ト
（

Fe
3O

4）
が

少
な

い
。

（
提

案
文

書
第

5
節

）
 

  
ノ

ル
ウ

ェ
ー

提
案

に
あ

る
貨

物
の

用
途

や
成

分
に

関
す

る
説

明
の

問
題

点
を

指
摘
し

て
い

る
。

（
提

案
文

書

第
6～

8
節

）
 

  
ブ

ラ
ジ

ル
産

の
鉄

鉱
粉

の
最

大
粒

径
は

12
.5

 m
m

と
し

て
お

り
、

大
き

い
粒

子
は
液

状
化

の
防

止
に

資
す

る

の
で

、
こ

の
粒

径
の

違
い

は
考

慮
す

べ
き

と
し

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

8
節

）
 

  
雨

中
以

外
の

場
合

で
あ

っ
て

も
、

作
業

が
行

わ
れ

て
い

な
い

船
倉

の
ハ

ッ
チ

を
閉

鎖
す

る
理

由
が

分
か

ら
な

い
。

（
提

案
文

書
第

9
節

）
 

  
D

SC
 1

6/
4/

9
の

A
nn

ex
 2

の
粒

径
分

布
の

デ
ー

タ
に

は
、

最
大

粒
径

が
示

さ
れ

て
い

な
い

。
（

提
案

文
書

第

10
節

）
 

  
鉄

鉱
粉

に
関

す
る

一
つ

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

作
成

は
、

時
期

尚
早

で
あ

る
。

（
提

案
文

書
第

11
節

）
 

  
ブ

ラ
ジ

ル
は

、
鉄

鉱
粉

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
策

定
に

関
す

る
コ

レ
ス

ポ
ン

デ
ン
ス

グ
ル

ー
プ

を
設

置
す

べ

き
と

考
え

る
。

（
提

案
文

書
第

12
 &

 1
3
節

）
 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/9
、

16
/4

/7
4、

16
/4

/7
5、

16
/4

/8
6、

16
/4

/8
8 

及
び

 
16

/IN
F.

4
参

照
）

 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

C
G

が
設

置
さ

れ

た
。

）
 

16
/4

/9
8 

（
B

IM
C

O
）

 
ば

ら
積

み
時

の
み

化

学
的

危
険

性
を

有
す

る
物

質
（

M
H

B
）
の

分
類

基
準

に
関

す
る

コ
レ

ス
ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
報

告
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

4/
13

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
6/

4/
13
「

M
H

B
の

分
類

基
準

に
関

す
る

コ
レ

ス
ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
報

告
」
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト

で
あ

る
。

 
  

M
H

B
は

危
険

物
に

す
べ

き
と

の
意

見
を

述
べ

て
い

る
。

 

反
対

 
 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/4

/9
9 

（
IN

TE
R

C
A

R
G

O
、

 
B

IM
C

O
、

 I
C

S、
 

P&
Iク

ラ
ブ

国
際

 
グ

ル
ー

プ
 及

び
 

IU
M

I）
 

船
舶

に
よ

る
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
の

運
送

の
安

全
性

向
上

の
た

め
の

手
段

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

7/
4,

 M
SC

 8
9/

7/
7;

 D
SC

 1
6/

4/
10

; a
nd

 D
SC

 1
6/

4/
95

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
6/

4/
10
「

液
状

化
物

質
の

運
送

（
フ

ラ
ン

ス
提

案
）

」
に

対
す

る
コ

メ
ン
ト

で
あ

る
。

 
  

提
案

さ
れ

る
新

4.
3.

3
節

の
追

加
を

支
持

し
た

上
、

以
下

を
コ

メ
ン

ト
し

て
い
る

（
提

案
文

書
第

2
節

）
：

 
（

1）
 IM

SB
C
コ

ー
ド

第
1.

7.
7
節

に
あ

る
“c

om
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

y”
の

定
義

を
考

慮
す

れ
ば

、
新

4.
3.

3
節

案
の

 
“c

om
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

y 
of

 th
e 

co
un

try
 o

f l
oa

di
ng

 o
r 

by
 a

n 
or

ga
ni

za
tio

n 
re

co
gn

iz
ed

 b
y 

it”
の

う
ち

、
 

“o
r b

y 
an

 o
rg

an
iz

at
io

n 
re

co
gn

iz
ed

 b
y 

it”
は

不
要

で
あ

る
。

（
提

案
文

書
第

3
節

）
 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
10
、

16
/4

/7
6、

 
16

/4
/7

7、
 

M
SC

 8
9/

7/
4

及
び

M
SC

 8
9/

7/
7
参

照
）

 

一
部

合
意

さ
れ

た
。

 
（

第
4.

3.
4
節

の
追

加
に

つ
い

て
は

原

則
合

意
さ

れ
た

。
 

第
1.

7.
1
節

の
改

正

に
つ

い
て

は
修

正

の
上

合
意

さ
れ

た
。

 
第

4.
2.

4
節

の
追

加
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（
2）

 こ
の

要
件

の
実

施
の

た
め

、
指

針
も

必
要

と
考

え
る

。
こ

れ
ら

を
考

慮
し

た
第

4.
3.

3
節

の
以

下
の

修
正

を
提

案
す

る
（

提
案

文
書

第
3
節

）
：

 
4.

3.
3 

 
W

he
n 

a 
co

nc
en

tra
te

 o
r o

th
er

 c
ar

go
 w

hi
ch

 m
ay

 li
qu

ef
y 

is
 c

ar
rie

d,
 p

ro
ce

du
re

s 
fo

r s
am

pl
in

g,
 

te
st

in
g 

an
d 

co
nt

ro
lli

ng
 m

oi
st

ur
e 

co
nt

en
t a

t a
 s

af
e 

le
ve

l u
nt

il 
th

e 
ca

rg
o 

is
 o

n 
bo

ar
d 

th
e 

sh
ip

 
-u

p 
to

 th
e 

tim
e 

of
 th

e 
sh

ip
's 

lo
ad

in
g 

sh
al

l b
e 

es
ta

bl
is

he
d 

by
 th

e 
sh

ip
pe

r, 
ta

ki
ng

 a
cc

ou
nt

 o
f 

th
e 

pr
ov

is
io

ns
 o

f t
hi

s 
C

od
e.

 S
uc

h 
pr

oc
ed

ur
es

 s
ha

ll 
be

 a
pp

ro
ve

d 
an

d 
th

ei
r i

m
pl

em
en

ta
tio

n 
ch

ec
ke

d 
pe

rio
di

ca
lly

 b
y 

th
e 

co
m

pe
te

nt
 a

ut
ho

rit
y 

of
 t

he
 c

ou
nt

ry
 o

f 
lo

ad
in

g 
or

 b
y 

an
 

or
ga

ni
za

tio
n 

re
co

gn
iz

ed
 

by
 

it,
 

ta
ki

ng
 

in
to

 
ac

co
un

t 
gu

id
el

in
es

 
de

ve
lo

pe
d 

by
 

th
e 

or
ga

ni
za

tio
n.

 T
he

 c
er

tif
ic

at
e 

is
su

ed
 b

y 
th

e 
co

m
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

y 
or

 o
rg

an
iz

at
io

n 
re

co
gn

iz
ed

 
by

 it
 st

at
in

g 
th

at
 th

e 
pr

oc
ed

ur
es

 h
av

e 
be

en
 a

pp
ro

ve
d 

sh
al

l b
e 

pr
ov

id
ed

 to
 th

e 
m

as
te

r o
r h

is
 

re
pr

es
en

ta
tiv

e.
 

  
バ

ー
ジ

荷
役

時
お

け
る

貨
物

の
水

分
値

増
加

防
止

の
た

め
、
以

下
の

新
4.

3.
4
節

の
追

加
を

提
案

す
る
（

提
案

文
書

第
4
節

）
：

 
4.

3.
4 

If 
th

e 
ca

rg
o 

is
 lo

ad
ed

 o
n 

to
 th

e 
sh

ip
 fr

om
 b

ar
ge

s, 
in

 d
ev

el
op

in
g 

th
e 

pr
oc

ed
ur

es
 u

nd
er

 4
.3

.3
 th

e 
sh

ip
pe

r s
ha

ll 
in

cl
ud

e 
pr

oc
ed

ur
es

 to
 p

ro
te

ct
 th

e 
ca

rg
o 

on
 th

e 
ba

rg
es

 fr
om

 p
re

ci
pi

ta
tio

n 
an

d 
w

at
er

 
in

gr
es

s f
ro

m
 th

e 
se

a.
 

  
C

om
pe

te
nt

 a
ut

ho
rit

y
が

荷
送

人
の

場
合

が
あ

る
。
こ

れ
は

、
IM

SB
C
コ

ー
ド

の
考
え

と
矛

盾
し

て
お

り
、
ま

た
新

4.
3.

3
節

の
主

旨
を

考
慮

し
、

以
下

の
改

正
を

提
案

す
る

（
提

案
文

書
第

5
節
）

：
 

1.
7.

7 
 

C
om

pe
te

nt
 a

ut
ho

rit
y 

m
ea

ns
 a

ny
 n

at
io

na
l r

eg
ul

at
or

y 
bo

dy
 o

r 
au

th
or

ity
 d

es
ig

na
te

d 
or

 o
th

er
w

is
e 

re
co

gn
iz

ed
 a

s 
su

ch
 f

or
 a

ny
 p

ur
po

se
 in

 c
on

ne
ct

io
n 

w
ith

 th
is

 C
od

e.
 T

he
 c

om
pe

te
nt

 a
ut

ho
ri

ty
 

sh
al

l b
e 

in
de

pe
nd

en
t f

ro
m

 th
e 

sh
ip

pe
r.

" 
  

船
長

ま
た

は
代

理
人

は
、

荷
送

人
の

申
告

の
正

確
さ

を
確

認
す

る
責

任
が

あ
る
と

考
え

る
。

よ
っ

て
、

以
下

の
新

た
な

節
の

追
加

を
提

案
す

る
（

提
案

文
書

第
6
節

）
：

 
4.

2.
4 

Th
e 

sh
ip

pe
r 

sh
al

l p
ro

vi
de

 a
cc

es
s 

to
 s

to
ck

pi
le

s 
an

d 
lo

ad
in

g 
in

st
al

la
tio

ns
 f

or
 in

sp
ec

tio
n 

by
 th

e 
sh

ip
's 

pe
rs

on
ne

l, 
th

e 
ca

rr
ie

r's
 n

om
in

at
ed

 t
ec

hn
ic

al
 p

er
so

ns
 o

r 
ot

he
r 

re
pr

es
en

ta
tiv

es
 p

rio
r 

to
 

lo
ad

in
g.

 S
ho

ul
d 

it 
be

 d
ee

m
ed

 n
ec

es
sa

ry
 to

 in
de

pe
nd

en
tly

 sa
m

pl
e 

an
d 

te
st

 th
e 

ca
rg

o,
 a

cc
es

s 
sh

al
l 

be
 p

ro
vi

de
d 

in
 o

rd
er

 to
 c

ar
ry

 o
ut

 sa
m

pl
in

g 
in

 a
cc

or
da

nc
e 

w
ith

 th
is

 C
od

e.
 

4.
2.

5 
Sh

ou
ld

 i
nd

ep
en

de
nt

 t
es

tin
g 

re
ve

al
 a

ny
 m

at
er

ia
l 

di
sc

re
pa

nc
y 

in
 t

he
 s

hi
pp

er
's 

de
cl

ar
at

io
n 

of
 

m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t a
nd

 T
M

L,
 in

cl
ud

in
g 

w
he

n 
th

e 
ac

tu
al

 m
oi

st
ur

e 
co

nt
en

t e
xc

ee
ds

 th
e 

TM
L,

 th
e 

co
m

pe
te

nt
 a

ut
ho

rit
y 

ce
rti

fy
in

g 
th

e 
pr

oc
ed

ur
es

 u
nd

er
 s

ec
tio

n 
4.

3.
3 

sh
al

l b
e 

no
tif

ie
d.

 U
po

n 
su

ch
 

no
tif

ic
at

io
n 

th
e 

co
m

pe
te

nt
 a

ut
ho

rit
y 

sh
al

l r
ev

ie
w

 th
e 

ap
pr

ov
al

 o
f t

he
 sh

ip
pe

r's
 p

ro
ce

du
re

s. 
  

IM
SB

C
コ

ー
ド

第
8.

4
節

の
「

ca
n 

te
st
」

が
貨

物
の

積
載

の
可

否
を

判
断

す
る

と
い

う
不

適
切

な
目

的
で

利

用
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
試

験
結

果
は

、
貨

物
が

FM
P
を

超
え

る
こ

と
を

示
す

こ
と
は

あ
っ

て
も

、
貨

物
が

安

全
で

あ
る

こ
と

を
示

す
も

の
で

は
な

い
。
こ

の
点

を
明

確
に

す
る

た
め

、
新

8.
5
節
の

追
加

を
提

案
す

る
（

提

案
文

書
第

7
節

）
：

 
8.

5 
If 

a 
sa

m
pl

e 
ex

hi
bi

ts
 f

re
e 

m
oi

st
ur

e 
or

 f
lu

id
 c

on
di

tio
ns

 d
ur

in
g 

a 
ca

n 
te

st
, t

hi
s 

in
di

ca
te

s 
th

at
 th

e 
m

oi
st

ur
e 

co
nt

en
t o

f 
th

e 
m

at
er

ia
l e

xc
ee

ds
 t

he
 F

lo
w

 M
oi

st
ur

e 
Po

in
t 

(F
M

P)
 a

nd
 t

ha
t 

th
e 

ca
rg

o 
m

ay
 l

iq
ue

fy
. H

ow
ev

er
, i

t 
ca

nn
ot

 b
e 

as
su

m
ed

 t
ha

t 
th

er
e 

is
 n

o 
ris

k 
of

 l
iq

ue
fa

ct
io

n 
if 

sa
m

pl
es

 
re

m
ai

n 
dr

y 
fo

llo
w

in
g 

a 
ca

n 
te

st
 a

s 
th

e 
m

oi
st

ur
e 

co
nt

en
t 

of
 t

he
 m

at
er

ia
l 

m
ay

 s
til

l 
ex

ce
ed

 t
he

 
Tr

an
sp

or
ta

bl
e 

M
oi

st
ur

e 
Li

m
it 

(T
M

L)
. A

s 
st

at
ed

 e
ls

ew
he

re
 i

n 
th

is
 C

od
e,

 c
ar

go
es

 w
hi

ch
 m

ay
 

liq
ue

fy
 s

ha
ll 

on
ly

 b
e 

ac
ce

pt
ed

 fo
r l

oa
di

ng
 w

he
n 

th
e 

ac
tu

al
 m

oi
st

ur
e 

co
nt

en
t o

f t
he

 c
ar

go
 is

 le
ss

 
th

an
 th

e 
TM

L,
 n

ot
 th

e 
FM

P.
 D

et
er

m
in

in
g 

th
e 

TM
L 

is
 o

nl
y 

po
ss

ib
le

 b
y 

te
st

in
g 

ca
rg

o 
sa

m
pl

es
 in

 
a 

la
bo

ra
to

ry
. 

  
新

4.
3.

3
節

の
実

施
の

た
め

の
指

針
を

策
定

す
べ

き
で

あ
る

。
（

提
案

文
書

第
8
節
）

 

に
つ

い
て

は
修

正

の
上

合
意

さ
れ

た
。

）
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16
/4

/1
00

 
（

事
務

局
）

 
貨

物
区

画
の

通
風

要

件
（

SO
LA

S
条

約
第

II
-2

章
第

19
.3

.4
規

則
）
に

関
す

る
IA

C
S

統
一

解
釈

の
検

討
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

/C
irc

.8
47

 a
nd

 C
or

r.1
, M

SC
 6

9/
22

, F
P 

42
/IN

F.
3,

 F
P 

42
/1

6,
 F

P 
55

/8
/8

 a
nd

 F
P 

55
/2

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

FP
 5

5/
8/

8（
IA

C
S
提

案
）

に
つ

い
て

、
FP

 5
5
は

基
本

合
意

し
た

も
の

の
、

D
SC

小
委

員
会

に
も

意
見

を
求

め
る

こ
と

と
し

た
。

FP
 5

5/
8/

8
の

内
容

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
：

 
（

1）
 S

O
LA

S
条

約
第

II
-2

/1
9.

3.
4
規

則
「

危
険

物
を

運
送

す
る

船
舶

の
通

風
」

に
関

す
る

IA
C

S 
U

I S
C
 

89
の

IM
SB

C
コ

ー
ド

の
規

定
を

考
慮

し
て

の
改

訂
で

あ
る

。
 

（
2）

 IM
SB

C
コ

ー
ド

で
は

、
「

連
続

通
風

」
と

い
う

用
語

が
あ

り
、
「

常
時

通
風

が
行

わ
れ

て
い

る
」
こ

と

を
意

味
す

る
。
ま

た
、
同

コ
ー

ド
に

お
い

て
、
「

連
続

通
風

」
が

要
求

さ
れ

る
通

風
装

置
の

開
口

に
は

、

閉
鎖

手
段

を
必

要
と

し
な

い
開

口
に

つ
い

て
の

、
LL

条
約

の
要

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
義

務
付

け
て

い

る
。

（
IA

C
S
の

認
識

で
は

、
IM

SB
C

コ
ー

ド
は

、
通

風
装

置
に

閉
鎖

装
置

を
取

り
付

け
る

こ
と

を
禁

じ
て

い
な

い
と

の
こ

と
で

あ
る

。
少

な
く

と
も

、
同

コ
ー

ド
に

明
確

な
禁

止
条
項

は
な

い
。

）
 

（
3）

 一
方

で
、

SO
LA

S
条

約
第

II
-2

/5
.2

.1
.1
規

則
に

よ
り

、
防

火
上

の
理

由
で

通
風

装
置

の
主

吸
気

口
及

び

主
排

気
口

に
は

、
通

風
す

る
場

所
の

外
部

か
ら

の
閉

鎖
装

置
を

取
り

付
け

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
（

4）
 IA

C
S
は

、
IA

C
S 

U
I 

SC
 

89
の

改
訂

に
よ

り
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

で
言

う
「
連

続
通

風
」

が
、

通
風

装

置
に

閉
鎖

装
置

を
取

り
付

け
る

こ
と

を
禁

じ
て

い
な

い
こ

と
を

明
確

化
し

た
。

 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

た
。

 

16
/IN

F.
4 

（
ブ

ラ
ジ

ル
）

 
ブ

ラ
ジ

ル
産

鉄
鉱

粉

の
ば

ら
積

み
運

送
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

4/
16

; a
nd

 D
SC

.1
/C

irc
.6

3 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

ブ
ラ

ジ
ル

か
ら

の
鉄

鉱
粉

の
出

荷
実

績
を

示
し

て
い

る
。

（
提

案
文

書
第

1～
7
節
）

 
  

20
07

年
～

20
10

年
の

5,
05

2
航

海
で

、
溜

ま
り

水
は

69
回

観
測

さ
れ

た
。

（
提

案
文
書

第
8
節

）
 

  
溜

ま
り

水
は

ビ
ル

ジ
と

し
て

排
出

で
き

、
排

出
す

れ
ば

安
全

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
9
節

）
 

  
試

料
抽

出
及

び
水

分
値

計
測

に
つ

い
て

説
明

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
11

～
13

節
）

 
  

溜
ま

り
水

排
出

の
重

要
性

を
指

摘
し

ビ
ル

ジ
の

フ
ィ

ル
タ

リ
ン

グ
を

説
明

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
15

節
）

 
  

溜
ま

り
水

と
液

状
化

に
つ

い
て

説
明

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
17

～
22

節
）

 

適
宜

対
処

 
 （

16
/4

/9
、

16
/4

/7
4、

16
/4

/7
5、

16
/4

/8
6、

16
/4

/8
8 

及
び

 
16

/4
/9

7
参

照
）

 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

16
/IN

F.
7 

（
IB

TA
）

 
タ

ー
ミ

ナ
ル

代
表

者

の
訓

練
ス

キ
ー

ム
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
タ

ー
ミ

ナ
ル

代
表

者
の

訓
練

コ
ー

ス
の

紹
介

で
あ

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

15
/4

/3
 

（
日

本
）

 
固

体
ば

ら
積

み
貨

物

の
個

別
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

エ
デ

ィ
ト

リ
ア

ル
な

改
正

に
関

す
る

提
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

R
es

ol
ut

io
n 

M
SC

.2
68

(8
5)

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
IM

SB
C

 コ
ー

ド
の

分
析

結
果

の
う

ち
、

Ed
ito

ria
lな

修
正

を
付

録
に

示
し

、
改

正
に

つ
い
て

検
討

を
要

請
し

て
い

る
。
検

討
の

進
め

方
と

し
て

は
、
コ

レ
ス

ポ
ン

デ
ン

ス
グ

ル
ー

プ
を

設
置

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

と
し

て
い

る
。

 

支
持

 
（

説
明

に
務

め
る

）
 

 （
16

/4
/1

2
参

照
）

 

継
続

審
議

と
な

っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）

 

M
EP

C
 6

1/
7/

5 
（

ノ
ル

ウ
ェ

ー
）

 
M

A
R

PO
L

条
約

附

属
書

V
見

直
し

C
G

の
報

告
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
EP

C
 5

5/
6/

3,
 M

EP
C

 5
5/

6/
4,

 M
EP

C
 5

5/
6/

7,
 M

EP
C

 6
0/

6/
1,

 M
EP

C
 6

1/
7/

2 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
環

境
有

害
物

質
の

範
囲

を
広

く
す

る
こ

と
等

を
提

案
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/2
、

16
/4

/8
、

 
16

/4
/9

6、
 

M
EP

C
 6

1/
7/

12
及

び
M

EP
C

 6
1/

7/
13

 
参

照
）

 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。
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M
EP

C
 6

1/
7/

12
 

（
C

le
an

 S
hi

pp
in

g 
C

oa
lit

io
n）

 

M
A

R
PO

L
条

約
附

属
書

V
見

直
し

C
G

の
報

告
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
EP

C
 6

1/
7/

2 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
環

境
有

害
性

に
関

す
る

記
述

を
IM

SB
C
コ

ー
ド

に
追

加
す

る
こ

と
を

支
持

し
て

い
る

。
（

提
案

文
書

第
6
節

及

び
第

13
.2

節
）

 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/2
、

16
/4

/8
、

 
16

/4
/9

6、
 

M
EP

C
 6

1/
7/

5
及

び
M

EP
C

 6
1/

7/
13

 
参

照
）

 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

M
EP

C
 6

1/
7/

13
 

（
米

国
）

 
M

A
R

PO
L

条
約

附

属
書

V
見

直
し

C
G

の
報

告
に

対
す

る
コ

メ
ン

ト
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
EP

C
 6

1/
7/

2 
an

d 
M

EP
C

 6
1/

7/
10

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

は
不

十
分

で
あ

り
、

IM
SB

C
コ

ー
ド

で
“m

ar
in

e 
po

llu
ta

nt
”を

明
記
す

べ
き

と
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
/2
、

16
/4

/8
、

 
16

/4
/9

6、
 

M
EP

C
 6

1/
7/

5
及

び
M

EP
C

 6
1/

7/
12

 
参

照
）

 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

M
SC

 8
9/

7/
4 

（
中

国
）

 
船

舶
に

よ
る

固
体

ば

ら
積

み
貨

物
運

送
の

安
全

性
向

上
策

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

N
on

e 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
液

状
化

物
質

の
運

送
中

に
よ

る
海

難
事

故
に

よ
り

中
国

人
船

員
の

人
命

が
失

わ
れ

て
お

り
、
そ

の
理

由
と

し
て

荷

送
人

か
ら

船
長

に
提

出
さ

れ
る

書
面

に
記

載
さ

れ
て

い
る

貨
物

の
水

分
値

の
信

頼
性

を
一

因
と

し
て

あ
げ

、
「

固

体
ば

ら
積

み
貨

物
の

物
性

評
価

を
含

む
IM

SB
C

コ
ー

ド
改

正
」

を
議

題
に

追
加

す
る

こ
と

を
要

請
し

、
以

下
に

つ
い

て
議

論
す

る
こ

と
を

提
案

し
て

い
る

：
 

（
1）

 貨
物

の
第

三
者

に
よ

る
サ

ン
プ

リ
ン

グ
、
試

験
、
認

証
及

び
主

管
庁

に
よ

る
検

査
・
実

施
ス

キ
ー

ム
の

確
立

 
（

2）
 液

状
化

の
お

そ
れ

の
あ

る
貨

物
の

取
扱

に
係

る
船

員
の

た
め

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

の
作

成
 

（
3）

 事
故

防
止

の
た

め
の

代
替

設
計

要
件

の
作

成
 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
10
、

16
/4

/7
7、

 
16

/4
/9

5、
16

/4
/9

9 
及

び
M

SC
 8

9/
7/

7 
参

照
）

 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

M
SC

 8
9/

7/
7 

（
IN

TE
R

C
A

R
G

O
 

及
び

B
IM

C
O
）

 

船
舶

に
よ

る
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
運

送
の

安
全

性
向

上
策

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

7/
4 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
M

SC
 8

9/
7/

4（
上

記
（

1）
～

（
3）

）
に

対
す

る
業

界
コ

メ
ン

ト
と

し
て

以
下

を
述

べ
て

い
る

：
 

（
1）

 支
持

 
（

2）
 支

持
：

液
状

化
物

質
の

危
険

性
を

関
係

者
（

荷
主

、
船

員
、

港
湾

）
が

知
る

こ
と
は

重
要

 
（

3）
 反

対
：

貨
物

（
ド

ラ
イ

バ
ル

ク
）

の
安

全
性

の
評

価
を

行
う

責
任

は
荷

主
側
に

あ
る

た
め

、
貨

物
の

安

全
輸

送
の

責
任

を
荷

主
か

ら
船

側
に

移
す

こ
と

（
即

ち
、

船
舶

の
構

造
要
件

で
貨

物
の

安
全

性
を

担
保

す
る

こ
と

）
に

は
反

対
 

  
D

SC
小

委
員

会
で

は
、
（

1）
及

び
（

2）
の

み
を

審
議

す
べ

き
で

あ
り

、
タ

ス
ク
は
「

D
ev

el
op

in
g 

a 
sc

he
m

e 
fo

r 
en

su
rin

g 
re

lia
bl

e 
in

de
pe

nd
en

t 
sa

m
pl

in
g,

 t
es

tin
g 

an
d 

ce
rti

fic
at

io
n 

of
 c

ar
go

es
」

及
び

「
En

ha
nc

in
g 

ed
uc

at
io

n 
fo

r s
hi

p 
an

d 
sh

or
e 

pe
rs

on
ne

l i
nv

ol
ve

d 
w

ith
 th

e 
sh

ip
m

en
t o

f d
ry

 b
ul

k 
ca

rg
oe

s」
と

す
る

こ
と

を

提
案

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

（
16

/4
10
、

16
/4

/7
7、

 
16

/4
/9

5、
16

/4
/9

9 
及

び
M

SC
 8

9/
7/

4 
参

照
）

 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

16
/5

 
（

カ
ナ

ダ
）

 
個

品
危

険
物

に
関

す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。
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16
/5

/1
 

（
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
）

 
個

品
危

険
物

に
関

す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/2
 

（
事

務
局

）
 

ば
ら

積
み

船
「

La
 

D
on

na
 I」

船
上

で
の

事
故

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

FS
I 1

9/
19

 a
nd

 F
SI

 1
9/

W
P.

2 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
石

炭
（

自
己

発
熱

の
恐

れ
の

あ
る

も
の

）
を

積
載

し
た

ば
ら

積
み

船
「

La
 D

on
na

 I」
で

20
08

年
8
月

5
日

に
発

生
し

た
閉

鎖
区

域
へ

の
立

入
に

起
因

す
る

事
故

の
調

査
報

告
で

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/3
 

（
ベ

ル
ギ

ー
）

 
個

品
危

険
物

に
関

す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/4
 

（
香

港
（

中
国

）
）

 
個

品
危

険
物

に
関

す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/5
 

（
IC

H
C

A
）

 
船

舶
に

設
置

さ
れ

る

揚
貨

装
置

（
lif

tin
g 

ap
pl

ia
nc

es
）

及
び

ウ
ィ

ン
チ

に
係

る
要

件
の

策
定

－
事

故
調

査
概

要
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

22
/1

2;
 M

SC
/2

5;
 a

nd
 F

SI
 1

9/
19

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

M
SC

 8
9
は

、
船

舶
用

の
揚

貨
装

置
（

lif
tin

g 
ap

pl
ia

nc
es
）
及

び
ウ

ィ
ン

チ
の

構
造

及
び

設
置

に
係

る
SO

LA
S

条
約

上
の

要
件

及
び

関
連

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

策
定

に
関

す
る

検
討

を
D

SC
 1

6
に

委
託
し

た
。

 
  

こ
れ

に
関

連
す

る
情

報
と

し
て

、
以

下
を

報
告

す
る

。
 

（
1）

 船
舶

用
の

揚
貨

装
置

に
は

、
荷

役
用

の
も

の
、
荷

役
以

外
に

使
用

す
る

も
の

及
び

併
用

の
も

の
が

あ
り

、

そ
れ

ら
は

IM
O
及

び
IL

O
の

管
轄

の
も

と
2
つ

の
異

な
る

法
的

管
理

体
制
の

適
用

を
受

け
る

：
 

・
 荷

役
用

の
も

の
は

、
IL

O
条

約
上

で
要

件
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。
同

条
約
は

港
湾

労
働

作
業
（

荷
役

）

に
限

り
適

用
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、
従

っ
て

荷
役

以
外

に
使

用
す

る
も
の

は
同

条
約

の
適

用
を

受
け

な
い

。
 

・
 船

舶
設

備
は

SO
LA

S
条

約
の

適
用

を
受

け
る

が
、
揚

貨
装

置
に

係
る

要
件
は

定
め

ら
れ

て
い

な
い

。

ま
た

、
船

体
及

び
機

械
設

備
に

関
す

る
船

舶
検

査
に

お
い

て
、
ク

レ
ー
ン

の
台

座
部

分
は

検
査

対
象

で
あ

る
が

、
そ

こ
に

据
付

け
ら

れ
る

ク
レ

ー
ン

は
対

象
と

な
っ

て
い

な
い
。

 
（

2）
 2

00
1
年

以
降

、
荷

役
以

外
に

使
用

す
る

船
舶

用
ク

レ
ー

ン
が

関
与

す
る

事
故
（

倒
壊

事
故

）
が

29
件

報
告

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

主
な

原
因

は
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

不
備

で
あ

っ
た

。
 

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。

（
D

E
小

委
員

会
に

て
検

討
さ

れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

）
 

16
/5

/6
 

（
IC

H
C

A
）

 
船

舶
に

よ
る

固
体

ば

ら
積

み
貨

物
の

運
送

の
安

全
性

向
上

の
た

め
の

手
段

－
固

体
ば

ら
積

み
貨

物
に

起
因

す
る

事
故

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
9/

7/
4,

 M
SC

 8
9/

7/
7;

 a
nd

 M
SC

 8
9/

25
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

20
10

年
以

降
に

発
生

し
た

鉄
鉱

粉
の

ば
ら

積
み

運
送

に
関

連
す

る
イ

ン
シ

デ
ン

ト
を

ま
と
め

た
も

の
で

あ
る

。
 

事
例

1 
荷

送
人

か
ら

の
TM

L
及

び
M

C
の

証
明

書
の

提
出

な
く

船
積

み
を

行
な

っ
た
結

果
、

貨
物

表
面

に
大

量
の

遊
離

水
が

確
認

さ
れ

た
。
し

か
し

な
が

ら
船

長
は

荷
役

続
行

を
許

可
す

る
と
共

に
そ

の
危

険
な

状

況
の

ま
ま

出
港

し
た

。
 

事
例

2 
荷

送
人

か
ら

TM
L
と

M
C
が

申
告

さ
れ

た
貨

物
を

大
雨

の
中

で
船

積
み

し
た
結

果
、

出
港

直
後

、
貨

物
の

移
動

で
本

船
が

10
度

傾
い

だ
た

め
帰

港
し

全
貨

物
を

陸
揚

げ
し

た
。
な

お
、

帰
港

し
た

際
の

貨

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。
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物
の

M
C
は

TM
L
を

大
幅

に
上

回
っ

て
い

た
。

 
事

例
3 

用
船

に
係

る
不

正
な

成
約

メ
モ

が
原

因
で

ば
ら

積
み

船
2
隻

が
空

荷
の

状
態
で

長
期

滞
留

さ
せ

ら
れ

、

鉄
鉱

粉
と

虚
偽

申
告

さ
れ

る
還

元
鉄

の
船

積
み

を
請

け
負

い
そ

う
に

な
っ

た
。

 
事

例
4 

鉄
鉱

石
と

し
て

ば
ら

積
み

運
送

さ
れ

た
貨

物
が

、
後

に
還

元
鉄

C
で

あ
っ
た

こ
と

が
判

明
し

た
。
機

械

通
風

の
下

で
運

送
さ

れ
る

べ
き

貨
物

で
あ

っ
た

が
、
本

船
に

は
適

し
た

通
風

装
置

は
備

え
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 
16

/5
/7

 
（

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

）
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/8
 

（
英

国
）

 
船

具
、

艤
装

品
及

び

舶
用

品
と

し
て

運
送

さ
れ

る
電

離
放

射
線

源
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
8/

25
/3

; a
nd

 M
SC

 8
9/

25
, p

ar
ag

ra
ph

s 2
4.

10
 a

nd
 2

4.
11

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

20
10

年
7
月

2
日

、
荷

積
み

中
の

セ
ル

フ
ア

ン
ロ

ー
ダ

ー
船

「
Y

eo
m

an
 B

on
tru

p」
で

大
爆

発
を

伴
う

火
災

事
故

が
発

生
し

た
。

当
該

事
故

の
詳

細
は

、
英

国
の

海
上

災
害

調
査

機
関

（
M

A
IB

）
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

（
w

w
w

.m
ai

b.
go

v.
uk
）

で
確

認
で

き
る

。
 

  
本

火
災

事
故

の
調

査
中

、
多

く
の

破
片

が
発

見
さ

れ
、

後
に

そ
れ

ら
は

シ
ロ

メ
ー

タ
と

し
て

知
ら

れ
る

放
射

線
源

を
使

用
す

る
流

量
計

の
一

部
で

あ
っ

た
こ

と
が

判
明

し
た

。
な

お
同

機
器

は
、

同
船

で
常

用
す

る
危

険

品
の

リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

る
こ

と
も

な
く

管
理

手
順

も
定

め
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
。
こ

の
実

態
か

ら
、

M
A

IB
は

、
本

船
上

の
ラ

ジ
オ

ア
イ

ソ
ト

ー
プ

の
使

用
及

び
管

理
に

関
す

る
国

際
規

格
の
確

立
の

必
要

性
を

指
摘

し

た
。

 
  

上
記

調
査

結
果

を
踏

ま
え

、
英

国
は

以
下

を
提

案
す

る
：

 
（

1）
 M

SC
で

検
討

中
の
“

放
射

性
物

質
に

起
因

す
る

海
上

で
の

緊
急

事
態

へ
の

対
応

方
法

に
関

す
る

沿
岸

国

の
た

め
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
”

の
適

用
対

象
に

船
用

品
と

し
て

運
送

さ
れ

る
放

射
線
源

を
含

め
る

。
 

（
2）

 船
用

品
と

し
て

運
送

さ
れ

る
全

て
の

電
離

放
射

線
機

器
を

包
括

し
た

リ
ス

ト
を

IM
O

で
策

定
の

う
え

IM
O
サ

ー
キ

ュ
ラ

ー
と

し
て

回
章

す
る

。
 

適
宜

対
処

 
合

意
さ

れ
た

。
 

16
/5

/9
 

（
米

国
）

 
個

品
危

険
物

に
関

す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/1
0 

（
韓

国
）

 
個

品
危

険
物

に
関

す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/5

/1
1 

（
事

務
局

）
 

個
品

危
険

物
に

関
す

る
イ

ン
ス

ペ
ク

シ
ョ

ン
の

結
果

報
告

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

5,
 D

SC
 1

6/
5/

1,
 D

SC
 1

6/
5/

3,
 D

SC
 1

6/
5/

4,
 D

SC
 1

6/
5/

7,
 D

SC
 1

6/
5/

9 
an

d 
D

SC
 1

6/
5/

10
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

各
国

か
ら

D
SC

 1
6
に

提
出

さ
れ

た
C

IP
の

結
果

を
と

り
ま

と
め

た
も

の
で

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/6

 
（

ド
イ

ツ
）

 
総

合
的

安
全

評
価

の

概
要

報
告

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
M

SC
 8

3/
25

/6
, D

SC
 1

5/
8,

 D
SC

 1
5/

18
, D

SC
 1

6/
IN

F.
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
水

又
は

二
酸

化
炭

素
と

危
険

な
反

応
を

起
こ

す
物

質
に

現
在

適
用

さ
れ

る
積

載
、
隔

離
及

び
容

器
包

装
要

件

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。
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の
改

善
を

目
的

に
実

施
さ

れ
た

総
合

的
安

全
評

価
（

Fo
rm

al
 S

af
et

y 
A

ss
es

sm
en

t）
の

最
終

結
果

報
告

で
あ

る
。

 
  

本
評

価
結

果
に

基
づ

く
改

善
事

項
と

し
て

、
以

下
が

示
さ

れ
て

い
る

：
 

（
1）

 耐
水

性
の

あ
る

容
器

の
使

用
、

除
湿

剤
の

使
用

、
コ

ン
テ

ナ
収

納
量

の
制

限
、

乾
燥

状
態

に
あ

る
コ

ン

テ
ナ

の
使

用
厳

守
、

可
燃

性
危

険
の

あ
る

物
質

と
の

隔
離

、
特

定
の

物
質

の
甲

板
下

積
載

の
禁

止
等

 
（

2）
 大

型
船

等
の

甲
板

積
み

コ
ン

テ
ナ

火
災

に
対

応
す

る
た

め
の

防
火

設
備

の
強

化
（

ポ
ン

プ
能

力
、

消
火

栓
の

水
圧

及
び

設
置

数
、

監
視

モ
ニ

タ
ー

の
設

置
数

等
）

 
（

3）
 E

m
S“

Fi
re

 S
ch

ed
ul

e-
G
”

の
改

善
点

 
（

4）
 IM

O
モ

デ
ル

コ
ー

ス
の

消
火

活
動

に
関

す
る

内
容

の
補

足
 

16
/IN

F.
2 

（
ド

イ
ツ

）
 

総
合

的
安

全
評

価
の

報
告

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
M

SC
 8

3/
25

/6
; D

SC
 1

5/
8;

 D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

水
又

は
二

酸
化

炭
素

と
危

険
な

反
応

を
起

こ
す

物
質

に
つ

い
て

の
総

合
的

安
全

評
価
報

告
の

完
全

版
で

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/7

 
（

事
務

局
）

 
IM

O
/IL

O
/U

N
EC

E
貨

物
輸

送
ユ

ニ
ッ

ト

（
C

TU
s）

の
収

納
指

針
の

見
直

し
に

係
る

事
務

局
間

で
の

共
同

作
業

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
D

SC
 1

5
お

い
て

、
貨

物
輸

送
ユ

ニ
ッ

ト
の

収
納

指
針

の
見

直
し

を
行

な
う

た
め

IM
O

事
務

局
を

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
す

る
IM

O
/IL

O
/U

N
EC

E
合

同
部

会
の

設
置

を
求

め
る

U
N

EC
E
提

案
（

M
SC

87
/1

0/
3）

の
検

討
が

行
な

わ
れ

た
。

検
討

の
結

果
、

小
員

会
は

事
務

局
に

対
し

、
同

見
直

し
に

係
る

具
体

的
な

作
業

計
画

を

IL
O
及

び
U

N
EC

E
事

務
局

と
打

合
せ

の
う

え
D

SC
 1

6
に

報
告

す
る

よ
う

指
示

し
た
。

 
  

本
指

示
に

従
い

IM
O
、

IL
O

及
び

U
N

EC
E
事

務
局

間
で

行
な

わ
れ

た
本

件
に

係
る

活
動

報
告

で
あ

る
。

な

お
、

当
該

指
針

の
見

直
し

作
業

は
、

合
同

専
門

家
会

合
で

行
な

わ
れ

る
こ

と
と
な

り
、

4
ヶ

月
毎

の
計

4
回

（
20

11
年

：
1
回

、
20

12
年

：
3
回

）
の

開
催

が
予

定
さ

れ
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
合

意
さ

れ
た

。
 

16
/7

/1
 

（
ド

イ
ツ

）
 

見
直

し
作

業
の

開
始

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
M

SC
 8

7/
10

/3
; a

nd
 M

SC
 8

9/
7/

6 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
C

TU
収

納
指

針
の

見
直

し
作

業
に

お
い

て
、

特
に

検
討

が
必

要
な

事
項

を
示

す
も

の
で

あ
る

。
 

（
1）

 第
1.

7
節

の
「

輸
送

中
に

発
生

す
る

加
速

度
表

」
に

関
す

る
問

題
点

等
：

 
・

 同
表

中
に

示
さ

れ
る

値
は

、
欧

州
標

準
規

格
EN

12
19

5:
20

10
の

よ
う

な
他

の
基

準
で

与
え

ら
れ

る
値

と

一
致

し
て

お
ら

ず
、

ま
た

垂
直

加
速

度
と

の
誤

認
の

恐
れ

が
あ

る
。

 
・

 特
定

の
海

域
名

（
バ

ル
チ

ッ
ク

海
、

北
海

等
）

を
明

示
す

る
よ

り
も

、
高

波
浪
海

域
を

定
義

し
た

ほ
う

が
適

当
と

考
え

る
。

 
（

2）
 貨

物
の

固
定

に
使

用
す

る
ラ

ッ
シ

ン
グ

材
等

の
数

及
び

強
度

計
算

に
必

要
な

次
の

情
報

の
提

供
：

 
・

 摩
擦

係
数

 
・

 コ
ン

テ
ナ

内
の

ラ
ッ

シ
ン

グ
ポ

イ
ン

ト
の

強
度

 
・

 コ
ン

テ
ナ

の
単

位
メ

ー
ト

ル
当

り
の

最
大

許
容

積
載

荷
重

に
関

す
る

情
報

 
・

 コ
ン

テ
ナ

側
壁

の
最

大
許

容
荷

重
に

関
す

る
情

報
 

・
 貨

物
を

端
か

ら
端

ま
で

積
載

し
た

場
合

の
最

大
許

容
間

隙
幅

 
・

 木
枠

の
耐

久
強

度
 －

 木
製

の
梁

の
数

及
び

寸
法

の
計

算
方

法
 

・
 
ラ

ッ
シ

ン
グ

ス
タ

イ
ル

（
ル

ー
プ

、
ク

ロ
ス

等
）

別
の

耐
久

強
度

 －
 数

及
び

寸
法

の
計

算
方

法
 

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。
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16
/7

/2
 

（
FA

O
）

 
有

害
動

植
物

に
よ

る

汚
染

を
最

小
限

に
す

る
た

め
の

手
段

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

/C
irc

.7
87

; M
SC

 8
7/

25
, p

ar
ag

ra
ph

s 7
.8

 a
nd

 7
.1

4 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
（

CT
U
）
は
、
商
品
等
を
国
際
移
送
す
る
最
も
一
般
的
な
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
有
害
動
植

物
（
昆
虫
、
カ
タ
ツ
ム
リ
、
種
等
）
が
国
内
外
へ
侵
入
す
る
絶
好
の
経
路
と
な
り
う
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
。 

  
従

っ
て

、
国

際
貿

易
に

お
け

る
C

TU
を

経
由

し
た

有
害

動
植

物
の

国
内

外
へ

の
侵

入
を

最
小

に
防

止
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

C
TU

収
納

指
針

の
第

2
節

に
以

下
の

事
項

を
確

実
に

遵
守

さ
せ

る
た

め
の

要
件

を
定

め
る

こ

と
を

提
案

す
る

。
な

お
、
表

題
は
「

M
ea

su
re

 to
 m

in
im

iz
e 

co
nt

am
in

at
io

n 
by

 p
la

nt
 p

es
ts
」
と

考
え

て
い

る
。

 
（

1）
 C

TU
へ

の
収

納
、

そ
の

後
の

C
TU

の
貯

蔵
、

船
舶

等
へ

の
積

載
及

び
運

送
の

際
の

有
害

動
植

物
に

よ

る
汚

染
を

最
小

に
す

る
た

め
の

手
順

の
利

用
 

（
2）

 輸
出

前
の

C
TU

内
外

の
駆

除
又

は
消

毒
作

業
の

実
施

 
（

3）
 輸

出
前

の
検

査
の

実
施

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/8

 
（

米
国

）
 

コ
ン

テ
ナ

イ
ン

ス
ペ

ク
シ

ョ
ン

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

有
効

性
の

検
討

に
関

す
る

コ
レ

ス
ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
報

告
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
4/

17
/1

; 
D

SC
 1

5/
11

, 
D

SC
 1

5/
11

/1
, 

D
SC

 1
5/

11
/2

, 
D

SC
 1

5/
11

/3
, 

D
SC

 1
5/

11
/4

, 
D

SC
 1

5/
18

 
(p

ar
ag

ra
ph

 1
1)

; a
nd

 M
SC

.1
/C

irc
.1

20
2 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
D

SC
 1

5
で

設
置

さ
れ

た
C

IP
の

有
効

性
の

検
討

に
関

す
る

コ
レ

ス
ポ

ン
デ

ン
ス

グ
ル

ー
プ

の
結

果
報

告
で

あ

る
。

以
下

の
サ

ー
キ

ュ
ラ

ー
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

草
案

が
準

備
さ

れ
て

い
る

。
 

（
1）

 危
険
物
を
運
送
す
る
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
の
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー

 
（

2）
 貨

物
輸

送
ユ

ニ
ッ

ト
の

イ
ン

ス
ペ

ク
シ

ョ
ン

実
施

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 
  

D
SC

 1
6
に

お
い

て
、

ド
ラ

フ
テ

ィ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
が

設
置

さ
れ

、
最

終
案

が
準

備
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

 

適
宜

対
処

 
 

原
則

合
意

さ
れ

た
。

 
（

同
案

を
基

に
し

た
改

正
案

が
準

備

さ
れ

た
。

）
 

16
/IN

F.
 3

 
（

事
務

局
）

 
法

的
規

制
を

受
け

な

い
核

物
質

及
び

他
の

放
射

性
物

質
に

関
す

る
核

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

勧
告

書
（

案
）

並
び

に
核

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

用
語

集
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

18
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

放
射

性
汚

染
物

質
検

出
器

の
港

湾
へ

の
設

置
に

つ
い

て
の

検
討

に
関

連
す

る
情

報
と

し
て
、

IA
EA

に
お

け
る

標

記
安

全
保

安
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
作

業
の

進
捗

状
況

を
報

告
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

適
宜

対
処

 
 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
 

16
/1

0 
（

事
務

局
）

 
M

SC
 8

8
の

結
果

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
M

SC
 8

8/
26

, a
nd

 re
so

lu
tio

ns
 A

.7
37

(1
8)

 a
nd

 M
SC

.3
10

(8
8)

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
20

10
年

11
月

開
催

の
M

SC
 8

8
に

お
け

る
コ

ン
テ

ナ
安

全
国

際
条

約
（

C
SC

条
約

）
に

関
連

す
る

事
項

に
つ

い

て
の

結
果

報
告

で
あ

る
。

 
（

1）
 C

SC
条

約
（

附
属

書
I、

II
及

び
II

I）
改

正
の

採
択

に
関

す
る

最
終

議
定

書
“

M
SC

.3
10

(8
8)
”

を
採

択
す

る
と

共
に

、
20

11
年

6
月

30
日

ま
で

に
5
カ

国
以

上
の

締
約

国
が

本
改

正
に
反

対
を

申
し

出
な

け
れ

ば
、

同
条

約
第

10
条

第
3
項

に
基

づ
き

20
12

年
1
月

1
日

か
ら

発
効

す
る

こ
と

を
決

定
し

た
。

 
（

2）
 条

約
及

び
附

属
書

本
文

中
の

用
語

の
不

統
一

（
sh

al
l、

sh
ou

ld
及

び
m

us
t、

m
as

s及
び

w
ei

gh
tの

混
用

）

を
解

決
す

る
た

め
の

検
討

を
D

SC
小

委
員

会
に

指
示

す
る

こ
と

に
合

意
し

た
。

 
（

3）
 条

約
附

属
書

の
新

た
な

改
正

は
「

暗
黙

の
受

諾
（

ta
ci

t a
cc

ep
ta

nc
e）

方
式

」
に

よ
り
発

効
で

き
る

と
し

て
、

19
93

年
改

正
を

基
本

に
し

た
同

条
約

附
属

書
の

新
た

な
改

正
案

を
準

備
す

る
よ
う

D
SC

小
委

員
会

に
指

示

す
る

こ
と

に
合

意
し

た
。

 

適
宜

対
処

 
 

ノ
ー

ト
さ

れ
た

。
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16
/1

0/
1 

（
ロ

シ
ア

）
 

承
認

を
受

け
た

コ
ン

テ
ナ

保
守

点
検

計
画

（
A

C
EP

）
の

記
録

リ

ス
ト

に
含

め
る

べ
き

情
報

に
関

す
る

提
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

C
SC

.1
/C

irc
.1

38
; r

es
ol

ut
io

n 
M

SC
.3

10
(8

8)
; a

nd
 D

SC
 1

5/
13

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
5
に

お
い

て
、

A
C

EP
リ

ス
ト

に
含

め
る

べ
き

情
報

及
び

リ
ス

ト
の

公
開

方
法

に
つ

い
て

検
討

を
求

め

る
フ

ラ
ン

ス
提

案
（

D
SC

 1
5/

13
）

が
審

議
さ

れ
、

各
国

は
本

件
に

関
す

る
意

見
を

D
SC

 1
6
に

提
出

す
る

よ

う
要

請
を

受
け

た
。

 
  

本
要

請
に

従
い

、
ロ

シ
ア

は
以

下
の

意
見

を
提

出
す

る
。

 
（

1）
 リ

ス
ト

に
含

め
る

べ
き

情
報

：
 

①
 会

社
名

及
び

連
絡

先
 

②
 コ

ン
テ

ナ
所

有
者

の
登

録
コ

ー
ド

 
③

 A
C

EP
の

登
録

番
号

 
④

 A
C

EP
の

承
認

日
 

⑤
 A

C
EP

の
有

効
期

限
 

＊
「

A
C

EP
一

時
中

断
」

な
ど

の
情

報
を

記
載

す
る

た
め

の
備

考
欄

を
設

け
る

べ
き

で
あ

る
。

 
（

2）
 リ

ス
ト

の
公

開
方

法
：

 
公

開
方

法
に

つ
い

て
、

す
べ

て
の

関
係

者
が

ア
ク

セ
ス

で
き

る
世

界
的

な
リ

ス
ト
を

整
備

す
る

と
い

う

D
SC

 1
5/

13
を

支
持

す
る

。
 

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/1

0/
2 

（
事

務
局

）
 

19
72

年
コ

ン
テ

ナ
安

全
国

際
条

約
（

19
93

年
の

改
正

を
含

む
）

附
属

書
の

改
正

提
案

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

M
SC

 8
8/

26
, a

nd
 re

so
lu

tio
ns

 A
.7

37
(1

8)
 a

nd
 M

SC
.3

10
(8

8)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

19
72

年
コ

ン
テ

ナ
安

全
国

際
条

約
（

19
93

年
の

改
正

内
容

を
含

む
）

附
属

書
の

新
た

な
改

正
案

で
あ

る
。

 

適
宜

対
処

 
原

則
合

意
さ

れ
た

。
 

（
同

案
を

基
に

し

た
改

正
案

が
準

備

さ
れ

た
。

）
 

16
/1

0/
3 

（
ド

イ
ツ

）
 

C
SC

条
約

附
属

書
の

改
正

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
D

SC
 1

6/
10

; r
es

ol
ut

io
n 

A
.7

37
(1

8)
; r

es
ol

ut
io

n 
M

SC
.3

10
(8

8)
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

20
10

年
改

正
（

M
SC

.3
10

(8
8)
）

の
C

SC
条

約
及

び
附

属
書

本
文

中
の

用
語

の
不

統
一
（

m
as

s
及

び
w

ei
gh

tの
混

用
）
及

び
使

用
単

位
の

不
統

一
（

kg
及

び
kN

の
混

用
）
に

伴
う

問
題

を
指

摘
し

、
そ

の
解

決
策

と
し

て
附

属

書
Iに

用
語

の
解

釈
に

関
す

る
“第

0-
1
規

則
”を

追
加

す
る

よ
う

提
案

し
て

い
る

。
 

適
宜

対
処

 
原

則
合

意
さ

れ
た

。
 

（
同

案
を

基
に

し

た
改

正
案

が
準

備

さ
れ

た
。

）
 

16
/1

0/
4 

（
ド

イ
ツ

）
 

検
査

官
心

得
 －

 コ
ン

テ
ナ

の
構

造
上

の

影
響

を
受

け
や

す
い

構
材

及
び

構
造

上
の

欠
陥

の
定

義
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
4/

W
P.

7 
an

d 
C

SC
.1

/C
irc

.1
38

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

D
SC

 1
4
に

お
い

て
、

C
SC

条
約

の
新

規
附

属
書

第
II

I及
び

新
サ

ー
キ

ュ
ラ

ー
（

C
SC

.1
/C

irc
.1

38
）
の

最
終

案
が

準
備

さ
れ

た
。

そ
れ

ら
本

文
中

に
は

、
コ

ン
テ

ナ
の

即
座

の
使

用
中

止
を

決
定
す

る
基

準
と

し
て

「
コ

ン
テ

ナ
の

重
大

な
構

造
上

の
欠

陥
に

関
す

る
判

定
基

準
」

が
一

覧
表

に
よ

り
示

さ
れ

て
い

る
。

 
  

し
か

し
な

が
ら

、
同

表
に

示
さ

れ
る

基
準

値
を

超
え

な
い

コ
ン

テ
ナ

は
安

全
で

あ
り
運

送
上

の
制

約
等

な
し

に
使

用
で

き
る

と
い

う
誤

解
を

招
く

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

、
安

全
な

コ
ン

テ
ナ

の
使

用
を

目
的

に
、

即
座

の

使
用

中
止

は
要

し
な

い
が

運
送

上
の

制
約

が
必

要
な

欠
陥

の
あ

る
コ

ン
テ

ナ
に

関
す

る
定

義
及

び
運

送
上

の

制
約

を
同

表
に

定
め

る
こ

と
を

提
案

す
る

。
 

適
宜

対
処

 
継

続
審

議
と

な
っ

た
。

（
D

SC
 1

7
で

検
討

さ
れ

る
こ

と

と
な

っ
た

。
）

 

16
/1

0/
5 

（
B

IC
）

 
承

認
を

受
け

た
コ

ン

テ
ナ

保
守

点
検

計
画

（
A

C
EP

）
の

記
録

 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
5/

13
; D

SC
 1

4/
W

P.
7,

 D
SC

 1
4/

22
; C

SC
.1

/C
irc

.1
38

; M
SC

 8
8/

26
 a

nd
 re

so
lu

tio
n 

M
SC

.3
10

(8
8)

 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
C

SC
条

約
の

附
属

書
第

I及
び

関
連

サ
ー

キ
ュ

ラ
ー
（

C
SC

.1
/C

irc
.1

38
）
に

規
定

さ
れ

る
「

A
C

EP
リ

ス
ト

の
一

般
利

用
」
の

た
め

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

構
築

に
つ

い
て

、
W

eb
サ

イ
ト

か
ら

利
用

で
き

る
コ

ン
テ

ナ
識

別
コ

ー
ド

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

構
築

し
た

自
ら

の
経

験
を

基
に

ア
ド

バ
イ

ス
（

W
eb

サ
イ

ト
利

用
に

よ
る

メ
リ

ッ
ト

、
G

IS
IS

の
利

用
等

）
し

た
上

、
そ

の
具

体
的

運
用

方
法

を
提

案
し

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。
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16
/IN

F.
9 

（
IS

O
）

 
積

重
応

力
の

低
い

コ

ン
テ

ナ
へ

の
表

示
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
4/

W
P.

7,
 p

ar
ag

ra
ph

 1
1.

2;
 a

nd
 D

SC
 1

5/
W

P.
1,

 p
ar

ag
ra

ph
 1

3.
7 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

積
重

ね
能

力
の

低
い

コ
ン

テ
ナ

を
意

味
す

る
表

示
規

格
を

策
定

す
る

D
SC

 1
4
で

の
依

頼
を

受
け

、
IS

O
で

行
な

わ
れ

た
作

業
の

報
告

で
あ

る
：

 
（

1）
 策

定
さ

れ
た

規
格

は
、

当
該

コ
ン

テ
ナ

を
2
つ

の
記

号
か

ら
成

る
コ

ン
テ

ナ
タ

イ
プ
コ

ー
ド

で
表

し
、

当

該
コ

ー
ド

を
コ

ン
テ

ナ
の

屋
根

両
端

及
び

前
端

の
壁

に
表

示
す

る
こ

と
を

要
求
し

て
い

る
。

 
（

2）
 な

お
、

当
該

コ
ー

ド
は

、
IS

O
規

格
63

46
の

改
正

版
と

し
て

正
式

に
承

認
及

び
出

版
す

る
た

め
、

現
在

、

IS
O
内

で
決

定
投

票
が

行
な

わ
れ

て
い

る
。

 

適
宜

対
処

 
ノ

ー
ト

さ
れ

た
。

 

16
/1

1 
（

N
I）

 
本

船
上

の
閉

鎖
区

域

へ
の

立
入

 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

: 
B

LG
 1

5/
13

; D
SC

 1
5/

17
; a

nd
 M

SC
 8

9/
11

/3
 

【
提

案
の

ポ
イ

ン
ト

】
 

  
D

SC
 1

5
に

お
い

て
、
船

上
に

お
け

る
閉

鎖
区

域
へ

の
立

入
事

故
防

止
を

目
的

に
操

練
を

強
制

化
す

べ
き

と
す

る
提

案
（

D
SC

 1
5/

17
）
の

検
討

が
行

な
わ

れ
た

。
検

討
に

お
い

て
、
同

提
案

を
支

持
す

る
側

と
事

故
原

因
は

安
全

管
理

シ
ス

テ
ム

の
不

備
で

あ
り

操
練

の
強

制
化

は
適

当
で

な
い

と
主

張
す

る
側

に
意

見
が

二
分

し
、

結

論
に

は
達

し
な

か
っ

た
。
こ

の
た

め
小

委
員

会
は

、
本

件
に

関
す

る
意

見
の

D
SC

 1
6
へ

の
提

出
を

要
請

し
た

。
 

  
本

要
請

に
従

い
、

N
au

tic
al

 I
ns

tit
ut

e（
船

員
専

門
学

校
）

が
セ

ミ
ナ

ー
等

を
通

じ
て
得

た
本

件
に

関
す

る
意

見
を

ま
と

め
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
閉

鎖
区

域
へ

の
立

入
の

問
題

を
解

決
す

る
適

当
な

手
段

は
船

員
の

安

全
管

理
シ

ス
テ

ム
に

対
す

る
意

識
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
で

あ
る

と
の

意
見

が
主

な
も

の
で

あ
っ

た
。

 

適
宜

対
処

 
 

合
意

さ
れ

な
か

っ

た
。

 

16
/1

4 
（

W
SC

、
IC

S
及

び
 

B
IM

C
O
）

 

コ
ン

テ
ナ

の
損

失
防

止
策

の
策

定
 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
: 

D
SC

 1
6/

2/
1;

 M
SC

 8
9/

25
, M

SC
 8

9/
22

/1
1;

 a
nd

 M
SC

 8
9/

22
/1

7 
【

提
案

の
ポ

イ
ン

ト
】

 
  

M
SC

 8
9

に
お

い
て

、
コ

ン
テ

ナ
の

損
失

防
止

に
関

す
る

提
案

（
M

SC
 8

9/
22

/1
1）

及
び

関
連

コ
メ

ン
ト

（
M

SC
 

89
/2

2/
17
）
の

検
討

が
行

わ
れ

た
結

果
、

20
13

年
の

作
業

終
了

を
目

標
に

D
SC

 1
7
の

暫
定

議
題
「

コ

ン
テ

ナ
損

失
防

止
対

策
の

策
定

」
と

す
る

こ
と

が
合

意
さ

れ
た

。
ま

た
同

委
員
会

は
、

船
積

み
前

の
コ

ン
テ

ナ
実

重
量

の
確

実
な

証
明

行
為

が
行

わ
れ

る
よ

う
SO

LA
S
条

約
の

具
体

的
改

正
を

D
SC

小
委

員
会

に
指

示

し
た

。
 

  
こ

れ
に

関
連

す
る

意
見

と
し

て
以

下
を

提
出

す
る

：
 

（
1）

 コ
ン

テ
ナ

の
実

重
量

の
証

明
行

為
は

、
コ

ン
テ

ナ
が

計
測

さ
れ

そ
の

重
量

を
示

す
書

類
を

提
供

で
き

る

承
認

又
は

証
明

を
受

け
た

重
量

計
を

単
に

要
求

す
る

も
の

で
あ

り
、

技
術

的
に

は
難

し
く

な
く

、
港

湾

施
設

及
び

船
舶

へ
の

引
き

渡
し

前
又

は
港

湾
施

設
で

実
施

可
能

で
あ

る
と

考
え

る
。

 
（

2）
 計

測
方

法
及

び
要

求
さ

れ
る

書
類

は
、

以
下

の
も

の
で

妥
当

と
考
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付録 1.3 第 16 回 DSC 小委員会審議概要報告 

 

1. 会合の概要 

(1)  平成 23 年 9 月 19 日～23 日（ロンドン IMO 本部） 

 

(2)  参加国又は機関 67 カ国（地域含む）、25 機関、その他 

アンゴラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、クック諸島、キューバ、キプロ

ス、北朝鮮、デンマーク、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エストニア、フィンランド、

フランス、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イ

タリア、日本、ラトビア、リベリア、マレーシア、マーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、

オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ペルー、フィリピン、

ポーランド、韓国、ルーマニア、ロシア、セントキッツ・ネービス、サウジアラビア、シ

ンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トリニダードトバコ、

トルコ、ツバル、ウクライナ、英、米、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、香港、IAEA、

ICS 、 ISO 、 IUMI 、 BIMCO 、 IACS 、 ICHCA 、 CEFIC 、 OCIMF 、 IICL 、 IFSMA 、

INTERTANKO、P&I クラブ、 IRU、DGAC、 INTERCARGO、 IMCA、WNTI、 IBTA、

IVODGA、ITF、HBIA、WSC、NI 及び BIC 

 

(3)  議長等 

議 長：Mrs. Olga Pestel Lefevre（仏） 

副議長：Mr. Arsenio Dominguez（パナマ） 

日本からの参加者： 今井  新 （在英日本大使館） 

（敬称略） 木川  真一 （国土交通省海事局） 

 太田  進 （（独）海上技術安全研究所） 

 越智  宏 （（一財）日本海事協会） 

 岩田  敬二 （（社）日本船主協会） 

 黒田  賢太 （（社）日本船主協会） 

 河野  澄人 （（社）日本船主協会） 

 西川  司 （（社）日本船主協会（ロンドン）） 

 齋藤  昌宏 （（一社）日本鉄鋼連盟） 

 増田  勝彦 （日本鉱業協会） 

 平石  潔孝 （日本鉱業協会） 

 高梨  友宏 （日本鉱業協会） 

 濵田  高志 （（一社）日本海事検定協会） 

 山崎  晃 （（一社）日本海事検定協会） 
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2. 審議概況 

2.1. 議題の採択（議題 1 関連） 

(1)  特段の異議なく小委員会は今次会合の議題を採択した。 

(2)  議題 4 を審議するためのワーキンググループ（WG1）について、小委員会は、プレナリー

での審議を待たずに直ちに設置し開始することに合意した。 
 
2.2. IMO の他機関の決定（議題 2 関連） 

事務局から、文書 DSC 16/2、DSC 16/2/1 及び DSC 16/2/2 に基づき、他の委員会及び小委員

会の決定のうち、本小委員会に関係するものについて報告があり、小委員会は特段の異議な

く、関連する議題において必要な対応をとることとした。 
 
2.3. 国連危険物輸送勧告との整合を含む IMDG コード及び追補の改正（議題 3 関連） 

本年 4 月 6～15 日に開催された Editorial and Technical Group（E&T グループ）において取り

まとめられた IMDG コードの第 36 回改正案（第 35 回改正エラッタ案を含む）及び各国から

提案された文書に基づき議論が行われた。 

ｱ. IMDG コード第 35 回改正のエラッタ 

(ｱ) エラッタ案（DSC 16/3 Annex 2） 

E&T グループにて準備された IMDG コード第 35 回改正のエラッタ案が合意された。

なお、エラッタは引き続き開催される E&T グループ（2011 年 9 月 24 日～29 日）にて

文言等の修正が行われ、第 35 回改正の正式発効（2012 年 1 月 1 日）前に回章されるこ

ととなる。 

(ｲ) フランス語版エラッタ案（DSC 16/3/13） 

フランス語版 IMDG コード第 35 回改正のエラッタ案が合意された。 

ｲ. IMDG コード第 36 回改正案 

(ｱ) サルベージ容器の使用（DSC 16/3/2） 

特殊事情を考慮し非常時以外のサルベージ容器の使用を容易にする英国提案につい

ては、オーストラリア、日本、デンマーク等から同容器使用に係る主管庁承認の必要

性等の指摘があったものの、国連モデル規則との整合の観点より多くの支持を受け、

原則合意された。 

(ｲ) クラス 5.1 及び 5.2 の標札（DSC 16/3/3） 

クラス 5.1 及び 5.2 の標札に記載されるクラス番号を他のクラスのものと整合させる

ウルグアイ提案については、本件は安全性に係る問題ではないとの意見と共に他の輸

送モードにも関連する問題であることから国連危険物輸送専門家小委員会（UN 小委員

会）にて検討を行うべきであるとの意見があり、合意されなかった。 

(ｳ) 輸送書類への海洋汚染物質の表記（DSC 16/3/4、DSC 16/3/12 及び DSC 16/3/29） 

a.  欧州の陸上及び内陸航路輸送規則（ADR/RID/ADN）の改正を受け、輸送書類への

「MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS」の表記を容認するコ

ード改正を求めるドイツ提案については、現行コード第 5.4.1.4.2 項により既に容認

されているとして改正不要とする米国提案を日本、フランス、韓国等多くの国が支

持した。しかしながら、代替案として、本表記方法をコードに例示する要望が欧州
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の国々から示されたため、小委員会は、これに合意し、例示方法を含むその他詳細

に関する検討を E&T グループに指示した。 

b.  用語「MARINE POLLUTANT」を「AQUATIC POLLUTANT」に変更する IPPIC 提案

については、該当物質の不整合、本変更に伴う MARPOL 条約附属書 III の改正の必

要性等が指摘され、合意されなかった。 

(ｴ) N.O.S.エントリーで運送される混合物、溶液又は調合剤への隔離グループの割当てに

関する規定の見直し（DSC 16/3/5） 

N.O.S.エントリーで運送される混合物、溶液又は調合剤への隔離グループの割当て

に関する規定（第 3.1.4.2 及び 7.2.1.7.3 項）中の矛盾を解決する IPPIC 及び CEFIC 共同

提案については、妥当であるとして合意された。 

(ｵ) 海洋汚染物質としての UN 3077 及び UN 3082 の分類（DSC 16/3/6） 

海洋汚染物質に該当することをより一般に認識されるためのドイツ提案については、

その趣旨は合意されたものの、更なる詳細な検討が必要であるとして、小委員会は

E&T グループに本件に関する検討を行い次回小委員会にその結果を報告するよう指示

した。 

(ｶ) コードの規定違反に関する他の締約国への通知（DSC 16/3/7） 

外国法人が犯したコードの規定違反をその法人が本社を置く国の主管庁に通知する

規定を設けるドイツ提案については、スウェーデン、韓国、フランス、ベルギー等多

くの国からの支持を受け、原則合意された。 

(ｷ) 積載及び隔離規定の欄の分割（DSC 16/3/8） 

積載及び隔離に係る規定を明確に区別するため危険物リストの第 16 欄を(a)積載及

び(b)隔離に二分するドイツ提案については、英国、フランス、スペイン、ロシア等多

くの国からの支持を受け、合意された。 

(ｸ) 過酸化水素の容器等級の改正（DSC 16/3/9） 

過酸化水素（UN 2014、UN 2015 及び UN 2984）の容器等級の改正に関するイラン提

案については、改正を求める背景となった事故原因の調査が不十分等の意見があり、

小委員会は、イランに当該事故の詳細を次回小委員会に提出するよう要請した。 

(ｹ) くん蒸剤として使用されるリン化アルミニウムの代替品（DSC 16/3/10） 

a.  綿花（UN 3360、クラス 4.1）のくん蒸剤としてリン化アルミニウム（UN 3048）の使

用を禁止するイラン提案については、SP 930 によりリン化アルミニウムを原料とす

るくん蒸剤であってクラス 4.3 に該当するものは現行も使用が認められていないこ

とが確認された。 

b.  代替品として推奨される臭化メチルについては、オゾン層破壊物質に指定されてい

るとの意見があり、小委員会は、代替品は環境に影響を及ぼすものであってはなら

いことに合意した。 

(ｺ) 海洋汚染物質の専門的名称の記載（DSC 16/3/11） 

容器及び輸送書類への海洋汚染物質の専門的名称の付記要件を少量危険物等の小さ

な容器に収納されたものに対し免除する IPPIC 提案については、少量危険物の場合、

容器への表示は不要であるが、輸送書類への記載は必要であることが合意された。 
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(ｻ) フレキシブルバルクコンテナ（BK 3）による運送（DSC 16/3 Annex 2 及び DSC 16/3/15） 

危険物運送のための新たな容器としてBK 3の IMDGコード導入が合意されると共に、

同容器による運送に適用する積載要件を示すベルギー及びオランダ共同提案が原則合

意された。 

(ｼ) 第 7 部の見直し（DSC 16/3 Annex 5、DSC 16/3/17 及び DSC 16/INF.5） 

a.  編集上の修正（第 7.1.4.4.1 項） 

第 36 回改正コード第 7 部の草案中で発見された脱字「S」の訂正を求めるドイツ

提案については、特段の意見なく合意された。 

b.  火薬庫の定義 

第 36 回改正コード第 7.1 章（積載）の草案中から「火薬庫（Magazine）」の定義及

び使用に係る規定が削除されているとして追加を求める IVODGA 提案については、

同用語は「Closed cargo transport unit」に含まれるとの理解で削除された経緯の説明が

あったものの、規定の明確化の観点から同案が支持され、原則合意された。 

(ｽ) シート付きバルクコンテナ（BK1）の使用（DSC 16/3/18） 

UN 3077 の危険物に限り BK1 での海上運送を認める英国及びフランス共同提案につ

いては、海洋汚染物質に該当しない廃棄物の短国際航海運送に限り BK1 の使用を認め

ることが原則合意された。 

(ｾ) UN 3065（容器等級 III のもの）のエントリーの改正（DSC 16/3/19） 

アルコール飲料（PG III）への SP 145 及び少量危険物規定の二重適用は矛盾すると

して少量危険物規定の適用を除外すべきとする中国提案については、航空輸送規則で

は同エントリーに SP 145 が割り当てられていないため複合輸送する上で少量危険物規

定は必要との意見があり、小委員会は、E&T グループに本件に関する検討を行い次回

小委員会にその結果を報告するよう指示した。 

(ｿ) 貨物輸送ユニットによる UN 2211 及び UN 3314 の運送（DSC 16/3/20） 

E&Tグループが準備したSP 965案に加え、これら危険物が十分な耐圧性のある容器

に気密に密封されていることを条件に非開放型貨物輸送ユニット（CTU）による運送

を認める CEFIC 提案については、意見を述べた国すべてからの支持を受け、原則合意

された。また小委員会は、本件は他の輸送モードにも関連する事項であるとして、本

結果を UN 小委員会に報告するよう事務局に指示した。 

(ﾀ) パッキングインストラクション P903（DSC 16/3/22） 

短絡の危険性を増大させるためリチウム電池（UN 3090、UN 3091、UN 3480及びUN 

3481）の外装容器として金属製容器（4A、4B、4N）の使用を禁止する韓国提案につい

ては、外部火災からの保護には当該容器が適しているとの意見もあり、同案を支持す

る意見はなく、また他の輸送モードにも関連する問題であることから UN 小委員会に

て検討を行うべきであるとの意見があり、合意されなかった。 

(ﾁ) 蓄電池と可燃性を有する物質との隔離（DSC 16/3/23） 

蓄電池（UN 2794 及び UN 2795）からの水素ガス発生の恐れから可燃性を有する物

質（クラス 2.1、3、4.1、4.2、5.1 及び 5.2）との隔離を求める韓国提案については、判

断する上での情報が不十分であるとの意見があり、合意されなかった。 
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(ﾂ) 少量危険物の輸送物への表示（DSC 16/3/24） 

少量危険物表示への国連番号の記載を求める韓国提案については、第35回改正で変

更された表示は長年に及ぶ詳細な検討が行われた上で決定されたものであるとの意見

と共に他の輸送モードにも関連する問題であることから UN 小委員会にて検討を行う

べきであるとの意見があり、合意されなかった。 

(ﾃ) UN 2845 に適用されるパッキングインストラクション P400 の特別規定 PP31（DSC 

16/3/25） 

UN 2845 に適用される P400 中の PP31 から当該国連番号が欠落しているとして追記

を求める韓国提案については、P400 の本文で気密要件が課せられているため PP31 自

体が不要であることが確認され、P400 からの PP31 の削除が合意された。 

(ﾄ) オーバーパック及びユニット貨物の使用（DSC 16/3/26） 

「OVERPACK」表示の文字サイズを規定する韓国提案については、既に UN 小委員

会で検討済みであるとの情報が英国より提供されると共に他の輸送モードにも関連す

る問題であることから UN 小委員会にて検討を行うべきであるとの意見があり、合意

されなかった。 

(ﾅ) 区分 1.4 S の物品（少量危険物）の積載要件（DSC 16/3/27） 

区分 1.4S に分類される 3 種の火薬類（UN 0012、UN 0014 及び UN 0055）に対して

も他の危険物と同様に積載方法“A”を適用すべきとする DGAC 提案については、フラ

ンス、ベルギー及びオランダがこれら物品の開放型CTUに収納しての甲板上積載の可

能性を懸念し反対を表明したが、ドイツを始めとする多くの国が賛成を表明したため、

小委員会は DGAC 提案に合意した。 

(ﾆ) 輸送書類の緩和規定（DSC 16/3/28） 

輸送書類に関する緩和規定が適用される特定の危険物（UN 3373、2908、2909、2910

及び 2911）の運送において問題が生じているとして解決策を示す英国提案については、

反対なく原則合意された。 

(ﾇ) IMDG コードと国連モデル規則との不整合（DSC 16/3/16） 

IMDG コードと国連モデル規則との不整合に関する UN 小委員会第 39 回会合におけ

る審議結果が報告されると共にノートされた。 

(ﾈ) くん蒸コンテナに関連する ECOSOC 決議書案（DSC 16/INF.8） 

くん蒸コンテナに関連する UN 委員会の活動報告が紹介されると共にノートされ

た。 

(ﾉ) IMDG コード第 36 回改正案（DSC 16/3 Annex 3～6 及び DSC 16/3/1） 

a.  E&T グループにて準備された IMDG コード第 36 回改正案が承認された。 

b.  MSC 90 での採択のため、同改正案を基に上記合意事項を含めた最終案が引き続き

開催される E&T グループにおいて準備されることとなった。 

ｳ. IMDG コードの付録 

解毒剤の備置要件の見直し（DSC 16/3/21 及び DSC 16/INF.6） 

亜硝酸アミルの備置要件を Medical First Aid Guide へ追加する INTERTANKO 提案につ

いては、フィリピン、クック諸島等が支持したが、ドイツ、ノルウェー等が同解毒剤の
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使用には深刻な副作用を伴う危険があるとして反対の意を示した。小委員会は、MFAG

の改正を行わないことが前回会合で既に決定されていることを指摘した上、同案に合意

しなかった。 

ｴ. その他 

IMO モデルコース 1.10 の見直し（DSC 16/3/14） 

当該コース内容を IMDG コードの改正周期に合わせ更新するよりも長期に利用できる

一般的ものにする事務局提案が合意された。 

 

2.4. 貨物の性状評価を含む IMSBC コードの改正（議題 4 関連） 

(1)  WG（プレナリー審議前）における審議 

ｱ. 審議の順序の検討 

(ｱ) プレナリーにおける審議に先立って、月曜日の午前中から WG が開始された。 

(ｲ) WG の審議に先立って日本は、DSC 16/4/89 及び DSC 16/4/81 は審議を要しない旨を述

べた。 

ｲ. 通風口の閉鎖装置に係る IACS 統一解釈について（DSC 16/4/100） 

(ｱ) 英国は、統一解釈案をこのまま承認することに対する懸念を示した。 

(ｲ) 日本は、ここでは連続通風を要求される貨物を運送する船倉の通風口に、閉鎖装置を

設置しても良いか否かのみを検討すれば良い旨を指摘し、統一解釈案を支持した。 

(ｳ) 米国は、毎時 6 回の換気回数を確保するためのファンの能力確認に関する注意書きを

加えることを提案した。これに対して日本が、米国提案は SOLAS 条約第 II-2 章の

implementationに係る事項であり、ここで審議する必要は無い旨を指摘したところ、オ

ーストラリア、ギリシャ等が日本の意見を支持し、米国提案は採用されなかった。 

(ｴ) 審議の結果、WG は統一解釈案に合意した。 

ｳ. E&T グループへの付託事項 

(ｱ) E&T グループへの付託事項の検討においては、審議の順序、特に IMSBC コードに記

載されていない貨物の個別スケジュール案（以下、「新規貨物スケジュール案」と呼

ぶ。）について、どの段階で審議するかが議論となった。月曜日には以下の意見が述

べられた。 

a.  ドイツは、新規貨物スケジュール案の審議に先だって、今次会合で、提案用のデー

タシートについて審議すべきとの意見を述べた。 

b.  英国は、MHB クライテリアの審議の後に、新規貨物スケジュール案の審議を実施す

れば良いとの意見を述べた。 

c.  これに対して米国は、どの貨物についてデータを要求するかも検討する必要があると述

べた。 

d.  ドイツはさらに、新規貨物個別スケジュール案の審議は後回しにすれば良いとの意

見に加え、新規貨物個別スケジュール案は適宜グルーピングすれば良いとの意見を

述べた。 

e.  これに対して日本は、新規貨物個別スケジュール案の審議のタイミングには拘らな

いが、個々の貨物の個別スケジュールは慎重な検討の結果であり、新規貨物個別ス
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ケジュール案のグルーピングは行うべきではないとの意見を述べたところ、議長は、

日本の意見に理解を示した。 

(ｲ) 火曜日に、プレナリーの開始に先立って、E&T グループへの付託事項（仮議題）につ

いて、昨日の審議を受けて事務局が用意した案を基本に審議した。審議結果は以下の

通りである。 

a.  ドイツは、MHB クライテリアを決めた後に、それに基づいて貨物を分類すれば良い

との意見を述べた。 

b.  この発言に対して日本は、MHB クライテリアの使用法については前回会合で審議し

たが合意に至らず、まずは、クライテリアそのものの作成を行うことになったとの

経緯を説明し、もし、MHB クライテリアに基づく貨物の再分類を E&T グループの

付託事項に含めるとの考えであれば、反対する旨を述べた。 

c.  ドイツは、新規貨物の個別スケジュールの検討の順序を問題にしており、既存の貨

物の再分類について発言したわけではない点を明確にした。 

d.  WG は、E&T グループへの付託事項における記載の順序は、審議の順序を意味する

ものではないことを確認した。 

ｴ. ニッケル鉱を含む液状化貨物の安全対策 

(ｱ) 関連する文書は DSC 16/4/10（フランス）、DSC 16/4/77（中国）、DSC 16/4/95 及び

DSC 16/4/99（INTERCARGO 等）、MSC 89/7/4（中国）、MSC 89/7/7（INTERCARGO

等）であることが確認された。 

(ｲ) 英国は中国提案を支持する旨を述べた。 

(ｳ) 中国はDSC 16/4/77により、液状化貨物のTML及び船積み水分値の証書は、主管庁（代

行機関を含む）が認める組織（entity）によるものとすること（第 4.3.2 節）及び、当該

組織を IMO に登録すること（第 4.8 節）を提案した。この提案に関する審議結果は以

下の通りである。 

a.  米国、オーストラリア、INTERCARGO、英国、ICS、ギリシャ、P&I クラブ、

BIMCO 及びリベリアは、中国提案のうち第 4.3.2 節の改正を基本的に支持した。 

b.  フランス及びロシアは、第 4.3.2 節の改正に反対した。 

c.  審議の結果、第 4.3.2 節の改正については、基本的には合意された。 

d.  第 4.8 節の改正については、支持がなかった。 

e.  中国は、MSC 89/7/4 では、証書を "independent" な組織が発行するものとすること

を提案していたが、DSC 16/4/77の第 4.3.2節に係る改正提案では "independent" との

用語が使用されてないことが確認された。 

f.  表現については、"authorize" に代えて "recognized" を用いることについて審議され

た。 

g.  主管庁を「積み地の主管庁」に限るか否かについて審議し、中国は、「積み地の主

管庁」に限らず、柔軟性を持たせるべきとの考えを述べた。 

h.  議長が火曜日の朝までに改正案を用意し、この案について、プレナリーで審議する

ことに合意した。 

(ｴ) フランスは DSC 16/4/10 により、試料採取、試験及び船舶に貨物を積載するまでの水
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分値管理の手順を作成し、主管庁承認を求めることを提案した（新 4.3.3 節）。一方、

INTERCARGO 等は DSC 16/4/99 により、「手順を承認する際には、指針（内容未定）

を考慮すること」との規定の追加等を提案した。これらの提案に関する審議結果は以

下の通りである。 

a.  「指針」については、今後検討することとし、脚注に記載するとの妥協案が議長に

より示され、ここでは、フランス提案について検討することに合意した。 

b.  オーストラリア及び米国は、こうした手順の承認は、主管庁の負担が大きいとして、

規定の追加に反対した。 

c.  ICS、INTERCARGO 及び BIMCO 等は、手順の主管庁承認に係る規定の追加を支持

した。 

d.  「どこまで主管庁がかかわるべきか」についてプレナリーで審議することとなり、

この規定の追加についても、その中で審議することに合意した。 

(ｵ) INTERCARGO 等は DSC 16/4/99 により、バージ荷役に係る注意事項（新 4.3.4 節）を

追加することを提案した。この提案に関する審議結果は以下の通りである。 

a.  米国、中国、ギリシャ、ノルウェー、オーストラリア等が提案を支持し、反対は無か

った。 

b.  オランダは、新 4.3.3 節と同時に追加する必要があるとの意見を述べ、日本は、新

4.3.3 節とは別に、新 4.3.4 節のみを追加する場合の修正案を示した。 

c.  新 4.3.4 節については、新 4.3.3 節について審議した後に、再度検討することに合意

した。 

(ｶ) INTERCARGO 等は DSC 16/4/99 により、主管庁の定義に「荷送人と独立であること」

との規定を追加することを提案した。この提案に関する審議結果は以下の通りであ

る。 

a.  米国は、主管庁が荷送人になる可能性があるとの理由でこの提案に反対し、オース

トラリア、オランダ及びフランスが米国意見を支持した。 

b.  提案者（INTERCARGO、BIMCO、ICS、P&I クラブ及び IUMI）の他には、マーシャ

ル諸島、パナマ及び英国が提案を支持した。 

c.  議長より妥協案として、脚注（非強制）に入れるとの案が示されたが、P&I クラブは

義務要件にすべきとの意見を述べた。 

d.  オランダは、主管庁は、荷送人のみならず、船主等からも独立しているべきである

との意見を述べた。 

e.  この要件の追加については、プレナリーで審議することに合意した。 

(ｷ) INTERCARGO 等は DSC 16/4/99 により、荷送人は船員が貨物のストックパイルにアク

セスできるようにするとの規定（新 4.2.4 節）を追加することを提案した。この提案に

関する審議結果は以下の通りである。 

a.  オーストラリアは、この提案の主旨は理解できるが、規則とするには法的に困難で

あるとの考えを示した。また、英国は IMSBC コードは、陸上にまでは及ばないと

の意見を述べ、中国は、オーストラリア及び英国の意見を支持した。米国は、さら

にセキュリティー上の問題がある旨を指摘した。 
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b.  提案者の他に、オランダは、規則として実施可能との考えを述べ、提案を支持し

た。 

c.  議長は、この規定の追加には反対が多いことを考慮して、ここでは規定の追加には

合意しないこととし、プレナリーにおける審議結果によっては再度審議するとの意

見を述べた。 

d.  この議長の総括に対して、マーシャル諸島は「主旨は支持された」旨を報告書に記

載して欲しいとの意見を述べ、リベリア及びギリシャがこれを支持した。 

(ｸ) INTERCARGO 等は DSC 16/4/99 により、「can test では、試料の水分値が流動水分値

（FMP）を超えていることが分かるだけで、安全の確認はできない」との規定（新 8.5

節）を追加することを提案した。この提案に関する審議結果は以下の通りである。 

a.  英国は、単なる注意書きの追加であるとして提案を支持し、オーストラリアも提案

に反対しないとの意見を述べ、さらにイタリアも提案を支持した。 

b.  一方、フランス及びオランダは、この規定の追加は不要であるとの考えを述べた。 

c.  日本は、新 8.5 節案は技術的には間違っていないとの考えを述べた上で、can test は

液状化貨物に係る要件が遵守されない場合の規定であり、BC コード（勧告）から

IMSBC コード（義務要件）に変わる際に、削除することも検討された経緯を述べる

とともに、can 一杯分の試料では、貨物の代表試料とはなり得ないので、安全確認

ができないのみならず、危険性の指摘としても十分では無いとの考えを示した。

BIMCO も「can test」では何も決定できないとの考えを示した。また、オランダは、

TML・水分値計測は主管庁が認める機関とすることに基本的に合意しており、これ

で十分であるとの意見を述べた。 

d.  これらの意見を受けて、議長は、新 8.5 節に代えて、第 8.4 節（can test の規定）に適

宜文章を組み込むことを提案した。 

e.  中国、英国及びフランスは、脚注で良いとの意見を述べ、INTERCARGO及び ICSは、

義務要件の部分に記述を追加すべきとの意見を述べた。 

f.  第 8.4 節に文を組み込むことについては、明日審議することとした。 

(2)  プレナリーにおける審議（WG 終了前：火曜日朝～水曜日午前中） 

ｱ. ニッケル鉱を含む液状化貨物の安全対策 

(ｱ) 小委員会は、DSC 16/4/10（フランス）、DSC 16/4/77（中国）、DSC 16/4/95 及び

DSC 16/4/99（INTERCARGO 等）、MSC 89/7/4（中国）及び MSC 89/7/7（INTERCARGO

等）について、一括して審議した。 

(ｲ) 議長は、MSC 89 の指示を受けて、ここでは MSC 89/7/4（中国）に基づき、以下の事項

について審議する旨を述べた。 

a.  貨物の第三者によるサンプリング、試験、認証及び主管庁による検査・実施スキーム

の確立 

b.  液状化のおそれのある貨物の取扱いに係る船員のためのガイダンスの作成 

c.  船舶設計による事故防止のための要件の作成 

(ｳ) 上記事項について、以下の意見があった。 

a.  オーストラリアは、主管庁が試験法の整備等を実施すべきであるとの理由により中
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国提案（DSC 16/4/77）に反対し、船員のためのガイダンスの作成および船舶設計要

件の作成には賛成の意を示した。また DSC 16/4/99 で提案されている「貨物のストッ

クパイルへのアクセスの確保」等幾つかの要件は、実施が困難であるとの理由で反

対した。 

b.  フランスは、重要なのは、貨物が実際に船舶に積載される時の水分であるとの意見

を述べ、貨物の申請書の水分値に係る提案である中国提案を支持しなかった。

DSC 16/4/99 については、液状化貨物に関する手順の確立及び主管庁による監査（新

4.3.3 節）のための指針の作成は支持するものの、その他の事項は支持しない旨を述

べた。また、船員のためのガイダンスの作成を支持し、船舶設計要件については、

IMSBC コードには「含水液状化物質運搬船」の要件がある旨を指摘した。さらに、

DSC 16/4/95 は、FAL 委員会の SPI-WG に検討を要請すべきとの意見を述べ、韓国が

これを支持した。 

c.  ドイツは、フランス提案（DSC 16/4/10）を支持した上で、貨物によって試験法の適

用が異なることが示されたこと（フランスのプレゼンテーション）を受けて、試験

法についてコレスポンデンスグループ（CG）で検討してはどうかとの意見を述べた。 

d.  マーシャル諸島は、フランス提案のうちニッケル鉱の個別スケジュールの取り入れ

を支持した。また、DSC 16/4/99 のうち、新 4.3.3 節（手順の確立及び主管庁による

監査に係る要件：フランス提案の修正案）、新 4.3.4 節（バージ荷役に係る要件）、

第 1.7.7 節改正（主管庁と荷送人の独立性に関する要件）、新 4.2.4 節及び新 4.2.5 節

（船員等のための貨物のストックパイルへのアクセスの確保）を支持した。 

e.  ブラジルは、フランス提案を支持した。 

f.  カナダは、試験の実施を主管庁が承認した機関に限るのは難しいとの理由でオース

トラリアの意見を支持、即ち、中国提案に反対した上で、細かい粒子から大きい粒

子までを含む貨物に関する試験法が必要であるとの意見を述べた。また、注意喚起

のため、潜在的に液状化の可能性がある貨物はグループ A にすべきとの考えを述べ

た。 

g.  Nautical Institute は、INTERCARGO 等の提案を支持した。 

h.  日本は、フランス提案のうち、液状化貨物に係る weather precautions を見直すべきと

の提案に対して、見直しを行うことには反対しないが、貨物の個別スケジュールの

改正は、個々の貨物について十分な知見を持った者が検討すべであり、個々の個別

スケジュールに関する具体的改正提案に基づいて審議すべきである、即ち、個々の

個別スケジュールに関する具体的提案が無いままに、全ての液状化貨物の個別スケ

ジュールの要件を一括して改正すべきではないとの考えを述べた。 

i.  リベリアは、DSC 16/4/99 のうち新 4.3.3 節、第 1.7.7 節改正、新 4.2.4 節及び新 4.2.5

節を支持し、また中国提案を支持した。 

j.  南アフリカは、フランス提案を支持し、中国提案のうち新 4.8 節（主管庁による試験

機関の認証及び IMO への登録）を支持した。また、DSC 16/4/99 のうち新 4.2.4 節及

び新 4.2.5 節に反対し、フランス提案と中国提案を検討すれば良いとの意見を述べ

た。 
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k.  アルゼンチンは、フランス提案を支持し、DSC 16/4/99 のうち新 4.3.3 節のための指

針の作成を支持した。 

l.  フィリピンは、フランス提案のうち、ニッケル鉱に係る個別スケジュールの取り入

れを支持した。 

m.  パナマは、中国提案に反対した上で、船員のためのガイダンスの作成を支持し、ま

た船舶設計要件の作成のためには他の小委員会（SLF 及び DE）にも検討を要請すべ

きとの意見を述べた。また、DSC 16/4/99 を支持し、さらに日本の意見を支持した。 

n.  ギリシャは、フランス提案のうちニッケル鉱の個別スケジュールの取り入れを支持

し、また DSC 16/4/99 のうち第 1.7.7 節改正を支持した。 

o.  米国は、フランス提案を支持し、また新 4.3.3 節のための指針の作成を支持した。

DSC 16/4/99 については、オーストラリアの意見を支持した上、主管庁が荷送人にな

る可能性があるとの理由により第 1.7.7 節改正に反対した。 

p.  オランダは、フランス提案を支持すると共に中国提案も支持した。また、

DSC 16/4/99 のうち新 4.3.3 節のための指針の作成を支持し、この指針は IMSBC コー

ドに入れるべきとの考えを示し、第 1.7.7 節改正については米国意見を支持（即ち反

対）した。 

q.  スペインは、フランス提案を支持した上で、DSC 16/4/99 も考慮すべきとし、第

1.7.7 節改正を支持した。 

r.  ロシアは、中国提案についてはフランスの意見を支持（即ち反対）し、フランス提

案を支持した。 

s.  クック諸島は、主管庁の負担にも配慮すべきとの意見を述べた。 

t.  ベネズエラは、フランス提案を支持し、DSC 16/4/95 で指摘されている問題も認識し

ている旨を述べた。 

u.  バハマは、MSC 89/7/4 は、基本的には合意されているとの認識を示し、船員の教育

が重要との考えを述べた。その上で、液状化が発生した場合の対応を知っておく必

要があり、液状化を防ぐための操船も考慮してはどうかと述べ、次回会合で審議す

ることを提案した。 

v.  イタリアは、中国提案を支持した。 

w.  中国は、中国提案は、単に水分値計測等を実施する機関（entity）の主管庁承認を求

めるものである旨を述べた（提案内容の明確化）。 

x.  INTERCARGO は、議長総括の後に、荷送人の申告が信用できないことは明らかで

あり、主管庁の負担の問題は理解できるものの、手順の承認と確認を求めるとの意

見を述べた。 

(ｴ) 以上の意見を受けて、議長は以下の通り総括した。 

a.  試料採取、試験、証書については、フランス提案が支持されたとした上で、WG に

検討を指示した。また、中国提案についても WG に検討を指示した。さらに主管庁

の負担の問題にも配慮するよう指示した。 

b.  DSC 16/4/99 にも支持はあったが、一方で、第 1.7.7 節改正については米国が、新

4.2.4節及び新 4.2.5節については南アフリカが反対していることに留意するよう指示
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した。 

c.  船員のためのガイダンスの作成については、今後の進め方について検討するよう

WG に指示した。 

d.  船舶設計による事故防止のための要件の作成については、長期的な課題であるとし

た上で、パナマの指摘を受けて、SLF 小委員会に検討を要請することにした。 

e.  ニッケル鉱の個別スケジュールの取り入れは支持されたとして、他の個別スケジュ

ールの weather precautions の改正については、WG に検討を指示した。 

f.  試験法については、今後の進め方について検討するよう WG に指示した。その際、

来年春に開催される第 17 回 E&T グループを考慮することとし、また、CG でも良い

とした。 

ｲ. 鉄鉱粉の運送 

(ｱ) 小委員会は、DSC 16/4/9（ノルウェー）、DSC 16/4/74、DSC 16/4/75、DSC 16/4/97 及び

DSC 16/INF.4（ブラジル）、DSC 16/4/86（オーストラリア）、DSC 16/4/88（日本）及

び DSC 16/5/6（ICHCA）について、一括して審議した。 

(ｲ) 議長は、以下の事項について審議する旨を明確にした。 

a.  DSC/Circ.63 の見直し 

b.  鉄鉱粉の個別スケジュールの取り入れ 

c.  クラス及びグループの義務化 

(ｳ) クラス及びグループの義務化 

a.  日本提案のうちクラス及びグループの義務化（第 1.4.2 節改正）については、フラン

ス、INTERCARGO、イラン、マーシャル諸島、パナマ及びマレーシアが支持し、反

対意見は無かった。 

b.  審議の結果、小委員会は、この提案は支持されたとした上で、WG に検討を指示し

た。 

(ｴ) 鉄鉱粉の個別スケジュールの取り入れ及び DSC/Circ.63 の見直し 

a.  エクアドル、アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラ、チリ、中国、韓国、イラン、

ペルー、南アフリカ、クック諸島、パナマ、シンガポール、ウルグアイ、マレーシ

ア及びイタリアが、ブラジル提案を支持した。 

b.  オーストラリアは、提案文書の説明において、荷役中に貨物が液状化したことがあ

り、鉄鉱粉が液状化貨物であることは明白であるとした上で、IRON ORE か IRON 

ORE FINES かは、粒径分布に基づいて判断すべきであるとの意見を述べた。 

c.  フランスは、DSC/Circ.63 の見直しに反対はしないが、ブラジル提案にある「船の設

備」は曖昧である旨を指摘し、個別スケジュールの追加を支持した。また、日本提

案（DSC 16/4/88）も WG で検討すべきと述べた。 

d.  デンマークは、ブラジル提案のうちDSC/Circ.63の改正案は理解できない旨を述べ、

ICS がこれを支持した。また ICS は、荷送人が貨物の水分値を下げるべきとの意見

を述べた。 

e.  INTERCARGO は、オーストラリアと ICS の意見を支持した。さらに、リスクを低減

するため鉄鉱粉はグループ A にすべきであり、ブラジル提案にある液状化と溜まり
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水の関係は理解できないとした上で、DSC/Circ.63 の見直しは不要であるとの意見を

述べた。 

f.  ドイツは、ノルウェー提案を支持した上で、日本提案とオーストラリア提案も併せ

て WG で審議すべきとの意見を述べた。また、ブラジル提案のうち CG の設置を支

持した。 

g.  ギリシャは、多くの貨物の個別スケジュールを、できるだけ早く作成する必要があ

るとした上で、今次会合で個別スケジュールを作成すべきとした。さらに、ブラジ

ル提案も今次会合で検討し、決着しなければ、WG で今後の進め方を審議すべきと

の意見を述べた。 

h.  ブラジルは、DSC/Circ.63 の改正案の修正版を用意した旨を述べた。 

i.  事務局より、CG の報告はDSC 17に送られ、来年春のE&T グループでは検討できな

いこと、また、E&T グループで検討した結果を DSC 17 で審議することも考えられ

る旨、説明があった。この発言を受けて議長は、進め方は慎重に検討する必要があ

り、E&T グループも考慮する必要があるとの意見を述べた。 

j.  マーシャル諸島は、CG の設置を支持しつつ、E&T グループで検討するのも良いと

述べた。また、DSC/Circ.63 の見直しは支持するが、改正案第 3.6 節は意味が理解で

きないと述べた。さらに、複数の個別スケジュールを作るのも良いと述べた。 

k.  ノルウェーは、液状化と溜まり水の関係については理解できないとした上で、CG

を設置するとしても、個別スケジュールの検討は先送りすべきではないと述べた。 

l.  日本は、IMSBC コードの次回改正のための改正案の最終化は次回会合になること、

徹底した検討が必要であることを考慮し、CG の設置や E&T グループへの付託事項

を含め、今後の進め方について WG で審議すべきとの意見を述べた。 

m.  以上の意見を受けて、議長は以下の通り総括した。 

(a) DSC/Circ.63 の見直しを WG に指示する。 

(b) 個別スケジュールについては、要すれば複数作ることが支持された。WG に個別

スケジュールの検討を指示する。 

(c) CG の設置や E&T グループでの検討を含め、今後の進め方の検討を WG に指示す

る。 

ｳ. 液状化貨物の判定基準 

(ｱ) 小委員会は、DSC 16/4/16（日本）及び DSC 16/4/76（中国）について、一括して審議し

た。 

(ｲ) WG で検討することを前提とした上で、以下の意見があった。 

a.  オーストラリアは、日本提案に対して、物流が管理できる内航輸送であれば、この

方法で安全を確保できると考えられるが、国際的には、この方法では安全が確保で

きないであろうとの意見を述べた。また、船倉に水が侵入した際の危険性を船長に

認識させ、適切な措置を取らせるためにも、潜在的に液状化の危険性がある貨物は

グループ A に分類すべきであり、この観点からは、水分値管理によって貨物をグル

ープC に分類するのは妥当ではないとの意見を述べた。INTERCARGO、ノルウェー

及び ICS はこの意見を支持した。 
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b.  オランダは、グループ A の基準が曖昧である旨を指摘した上で、日本提案の要件の

うち「水分値が十分に低い」は曖昧である旨を述べ、ブラジルがこの意見を支持し

た。 

c.  米国は、中国提案と日本提案の両方を支持した。さらに、野積みであっても、水分

値が十分に低い貨物であれば、グループ C に分類して良いであろうとの意見を述べ

た。 

d.  ドイツは、中国提案を支持した。 

(ｳ) 議長は、これらの意見を考慮して検討するよう、WG に指示した。 

ｴ. IMSBC コードに無い貨物に係る規定 

(ｱ) 小委員会は、DSC 16/4/90（ドイツ）及び DSC 16/4/94（米国）について審議した。 

(ｲ) DSC 16/4/90 については以下の意見があった。 

a.  オランダは、貨物の承認には多くの情報が必要であり、GHS に基づくべきであると

して、ドイツ提案を支持した。また、日本、カナダ、フランス及び中国もこの提案

を支持した。 

b.  米国は、IMSBC コード第 1.3.3 節の書式を用いると、運送が承認された貨物と間違

われることがあるため、IMSBC コード第 4 章に従う方が良いとの意見を述べた。 

(ｳ) 以上の審議の結果、議長は、指針案の作成を WG に指示した。 

(ｴ) DSC 16/4/94 については、以下の意見があった。 

a.  オランダは、将来的には荷送人に判断を委ねることが出来るかもしれないが、現時

点では、基準が無いため困難である旨を述べた。一方、米国提案のうち第 1.3.2 節の

改正案を支持した上で、さらに MSDS も提供すべきであると述べ、南アフリカ及び

ノルウェーがこれを支持した。 

b.  日本は、IMSBC コード第 1.3 節の手続きが煩雑であることには合意しつつ、貨物の

分類に係る判断を荷送人に委ねることは支持できない旨を述べた。 

c.  INTERCARGO は、主管庁が関与する範囲を減らすことには合意できないとして、

米国提案に反対し、Nautical Institute、ICS 及び P&I クラブがこれを支持した。 

d.  ドイツは、貨物の分類の判断から主管庁を外すことは支持できないとしつつ、数年

後に検討すれば良いとの意見を述べた。。 

e.  ベルギーは、クライテリアが無いという問題もあるが、クライテリアがあっても、

主管庁が判断すべきとの意見を述べた。 

(ｵ) 審議の結果、議長は、時期尚早として、WG でも検討しないと総括した。但し、クライ

テリアが出来れば、将来は self-classification にすることも考えられるとした。 

ｵ. 航海中にくん蒸する貨物の事故 

小委員会は、DSC 16/4/91（カナダ）について検討するよう WG に指示した。 

ｶ. MHB のクライテリア 

(ｱ) 小委員会は、DSC 16/4/13（米国：CG 報告）、DSC 16/4/67（ドイツ）及び DSC 16/4/98

（BIMCO）について審議した。 

(ｲ) DSC 16/4/13及びDSC 16/4/67について、ノルウェーは、CG案を基本的に支持し、また

ドイツ提案を支持した。 
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(ｳ) 議長は、CG 報告及びドイツ提案は支持されたものとして、WG に検討を指示した。ま

た、 reporting questionare（CG 報告付録 2）についても検討を指示した。さらに

DSC 16/4/90も考慮するよう指示した。BLG のデータ報告書式に似た書式（a form similar 

to the BLG data reporting form）については、時期尚早との CG の意見に合意し、WG に

検討を指示しなかった。 

(ｴ) DSC 16/4/98 (BIMCO）については、議長が、MHB は危険物ではないことは明らかであ

るとした上で審議を開始し、以下の意見があった。 

a.  オーストラリアは、MHB が危険物ではないことは明確である点を指摘した。 

b.  IACS は、この問題を検討するのであれば、MSC/Circ.1120 についても検討を要する

旨を指摘した。 

c.  オランダは、将来的には MHB を危険物とすることも考えられるが、現時点では必

要ないとの意見を述べ、ベルギーも、現時点で検討する事項では無いとしつつ、将

来的には SOLAS 条約の改正もあり得ると述べた。 

d.  ICS は、IACS 及びベルギーの意見を支持した。 

e.  米国は、もし検討するのであれば、SOLAS 条約改正を要することから、別議題にす

べきである旨を指摘した。 

f.  議長は、本件についてはこれで審議を終了する旨を述べ、興味がある国は、MSC に

作業計画を提案をすべき旨を述べた。 

ｷ. MARPOL 条約附属書 V における環境有害物質（EHS）の指針 

(ｱ) 小委員会は、DSC 16/4/2（事務局）、DSC 16/4/8（ノルウェー）、DSC 16/4/83（オート

ラリア）、DSC 16/4/96（オランダ）、MEPC 61/7/5（ノルウェー）、MEPC 61/7/12（CSC）、

MEPC 61/7/13（米国）及び MEPC 62/7/1（英国）について、一括して審議した。以下の

意見があった。 

a.  オランダは、少なくともプラスチックは追加したいとの意見を述べた。 

b.  ベルギーは、クライテリア案として提示されている条件の幾つかは、普通の人には

判定できず、発癌性などは、可能性のある物質を含めると、多数の貨物が該当する

ことを説明し、クライテリアを決める前に、誰が分類するかを決める必要がある点

を指摘した。 

c.  CEFIC は、ノルウェー提案の一部は MARPOL 条約附属書 II を超えている点を指摘

し、MARPOL に基づいて審議する必要がある点を指摘した。 

d.  ドイツは、貨物リストを作成する必要があるとした上で、ノルウェー提案を支持し、

クライテリアについては、オランダ提案の Option 2 にプラスチックを追加することを

支持した。 

e.  オランダは、ノルウェー提案を支持し、クライテリアについては、ドイツと同じく、

Option 2 にプラスチックを追加することを支持した。また、ベルギー提案に対して

は、MSDS で分かると述べた。 

f.  これに対してベルギーは、Option 2 を支持した上で、分解性と蓄積性の評価は難し

い旨を再度指摘した。 

g.  INTERCARGO は、分類手順についてノルウェー案を支持した。 
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(ｲ) 水曜日の朝までに、ノルウェー及びオランダは、DSC 16/4/8及びDSC 16/4/96に基づき、

環境有害物質に係る指針の草案（DSC 16/J/8）を作成した。これを受けて議長は、プレ

ナリーにおける審議を省略して、この文書の検討を WG に委ねることについて、小委

員会の合意を求めた。 

a.  チリは、オーストラリア提案（DSC 16/4/83）のうち UN 3077 の個別スケジュールの

追加について、以下の意見を述べ、これらの意見も WG に送るよう要請した。 

(a) 固体ばら積み貨物は単純では無い。 

(b) GHS のルールを適用すべき。 

(c) 一つの物質のクラスを適用するのは、科学的におかしい。 

(d) Self-classification が通常である。 

(e) 非常に複雑な問題である。 

(f) よって、補足的個別スケジュールの作成は、現時点では時期尚早である。 

b.  これに対しアルゼンチンは、チリの意見に賛同の意を示しつつ、ノルウェー提案及

びオランダ提案を支持した。 

c.  オーストラリアは、水生環境有害物質に関する規定を IMSBC コードに入れたいと

考えている旨を述べた上で、MARPOL 条約附属書 V に係るクライテリアについて

は、DSC 16/J/8 に基づいて WG で議論することに賛成した。 

d.  クックアイランドは、チリの意見を WG で議論すべきと述べた。 

e.  中国は、分類方法は既に IMDG コードに規定されており、なぜ別の分類方法をここ

で検討しなければならないのか疑問を呈した。 

f.  ブラジル、エクアドル、メキシコ、ベネズエラ、イタリア、コロンビア及びペルー

は、チリの意見を支持した。 

(ｳ) 議長は、MEPC の指示に従い、今次小委員会では、MARPOL 条約附属書 V により残

渣の海洋への排出が禁止される固体ばら積み貨物のクライテリアを作成する旨を述べ、

WG に検討を指示した。 

ｸ. 新規貨物の個別スケジュールの取り入れ及び既存の個別スケジュールの改正 

(ｱ) 議長は、提案された個々のスケジュール案については、DSC 17 での改正案の完成を

視野に入れて精査するよう E&T グループに要請した。これに関連し以下の意見が出さ

れた。 

a.  オランダは、新規貨物の個別スケジュールを作成するには、MSDS が必要である旨を述

べた。 

b.  IACS は、個別スケジュール明確では無い要件が多々ある旨を述べた。 

c.  米国は、MHB クライテリアと EHS クライテリアが決まれば、新規貨物の分類が可

能との考えを述べた。 

d.  ドイツは、新規貨物等の個別スケジュールに係る提案を E&T グループに送ることに

合意した。 

e.  ペルーは、DSC 16/4（ドイツ提案）に謝辞を述べ、グループCの魚粉が現行 IMSBC コ

ードに入っていないとの問題を指摘した。これに対して議長は、今はそのことを議

論する時ではないと述べた。 
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(ｲ) 議長は、個別スケジュールの作成に必要なデータを明確にするよう WG に指示した。

また IACS 及びペルーに対し、各種提案文書へのコメントは、内容を検討して DSC 17

に提出するように要請した。さらに、類似の貨物に関する個別スケジュールを提案し

ている国は、連絡を取り合って、E&T グループで協議するよう要請した。 

(ｳ) チリは、E&T グループに出席できない国もあり、また、WG にも出席できない国もあ

ることを理由に、ペルーが発言したことについて理解を示した。これに対し議長は、

技術的な問題は E&T グループ及び WG で検討されるべきと説明した。 

ｹ. その他 

(ｱ) 固定式消火設備の免除等に係る指針の改正（DSC 16/4/73） 

a.  ドイツは、現時点では固定式消火設備が不要となる貨物の基準が無いため、支持で

きない旨を述べた。但し、将来はこうした判断が可能になるであろうとの考えを述

べた。 

b.  マーシャル諸島は、硫化精鉱に関する改正を支持した。 

c.  オランダは、基本的考え方は支持できるが、現時点では支持できないとして、ドイ

ツの意見を支持した。 

d.  INTERCARGO は、シードケーキに係る改正案には疑問がある旨を述べた。 

e.  メキシコは、提案を支持した。 

f.  日本は、基本的には支持するが、一部表現に問題があるとの意見を述べた。 

g.  議長は、本提案は原則として支持されたが、サーキュラーの頻繁な改正は望ましく

ないとして、IMSBC コードに基づいて判定できるようにしてはどうかと述べた。 

h.  審議の結果、議長は本提案を検討するよう WG に指示した。 

(ｲ) 通風口の閉鎖装置に係る IACS 統一解釈について（DSC 16/4/100） 

議長は、本提案の検討を WG に指示した。 

(ｳ) 訓練に関する情報（DSC 16/4/INF.7） 

IBTA は、DSC 16/4/INF.7 について説明し、小委員会はこれをノートした。 

(3)  WG における審議（火曜日夕刻） 

ｱ. ニッケル鉱を含む液状化貨物の安全対策 

(ｱ) 液状化貨物に係る各種安全対策については、プレナリーにおける審議結果を受けて、

以下の審議があった。審議対象文書は、DSC 16/4/10（フランス）、DSC 16/4/77（中国）、

DSC 16/4/95 及び DSC 16/4/99（INTERCARGO 等）、MSC 89/7/4（中国）及び MSC 89/7/7

（INTERCARGO 等）であった。 

(ｲ) WG は、含水液状化物質運搬船については SLF 小委員会に検討を要請することに合意

した。 

(ｳ) 議長は、中国提案のうち、第 4.3.2 節の改正についてはプレナリーで支持されたが、新

4.8 節については支持されなかったとして、第 4.3.2 節改正については、authorized を

recognizedに変更することについて、WGの意見を求めた。その際、スクリーン上の案

には、機関（entity）の前に "independent" との言葉が残っていた。 

a.  ギリシャ、フランス、オーストラリア及びブラジルは、"independent" を入れること

に反対し、ICS は、"independent" を入れることを支持した。また、INTERCARGO
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は、妥協案として "independent" を入れない代わりに IMO に登録する、即ち、新 4.8

節を入れることを提案した。 

b.  これに対して日本は、中国提案のうち、MSC 89/7/4 には "independent" が入ってお

り、DSC 16/4/77 には "independent" が入っていない旨を指摘した上で、プレナリー

で支持されたのは、DSC 16/4/77 の方であると理解している旨を述べ、確認を求め

た。 

c.  議長は日本指摘通りである旨を確認し、WG は"independent" を入れないことに合意

した。 

d.  主管庁を「積み地（port of loading）」の主管庁に限るか否かについて審議したところ、

中国は再度「積み地の主管庁」に限定することに反対したが、議長は「積み地の主

管庁」に限定することは昨日合意したはずであるとの認識を示した。 

e.  日本は、そうした合意がなされたとの認識は無かったが、「積み地」との言葉を入

れることは特段の問題は無いと考え、敢えて指摘はしなかった。 

f.  WG は、「積み地」との言葉を入れることに合意した。 

(ｴ) WG は、新 4.8 節は追加しないことに合意した。 

(ｵ) 次に WG は、フランス提案等に基づき、新 4.3.3 節について審議した。 

a.  オランダは、少なくともサンプリングと試験手順の承認は、荷送人とは独立した機

関が承認する必要があるとの意見を述べた。 

b.  日本は、運送頻度が低い貨物に対して、各種手順の「定期的に点検」を行うことは

容易では無い点も考慮するよう、WG に要請した。 

c.  英国は、日本の指摘に理解を示し、「定期的」は曖昧である点を指摘した。 

d.  これに対して、カナダ及びフランスは、さほどの負担では無いとの認識を示した。 

e.  ICS は、荷送人の申告が信用できないので、主管庁による監督が必要である旨を主張

した。 

f.  INTERCARGO は、さほどの負担では無いとの認識を示しつつ、プレナリーで合意

されている点を指摘した。 

g.  中国は実施の困難さを指摘し、米国及びオーストラリアは、もう少し柔軟な要件に

すべきとの意見を述べた。 

h.  議長は、プレナリーで合意されているので、負担があっても、この案のままとする

との考えを示したが、日本が「定期的（periodically）」との言葉の削除について検討

を求めたところ、WG は、「定期的」との言葉を削除することに合意した。 

i.  WG は、手続きを承認するための指針については、脚注で言及することに合意し

た。 

(ｶ) WG は、新 4.3.4 節（バージ荷役時の要件）に合意した。 

(ｷ) DSC 16/4/99 による提案のうち、第 1.7.7 節改正（主管庁と荷送人の独立性に関する要件）

については、意見が分かれていたが、米国が "The competent authority shall operate 

independently from the shipper." とする修正案を提出し、マーシャル諸島、リベリア、ト

リニダードアンドトバゴ、ICS、オーストラリア、パナマ及びBIMCOがこれを支持し、

WG は米国案に合意した。 

- 95 -



(ｸ) 次に WG は、新 4.2.4 節及び新 4.2.5 節（船員等のための貨物のストックパイルへのア

クセスの確保）について審議した。 

a.  新 4.2.4 節から審議し、オーストラリア及び英国は実施が困難である旨を述べた。 

b.  フランスはトリッキーな規定であり、船員が貨物のストックパイルにアクセスして

も何もできないとの意見を述べ、ブラジルがこれを支持した。 

c.  INTERCARGO 及び ICS は要件の追加を主張した。 

d.  WG は、妥協案として、"shall provide access" を "shall facilitate access" に修正するこ

とについて審議し、オーストラリア、リベリア、INTERCARGO及び ICSがこの案を

支持し、結果、WG はこの案に合意した。 

e.  ストックパイルのアクセスの目的にサンプリングを残すか否かについては意見が分

かれたが、WG は、サンプリングとの言葉を削除することに合意した。 

f.  日本は「液状化貨物について」との文言が含まれていない点を指摘し、WG は液状化

貨物に係る要件であることを明確にする修正を行った。 

(ｹ) 新 4.2.5 節については、米国、フランス、オーストラリア及び英国が追加に反対した一

方で、ICS が追加を支持した。WG は、新 4.2.5 節を追加しないことに合意し、ICS 等

の意見は報告に残すことにした。 

(ｺ) 新 8.5 節について WG は、現行第 8.4 節（can test の規定）を 8.4.1 節に修正した上で、

第 8.4.2 節として、"If samples remain dry following a can test, the moisture content of the 

material may still exceed the TML."との文を追加することに合意した。 

(ｻ) WG は、ニッケル鉱の個別スケジュール案は、仕上げのため、E&T グループに送るこ

とに合意した。 

ｲ. 鉄鉱粉の運送 

(ｱ) DSC/Circ.63 の見直しについては、ICS、オーストラリア、英国、米国、INTERCARGO、

ドイツ、ギリシャ及びスウェーデンが反対した。 

(ｲ) これに対してブラジルは、プレナリーで合意されている旨を指摘した。 

(ｳ) 議長は、プレナリーでブラジル提案を支持していた国が WG には出席していない点に

も配慮する必要がある旨を述べ、別の案を検討する必要があるとの考えを述べた。 

(ｴ) 本件に関する審議の途中で、WG は、火曜日の審議を終えた。 

(4)  WG における審議（プレナリー終了後） 

ｱ. クラス及びグループの義務化（DSC 16/4/88） 

(ｱ) 日本が提案したクラス及びグループの義務化は、プレナリーで支持され、さらに WG

ではドイツが支持したことを受けて、特段の意見は無く、日本提案に基づく改正案の

作成を事務局に依頼した。 

(ｲ) 事務局は、日本提案に基づく IMSBC コード改正案を作成し、WG はこれに合意した。 

ｲ. 鉄鉱粉の運送 

(ｱ) WG は、DSC 16/5/6（ICHCA）を報告に残すことに合意した。 

(ｲ) プレナリーでブラジル提案が支持されたことを受けて、WG は、鉄鉱粉に関する今後

の議論の進め方について審議し、以下の意見があった。 

a.  オーストラリアが E&T グループで検討する方が良いとの意見を述べたのに対して、

- 96 -



ブラジルは、CG の設置が良いとの意見を述べた。 

b.  日本が E&T グループへの文書提出の期限（通常、会議開催の 4 週間前）を確認した

ところ、ブラジルが、E&T グループまでに各種検討を行うことは困難であるとの意

見を述べたことを受けて、日本は、CG を設置した方が良いとの意見を述べた。 

c.  キューバ及びノルウェーは、日本の意見を支持し、WG は CG の設置に合意した。 

d.  スウェーデンは、E&T グループでも検討する方が良いとの意見を述べた。 

e.  ブラジルは、CG への付託事項に、研究も加えたい旨を述べた。 

f.  WG は、以下の付託事項に合意した。 

(a) 鉄鉱粉の個別スケジュール案（場合により複数）を作成し、要すれば、鉄鉱石の個

別スケジュールの改正案を作成すること 

(b) 現行の TML 決定法の妥当性及び改善の可能性を検討し、代替の決定法を開発する

こと 

(c) 検討経過を E&T グループに知らせること 

(d) DSC 17 に報告すること 

(ｳ) プレナリーでブラジル提案が支持されたことを受けて、WG は、鉄鉱粉に関する

DSC/Circlar を見直した。 

a.  オーストラリア、米国、INTERCARGO、ICS、英国、ICHCA、P&I グループ、ギリシ

ャ、オランダ、カナダ、フランス、デンマーク及びBIMCOは、DSC/Circularの改正に

反対した。 

b.  一方、クック諸島、中国、南アフリカ、チリ、キューバ、ペルー、アルゼンチン及

び IBTA は、DSC/Circular の改正を支持した。 

c.  WG は、妥協を図るため、DSC/Circular 改正案について検討した。 

d.  ブラジルは、火曜日か水曜日にかけて、修正案を用意した。その中で、第 2.2 節は、

鉄鉱粉は主たる粒子が 6 mm 以下のものとの文を入れた。また、DSC 16 が CG を設

置した旨を記載した。 

e.  これに対して米国は、「疑義がある場合には、積み地の主管庁に問い合わせること」

との妥協案を提案し、スウェーデン及びブラジルがこれを支持した。 

f.  フランスは、粒径としては 6.35 mm が良いとの意見を述べた。 

g.  イタリアは、鉄鉱粉の個別スケジュールが出来るまでの間は、IMSBC コード第 1.3

節に従って運送すべきとの文を提案した。 

h.  水曜日に WG は、意見が分かれた旨を小委員会に報告することに合意した上で、

DSC/Circular の修正案の仕上げを議長に一任することに合意した。 

i.  木曜日の朝のレポート確認の際に、若干の手直しを行い、DSC/Circular の改正案を

用意したが、その取り扱いは小委員会に委ねることを再度確認した。 

ｳ. 液状化貨物の判定基準 

(ｱ) WG は、DSC 16/4/16（日本）及び DSC 16/4/76（中国）について、一括して審議した。 

a.  日本は、グループ A の定義、即ち「水分が TML を超えた場合液状化する恐れのある

貨物」との記述の妥当性について検討を要請した。その際、プレナリーにおけるオ

ーストラリアの発言を受けて、水が浸入した際に液状化する可能性のある貨物を全
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てグループ A とした場合、セメントや FLY ASH, DRY もグループ A になるが、それ

が妥当かどうかという問題がある旨を指摘した。 

b.  オーストラリアは、危険性があるなら、全てグループ A にすべきとの考えを述べた。

また、貨物の品質管理により水分が低く保たれる場合グループ C にするとの考え方

は、非常にセンシティブであり、国際的には適当ではないとの意見を述べた。 

c.  INTERCARGO は、case by case basis で考えるべきであるとの意見であった。 

d.  ノルウェーは、水分が低い貨物であっても、液状化の恐れがあるのであれば、基本

的にはグループ A にすべきであるとの意見を述べた。 

e.  オランダは、日本提案を論じる前に、定義について考え直す必要があるとして、品

質管理については、承認も必要であろうとの意見を述べた。また、液状化の可能性

は申告されるべきであり、一つの貨物に二つのグループがあることも混乱を招くと

の考えを述べた。 

f.  日本は、貨物への水の浸入として、どこまでを考えるべきかが問題である点を指摘

した。 

g.  英国は、僅かでも液状化の可能性があるなら、グループ A にすべきであるとした。 

h.  オーストラリアは、この問題はさらに検討する必要があると述べ、中国はこの意見

を支持した。 

i.  日本は、「液状化の危険性は、船長に知らせるべきこと」には合意し、「品質管理

だけで液状化を防止することは、世界的には困難」との意見はノートした上で、

様々な観点から検討したいとの意見を述べた。また、以下の点を指摘した。 

(a) 雨等による水の浸入で液状化する貨物は基本的にはグループ A にすべきであろ

う。 

(b) 一方、船倉に亀裂が入った場合の水の侵入までをも考慮して貨物のグループを決

定することには疑問がある。 

(c) 船長に潜在的な危険を知らせるだけなら、個別スケジュールに書くことでも対応で

きる。 

(d) グループ A は、各種の要件を適用する際の基準である。 

(e) 危険性（リスク）と要件のバランスは重要と考える。船倉への浸水までを考えれば

液状化する貨物であっても、僅かな危険性のために、多くの要件を適用すること

には疑問がある。 

(ｲ) WG は、今後、液状化貨物の判定基準について検討していくこと、当面、E&T グルー

プで審議することに合意した。 

ｴ. MARPOL 条約附属書 V における環境有害物質（EHS）の指針 

(ｱ) 議長は、オーストラリア提案（DSC 16/4/83）には支持が無かったとして、DSC 16/J/8

を検討する旨を述べた。 

(ｲ) オーストラリアは、この提案は MARPOL 条約附属書 V に関するものではなく、水生

環境有害物質の運送方法に関するものである旨を述べた。 

(ｳ) MEPC 下に設置された MARPOL 条約附属書 V の実施に係る CG のコーディネータ（英

国）から、CG における審議状況が説明され、DSC 小委員会では、貨物に係る判定基準
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を作成して欲しい旨が述べられた。 

(ｴ) プラスチックを「残渣は海洋への排出禁止」とすることに合意した上、DSC 16/J/8 につ

いて、以下の議論があった。 

a.  オランダは、DSC 16/J/8 について説明し、bioavailability 等の基準は、有機物だけに

適用するとの考えである旨を述べた。 

b.  チリは、MARPOL 条約附属書 III の基準（以下「急性毒性・慢性毒性」と呼ぶ。）を、

同条約附属書 V に係る貨物の判定に用いることに合意しつつ、他の基準（以下

"CMR"と呼ぶ。）については、評価が困難であり、また有機物と無機物で基準を変

えることは妥当ではないという問題もあることを指摘した上で、CMR を基準とする

ことに反対した。 

c.  米国は、チリの意見を支持した。 

d.  日本は、チリ及び米国の意見を支持した。 

e.  オーストラリアは、MARPOL 条約附属書 V を、IMSBC コードに反映させる必要が

あるとの意見を述べた。 

f.  議長は、MARPOL 条約附属書 V の要件を IMSBC コード新 14 章に記載してはどうか

と述べた。また、指針をどのような IMO 文書にするかについても WG に意見を求め

た。 

g.  日本は、MEPC 62 で採択された MARPOL 条約附属書 V 改正と、MSC 89 で採択され

た IMSCB コード改正の発効日が同じ（2013 年 1 月 1 日）である点を指摘し、現時点

では、MARPOL 条約附属書 V に係る IMSBC コード改正を考える必要は無い旨を述

べ、貨物の判定基準は MEPC サーキュラーにするのが適当であるとの意見を述べた。

WG は、日本の意見に合意した。 

h.  ドイツは、改正MARPOL条約附属書Vの発効までには時間が無いため、判定基準は

決めるにしても、発効までに貨物のリストを作成することは困難である旨を MEPC

に伝えるべきとの意見を述べた。また、チリの案に従えば評価が容易であることに

は理解を示しつつ、固体ばら積み貨物の残渣の排出量は、MARPOL 条約附属書 II 物

質よりも多くなる（場合により 100 トン単位）ことを理由に、厳しい基準を適用す

べきと述べた。また、生物学的な評価には 2～3 年はかかることを指摘し、さらに生

物学的（毒物）濃縮（biomagnification）も考慮する必要があるとの意見を述べた。 

i.  ノルウェーは、IMSBC コードの要件も決めるべきであるとの意見を述べた。さらに、

MARPOL 条約附属書 III は、事故等により海洋に貨物が落下することを考慮した規

定であり、日常的に排出することを考慮した基準では無い点を指摘し、同条約附属

書 V の基準は、同条約附属書 II に倣うべきとした。 

j.  中国は、IMDG コード第 2.9 節に基準があることから、それで十分であるとした。 

k.  議長は、急性毒性・慢性毒性の基準にプラスチックを加えたもので良いかと、WG

に意見を求めた。 

l.  オーストラリアは、貨物の残渣については急性毒性・慢性毒性の基準で無くても良

いとした。 

m.  スウェーデンはノルウェーの意見を支持した。 
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n.  オランダは、ドイツの意見を支持し、分類の困難さは理解できるが、MSDS で判定

できるとの考えを述べた。 

o.  英国は、ドイツ、ノルウェー及びオランダの意見を支持した。 

p.  これに対してチリは、複雑な貨物を成分比率だけで判定するのは間違っているとの

意見を述べ、パナマ及びブラジルがこれを支持した。 

q.  INTERCARGO は、ここでは排出基準を決めるべきであるとした上で、IMSBC コー

ドに規定を設けるべきとの意見を述べた。 

r.  米国は、急性毒性・慢性毒性の基準には賛成しつつ、CMR については、データを入

手することが困難であり、評価が難しい旨を報告書に明記して欲しいと述べた。 

s.  ノルウェーは、タンククリーニング剤の評価と同様の方法で判定すれば良いとの意

見を述べた。 

(ｵ) 審議の結果、WG は、急性毒性・慢性毒性の基準とプラスチックを含めることには合意

した上で、CMR については、判断を小委員会に委ねることに合意した。 

ｵ. 新規貨物の個別スケジュールに関する議論の進め方について 

(ｱ) 議長は、E&T グループにおける各種新規貨物の個別スケジュールの検討に備えて、他

の国と類似の貨物について提案している国は、互いに連絡を取り、事前に調整して欲

しい旨を述べた。また、他国の提案文書に対するコメントがある場合は、相手国に直

接連絡して欲しい旨を述べ、WG はこれに合意した。 

(ｲ) 議長は、新規貨物に関するMSDS等の補足的情報をE&Tグループに送るよう、各国に

要請したい旨を述べた。これに対してドイツは、貨物の情報には、MSDS を含めるべ

きとの意見を述べたので、日本は、全ての貨物に MSDS が必要かについては疑問があ

る旨を提示した。これを受けて議長は、MSDS については "as necessary" で提出を求

めるとの案を提示し、WG はこれに合意した。 

ｶ. 燻蒸中の船舶の安全対策（DSC 16/4/91） 

(ｱ) 燻蒸中の船舶の事故を受けて IMSBC コード等の安全要件の追加を求めるカナダ提案

について検討した。 

(ｲ) 最初に、問題となる貨物／船種の多くが、IMSBC コードに関係しているか否かについ

て議論された。 

(ｳ) WG は、航海中に燻蒸を行う船としては、穀類運搬船が多いことを認識しつつ、シー

ドケーキや穀類由来の各種貨物があることをノートした。これを受けてドイツは、船

上における殺虫剤安全使用勧告を修正する方が良いとの意見を述べた。 

(ｴ) IMBSC コードへの取り入れ方（Option 1：本文第 3.6 節への要件の追加、Option 2：燻

蒸中貨物の個別スケジュールの作成、Option 3：両方）について審議が行われたところ、

英国、ノルウェー及びマーシャル諸島は Option 3 を支持し、イタリアは Option 2 を支

持した。 

(ｵ) 日本は、Option 2 は、一つの貨物に複数の個別スケジュールを適用することは混乱に

結びつくので、Option 1 が良いとの意見を述べた。INTERCARGO は日本の意見を支持

し、また、アルゼンチンも Option 1 が良いとの意見を述べた。また、オーストラリア

は、IMSBC コードに補足的な資料を入れる方法もあると述べた。 
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(ｶ) 審議の結果、議長は、IMSBC コード第 3.6 節に要件を追加することは合意されたとし

て、WG は、E&T グループで検討することを前提として、提案文書に基づき、IMSBC

コードに組み込むべき仮の案を検討した。（DSC 17/4, Annex 参照） 

ｷ. 固体ばら積み貨物に係る訓練要件について（DSC 16/INF.7） 

DSC 16/INF.7 が紹介され、これを受けて WG は、訓練要件に係る今後の作業の進め方

について検討を行ったところ、米国が将来的には IMDG コード第 1.3 節のような訓練要

件を追加すべきであろうと述べた。 

ｸ. 固定式消火装置が免除される又は有効でない固体ばら積み貨物のリストの改正

（DSC 16/4/73） 

(ｱ) オーストラリアは、提案に反対した。ドイツは、基本的には提案を支持するとしつつ、

MHB基準が決まっていないとの問題を指摘した。日本は、火災危険が低い貨物の基準

が無いこと、IMSBC コード第 1.3 節では火災危険性を主管庁が評価すべきことが明確

ではないこと、また、表現の問題として、要件を書くのは適当では無い旨を指摘しつ

つ、基本的には、提案文書を支持する旨を述べた。 

(ｲ) WG は、本件については、E&T グループでさらに検討することに合意した。 

(5)  プレナリーにおける審議（WG 終了後） 

ｱ. WG 議長は、その報告において、IMSBC コード第 8.4 節（can test）の削除を E&T グルー

プで検討することについて承認を求めた。WG の報告の Part 2（DSC 17/4）について口頭

で報告するに当たり、個別スケジュールの改正をE&T グループで検討するに際して、コ

メントがあれば、直接提案国に連絡することに合意した旨を紹介した。 

ｲ. 通風口の閉鎖装置に係る IACS 統一解釈について（DSC 16/4/100）については、WG にお

ける審議結果が異議無く承認された。 

ｳ. 含水液状化物質運搬船については、SLF 小委員会に検討を要請することに合意した。 

ｴ. 日本提案に基づくクラス及びグループの義務化、中国提案に基づくTML及び水分計測を

行う者の主管庁承認、フランス提案に基づく液状化貨物の取り扱いに係る手順の主管庁

承認・確認、INTERCARGO 等の提案に基づくバージ荷役時の要件等に関する IMSBC コ

ードの改正案は、02-13 改正に含めることが合意された。 

ｵ. Can test の削除について、E&T グループで検討することが承認された。 

ｶ. 鉄鉱粉に関する CG の設置が承認された。なお、ブラジルの依頼により、コーディネー

タは日本が努めることになった。 

ｷ. 鉄鉱粉に係る DSC.1/Circ.63 の見直しについて、再度、議論になった。 

(ｱ) ブラジルは、オーストラリアと調整の結果、一部文言の修正を提案した。オーストラ

リアは見直しに反対しなかった。 

(ｲ) 反対した国等：INTERCARGO、ドイツ、ICS、英国、Nautical Institute、BIMCO、ギリ

シャ、オランダ、ポーランド、ベルギー、スウェーデン、デンマーク及び P&I クラブ 

(ｳ) 支持した国等：スペイン、アルゼンチン、キューバ、ベネズエラ、ペルー、チリ、ガ

ーナ、コロンビア、クック諸島、中国、ナイジェリア、フィリピン、シンガポール、

イラン、マレーシア及び南アフリカ 

(ｴ) カナダは、粒径に関する記述を削除することを提案した。 
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(ｵ) 小委員会は、DSC.1/Circ.63 の修正版を出すことに合意した。ICS は、表題を暫定指針

にすることを提案したが、小委員会は表題は変えず、報告書の中で、暫定であること

を明記することにした。 

ｸ. MARPOL 条約附属書 V における環境有害物質（EHS）の指針案は、鉤括弧付きのまま、

MEPC に送ることに合意した。 

ｹ. E&T グループの議題に合意した。 

(ｱ) 明確化のため、DSC 17/4 の以下の部分を DSC 16 の報告に残すことにした。 

The working group considered the documents related to new entries and amendments to 

existing schedules in Appendix 1 of the IMSBC Code. Due to time constraints, detailed 

consideration of each document could not be undertaken. The group agreed that these 

documents should be forwarded to E&T 17 for detailed consideration. Further, the group was 

of the view that Member States and interested parties should submit comments and information 

requests directly to the Member States that submitted the proposal as early as possible, so that 

arrangements could be made to modify the proposal or supply further information to E&T 17. 

(ｲ) フランスから、ニッケル鉱に関する試験法の審議を E&T グループの検討事項に入れて

欲しい旨が述べられ、これが合意された。 
 

2.5. 海難・事故報告及びその分析（議題 5 関連） 

(1)  危険物を収納したコンテナの検査（CIP）の結果報告 

ｱ. DSC 16/5（カナダ）、DSC 16/5/1（フィンランド）、DSC 16/5/3（ベルギー）、DSC 16/5/4

（香港（中国））、DSC 16/5/7（スウェーデン）、DSC 16/5/9（米国）、DSC 16/5/10（韓

国）及び DSC 16/5/11（事務局）の結果報告が行われ、その結果がノートされた。 

ｲ. 本件に関連し、小委員会は、CIP の結果を報告していない国に対し MSC.1/Circ.1202 に従

って結果を提出するよう要請した。 

(2)  船舶に設置される揚貨装置に係る要件の策定 

船舶用クレーンが関与する事故報告と共に揚貨装置に係る要件が条約上で定められてい

ないことを指摘する ICHCA 提案（DSC 16/5/5）の検討が行われ、小委員会は、本件は DE

小委員会にも関連するとして同小委員会に検討を依頼することとし、また本件に関する検

討を ILO に依頼するよう事務局に指示した。 

(3)  船具、艤装品及び舶用品として運送される電離放射線源 

船用品としての電離放射線機器の使用及び管理に関する国際基準がないことを受け、こ

れら機器を包括したリストの作成及び回章、並びに現在 IAEA で策定中の関連ガイダンス

の適用対象にこれら機器を含めるよう求める英国提案（DSC 16/5/6）の検討が行われ、小

委員会は、同案に合意し、英国に対し当該リスト及びサーキュラーの最終案を準備すると

共に IAEA でのガイダンス策定作業に協力するよう要請した。 

 

2.6. 水反応性物質の積載（議題 6 関連） 

ドイツより水又は二酸化炭素と危険な反応を起こす物質に現在適用される積載、隔離及び

容器包装要件の改善を目的に実施された総合的安全評価（Formal Safety Assessment）の結果
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（DSC 16/6 及び INF.2）が報告されると共に、同報告に基づいて次回会合に提案を行う予定

である旨の説明があった。小委員会は同報告の内容をノートし、FP 小委員会に同報告に対

するコメントを要請することとした。今次会合の結果を受け、小委員会は本議題の作業終了

目標を 2013 年に延長することを MSC に要請することとした。 
 

2.7. 貨物輸送ユニットの収納指針の見直し（議題 7 関連） 

(1)  事務局から同指針見直しに係る作業計画の説明があった。IMO/ILO/UNECE 合同専門家会

合の開催回数に対するDSC 小委員会の開催回数等について懸念等が示されたが、小委員会

は、DSC 16/7 Annex に示される専門家会合への委託事項に合意すると共に同非強制コード

策定について ILO 及び UNECE 事務局と協力を続けるよう事務局に指示した。 

(2)  ドイツより同指針の見直しにおける検討事項（DSC 16/7/1）と共に同専門家会合への参加の

意志が表明された。小委員会は、同案を支持すると共にこれをノートし、他の代表に対し

専門家会合における作業への協力を依頼した。 

(3)  病害虫による汚染を最小限にするための要件を同指針に追加する FAO-IPPC 事務局提案

（DSC 16/7/2）の検討が行われ、小委員会は、同案を支持すると共にこれをノートした。 

(4)  小委員会は、IMDG コード第 36 回改正を反映する修正を行うため、DSC 15 で合意された

第 35 回改正を反映した同指針改正案を E&T グループに送付することとした。 

(5)  小委員会は、事務局に対し専門家会合の進歩状況を報告するよう要請した。 

 

2.7. コンテナ検査プログラム（CIP）の効率の検討（議題 8 関連） 

(1)  プレナリーにおける審議 

コレスポンデンスグループ（CG）が準備した CIP ガイドライン案（DSC 16/8）の検討が

行われた。検討の中で、報告書式の内容が十分ではない、違反等があった場合の責任の所

在が明確ではない等の意見が表明され、小委員会はドラフティングループ（DG）を設置し

それら意見を考慮の上ガイドライン最終案を策定するよう同 DG に指示した。 

(2)  DG の報告書の審議 

ｱ. 小委員会は DG の報告書（WP.6）の検討を行い、次の事項を確認した上で CIP ガイドラ

イン最終案及び同ガイドラインのカバーノートとなるMSCサーキュラー案に合意した。 

(ｱ) 違反等があった場合の責任の所在は関係規則の規定に基づく旨を明確にした。（ガイ

ドライン案 2.3） 

(ｲ) 検査時にコンテナのドアを解放する場合の安全対策としてドアの急激な解放を防止す

るための安全帯の使用を規定した。（同 4.1.11） 

(ｳ) 検査後の取扱い、再封印等の方法に関し参考として MSC-FAL.1/Circ.1 on Securing and 

Facilitating Global Trade を引用した。（同 4.3） 

(ｴ) 報告書式の変更は行わない。（同 ANNEX 1） 

ｲ. 小委員会は本議題の関する全ての作業が終了したことを確認し、本議題を小委員会の作

業計画から削除することとした。 
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2.8. 港での放射性物質検出のための設備のインストール（議題 9 関連） 

IAEA 事務局より法的規制を受けない核物質及び他の放射性物質に関する核セキュリティ

勧告書並びに核セキュリティ用語集の策定状況に関する報告（DSC 16/INF.3）があり、その

内容がノートされた。小委員会は事務局に対し、今後も必要に応じ IAEA の活動状況を報告

するよう指示すると共に本議題を小委員会の作業計画から削除するよう MSC に要請するこ

ととした。 

 

2.9. コンテナ安全条約及び関係回章文書の改正（議題 10 関連） 

(1)  1993 年改正コンテナ安全国際条約（CSC 条約）の正式発効 

ｱ. プレナリーにおける審議 

(ｱ) 1993年改正CSC条約の 2012年 1月 1日の正式発効に関連したMSC 88の審議結果（DSC 

16/10）が事務局より報告され、その内容がノートされた。 

(ｲ) 1993 年改正 CSC 条約の正式発効に対応した同条約附属書改正案（DSC 16/10/2）並びに

同条約及び附属書中で使用される用語の不統一を解決するドイツ提案（DSC 16/10/3）

の検討が行われ、原則合意された。小委員会は、ドラフティンググループ（DG）を設

置し、同グループに対し、両案を考慮のうえ、正式発効に対応した CSC 条約及び附属

書改正案を準備するよう指示した。 

ｲ. DG の報告書の審議 

小委員会は DG の報告書（WP.7）の検討を行い、次の事項を確認した上で 1993 年改正

CSC 条約案に合意した。 

a.  附属書中の用語の定義を示す附属書第 IV を新設した。 

b.  用語“loading”の定義を削除した。 

c.  附属書中の力の単位を“newtons”から“kN”に変更した。 

d.  2010 年改正の修正内容も 1993 年改正と同時に発効する。 

e.  決議書 MSC.310(88)により採択された附属書第 1 第 1 規則は、猶予期間なしに 2012

年 1 月 1 日に発効する。 

f.  積重ね能力の低い既存のコンテナへの表示については、猶予期間が必要である。 

(2)  承認を受けたコンテナ保守点検計画（ACEP）の登録リスト 

ｱ. ACEP リストに含めるべき情報及び同リストの公開方法に関するロシア提案（DSC 

16/10/1）の検討が行われ、小委員会は、同案を原則支持すると共に、本件については次

回会合（DSC 17）の新規予定議題“ACEP に関するガイダンスの策定”において検討す

ることに合意した。 

ｲ. ACEP リストの一般利用のためのデータベースの構築方法を示す BIC 提案（DSC 16/10/5）

の検討が行われ、小委員会は、本情報提供に謝辞を述べると共に、今後の作業への情報

提供（特に費用の発生なく構築できるとする根拠等）の協力を要請した。 

(3)  CSC 条約及び関連サーキュラーの新たな改正 

1993 年改正 CSC 条約附属書第 III 及び関連サーキュラー（CSC.1/Circ.138）中の「コンテ

ナの重大な構造上の欠陥に関する判定基準」一覧表に新たな基準（同基準以下のもの）の

追加を求めるドイツ提案（DSC 16/10/4）の検討が行われた。小委員会は、同附属書が MSC
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で既に採択され 2012 年 1 月 1 日から発効されることを考慮し、本件を同条約及び関連サー

キュラーの新たな改正として取り扱うこととした。これに関連して、小委員会は、興味あ

る国に対し同条約及び関連サーキュラー改正に係る新たな提案を DSC 17 に提出するよう

要請した。 

(4)  積重能力の低いコンテナへの表示 

積重ね能力の低いコンテナを意味する表示規格の策定に関連して、本件に係る ISO の活

動報告（DSC 16/INF.9）が紹介され、その内容がノートされた。 

 

2.10. 閉鎖区域への立入及び救助に係る操練を強制化するための SOLAS 条約の改正（議題 11 関

連） 

(1)  プレナリーにおける審議 

ｱ. 小委員会は、Nautical Institute の DSC 16/11 の説明に基づき、閉鎖区域への立入の問題を

解決する適当な手段は船員の安全管理システムに対する意識を向上させることが重要で

ある旨の提案について検討を行った。 

ｲ. マーシャル諸島、ICS 等が同案を支持し、また日本も「閉鎖区域への立入は日常的な作業

であり、操練は馴染まない。閉鎖区域への立入に関する能力は、STCW コードで要求さ

れている。事故の予防には安全教育の徹底が重要である。」との意見を述べた上で同案

を支持した。 

ｳ. 一方、ドイツ、デンマーク、オランダ等 20ヶ国以上の国が同案への不支持を表明し、繰

練強制化のため SOLAS 条約を改正するよう主張した。その主な理由は、ISM コードや

STCW コードにより安全の向上を図っているにも拘らず、依然として事故が減らないの

はそれだけでは不十分であり、繰練強制化が必要であるとのものであった。さらに、す

べての船舶への酸素検知器の備付及び使用を強制化すべきとする意見がウクライナ、バ

ハマ等多くの国から示された。 

ｴ. 小委員会は、ワーキンググループ（WG）を設置し、上記意見を考慮の上、繰練強制化た

めの SOLAS 条約改正案を準備するよう同 WG に指示した。 

(2)  WG の報告書の審議 

ｱ. 小委員会は、WG の報告書（WP.4）の検討を行い、閉鎖区域への立入及び救助繰練を強

制化する SOLAS 条約附属書第Ⅲ章第 19 規則改正案に合意した。また小委員会は、第 16

回 BLG 小委員会に今回準備した改正案に関する検討を要請し、同小委員会からのコメン

トを考慮の上、次回会合（DSC 17）で最終案を作成することに合意した。 

ｲ. 酸素検知器の船舶への備付及び使用について、WG で詳細な検討が行われた結果、これ

らを考慮した第 19 規則第 3.5.2 項が新設されたことがノートされた。 

 

2.11. 作業計画及び次回会議議題（議題 12 関連） 

(1)  MSC 90 に承認のために送られる次回会合（DSC 17）の議題は以下のとおりである。 

ｱ. 議題 1 議題の採択 

ｲ. 議題 2 IMO の他機関の決定 

ｳ. 議題 3 危険物輸送に関する国連勧告との調和を含む IMDG コード及び付録の改正 
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(ｱ) IMDG コード及び付録の 37-14 改正 

(ｲ) IMDG コードと国連勧告との調和 

ｴ. 議題 4  IMSBC コードの改正 

ｵ. 議題 5 事故報告の解析 

ｶ. 議題 6 貨物輸送ユニットの収納指針の見直し 

ｷ. 議題 7 コンテナの損失防止策の策定 

ｸ. 議題 8 承認を受けたコンテナ保守点検計画（ACEP）に関するガイダンスの策定 

ｹ. 議題 9 改正MARPOL条約附属書 V に係る環境に有害な固体ばら積み貨物の評価基準の

策定 

ｺ. 議題 10 1972 年コンテナ安全条約及び関連サーキュラーの改正 

ｻ. 議題 11 水反応性物質の積載 

ｼ. 議題 12 保護衣のガイダンス 

ｽ. 議題 13 閉鎖区域への立入及び救助に係る繰練を強制化するための SOLAS 条約の改正 

ｾ. 議題 14 DSC 18 に係る作業計画及び議題 

ｿ. 議題 15 2013 年の議長及び副議長の選出 

ﾀ. 議題 16 その他の議題 

ﾁ. 議題 17 MSC（海上安全委員会）への報告 

(2)  ワーキンググループ及びドラフティンググループの設置については、次回会合で決定され

ることとなった。 

(3)  小委員会は、次回会合までの間の以下のコレスポンデンスグループ（CG）の設置に合意し

た。 

ｱ. 鉄鉱粉に関する CG（コーディネーター：日本） 

ｲ. ACEP 作成のためのガイダンス策定に関する CG（コーディネーター：米国） 

(4)  事務局は、次回開催を暫定的に 2012 年 9 月 17～21 日に設定していることを案内した。 

 

2.12. 2012 年の議長及び副議長の選出（議題 13 関連） 

(1)  現職議長の Lefèvre 女史（フランス）及び副議長の Dominguez 氏（パナマ）より再選を辞退

する意向が示され、小委員会は、本意向を受け入れると共に長年に亘る彼らの多大な功績

に対し深い感謝の意を述べた。 

(2)  小委員会は、新たな議長及び副議長の選出を次回会合（DSC 17）で行うことに合意した。 

 

2.13. その他の議題（議題 14 関連） 

(1)  コンテナの損失防止策の策定（DSC 16/14） 

船積み前のコンテナ実重量の証明行為を要求する SOLAS 条約改正を求める WSC、ICS

及び BIMCO 共同提案の検討が行われ、貨物を安全に取扱う上での正確な重量の申告の重

要性及びその必要性が再確認された。一方、運用面に関する問題として、港湾以外におけ

る重量計測の実施の困難さ、経済的影響を懸念する意見等が示され、小委員会は、WCS、

ICS 及び BIMCO その他興味ある国に対し、これら意見を考慮した提案を次回会合に提出

するよう要請した。 
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(2)  保護衣のガイダンス（DSC 16/14/1） 

ｱ. SOLAS条約で要求される船舶用保護衣に適用する IMO基準の策定に関連して、ISOより

ISO 16602:2007「化学薬品に対する保護衣」の見直し作業の結果と共に次の意見が提出さ

れた。 

(ｱ) 本規格は基本的に海上にも適用可能である。 

(ｲ) すべての化学薬品に対して万能な保護衣は存在ぜず、適当な保護衣は運送する化学品

の種類に応じて選択されるべきものである。 

ｲ. 小委員会は、IMDG コード及び IMSBC コードに関する各 E&T グループに対し、上記を

考慮のうえ検討を行い次回会合にその結果を報告するよう指示した。 

(3)  コンテナ保守点検計画のガイダンス（DSC 16/14/2） 

DSC 17 での検討を容易にするため「ACEP 作成のためのガイダンス策定」に関するコレス

ポンデンスグループ（CG）の設置を求める米国提案の検討が行われ、ロシア、スペイン、フ

ランス、韓国等多くの国が同案を支持し、小委員会は、米国をコーディネーターとする CG

設置に合意した。 

(4)  甲板積み木材運搬船に関する安全実施規則（Timber Deck コード）の見直し（DSC16/14/3） 

ｱ. プレナリーにおける審議（WG 設置前） 

特段のコメント無く、本件に関する審議はワーキンググループ（WG）に委ねられた。 

ｲ. WG における審議 

Timber Deck コード 2011 年版（案）（MSC 89/25/Add.1 Annex 9）を基に、MSC 89/7/2

及び Corr.1、MSC 89/7/3、MSC 89/7/8 並びに DSC 16/14/3 を考慮の上、修正案を準備した。 

a.  Diagram の見直し。（New and revised diagrams for chapter 2 に反映した。） 

b.  Loop lashing の記述を反映させることとし、これを paragraph 5.4.1 に取り入れた。 

c.  次の要素を加味して原案を修正した。 

(a) 氷による重量の増加の要因 

(b) Loop Lashing for timber packages  

(c) Restricted Sea Area の定義を追加 

(d) Tables 7.1 to 7.3 on the required bending resistance for uprights は計算例として古いた

め廃止 

ｳ. プレナリーにおける審議（WG 終了後） 

小委員会は、WG により準備された修正案と共に MSC 89 の指示のとおり A27 に今回準

備した修正案を提出することに合意した。また小委員会は、以下を要請した。 

a.  SLF 小委員会に、（IS コード 2008 年版のパート B 第 6.3 節に関連する）氷による重

量の増加を考慮した甲板積み木材運搬船のためのガイダインスの策定 

b.  SLF 小委員会に、国際満載喫水線条約 1988 年議定書の第 44 規則（6）の注釈の更新

に関する検討 

c.  IACS に、国際満載喫水線条約 1988 年議定書の第 44 規則（5）及び（6）並びに同コ

ード 2011 年版の第 7.2 項に関する統一解釈の策定 

 

* * * 

- 107 -



付録 1.4  DSC 小委員会第 16 回 E&T グループ審議概要 

 

1 会合の概要 

(1)  期間：平成 23 年 9 月 26 日～30 日 ロンドン IMO 本部 

(2) 参加国又は機関：ベルギー、中国、デンマーク、フィンランド、仏、独、イタリア、日本、

オランダ、ノルウェー、韓国、スペイン、スウェーデン、英国、米国、CEFIC 及び DGAC 

(3) 議長等 

議 長： Ms. Olga P. Lefevre（仏） 

事務局： Mr. A. Parroquin-Ohlson 

日本からの出席者： 濵田高志（一般社団法人日本海事検定協会） 

   山崎 晃（一般社団法人日本海事検定協会） 

(4)  主な議題:： 

① IMDG Code 第 35 回改正の訂正 

② IMDG Code 第 36 回改正案 

③ DSC 16 からの付託事項 

 

2 作業概況 

(1) IMDG Code 第 35 回改正内容の訂正 

本年 4 月に開催された E&T グループが作成した「Errata and Corrigenda」案の見直しを行

い、アスベスト（UN 2590）への少量危険物規定の適用等、国連モデル規則第 16 回改訂版

の訂正を含めた最終案を準備した。「Errata and Corrigenda」は IMDG コード第 35 回改正が

正式発効する 2012 年 1 月 1 日以前に「Note Verbale」として事務局長名で発行される予定

である。 

 

(2) IMDG Code 第 36 回改正案関連事項 

小委員会の指示に従い、DSC 16 にて合意された各種提案を取り入れた IMDG Code 第 36

回改正案を作成した。第 36 回 IMDG コード改正案は改正部分のみではなく統合版として

コード全文が 2012 年 5 月に開催される MSC 90 に提出され、SOLAS 条約改正手続に従っ

て採択される予定である。なお、今次会合でおこなった主な改正作業は次のとおりである： 

① サルベージ容器の緊急時以外の使用に関する主管庁許可の取得制限を規定した

4.1.1.18.3 及び 4.1.1.18.4 項を削除した。（DSC 16/3/2） 

② 病毒をうつしやすい物質の容器要件に関連し、4.1.1.9 項中に引用されている項番号

6.3.2 を 6.3.5 に変更した。 

③ 次亜塩素酸カルシウム輸送へのバックの使用禁止を規定した特別要件 PP 85 の見直し
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については、各輸送モード間でその番号と要件の内容を統一させる必要があるか否か

について国連危険物輸送専門家小委員会（UNSCETDG）に検討を委ねることとした。 

④ 各パッキングインストラクション間で表示方法、使用可能容器の種類等に不整合があ

ること確認し、メンバーに対し適宜 UNSCETDG に提案を行うよう要請した。 

⑤ 海洋汚染物質以外のUN 3077を短国際航海に限ってシーテッドバルクコンテナにて輸

送することを認める 4.3.3 節及び SP 965 を新たに策定すると共に、3.2、3.3 及び 6.9 章

に関連する改正を行った。（DSC 16/3/18） 

⑥ フレキシブルバルクコンテナの使用に関する要件を新 4.3.4 節として策定した。フレ

キシブルバルクコンテナの CTU による輸送は禁止であり（7.3.3.18 項）、積み重ね高

さは 3 とされている（7.6.2.12 及び 7.7.4.7 項）。 

⑦ 容量60リットル以下のシリンダーに適用される国連番号及びUNマーク表示の新サイ

ズ規定に関し、適用猶予期間を説明した新たなノートを 5.2.1.1 項に策定した。 

⑧ 輸送文書の記載に関し、“MARINE POLLUTANT”の文言に“ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS”の文言を追記していい旨を明確にする規定を 5.4.1.3.5 項に追加した。 

⑨ 新 5.5.3 節の規定に基づき、Container/vehicle packing certificate を準備する場合の確認

事項である冷却用ドライアイスを使用している場合の表示に関する 5.4.2.1.8 項を変更

した。 

⑩ 火薬類の輸送に使用されるマガジンの定義を規定する必要は無いと合意し、マガジン

の使用に関する解釈をノートとして 7.1.2 節に追加した。 

⑪ 混合物等の隔離グループの決定は荷送人の責任によって行わなければならない旨を

明確にし規定の矛盾を解消するため 3.1.4.2 項及び 7.2.5.3項を修正した。（DSC 16/3/5） 

⑫ 少量危険物として輸送される海洋汚染物質には正式品名を表示する必要は無く、正式

品名の一部である化学名の表示も必要無いことを確認した。なお、これに関連し、

UNSCETDG に対して正式品名の表示を要求される場合にのみ化学名の追加表示が必

要であることを明確にする SP 274 の修正を検討するよう要請することとした。

（DSC 16/3/11） 

⑬ 時間の関係から、危険物リスト第 16 欄の分割作業を行えず、次回改正案に含めるこ

とが出来なかった。なお、第 16 欄の分割に関連して積載及び隔離要件のコード化が

提案され、小委員会に対し検討を行うよう要請することとした。 

⑭ SP 132 及び SP 246 の要件は危険物リスト第 16 欄の要件によってカバーされているこ

とから同 SP を削除した。 

 

(3) DSC 16 からの付託事項 

① ドイツ提案（DSC 16/3/6）を基に UN 3077 及び UN 3082 に適用される特別要件案 SP 9xx
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を策定されたが最終合意には至らず、小委員会にその検討が委ねられることとなった。 

② 飲料用アルコール（UN 3065 PGIII）に適用される少量危険物規定及び特別要件 SP 145

に関する中国提案（DSC 16/3/19）が検討された。グループは、航空輸送には SP 145

が適用されないことから、輸送チェーンに航空輸送が含まれる場合には 250 リットル

以下の容器に収納されている場合であっても海上輸送時にも同貨物を危険物として

輸送しなければならないこと確認すると共に、輸送モード間で規制対象が相違する場

合に起こる問題を解決する規定を検討するよう UNSCETDG に対し要請することとし

た。 

 

* * * 
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付録 1.5 BLG 小委員会第 17 回 ESPH 作業部会審議概要 

 
１ 会合の概要 

(1) 平成 23 年 10 月 24 日～28 日（ロンドン IMO 本部） 
(2) 参加国又は機関 

ベルギー、クック諸島、フィンランド、仏、独、ギリシャ、日本、リベリア、蘭、ノ

ルウェー、シンガポール、スペイン、スウェーデン、英国、米国、ICS、IAPH、CEFIC、
OCIMF、INTERTANKO 及び DGAC 

(3) 議長等 
 議 長： Mr. David MacRae（英国） 
 日本からの出席者： 関口 秀俊（東京工業大学） 
 （敬称略） 松木 邦夫（一般社団法人日本化学工業協会） 
  安藤 ふ季（株式会社環境計画研究所） 
  林  やよい（株式会社環境計画研究所） 
  濵田 高志（一般社団法人日本海事検定協会） 

 
２ 審議概況 

(1) 新規物質の評価 
10 物質の新規提案があり、下記検討及び修正を行ったのち tert-Amyl ethyl ether 

(TAEE)以外の物質の輸送要件が承認された。この結果は本年 12 月に発行される

MEPC.2/Circ.17 の List 1 に掲載されることとなる。 
Calcium carbonate slurry：修正無く提案が合意された。 
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid (>90% in mineral oil)：有機酸であることから o欄（特

別要件）に規定された“15.11”が“15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8”に
変更されると共に、“mineral oil”が主成分の場合その名称を品名に含めないとした

ESPH 13 での合意に従い、品名から“(>90% in mineral oil)”が削除された上で提案が

合意された。 
Sodium Methylate Solution 21-28% in Methanol：提案された要件が、粘性に基づく特別

要件“16.2.6”の有無以外“Sodium Methylate Solution >28-30% in Methanol”の輸送要件

と同一であることから、2 の品名が 1 にまとめられることとなり、“16.2.6”に「濃度

が>28-30%の場合のみ適用する」との注釈が付けられ、また、水反応性が“1”である

ことから l 欄（防火）の要件が“A, D”から“A, C”に変更されることとなった。また、

通常“solution は”水溶液にのみ使用される品名であることから品名から“solution”が
削除され、提案が合意された。 

Sodium Methylate Solution >28-30% in Methanol：上記参照 
Alkyl (C18-24) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated (<70% in mineral oil)：品名から

mineral oil 中の濃度への言及が削除され、e 欄（船型要件；“2”を“3”）、g 欄（通風装

置；“open”を“Cont”）、j 欄（計測装置；“O”を“C”）、k 欄（蒸気検知；“No”を“T”）、
n 欄（“No”を“Yes”）及び o 欄（“15.19.6, 16.2.6”を“15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6”）が変

更された上で提案が合意された。 
Dibutyl Terephthalate：安全上の危険性を有していないことから、危険性に関する d 欄

の要件が S/P から P に変更された。 
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Octamethylcyclotetrasiloxane：コード第 21.4.12.1 項の規定に基づき消火剤として B（標

準泡）も規定すべきではとの指摘もあったが、B の使用はあくまでもオプションで

あり、A 及び C の使用が推奨されるものであることが確認され、修正無く提案が合

意された。 
Aluminium Chloride/Hydrogen Chloride Solution：修正無く提案が合意された。 
2-Propene-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, homopolymer (aqueous 

solution)：修正無く提案が合意された。 
tert-Amyl ethyl ether (TAEE)：危険性を判断する上で必要な爆発限界についての情報が

不足していることから、今回会合では結論を出さず、追加情報の提出を待って次回

BLG にて検討されることとなった。 
 

(2) タンク洗浄剤 
評価が行われた 24 物質のうち 19 物質が承認され、MEPC.2/Circ.17 の ANNEX 10 に

追加されることとなった。また、MEPC.2/Circ.16 に記載されている次の 3 の既存洗浄

剤の商品名が変更されたことが報告され、MEPC.2/Circ.17 からこれら洗浄剤の旧品名

が削除され新しい品名が追加されることとなった。 
MARICLEAN PCS (MARICHEM MARIGASES Worldwide) 
“SEA CLEAN” – HEAVYOIL/PARAFFIN CLEANER (ALTAS CHEMICAL) 
“VIRO-SOL” – Heavy Oil Degreaser (ALTAS CHEMICAL) 
 

(3) MEPC.2/Circ の見直し 
List 1： 

 電気設備の要件（i 欄）が規定されていない品名に対し、BLG 15 の決定に従い、

電気設備の要件が指定された。 
 Dodecane (all isomers)の引火点が 60℃以下であることが確認され、i 欄が“Yes”から

“T3, IIA, No”に変更された。 
 BLG 15 の決定に基づき、5 のバイオ燃料混合油エントリーが追加され、ディーゼ

ルを 75 %以上含有する混合油のエントリーが削除された。 
 有効期限切れにより次の物質が MEPC.2/Circ.17 から削除されることとなった。 

 Nonylphenol (48-62 %) / Phenol (42-48 %) / Dinonylphenol (1-10 %) mixture 
List 2： 

 再評価に基づき、現在 List 3 に記載されている OLOA 48019 が List 2 に移動される

こととなった。 
 バイオ燃料混合油であろうと思われる“Alcoline”については、報告国であるブラジ

ルが部会に出席していないため、次回 BLG にてその削除について検討が行われる

こととなった。 
 List 1 へのバイオ燃料混合油の追加に伴い、次の品名が MEPC.2/Circ.17 から削除さ

れることとなった。 
 Etamax B (s) 
 Etamax B (w) 

 次の品名が MEPC.2/Circ.17 から削除されることとなった。 
 OLOA 49813 
 OLOA 54000 （List 3 へ） 
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 Lubrizol 70179（List 3 へ） 
 Lubrizol PV 1023（List 3 へ） 

List 3： 
 フランス、米国及びシンガポールから提案された OLOA 9790（提案取り下げ）を

除く 14 の OLOA 製品の輸送要件が合意され、MEPC.2/Circ.17 に同品名及び輸送要

件が “all countries” 及び“no expiry date”の条件にて追加されることとなった。 
 “contains name”の決定方法を説明した MEPC.1/Circ.512 の 5.7 及び 5.8 項の内容が不

明確であり、明確化するため今後検討が行われることとなった。 
 次の品名が MEPC.2/Circ.17 から削除されることとなった。 

 E85 VSS 
 E85 VWS 
 E90 (Fuelstreamers, Inc.) 
 E90 (Shell) 
 Gasoline Blending Component SG90 
 SME B99 
 Vertical Ethanol gasoline blends 
 Interesterified Mixed Vegetable Fat IE-34 
 Interesterified Mixed Vegetable Fat IE-UT 
 Interesterified Mixed Vegetable Fat IE-28 
 Exxal 7 
 Exxal 8 
 Exxal 9 
 Exxal 10 
 Exxal 12 
 Exxal 13 
 Exxal L9 

 
(4) GESAMP/EHS の作業結果 

第 48 回 GESAMP/EHS 作業部会の結果が報告され、次の 7 の新規物質の評価が行わ

れ GHP が策定されたことが紹介された。 
 Soybean oil fatty acid methyl eater 
 Tall oil soap, crude 
 Piperazine, 68 % aqueous 
 Phosphoric acid, butyl esters 
 2-propenoic acid polymer with 2,5-furandione 
 Aziridine polymer with methyloxirane 
 Di-(2-ethylhexyl) terephthalate 
これら新規物質に加え、業界等からの要請に従い Methanol 等を含む 41 の物質につ

いて再評価が行われ、GHP の修正が行われたことが紹介された。 
 

(5) IBC コードの改正案 
次回 IBCコードの改正には本年 12月に発行されるMEPC.2/Circ.17 List 1に記載され

ている物質及び次回 BLG 16 にて承認される物質を含めることが合意された。また、
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電気設備の規定（i 欄）が空欄となっている物質であって発火点等のデータが提供さ

れない場合には既定値として“T4” “IIB” “No”を規定することが合意された。 
 

(6) IBC コード第 17 及び 18 章の見直し 
提案文書を基に GESAMP/HP（GHP）と IBC コード第 17 及び 18 章の見直しに関す

る検討が行われた。その結果は次のとおりである。 
 本議題は特定の物質についての見直しを意図しているものではなく、特定物質の輸

送要件を見直す必要があれば通常の手続きに従って BLG Reporting Format と共に

提案を行う必要がある。現時点で、特別なアクションを取らない。(ESPH 17/7/3) 
 改正があった場合の影響が非常に大きいとの指摘をノートした。(ESPH 17/7/1) 
 見直し作業の基となる次の原則に同意した。(ESPH 17/7) 

 ケースバイケースの見直しではなく体系的見直しを行う 
 現行 GHP を利用する。GHP のレーティングに異議がある場合には、関係業界

が新たなデータを提出し GESAMP に見直しを要請する。 
 安全性に関する見直しのみを行う。汚染分類の変更等に関する事項については

個々に小委員会に報告する。 
 GHP 及び第 21 章の要件の適用が船型及びタンクタイプの変更に繋がる物質に

ついて、まず検討を行う。 
 検討の結果を踏まえ、第 21 章を修正することの必要性等について検討する。 

 次の行程を考慮の上、作業を進めることとする。(ESPH 17/7) 
 第 21 章に規定された輸送要件割当基準の論理的根拠の検討を行う。 
 どの基準が船型及びタンクタイプの変更に影響するのか、及び、要件の変更が

適用される物質を確認する。 
 安全性の確保を前提として、要件の変更に繋がる基準を改正するための論理的

根拠の検討を行う。 
 IBC コードの見直しに関する作業範囲に第 21 章の見直しを含めるよう小委員

会に要請する。 
 小委員会による作業計画の承認の後、見直しのスケジュールを作成する。 

 見直し作業の手始めとして次の事項を検討する。(ESPH 17/7/2) 
 船型要件割当基準としての経口毒性の妥当性 
 飽和蒸気濃度（SVC）の吸入毒性評価への利用 
 吸入毒性評価への物質の海水中での挙動の考慮 
 特性物質の適用される 15.12 の適用基準 

 見直し作業を進めるに当たって必要な情報及び意見の提供を加盟国に対し要請す

る。 
 
(7) 適合証の再発給 

作業部会は、前回会合にて時間の制約から検討出来なかった適合証の再発給につい

て検討を行った。検討の結果、次の事項に合意した： 
 次回 IBC コード第 17 及び 18 章改正は非改正部分も含んだ統合リストにするが、

改正が行われた部分を示した INF 文書の準備を検討するよう事務局に要請する。 
 物質名の記載方法等、適合証の再発給方法は各国主管庁及び船級協会の裁量に任せ

ることとする。 
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 三国間合意が結ばれた後に IMOにて輸送要件の検討が行われ“all countries”及び“no 
expiry date”の条件と共に輸送要件が合意された物質に関する事後処理（特に、三国

間合意と IMO にて合意された輸送要件が異なる場合）は各国主管庁が責任を持っ

て行う。 
 火焔の進入防止に関する MSC.1/Circ.1324 の要件の適用は 2013 年 1 月 1 日以降に

建造される船舶に適用され、現存船については同日以降最初のドライドックの日ま

でに適用する。次回改正（2012 改正）に含まれている電気設備の改正要件は、同

改正の発効までは適用しない。 
 

(8) 貨物サーキュレーション 
IPTA 代表より、貨物の品質を保つ為の貨物サーキュレーション（港湾にて 2 以上の

貨物を同一タンクに積載した場合を含む）は MSC-MEPC.2/Cirtc.8 の規定に基づき禁止

されるものであるかの質問があった。作業部会は、質問されたようなサーキュレーシ

ョンは貨物のタンク間移送を伴うものではなく、また、船上にて新たな貨物を製造す

る行為でもないことから同サーキュラーの規定に基づき禁止されるものではないと

合意した。 
 

* * * 
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付録 1.6 第 16 回 BLG 小委員会審議概要報告 

（議題 3 関連：化学物質の安全及び汚染危険度評価及び改正の準備） 

 

1 会合の概要 
(1) 平成 24 年 1 月 30 日～2 月 3 日（ロンドン：IMO 本部） 
(2) 参加国又は機関 

アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、豪、バハマ、ベルギー、ブラジル、カナダ、チ

リ、中国、コロンビア、クック諸島、キプロス、北朝鮮、デンマーク、ドミニカ、エジプ

ト、エストニア、フィンランド、仏、独、ガーナ、ギリシャ、インドネシア、イラン、イ

ラク、アイルランド、イタリア、日本、キリバス、ラトビア、リベリア、リビア、マレー

シア、マルタ、マーシャル諸島、メキシコ、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ナ

イジェリア、ノルウェー、パナマ、フィリピン、ポーランド、韓国、ロシア、セントリキ

ッツ・ネイビス、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、

スイス、シリア、トルコ、ツバル、ウクライナ、英国、米国、バヌアツ、香港、EC、ICES、
ICS、ISO、IEC、IAPH、BIMCO、IACS、CEFIC、OCIMF、ICOMIA、IFSMA、CESA、

INTERTANKO、IUCM、SIGTTO、DGAC、CLIA、INTERCARGO、IMLA、EUROMOT、
IPIECA、 IMarEST、 InterManager、 IPTA、 ISAF、 IMCA、 INTERFERRY、 IBIA、 ITF、
IPPIC、NACE INTERNATIONAL、NI 及び CSC 

(3) 議長等 
議 長：Mr. S. Oftedal（ノルウェー） 
副議長：Mr. R. Zhang（中国） 

 
2 審議概況 
2.1 議題 3 関連：化学物質の安全及び汚染危険度評価及び改正の準備 
(1) プレナリーでの審議 

① 油分排出監視装置（ODME） 
2016 年 1 月 1 日に適用期限が迫っているバイオ燃料混合油に対応した ODME について

の情報提供を要請するブラジル提案（BLG 16/3/1）について、IACS は船級協会の立場から、

規則の実施上、大変重要であると指摘し、リベリア、クック諸島、中国もブラジルの指摘

を重視した。スウェーデン、オランダ、シンガポール及びマーシャル諸島は本件の重要性

を支持しつつ、バイオ燃料混合油に関する排出水の油分管理の実施日は遅らせてはならな

いと指摘した。このことから議長は、ブラジルの指摘と要請を今次会合の報告に掲載し、

各国政府及び NGO に情報提供を要請することとした。 
② 水素添加植物油（HVO）の特性及び海上輸送 

スウェーデンから BLG 16/INF.7 の概要説明があった。 
③ 航海中における化学反応を伴う貨物の混合作業の禁止 

小委員会は MSC 89 からの指示に従い、航海中における化学反応を伴う貨物の混合作業

の禁止に関するオランダ提案（MSC 89/11/1）の検討を行った。検討の中で、オランダ提案

は概ね支持されたものの OCIMF から OSV への要件の適用を明確にする必要があること及

び混合過程に伴う廃棄物の発生に言及すべとの意見が表明された。また、クック諸島は誤

解を招かぬよう”Blending”と”producing”の違いをより明確にする必要があると指摘し、

議長は WG に対しこれら意見を考慮の上、SOLAS 改正案を準備するよう指示した。 

- 116 -



④ 第17回ESPH WGの報告 
2011 年 10 月に開催された第 17 回 ESPH WG の報告書（BLG 16/3）が検討された。小委

員会は、下記(ｱ)及び(ｲ)を除き WG の報告書を承認し、WG に対し今回会合に提出された提

案文書の検討を行うと共に、作業計画に沿って引き続き検討作業を行うよう指示した。 
(ｱ) 適合証書 

IACSは、適合証書（Chemical Certificates）の再発行手順を主管庁あるいは船級協会

に任せるのではなく、IMOとしての統一方法を設立するよう要望した。ナイジェリアは

IACSを支持した。小委員会この要望を原則受入れ、WGに対して解決方法を検討するよ

う指示した。クック諸島は、適合証書の再発行手順について規定したMSC-
MEPC.5/Circ.6 の改正を新たなCircularで出すことはどれが正本であるか判り難く、業界

の混乱を招く旨指摘した。議長はWGに対して解決方法を検討するよう指示した。 
(ｲ) タンカーの爆発防止（BLG16/3/4 関係） 

OCIMFは、今年1月16日に起こった2件のタンカー事故に言及し、事故の解析と報告

が正式に出るまで拙速な対応を控えるべきであると発言した。議長は、現在検討中の

20,000DWT未満のタンカーの爆発事故防止の検討は、これらの事故には関係なく、予

定通り進行する旨告げた。 
クック諸島は、本件に関連するIBCコードの改正案に関連して、20,000DWT未満のタ

ンカーへのIGSの搭載は新造船に対してのみの要件であることを再度明記し、これに立

脚してIBCコードの改正案を作成するよう要請した。韓国及びICSがこれを支持した

（BLG 16/3/4 パラグラフ16はFP 55の合意と異なると指摘）。プレナリーはこの指摘を

確認してFPでの合意は変えない旨結論し、WGに対してIBCコードの改正案をこの合意

に則って適宜作成するよう指示した。 
 
(2) WGでの審議 

Mr. David MacRae（英国）を議長とするWGが設置され、小委員会からの付託事項に基づき

審議が行われた。審議結果の概要は次のとおりである。 
① 物質の評価 

 OLOA 49819 (BLG 16/3/3)：提案通り承認された。 
 Hexamethylenediamine (molten)（BLG 16/3/7）：提案通り l 欄（消火剤）に “A”が追加

された。また、感作性が確認されたことから、o 欄（特別要件）に規定された“15.19．
6”が“15.19”に変更された。 

② 新規タンク洗浄剤の評価 
政府代表者のみからなるグループにより 43 種類の新規洗浄剤の評価が行われ、29 種類

の洗浄剤が承認された。 
③ MEPC.2 サーキュラーの見直し 

次の物質が Annex 6（植物油の別名リスト）から削除された。 
 Butyl phosphate/dibutyl phosphate mixture 
 2-Propenoic acid polymer with furandione (65% in 2-butoxyethanol) 

④ 航海中における化学反応を伴う貨物の混合作業の禁止 
MSC 89/11/1（オランダ）に基づき SOLAS 第 VI 章第 5-3 規則案の検討が行われ、次の

合意に基づき改正案が準備された。 
 廃棄物への言及については、化学反応を伴う混合作業を禁止するのが目的であり、廃

棄物の発生の有無については記述する必要はない 
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 OSV であっても危険な化学反応を伴う作業は原則禁止する。現在実施されている混合

作業の実態が明らかでないため、今後、情報収集の上、再検討が必要である。 
 要件の適用は、化学反応を伴う混合作業である。 
 航海中の混合作業を禁止するものであり、航海（移動）しない FPSO 等には本要件は適

用されない。 
これに関連し、ノルウェーから“航海中（during sea voyage）”の定義を明確にする必

要があるとの指摘があった。本改正案は本年 5 月に開催される MSC 90 にて採択される予

定である。 
⑤ 洗浄剤及び MARPOL 附属書Ⅴの改定 

排出可能な有害性の判定基準については、ベルギー、英国等は MARPOL 附属書Ⅲの判

断基準を適用すべきと提案したが、ノルウェー及びオランダは作業者の長期的健康影響

も考慮し、MARPOL 附属書Ⅱの判断基準を適用すべきと提案した。検討の結果、

「MARPOL 附属書Ⅲにおける有害物質（harmful substans）ではなく、かつ長期健康影響

のうち CMR（発がん性・変異原性・生殖毒性）を含まないこと」を判定基準とすること

が合意された。 
有害性の評価方法については、洗浄剤製造者自身が判断するケース、主管庁または

IMO（GESAMP 等）が判断するケースが検討された。ノルウェー及びオランダは製造者

の評価を主管庁または IMO が承認し、その結果を GISIS に掲載することを提案した。一

方、ベルギー及びフランスは、主管庁及び IMO の負担軽減のため、製造者自身に評価さ

せるべきと提案した。また、INTERTANKO は、PSC 対応のため承認された洗浄剤のリス

トの作成を要望した。検討の結果、評価については製造者自身に委ねることとし、製造

者に対し基準に合致することを証明する書類を要求することが合意された。 
⑥ 油排出監視装置（ODME）に関するガイドライン 

MEPC の指示に従い、ODME に関するガイドライン（MEPC 108(49)）の改正案が審議

された。日本は、この改正ガイドラインは新造船（建造年は後から決める）及びバイオ

燃料混合油を運送する全ての現存及び新造船へ適用される旨の明確化を求めた。また現

存船に関しては、適用日以降の最初の乾ドック検査時までとするよう求めた。WG は日

本の指摘通りであると認識し、現存船への適用はガイドライン適用日以降の最初の乾ド

ックとすることに合意した。WG は、事務局が作成した上記合意を反映した改正案を検

討したが、適用に関する記述が未だ明確ではなく更なる修正が必要であるとして、次回

ESPH 18 で引き続き検討を行うことに合意した。 
⑦ FP 55 関連事項（8,000－20,000DWT のタンカーの IGS に係る IBC コードの改正） 

ノルウェー提案（BLG 16/3/4）に基づき審議を開始したが、日本は、ノルウェー提案は

FP 55 が作成した SOLAS 第Ⅱ-2 章 4.5 規則改正案に基づいて作成されており、新造船の

みへの適用が考慮されているが、IBC コードは現存船にも適用されるため、コード改正

案は慎重に検討する必要がある旨指摘した。日本は更に、今次会合では解決が困難であ

り、FP 56 が 2013 年 1 月に延期されたためまだ検討時間が十分あり、2012 年 10 月 22 日

の週に開催を予定している ESPH 18 でも審議できることを指摘し、以下のプロセスが予

定できると示唆した。 
 ESPH 18（2012 年 10 月予定）で検討し、IBC コード改正案を作成し、FP 56（2013 年 1
月予定）へ報告する。 

 FP 56 は，ESPH 18 からの改正案を検討し、BLG 17（2013 年 2 月予定）へ送る。 
 BLG 17 で IBC コードの改正案を準備し、MSC 92（2013 年 5 月予定）へ送る。 
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 MSC 92（2013 年 5 月予定）で改正案を承認し、回章する。 
 MSC 93（2014 年 5 月予定）で IBC コード改正（IGS 関係）を採択する。 
 この IBC コード改正の発効日は、2016 年 1 月 1 日となる予定。 

WG はこのプロセスを認識すると共に、ノルウェー提案に従い同国を幹事国とする非

公式な CG の設立し今年 10 月の ESPH 18 へ向けて改正案を準備することとを了承した。 
⑧ IBC コード第 17、18 及び 19 章の改正 

WG は事務局が準備した IBC コード改正案（BLG 16/3/8）の検討を行い、以下の修正を

行った上で改正案に合意した。 
 Hexamethylenediamine (molten)（第 17 章）：要件の変更（上記(2)①参照） 
 Bio-fuel blends of Gasoline and ethyl alohol (>25% but <99% by volume) （第 17 章）：エチ

ルアルコールを 5％以上含有しているため、FP 55 の合意に基づき l 欄（消火剤）から

“C”を削除した。 
 Tall Oil crude（第 17 章）：新規に追加（BLG 11/WP.3 annex 1） 
 Tall Oil pitch（第 17 章）：新規に追加（BLG 11/WP.3 annex 1） 
 別名リスト（第 19 章）：1 物質削除、7 物質追加 

⑨ IBC コード第 17 及び 18 章の見直し 
提案文書 BLG 16/3/5 及び BLG 16/3/6 を基に、現行輸送要件と最新の GESAMP ハザー

ドプロファイル（GHP）に基づいた輸送要件の矛盾を解決するための IBC コード第 17 及

び 18 章の見直しに関する検討が行われた。同提案は、第 21 章に規定された運送要件を

決定するための評価基準に、飽和蒸気圧及び水溶性等の物質固有の性状を評価基準に考

慮することを提案している。同提案に示された基準に対し、GHP の E2 項目における D
（溶解性物質）の割り当て基準は水溶解度 5％以上であり、また、S（沈降性物質）の割

り当て基準は海水の比重との単純比較であることから、実際に海洋に排出された場合の

挙動を判断する上で、当該基準が適当であるか否かについては慎重な検討が必要である

との指摘や、飽和蒸気濃度（SVC）と急性毒性（LC50）との単純比較が妥当か否かにつ

いての懸念が示された。また、水溶性及び比重は貨物が甲板に流出した場合には、検討

指標とはなり得ないのではないかとの指摘もあった。 
検討の結果、WG は同提案に示された評価基準の見直しの方向性に原則合意したが、

指摘を考慮した上で評価基準を見直す必要があるため、CEFIC 等が中心となって次回会

合までに約 20 品目をサンプリングし、それらの物質のデータを収集した上で適用基準の

妥当性を検討することとした。これに伴い、タイムテーブルが作成された。同タイムテ

ーブルによれば、2014 年までに第 21 章の見直しを行い、見直し結果に基づく第 17 及び

18 章改正案を 2015 年中に準備する予定となっており、改正 IBC コードの発効は 2018 年

が見込まれている。 
⑩ IBC コード第 17 及び 18 章の改正に伴う適合証書の再発給 

プレナリーの指示に従い IACS が抱える適合証書の再発給に伴う問題点について検討が

行われた。適合証書の再発給に関するガイドライン（MSC-MEPC.5/Circ.6）によれば、設

備要件については要件の発効から適合証書の再発給まで最大 18 カ月の猶予期間が設けら

れている。一方で MEPC.2/Circ.は毎年発行されており、ガイドラインの適用が困難であ

る。検討の中でフランスは、適合証書の再発給に関するガイドラインを貨物の輸送要件

に関連した適合証書の再発給手順に適用することは適当ではないと指摘した。また、そ

の他の国から問題点が明確でないとの指摘があった。検討の結果、WG は IACS に対し問

題点を整理し、次回 ESPH 18 に新たな提案を行うよう指示した。 
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⑪ 貨物の船内循環 
航海中における貨物の混合作業の禁止に関するガイドライン（MSC-MEPC.2/Circ.8）の

貨物の船内循環への適用についての検討が行われ、品質管理及び温度管理のために行わ

れる貨物の船内循環には当ガイドラインを適用しないことが合意された。なお、当ガイ

ドラインに規定された要件は 2014 年 1 月 1 日に発効が見込まれる改正 SOLAS 第Ⅵ章 5-2
規則に取り入れられており、本合意事項は同改正発効後、統一解釈として発行される予

定である。 
⑫ 次回会合予定 

ESPH 18 を本年 10 月 22～26 日に開催することが合意された。 
 
(3) プレナリーでの審議 

小委員会は WG の報告書の審議を行い、下記の事項を除き特段の審議なく報告書の内容を

承認した。 
① 航海中における化学反応を伴う貨物の混合作業の禁止 

IMCA は、WG が作成した SOLAS 改正案は、OSV の運航における混合作業が禁止され

ることとなるが、禁止された場合、作業の継続が不可能となる。現在まで、問題なく作

業を実施してきた実績もあることから、OSV オペレーションの同改正案の適用を除外す

る必要があると指摘した。ノルウェーは WG の報告書 パラグラフ 6.4 の記述に言及し、

最終判断を行うためには情報が必要であり、その情報をもとに MSC 90 で再検討を行うべ

きであると指摘した。ツバル、バハマ、パナマ、マーシャル諸島、キリバス、米国、オ

ランダ、クック諸島、ICS、Nautical Institute がこれに同意した。検討の結果、小委員会は

関係各国に MSC 90 での検討のため情報提供を要請するとともに、IMCA に対して

MSC 90 への提案を指示した。 
 
 

* * * 
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い
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は

P 
00

1
ま
た
は

P 
00

2
に
規
定
さ
れ
た
容

器
を
使
用
す
る
必
要
は
な
い
。

P 
90

6 
(1

)の
規
定
に
よ
れ
ば
、

PC
B
等
を
内
蔵
し
た
装
置
を

P 
00

1
ま
た
は
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宜
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P 
00

2
に
収
納
し
て
輸
送
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
。
廃
棄
を
目
的
と
し
て
装
置
を
輸
送
す
る

場
合
、
吸
収
剤
等
を
容
器
に
同
梱
す
る
と
そ
の
後
の
処
理
が
困
難
に
な
る
と
同
時
に
費
用
の
増
加
が
避
け
ら

れ
ず
、
ま
た
、
密
閉
性
に
お
い
て
当
該
容
器
が

P 
00

1
及
び

P 
00

2
に
規
定
さ
れ
た

U
N
容
器
以
上
の
性
能

を
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、

PC
B
等
を
内
蔵
し
た
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
装
置
等
も

P 
00

1
及
び

P 
00

2
で
輸
送
で
き
る
よ
う

P 
90

6 
(1

)の
書
き
出
し
を
次
の
通
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“F

or
 tr

an
sf

or
m

er
s, 

co
nd

en
se

rs
 an

d 
ot

he
r d

ev
ic

es
, a

nd
 fo

r  l
iq

ui
ds

 a
nd

 so
lid

s …
. ”

 
11

/4
 

(IC
CA

) 
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン

P4
04

の
改
正

 

固
体
の
自
然
発
火
性
物
質
に
適
用
さ
れ
る
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

P 
40

4
は
、
液
体
の
自
然
発

火
性
物
質
に
適
用
さ
れ
て
い
る

P 
40

0
で
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
一
部
組
合
せ
容
器
の
使
用
を
認
め
て
い

な
い
。
固
体
の
自
然
発
火
性
物
質
は
液
体
の
そ
れ
よ
り
危
険
性
が
低
く
液
体
の
輸
送
に
使
用
で
き
る
容
器
は

固
体
の
輸
送
に
使
用
し
て
も
安
全
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

P 
40

4 
(1

)を
P 

40
0 

(2
)に

合
わ
せ
次

の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

“ (
1)

 C
om

bi
na

tio
n 

pa
ck

ag
in

gs
 

O
ut

er
 p

ac
ka

gi
ng

s:
  

(1
A

1,
 1

A
2,

 1
B1

, 1
B2

, 1
N

1,
 1

N
2,

 1
H

1,
 1

H
2,

 1
D

, 1
G

, 4
A

, 4
B,

 4
N

, 4
C1

, 
4C

2,
 4

D
, 4

F,
 4

G
 o

r 4
H

2)
 

In
ne

r 
pa

ck
ag

in
gs

: 
  

M
et

al
 p

ac
ka

gi
ng

s 
w

ith
 a

 c
ap

ac
ity

 o
f n

ot
 m

or
e 

th
an

 1
5 

kg
 e

ac
h.

 In
ne

r 
pa

ck
ag

in
gs

 sh
al

l b
e 

he
rm

et
ic

al
ly

 se
al

ed
 a

nd
 h

av
e 

th
re

ad
ed

 c
lo

su
re

s; 
or

 
In

te
rm

ed
ia

te
 p

ac
ka

gi
ng

s:
 H

er
m

et
ic

al
ly

 se
al

ed
 m

et
al

 c
an

s 
In

ne
r 

pa
ck

ag
in

gs
: 

 G
la

ss
 r

ec
ep

ta
cl

es
, 

w
ith

 a
 m

ax
im

um
 n

et
 m

as
s 

of
 1

 k
g 

ea
ch

, 
ha

vi
ng

 
th

re
ad

ed
 c

lo
su

re
s 

w
ith

 g
as

ke
ts.

 I
nn

er
 p

ac
ka

gi
ng

 s
ha

ll 
be

 c
us

hi
on

ed
 o

n 
al

l 
sid

es
 w

ith
 d

ry
, 

ab
so

rb
en

t, 
no

n-
co

m
bu

sti
bl

e 
m

at
er

ia
l. 

 
O

ut
er

 p
ac

ka
gi

ng
s s

ha
ll 

ha
ve

 a
 m

ax
im

um
 n

et
 m

as
s o

f 1
25

 k
g.

 ” 

適
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11
/1

9 
(D

G
A

C)
 

パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン

P6
02

 
区
分

6.
1
容
器
等
級

Iに
該
当
す
る
物
質
の
見
直
し
に
伴
う
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

P 
 6

02
の

適
用
に
よ
り
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
見
直
し
以
前
は
、
多
く
の
物
質
に

P 
00

1
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
米

国
で
は
以
前
か
ら

P 
00

1
よ
り
厳
し
い
要
件
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
要
件
は

P 
60

2
の
要
件
を
満
足

し
て
は
お
ら
ず
、
米
国
の
要
件
に
従
っ
た
容
器
を
国
際
輸
送
に
使
用
す
る
場
合
に
は
モ
デ
ル
規
則

4.
1.

3.
7

に
従
い
主
管
庁
許
可
が
必
要
と
な
る
。
モ
デ
ル
規
則

4.
1.

3.
7
の

N
ot

e
は
代
替
容
器
要
件
の
使
用
許
可
を
与

え
た
主
管
庁
に
対
し
を
モ
デ
ル
規
則
に
当
該
容
器
要
件
を
含
め
る
べ
く
モ
デ
ル
規
則
の
改
正
提
案
を
行
う

よ
う
要
請
し
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て

P 
60

2
の
改
正
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
米
国
規
則
は
、
当
該
物
質
の
収
納
方
法
を
①
ガ
ラ
ス
製
、
陶
器
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
耐
衝
撃
性
一
次

容
器
に
収
納
し
、
②
単
一
容
器
と
し
て

PG
 I
の

U
N

性
能
試
験
を
合
格
し
た
密
閉
型
の
金
属
又
は
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
内
装
容
器
に
緩
衝
剤
を
使
用
し
て
一
次
容
器
を
確
実
に
固
定
し
、
③
内
装
容
器
を
外
装
容
器
に
収

納
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
内
装
容
器

1
個
当
た
り

1
の
一
次
容
器
を
収
納
し
、
一
次
容
器
及
び
外
装
容

器
の
許
容
容
量
は
そ
れ
ぞ
れ

4
リ
ッ
ト
ル
及
び

16
リ
ッ
ト
ル
と
規
定
し
て
い
る
。
米
国
規
則
は
こ
れ
ら
追

加
要
件
を
規
定
し
て
い
る
が
、
追
加
要
件
を
満
足
し
た
一
次
容
器
を
モ
デ
ル
規
則
に
規
定
さ
れ
た

P 
60

2 
(2

)
の
内
装
容
器
に
収
納
し
て
輸
送
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
米
国
規
則
を
満
足
す
る
容
器
要
件
を
次
の
通
り

P 
60

2 
(2

)に
追
加
す
る
と
共
に
、
整
合
を
取
る
た
め

P 
60

1 
(2

)に
も
同
様
の
修
正
を
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
。 

“(
2)

 C
om

bi
na

tio
n 

pa
ck

ag
in

gs
 c

on
sis

tin
g 

of
 m

et
al

 o
r p

la
sti

c  
in

ne
r p

ac
ka

gi
ng

s i
nd

iv
id

ua
lly

 p
ac

ke
d 

w
ith
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ab
so

rb
en

t m
at

er
ia

l s
uf

fic
ie

nt
 to

 a
bs

or
b 

th
e 

co
nt

en
ts 

an
d 

in
er

t c
us

hi
on

in
g 

m
at

er
ia

l i
n 

1A
2,

 1
B2

, 1
N

2,
 

1H
2,

 1
D

, 1
G,

 4
A

, 4
B,

 4
C1

, 4
C2

, 4
D

, 4
F,

 4
G

 o
r 4

H
2 

ou
te

r p
ac

ka
gi

ng
s w

ith
 a

 m
ax

im
um

 g
ro

ss
 m

as
s o

f 
75

 k
g.

  
In

ne
r p

ac
ka

gi
ng

s s
ha

ll 
no

t b
e 

fil
le

d 
to

 m
or

e 
th

an
 9

0%
 o

f t
he

ir 
ca

pa
ci

ty
. 

 T
he

 c
lo

su
re

 o
f e

ac
h 

in
ne

r 
pa

ck
ag

in
g 

sh
al

l b
e 

ph
ys

ic
al

ly
 h

el
d 

in
 p

la
ce

 b
y 

an
y 

m
ea

ns
 c

ap
ab

le
 o

f 
pr

ev
en

tin
g 

ba
ck

-o
ff 

or
 

lo
os

en
in

g 
of

 th
e 

cl
os

ur
e 

by
 im

pa
ct

 o
r v

ib
ra

tio
n 

du
rin

g 
tra

ns
po

rt.
  

In
ne

r p
ac

ka
gi

ng
s s

ha
ll 

no
t e

xc
ee

d 
5 

lit
re

s 
in

 c
ap

ac
ity

. 
 A

lte
rn

at
iv

el
y, 

th
e 

su
bs

ta
nc

e 
m

ay
 fi

rs
t b

e 
co

nt
ai

ne
d 

in
 a

n 
im

pa
ct

 re
sis

ta
nt

 g
la

ss
 o

r 
pl

as
tic

 in
ne

r 
re

ce
pt

ac
le

 in
 c

om
pl

ia
nc

e 
w

ith
 th

e 
de

sc
rib

ed
 c

lo
su

re
 re

qu
ire

m
en

ts 
an

d 
su

rro
un

de
d 

w
ith

 
re

qu
ire

d 
ab

so
rb

en
t 

an
d 

cu
sh

io
ni

ng
 m

at
er

ia
l 

be
fo

re
 b

ei
ng

 p
la

ce
d 

in
 t

he
 m

et
al

 o
r 

pl
as

tic
 i

nn
er

 
pa

ck
ag

in
g.

 ”
 

 議
題

4 
蓄
電
シ
ス
テ
ム

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/1
4 

(日
本

) 
非
対
称
キ
ャ
パ
シ
タ
ー

の
新
正
式
品
名

 
小
委
員
会
の
前
回
会
合
に
て
日
本
か
ら
提
出
さ
れ
た
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
に
関
す
る
文
書
の

審
議
が
行
わ
れ
、
次
期

2
年
間
に
輸
送
要
件
を
策
定
す
る
た
め
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
本
提

案
は
、
前
回
会
合
に
提
出
し
て
提
案
を
基
に
、
同
会
合
に
提
出
さ
れ
た
ニ
ッ
ケ
ル
炭
素
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
に
関

す
る
フ
ラ
ン
ス
提
案
及
び
会
期
外
に

kF
Iか

ら
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
考
慮
の
上
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
前
回
提
案
か
ら
の
大
き
な
変
更
点
は
、
輸
送
要
件
の
適
用
範
囲
を
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
の

み
で

は
な

く
、

同
様

の
性

質
・

危
険

性
を

有
す

る
他

の
キ

ャ
パ

シ
タ

ー
に

も
広

げ
る

た
め

品
名

を

“A
SY

M
M

ET
RI

C 
CA

PA
CI

TO
R”

と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
他
大
き
な
変
更
点
は
な
く
提
案
す
る
要
件
の

概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
PS

N
：

A
SY

M
M

ET
RI

C 
CA

PA
CI

TO
R 

(w
ith

 a
n 

en
er

gy
 st

or
ag

e c
ap

ac
ity

 g
re

at
er

 th
an

 0
.3

 W
h)

 
Cl

as
s ：

9 
PI
：

P 
00

3 
特
別
要
件
：

 
• 
こ
の
エ
ン
ト
リ
ー
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
容
量
が

0.
3 

W
h
を
超
え
る
非
対
称
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
に
適
用
す
る
。
エ

ネ
ル
ギ
ー
容
量

0.
3 

W
h
以
下
の
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
は
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
。

 
• 
全
て
の
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
は
次
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
：

 
• 

輸
送
中
、
短
絡
防
止
の
措
置
を
行
う
こ
と
；

 
• 

外
部
短
絡
試
験
に
合
格
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
；

 
• 

危
険
物
に
該
当
す
る
電
解
液
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は

95
 k

Pa
の
気
圧
差
試
験
に
合
格
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
；

 
• 

キ
ャ
パ
シ
タ
ー
内
の
圧
力
が
高
ま
っ
た
場
合
に
は
安
全
に
減
圧
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
；
及
び

 
• 

キ
ャ
パ
シ
タ
ー
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
容
量
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
• 
危
険
物
に
該
当
し
な
い
電
解
液
を
内
蔵
す
る
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
は
他
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

 
• 
危
険
物
に
該
当
す
る
電
解
液
を
内
蔵
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
容
量
が

20
 W

h
以
下
の
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
は
、
無

外
装
で
の

1.
2 

m
落
下
試
験
に
合
格
す
る
場
合
に
は
他
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

 
• 
危
険
物
に
該
当
す
る
電
解
液
を
内
蔵
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
容
量
が

20
 W

h
を
超
え
る
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
は
装

支
持

 
次
期
修
正
提
案
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置
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
本
規
則
の
他
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 
• 
危
険
物
に
該
当
す
る
電
解
液
を
内
蔵
す
る
装
置
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
で
あ
っ
て
当
該

装
置
が
輸
送
中
に
不
慮
の
作
動
が
防
止
で
き
る
方
法
に
て
強
固
な
外
装
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
他
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
キ
ャ
パ
シ
タ
ー
を
内
蔵
す
る
大
型
で
堅
牢
な
構
造
を
有
す
る
装
置
は

無
外
装
ま
た
は
パ
レ
ッ
ト
に
て
輸
送
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

 
11

/1
5 

(ド
イ
ツ

) 
損
傷
し
た
リ
チ
ウ
ム
電

池
の
輸
送

 
モ
デ
ル
規
則
の
特
別
要
件

23
0を

満
足
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
損
傷
し
た
大
型
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
輸
送
に
関

し
多
く
の
問
題
が
あ
る
。損

傷
が
あ
る
電
池
は
特
別
要
件

23
0
で
要
求
さ
れ
る
国
連
試
験

38
.3
に
合
格
す
る

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

P 
90

3
に
規
定
さ
れ
た
容
器
は
当
該

電
池
の
安
全
輸
送
を
担
保
す
る
上
で
十
分
で
は
な
く
、
安
全
輸
送
に
は
何
ら
か
の
追
加
措
置
が
必
要
で
あ

る
。
よ
っ
て
次
の
通
り
、
損
傷
し
た
リ
チ
ウ
ム
金
属
電
池
及
び
イ
オ
ン
電
池
に
適
用
す
る

2
の
新
正
式
品
名

（
国
連
番
号
）
を
策
定
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
PS

N
：

LI
TH

IU
M

 M
ET

A
L 

B
AT

TE
RI

ES
 (i

nc
lu

di
ng

 li
th

iu
m

 a
llo

y 
ba

tte
rie

s)
, D

A
M

A
G

ED
 

及
び

 
PS

N
：

LI
TH

IU
M

 IO
N

 B
AT

TE
RI

ES
 (i

nc
lu

di
ng

 li
th

iu
m

 io
n 

po
ly

m
er

 b
at

te
rie

s)
, D

A
M

A
G

ED
 

Cl
as

s 9
、

PG
 I 

PI
：

P 
09

9 
特
別
要
件
：

 
• 
こ
の
エ
ン
ト
リ
ー
は
総
質
量

50
0 

g
以
上
の
損
傷
し
た
リ
チ
ウ
ム
金
属
電
池
及
び
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電

池
に
適
用
す
る
。

 
• 
損
傷
し
た
リ
チ
ウ
ム
電
池
と
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
；

 
• 

安
全
上
の
理
由
か
ら
製
造
者
が
不
良
品
で
あ
る
と
指
定
し
た
も
の

 
• 

ケ
ー
シ
ン
グ
に
重
大
な
損
傷
又
は
変
形
が
あ
る
も
の

 
• 

液
漏
れ
し
て
い
る
又
は
ベ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
も
の
、
又
は

 
• 

性
能
判
断
が
不
可
能
な
も
の
。

 

適
宜

 
継
続
審
議

 
 

11
/2

1 
(P

RB
A

) 
特
別
要
件

31
0：
大
型
の

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
及
び
少

数
生
産
電
池
の
容
器

 

過
去

2年
間
の
会
合
に
お
い
て
国
連
試
験

38
.3
に
合
格
し
て
い
な
い
少
量
生
産
や
試
作
段
階
の
リ
チ
ウ
ム
電

池
の
輸
送
方
法
に
関
す
る
特
別
要
件

31
0
を
見
直
す

PR
B

A
提
案
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。
検
討
の
結
果
、
最

終
合
意
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
装
置
に
組
み
込
ま
れ
た
電
池
の
輸
送
を
認
め
る
こ
と
及
び
大
型
の
電
池
に

つ
い
て
は
容
器
等
級

Iの
性
能
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
容
器
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
支

持
が
得
ら
れ
た
。
本
文
書
は
、
そ
れ
ら
過
去
の
検
討
状
況
を
ふ
ま
え
、
新
た
に
特
別
要
件

31
0
の
改
正
案
を

提
案
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
• 
試
作
品
の
場
合
、
要
件
を
適
用
す
る
輸
送
条
件
を
国
連
試
験
の
実
施
の
為
だ
け
に
限
定
す
る
の
で
は
な

く
、
性
能
試
験
等
の
実
施
に
も
拡
大
す
る
。

 
• 
電
池
を
内
蔵
し
た
装
置
も
要
件
適
用
対
象
と
す
る
。

 
• 
総
質
量

35
 k

g 
以
上
の
電
池
及
び
当
該
電
池
を
内
蔵
し
た
装
置
の
輸
送
方
法
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
：

 
• 

電
池
又
は
装
置
は
、
十
分
な
厚
み
及
び
強
度
を
有
す
る
金
属
製
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
、
木
製
又
は
合

板
製
の
硬
質
内
装
容
器
に
輸
送
中
に
損
傷
を
う
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
切
に
収
納
す
る
。

 
• 

内
装
容
器
は
、
十
分
な
厚
み
及
び
強
度
を
有
す
る
金
属
製
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
、
木
製
又
は
合
板
製

の
硬
質
外
装
容
器
に
、
外
装
容
器
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
伝
播
す
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
内
外
装
容

適
宜

 
不
採
択
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器
間
に
衝
撃
吸
収
加
工
を
施
し
適
切
に
収
納
す
る
。

 
• 

容
器
か
ら
内
容
物
の
漏
出
を
防
ぐ
た
め
内
外
装
容
器
間
又
は
内
装
容
器
内
に
不
燃
性
吸
収
剤
を
充

填
す
る
。

 
• 

一
外
装
容
器
当
た
り
の
収
納
可
能
電
池
の
数
は
一
個
と
す
る
。

 
 議
題

5 
モ
デ
ル
規
則
改
訂
に
関
す
る
そ
の
他
の
提
案

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/7
 

(英
国

) 
総
質
量

1,
50

0 
kg

を
超

え
る
液
体
輸
送
用

IB
C

容
器
の
振
動
試
験

 

輸
送
中
に
お
け
る
積
重
時
の
耐
損
傷
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た
液
体
用

IB
C

容
器
の
振
動
試
験
が

20
11

年
1
月

1
日
か
ら
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
振
動
試
験
を
合
格
し
た

IB
C
容
器
の
型
式
は
全
型
式
の

10
％
程
度
で
あ
り
、
英
国
で
は
液
体
用

IB
C

容
器
の
型
式
数
の

50
%
程
度
、
実
数
に
し
て

10
0
型
式
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

20
10

年
以
来
、
多
く
の
国

で
質
量
が

1,
50

0 
kg

以
下
の
容
器
に
つ
い
て
困
難
な
く
試
験
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
英
国
で
は
現
在
の
と
こ

ろ
試
験
に
不
合
格
と
な
っ
た

IB
C
容
器
は
存
在
し
て
い
な
い
。
多
く
の
容
器
試
験
施
設
は
質
量
が

1,
50

0 
kg

を
超
え
る

IB
C
容
器
の
振
動
試
験
設
備
を
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
液
体
を
収
納
し
た
容
器
の
試
験
に
は
適

当
で
な
い
も
の
が
多
い
。質

量
が

1,
50

0 
kg

を
超
え
る
液
体
用

IB
C
容
器
は
ほ
と
ん
ど
製
造
さ
れ
て
お
ら
ず
、

製
造
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
使
用
は
特
定
の
輸
送
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
積
重
ね
を
行

わ
な
い
こ
と
を
前
提
に
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
仮
に

1,
50

0 
kg

を
超
え
る
大
型
液
体
用

IB
C

容
器
の
試
験
を
行
え
る
よ
う
試
験
設
備
を
整
備
し
た
場
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
だ
け
で

50
0,

00
0
ド
ル
の
コ

ス
ト
が
見
込
ま
れ
る
。

A
D

R
加
盟
国
間
に
お
い
て
は
質
量

1,
50

0 
kg

を
超
え
る
液
体
用

IB
C
容
器
へ
の
振

動
試
験
の
適
用
を
免
除
す
る
合
意
が
結
ば
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の

3
の
オ
プ
シ
ョ
ン
（
モ
デ
ル

規
則

6.
5
の
改
正
）
を
提
案
す
る
。

 
• 
液
体
用

IB
C
容
器
に
適
用
す
る
振
動
試
験
を
削
除
す
る

 
• 

1,
50

0 
kg

以
下
の
液
体
用

IB
C
容
器
に
の
み
振
動
試
験
を
適
用
す
る
。

 
• 
積
重
ね
を
行
わ
な
い
液
体
用

IB
C
容
器
に
は
振
動
試
験
を
適
用
せ
ず
、
容
器
に
そ
の
旨
の
表
示
を
行
う
。

 

適
宜

 
不
採
択

 

11
/1

1 
(オ

ー
ス

ト
リ

ア

及
び
ド
イ
ツ

) 

6.
1.

1.
1(

e)
－

容
量

が
45

0L
を
超
え
る
容
器

 
現
在
、
容
量
が

45
0
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
固
体
用
、
特
に
物
品
用
の
容
器
が
存
在
し
て
い
る
。
固
体
用
の
小

型
容
器
に
つ
い
て
の
許
容
質
量

40
0 

kg
は
適
当
で
あ
る
が
、許

容
容
量

45
0
リ
ッ
ト
ル
の
制
限
は
液
体
用
の

小
型
容
器
に
の
み
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
モ
デ
ル
規
則

6.
1
に
規
定
さ
れ
た
箱
（
小
型
容
器
）

の
性
能
基
準
は

6.
6
に
規
定
さ
れ
た
大
型
容
器
の
性
能
基
準
よ
り
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
機
械
荷
役
に
対
応

出
来
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
も
の
と
の
条
件
を
除
け
ば

6.
1
の
基
準
に
合
致
し
た
箱
は
大
型
容
器
の
基
準
を
満

た
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、

6.
1.

1.
1
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
：

 
“6

.1
.1

.1
 

Th
e r

eq
ui

re
m

en
ts 

of
 th

is 
Ch

ap
te

r d
o 

no
t a

pp
ly

 to
: 

(a
) 

（
略
）

 
(b

) 
（
略
）

 
(c

) 
Pa

ck
ag

es
 w

ho
se

 n
et

 m
as

s e
xc

ee
ds

 4
00

 k
g 

(d
) 

Si
ng

le
 P

pa
ck

ag
in

g 
fo

r l
iq

ui
ds

 w
ith

 a
 ca

pa
ci

ty
 e

xc
ee

di
ng

 4
50

 li
tre

s. 
” 

又
は
、

1.
2.

1
に
規
定
さ
れ
た
大
型
容
器
の
定
義
を
次
と
と
お
り
改
正
す
る
と
共
に

U
N

 0
42

8、
U

N
 0

42
9、

U
N

 0
43

0、
U

N
 0

43
1、

U
N

 0
43

2
及
び

U
N

 0
50

3
の
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に

“L
P 

10
1”
を

適
宜

 
次
期
修
正
提
案
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追
加
す
る
。

 
“L

ar
ge

 p
ac

ka
gi

ng
 m

ea
ns

 a
 p

ac
ka

gi
ng

 c
on

sis
tin

g 
of

 a
n 

ou
te

r 
pa

ck
ag

in
g 

w
hi

ch
 c

on
ta

in
s 

ar
tic

le
s 

or
 

in
ne

r p
ac

ka
gi

ng
s a

nd
 w

hi
ch

 
(a

) 
Is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r m
ec

ha
ni

ca
l h

an
dl

in
g;

 a
nd

/o
r 

(b
) 

Ex
ce

ed
s 4

00
 k

g 
ne

t m
as

s o
r 4

50
 li

tre
s c

ap
ac

ity
 b

ut
 h

as
 a 

vo
lu

m
e 

of
 n

ot
 m

or
e 

th
an

 3
 m

3 . ”
 

11
/1

2 
(ド

イ
ツ

) 
危
険
な
静
電
気
の
放
出

防
止

 
前
回
会
合
に
て
危
険
な
静
電
気
の
放
出
防
止
に
関
す
る
提
案
が
検
討
さ
れ
た
が
、
輸
送
規
則
に
取
り
入
れ
る

性
質
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
疑
義
が
示
さ
れ
、
最
終
的
な
結
論
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

IB
C
容
器
の
使

用
に
関
す
る
追
加
規
定
は
、
危
険
な
静
電
気
の
放
出
防
止
措
置
を
要
求
し
て
い
る
。
静
電
気
に
よ
る
爆
発
の

危
険
性
は
容
器
の
容
量
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
最
大
容
量
が

45
0
リ
ッ
ト
ル
に
達
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
小
型
容
器
を
使
用
す
る
場
合
に
は
静
電
気
の
発
生
防
止
に
関
す
る
追
加
措
置
が
要
求
さ
れ
て

い
な
い
。
静
電
気
の
発
生
は

IB
C
容
器
だ
け
で
は
な
く
小
型
容
器
に
つ
い
て
も
問
題
で
あ
り
、
小
型
容
器
使

用
時
に
も

IB
C
容
器
使
用
時
と
同
様
の
要
件
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
新

4.
1.

1.
15

を
追
加
す
る
と
共
に
関

連
す
る
項
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“4

.1
.1

.1
5 

W
he

n 
pa

ck
ag

in
gs

, i
nc

lu
di

ng
 IB

Cs
 a

re
 u

se
d 

fo
r t

he
 tr

an
sp

or
t o

f l
iq

ui
ds

 w
ith

 a
 fl

as
h 

po
in

t o
f 

60
 °

C 
(c

lo
se

d-
cu

p)
 o

r 
lo

w
er

, o
r 

fo
r 

po
w

de
rs

 l
ia

bl
e 

to
 d

us
t 

ex
pl

os
io

n,
 m

ea
su

re
s 

sh
al

l 
be

 t
ak

en
 t

o 
pr

ev
en

t a
 d

an
ge

ro
us

 e
le

ct
ro

sta
tic

 d
isc

ha
rg

e.
 ”

 

適
宜

 
不
採
択

 

11
/1

3 
(ド

イ
ツ

) 
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
の
質

量
 

サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
は
、
危
険
物
を
収
納
し
た
ま
ま
で
損
傷
し
た
容
器
や
物
品
を
回
収
や
処
分
を
目
的
と
し
て

輸
送
す
る
為
に
使
用
さ
れ
る
特
殊
な
容
器
で
あ
る
。
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
に
関
す
る
要
件
は
モ
デ
ル
規
則

6.
1

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
容
量
制
限
（

45
0 

L 
/ 4

00
 k

g）
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
サ
ル
ベ
ー
ジ

容
器
は
当
該
容
量
制
限
が
適
用
と
な
る
容
器
を
収
納
す
る
容
器
で
あ
り
、
当
該
容
量
制
限
を
そ
の
ま
ま
サ
ル

ベ
ー

ジ
容

器
に

適
用
す

る
こ
と
は

適
当

で
は
な

い
。
よ

っ
て
、
サ

ル
ベ

ー
ジ
容

器
の
要

件
を
規
定

し
た

6.
1.

5.
1.

11
に
次
の

“N
ot

e”
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“ N

ot
e:

 T
he

 ta
re

 m
as

s 
of

 th
e 

pl
ac

ed
, d

am
ag

ed
, d

ef
ec

tiv
e 

or
 le

ak
in

g 
pa

ck
ag

in
g(

s)
 (

sin
gl

e 
pa

ck
ag

in
g,

 
ou

te
r 

pa
ck

ag
in

g,
 in

ne
r 

pa
ck

ag
in

g(
s)

, p
ad

di
ng

 a
nd

 a
bs

or
pt

io
n 

m
at

er
ia

l) 
an

d 
th

e 
m

as
s 

of
 th

e 
pa

dd
in

g 
an

d 
ab

so
rp

tio
n 

m
at

er
ia

l f
or

 s
ec

ur
in

g 
th

e 
pl

ac
ed

 p
ac

ka
gi

ng
 a

re
 in

te
gr

al
 p

ar
t o

f 
th

e 
ta

re
 m

as
s 

of
 th

e 
sa

lv
ag

e p
ac

ka
gi

ng
, w

hi
ch

 h
as

 to
 b

e c
on

sid
er

ed
 fo

r t
he

 d
es

ig
n 

ty
pe

 te
st 

ac
co

rd
in

g 
to

 6
.1

.5
.1

.1
1.

 ”
 

適
宜
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期
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正
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11
/1

 
(ス

ペ
イ
ン

) 
6.

7.
2.

15
の
改
正

 
圧
力
安
全
装
置
の
設
置
方
法
の
例
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
安
全
装
置
の
保
護
装
置
の
最
低
開
口
部
面
積
を
規

定
す
る
た
め
、
モ
デ
ル
規
則

6.
7.

2.
15

の
最
終
文
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
な
お
、
当

該
規
定
は

20
14

年
1
月

1
日
以
降
に
製
造
さ
れ
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 
“6

.7
.2

.1
5.

1 
…

 P
ro

te
ct

iv
e 

de
vi

ce
s w

hi
ch

 d
ef

le
ct

 th
e 

flo
w

 o
f v

ap
ou

r, 
as

 fo
r e

xa
m

pl
e 

th
e p

ro
te

ct
iv

e 
m

et
al

 
ho

us
in

g 
fo

r b
ei

ng
 lo

ck
ed

 in
 c

lo
se

d 
po

sit
io

n,
 o

n 
to

p 
of

 th
e 

sh
el

l, 
ar

e 
pe

rm
iss

ib
le

 p
ro

vi
de

d 
th

e 
re

qu
ire

d 
re

lie
f 

de
vi

ce
 c

ap
ac

ity
 i

s 
no

t 
re

du
ce

d.
 H

ow
ev

er
, 

th
e 

cr
os

s-
se

ct
io

na
l 

ar
ea

 o
f 

th
e 

op
en

in
gs

 o
f 

th
e 

pr
ot

ec
tiv

e 
de

vi
ce

s 
sh

al
l 

no
t 

be
 l

es
s 

th
an

 t
he

 t
ot

al
 s

ec
tio

na
l-c

ro
ss

 f
lo

w
 a

re
a 

of
 t

he
 p

re
ss

ur
e 

re
lie

f 
sy

ste
m

. ”
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/5

 
(英

国
) 

ラ
ベ
ル
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、

表
示
等
の
記
述

 
本
文
書
は
、
前
回
会
合
で
の
合
意
に
従
い
、
よ
り
容
易
な
危
険
物
規
則
の
遵
守
及
び
執
行
を
目
的
に
表
示
、

ラ
ベ
ル
等
の
規
定
の
曖
昧
さ
取
り
除
く
た
め
の
編
集
上
の
改
正
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
改
正
を
提
案
す

る
表
示
等
は
①
少
量
危
険
物
表
示
、
②
微
量
危
険
物
表
示
、
③
環
境
有
害
物
表
示
、
④
天
地
無
用
表
示
、
⑤

危
険
性
ラ
ベ
ル
及
び
プ
ラ
カ
ー
ド
（
ク
ラ
ス

7
を
除
く
）、

⑥
高
温
物
質
表
示
、
⑦
く
ん
蒸
注
意
表
示
及
び

⑧
IB

C
及
び
大
型
容
器
用
積
重
表
示
で
あ
る
。
改
正
内
容
は
編
集
上
の
も
の
の
み
で
あ
り
、
今
回
改
正
の
各

適
宜

 
次
期
修
正
提
案
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輸
送
モ
ー
ド
お
け
る
適
用
開
始
が

20
15

年
1
月

1
日
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
段
の
移
行
期

間
は
必
要
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
提
案
に
合
わ
せ
、
今
後
策
定
さ
れ
る
表
示
等
に
適
用
す
る
基
本
仕
様

に
関
す
る
記
述
を
モ
デ
ル
規
則
策
定
指
針
に
含
め
る
こ
と
も
提
案
す
る
。

 
11

/1
6 

(E
IG

A
) 

ガ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
へ
の

表
示

 
第

35
回
小
委
員
会
に
て
輸
送
物
へ
の

U
N

番
号
表
示
の
最
低
サ
イ
ズ
要
件
が
合
意
さ
れ
、
モ
デ
ル
規
則

5.
2.

1.
1
の
改
正
が
採
択
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
、
圧
力
容
器
へ
の
表
示
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
圧
力
容
器
の
形
状
及
サ
イ
ズ
を
考
慮
し
、

60
リ
ッ
タ
ー
以
下
の
圧
力
容
器
へ

表
示
す
る

U
N
番
号
の
文
字
高
さ
は

6 
m

m
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
規
定
を
新

5.
2.

1.
1
に
追

加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択

 

11
/1

7 
(IC

PP
) 

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

容
器

（
1H

及
び

3H
）
へ
の

製
造
年
月
日
の
表
示

 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
（

1H
及
び

3H
）
へ
の
製
造
月
の
表
示
方
法
は
モ
デ
ル
規
則

6.
1.

3.
1(

e)
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。
同
規
定
は
時
計
型
の
表
示
方
法
も
認
め
て
い
る
が
、

6.
1.

3.
1(

e)
の
要
件
に
合
致
し
て
い
な
い
と
し
て

時
計
型
の
表
示
を
行
っ
た
容
器
の
使
用
を
認
め
な
い
港
湾
当
局
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
容
器
へ
の
製
造
年
月
の
表
示
方
法
を
明
確
に
す
る
た
め
、

6.
1.

3.
1(

e)
の
最
終
文
を
次
の
と
お
り
改
正

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“A

n  
ap

pr
op

ria
te

 m
et

ho
ds

 is
 ar

e:
 

 

   

or
 

 

If 
th

e 
rig

ht
 v

er
sio

n 
is 

us
ed

, t
he

 tw
o 

di
gi

ts 
of

 th
e 

ye
ar

 in
 th

e 
m

ar
ki

ng
 a

nd
 in

 th
e 

“c
lo

ck
” 

sh
al

l b
e 

id
en

tic
al

. O
th

er
 m

et
ho

ds
 th

at
 p

ro
vi

de
 th

e 
m

in
im

um
 r

eq
ui

re
d 

in
fo

rm
at

io
n 

in
 a

 d
ur

ab
le

, l
eg

ib
le

 a
nd

 
vi

sib
le

 fo
rm

 a
re

 a
lso

 a
cc

ep
ta

bl
e. 

” 

適
宜

 
次
期
修
正
提
案

 

11
/1

8 
(D

G
A

C)
 

航
空
輸
送
用
少
量
危
険

物
表
示
の
適
用

 
航
空
輸
送
さ
れ
る

IC
A

O
 T

Iの
要
件
を
満
足
し
た
少
量
危
険
物
（
航
空
少
量
危
険
物
）
は
モ
デ
ル
規
則
に
規

定
さ
れ
た
少
量
危
険
物
規
定
を
満
足
す
る
も
の
の
、
航
空
輸
送
規
則
に
よ
り
表
示
、
ラ
ベ
ル
等
の
貼
付
が
要

求
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
上
又
は
陸
上
輸
送
さ
れ
る
場
合
に
は
通
常
の
危
険
物
と
勘
違
い
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
様
な
混
乱
を
防
ぐ
た
め
航
空
少
量
危
険
物
に
適
用
さ
れ
る

“Y
”付

き
少
量
危
険
物
表
示
が
新

た
に
導
入
さ
れ
た
。
一
方
、
通
常
航
空
輸
送
さ
れ
な
い
少
量
危
険
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は
航
空
輸
送

規
則
に
も
適
合
し
て
お
り
、
ま
た
、
荷
送
人
は
そ
れ
ら
少
量
危
険
物
を
航
空
輸
送
す
る
場
合
の
こ
と
を
考
慮

し
表
示
等
の
準
備
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
航
空
輸
送
さ
れ
な
い

少
量
危
険
物
に

“Y
”付

き
少
量
危
険
物
表
示
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ

っ
て
、
モ
デ
ル
規
則

3.
4.

8
の
最
後
に
次
の
文
書
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“A

 p
ac

ka
ge

 n
ot

 c
on

sig
ne

d 
fo

r 
ai

r 
tra

ns
po

rt 
m

ay
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r 

th
e 

m
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ki
ng
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 F

ig
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4.
2 

pr
ov

id
ed
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co
nf
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 w
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 th

e 
pr

ov
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s o

f t
he

 P
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t 3
, C

ha
pt

er
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 o
f t
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 IC

A
O

 T
ec

hn
ic

al
 In

str
uc

tio
ns

 o
n 

th
e 

Sa
fe

 
Tr

an
sp

or
t o

f D
an

ge
ro

us
 G

oo
ds

 e
xc

ep
t t

ho
se

 p
er

ta
in

in
g 

to
 la

be
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ng
 a

nd
 m

ar
ki

ng
. ”

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択
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議
題

8 
国
連
モ
デ
ル
規
則
に
よ
る
危
険
物
輸
送
規
則
の
地
球
規
模
で
の
調
和

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/2
 

(ス
ペ
イ
ン

) 
危
険
物
の
海
上
及
び
陸

上
輸
送
の
調
和

 
A

D
R

及
び

RI
D

は
7.

1
章

に
危

険
物

輸
送

に
使

用
さ

れ
る

La
rg

e 
co

nt
ai

ne
r
に

関
し

“s
tru

ct
ur

al
ly

 
se

rv
ic

ea
bl

e”
の
意
味
を
定
義
し
て
い
る
。
一
方
、

IM
D

G
コ
ー
ド
は
火
薬
類
の
輸
送
に
関
連
し
て

7.
4.

6
に

fre
ig

ht
 c

on
ta

in
er

及
び

ve
hi

cl
e
に
対
す
る
同
語
の
意
味
を
定
義
し
て
い
る
。
輸
送
モ
ー
ド
毎
に
同
語
も
意

味
が
異
な
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
各
輸
送
モ
ー
ド
の
共
通
要
件
と
し
て
モ
デ
ル
規
則

7.
1.

3.
3
の
タ
イ
ト

ル
及
び

7.
1.

3.
3.

1
の
第

1
文
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
“7

.1
.3

.3
  

Tr
an

sp
or

t 
of

 e
xp

lo
siv

es
 d

an
ge

ro
us

 g
oo

ds
 i

n 
fre

ig
ht

 c
on

ta
in

er
s, 

ro
ad

 v
eh

ic
le

s 
an

d 
ra

il 
w

ag
on

s 
7.

1.
3.

3.
1 

 F
re

ig
ht

 c
on

ta
in

er
s, 

ro
ad

 v
eh

ic
le

s 
an

d 
ra

il 
w

ag
on

 s
ha

ll 
no

t b
e 

of
fe

re
d 

fo
r t

he
 tr

an
sp

or
t o

f 
ex

pl
os

iv
e 

su
bs

ta
nc

es
 a

nd
 a

rti
cl

es
 o

f d
an

ge
ro

us
 g

oo
ds

, e
xc

ep
tin

g 
th

e 
go

od
s 

of
 C

la
ss

 1
, D

iv
isi

on
 1

.4
, 

un
le

ss
 th

e 
fre

ig
ht

 c
on

ta
in

er
, r

oa
d 

ve
hi

cl
e 

or
 ra

il 
w

ag
on

 is
 s

tru
ct

ur
al

ly
 s

er
vi

ce
ab

le
 a

s 
w

itn
es

se
d 

by
 a

 
cu

rre
nt

 In
te

rn
at

io
na

l C
on

ve
nt

io
n 

…
” 

適
宜

 
不
採
択

 

11
/8

 
(英

国
) 

容
器
等
級

I
の
割
当
：

国
連

モ
デ

ル
規

則
と

RI
D

/A
D

R/
A

D
N

と
の

相
違

 

A
D

R
及
び

RI
D

に
は

“U
N

 1
16

9 
EX

TR
A

CT
S,

 A
RO

M
AT

IC
 L

IQ
U

ID
”、

“U
N

 1
19

7 
EX

TR
A

CT
S,

 
FL

AV
O

U
RI

N
G,

 L
IQ

U
ID

”、
“U

N
 1

26
6 

PE
RF

U
M

ER
Y

 P
RO

D
U

CT
S”
、

“U
N

 1
28

6R
O

SI
N

 O
IL

”及
び

“U
N

 1
28

7R
U

BB
ER

 S
O

LU
TI

O
N

”の
対
し

PG
 I
の
エ
ン
ト
リ
ー
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
モ
デ
ル
規
則
、

IM
D

G
コ
ー
ド
及
び

IC
A

O
 T

Iに
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
産
業
界
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
こ
れ
ら
エ
ン
ト
リ

ー
に
対
し

PG
 I
は
必
要
な
い
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。
輸
送
モ
ー
ド
間
で
こ
れ
ら
の
差
異
が
あ
る
こ
と
は
問

題
で
あ
り
、

3.
2
章
の
表

A（
A

D
R 

?）
か
ら
こ
れ
ら

PG
 I
の
エ
ン
ト
リ
ー
を
削
除
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。 

適
宜

 
採
択

 

 議
題

9 
モ
デ
ル
規
則
策
定
の
た
め
の
基
本
指
針

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/6
 

(英
国

) 
基
本
指
針
の
改
正
－
容

器
 

現
行
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（

PI
）
を
考
慮
の
上
、
容
器
要
件
に
関
し
規
定
し
た
モ
デ
ル
規
則

策
定
の
た
め
の
基
本
指
針
第

4.
1
を
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。指

針
何
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

原
則

 
• 

PI
は
基
本
要
件
を
簡
潔
に
理
解
し
や
す
く
規
定
し
、
使
用
可
能
な
容
器
を
明
確
に
す
る
。

 
• 

PI
は
基
本
要
件
及
び
特
定
の
危
険
物
に
対
す
る
限
ら
れ
た
数
の
追
加
要
件
か
ら
構
成
す
る
。

 
• 

PI
は
各
輸
送
モ
ー
ド
間
に
共
通
な
も
の
と
す
る
。（

航
空
輸
送
で
は
よ
り
厳
し
い
要
件
の
場
合
有
り
。）

 
• 

PI
は
危
険
性
、
物
理
化
学
的
性
質
を
基
に
合
理
的
な
も
の
と
す
る
。

 
• 

PI
は
危
険
物
の
分
類
や
輸
送
に
携
わ
ら
な
い
者
が
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
PI

の
構
成

 
• 

PI
の
呼
称
は
、
小
型
容
器
は

P、
IB

C
容
器
は

IB
C
ま
た
大
型
容
器
は

LP
で
始
ま
る
も
の
と
す
る
。

 
• 
火
薬
類
を
除
き
、
ま
ず
、

P 
0x

x
の

PI
を
適
用
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

 
• 

P 
0x

x
が
適
用
で
き
な
い
場
合
に
は
各
ク
ラ
ス
番
号
で
始
ま
る

PI
を
適
用
す
る
。

 
PI

の
標
準
様
式

 

適
宜

 
採
択

 

* 
* 

* 
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付録 2.2 第 39 回国連危険物輸送専門家小委員会議事概要 

 

1 会期、参加国、議題及び議長等 

 

1.1 会期及び開催場所 

   会期 ： 平成 23 年 6 月 20 日～24 日 

   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ) 

 

1.2 参加国等 

1.2.1 国及び国際機関 

(1) 委員国：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中

国、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ポーラン

ド、韓国、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国及び米国(出席：22 カ国) 

(2) オブザーバー国：ルーマニア及びスロバキア 

(3) 国連機関及び政府間機関： EU、OTIF、IAEA、IMO 及び WHO 

   非政府国際機関 ： AEISG、AISE、CGA、CLEPA、COLIPA、COSTHA、DGAC、EIGA、EMPAC、

FEA、FCHEA、IATA、ICCA、ICCR、ICDM、ICIBCA、ICPP、IDGCA、IEC、IFA、IFALPA、

IFDI、IME、IPPIC、ITOC、IVODGA、kFI、PRBA、RECHARGE、RPMASA 及び SAAMI 

 

1.2.2 わが国からの参加者(敬称略･五十音順)  

朝倉吉隆（自動車研究所） 

粟野彰規（電池工業会） 

薄葉 州（産業技術総合研究所） 

島 博隆（電池工業会） 

濵田高志（国連危険物輸送専門家小委員会委員・日本海事検定協会） 

丸茂千郷（電子情報技術産業協会） 

山崎 晃（日本海事検定協会） 

ICDM メンバーとして出席 

米倉隆行（ドラム缶工業会） 

IEC メンバーとして出席 

森脇和郎（電池工業会） 

 

1.3 議題の採択 

第 39 回会合の予定議題(ST/SG/AC.10/C.3/77 及び 77/Add.1)は、期限後送付された Informal 

Documents を今回会合文書に含めることを承認して採択された。なお議長より、会合開催前

の数日間に多数の Informal document が提出されていることに懸念が示され、原則として小

委員会は正式文書のみに対する決定を行うものであると共に、Informal document は正式文書

に対するコメントや追加情報に関するものでなければならず、またより早く提出されるべき

であるとの指摘があった。 
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1.4  検討結果 

今回会合の各正式提案に対する検討結果は､資料 UN23-2-3 の備考･結果欄に示した。 

 

2 火薬類及び関連事項 

火薬類に関する提案（INF 文書）は、その詳細な検討が火薬類 W/G で行われ、同作業部会

の報告（INF.58）が小委員会にて審議された。その審議結果の概要は次のとおりである。 

 

2.1 火薬類のスクリーニング試験の改正 

火薬類のスクリーニング試験として試験マニュアルに規定されている Adiabatic 法を見直

すべきとする日本及び ICCA の共同提案（INF.21）については、マニュアルに規定された試

験方法はあくまでも例示でありマニュアルから Adiabatic 法の記述を削除することは何ら問

題がないとして、同法をマニュアルから削除することが原則合意された。なお、同法の削除

については正式に提案がされていないことから、第 41 回会合に提案が行われた時点で正式

な決定を行うこととなった。 

 

2.2 閃光組成物に関する新 DDT 試験及び判定基準 

昨年 6 月の小委員会に米国から提案された閃光組成物の判定に関する新 DDT 試験につい

ては、今後、同試験を取り入れる方向で検討を行うこととし、信頼性の向上を図るため外筒

の重量、資料の質量及び造粒物の影響を中心にした追試を行っていくことが合意された。 

 

2.3 その他 

作業部会における試験シリーズ 8 全般の見直し、区分 1.4 を分類するための付加的な判定

基準、区分 1.4S の実施、8(c)試験の修正、国連分類試験の困難性、特別包装要件 PP70 等に

関する簡単な審議結果がノートされた。同審議結果を考慮の上、関係各国・機関より今後の

小委員会に正式提案が行われることとなる。 

 

3 危険物リスト、分類及び容器包装 

 

3.1 アスベスト（UN 2590）の輸送 

UN 2212 と同様に UN 2590 にも少量危険物規定を適用し、その制限量を 5 kg とする英国

提案（11/9）は、提案中に指摘されている様に少量危険物規定を見直した時に規定し忘れた

ものであるとして提案通り採択された。 

 

3.2 UN 1263 の正式品名の改正 

UN 1263 の正式品名を“PAINT RELATED MATERIAL”に統一する韓国提案（11/10）に

ついては、「 “PAINT (INK)”と“PAINT (INK) RELATED MATERIAL”が同一輸送物内に

収納されている場合には“PAINT (INK) RELATED MATERIAL”の品名のみを使用すること

が出来る。」との特別要件を策定し、UN 1210、UN 1263、UN 3066、UN 3469 及び UN 3470

に適用することが合意された。 
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3.3 クラス 3 高粘度液体の容器等級 III への分類 

塗料等の粘度の高い引火性液体の取扱いに関するモデル規則 2.3.2.2～2.3.2.5 と試験マニ

ュアル 32.3.1.6 及び 32.3.1.7 の規定を整合させる IATA 提案（11/20）が採択された。なお、

適用制限量は 450 リットル以下とすることとなった。 

 

3.4 パッキングインストラクション P404 の改正 

固体の自然発火性物質に適用される P 404 (1)の規定を液体の自然発火性物質に適用され

る P 400 (2)の規定と整合させる ICCA 提案（11/4）が採択された。 

 

3.5 パッキングインストラクション P906 

PCB 等を内蔵したコンデンサー、装置等も P 001 及び P 002 で輸送できるよう P 906 (1)の

書き出しを改正するスイス提案（11/3）については、輸送中の移動防止を要求する規定を追

加する等の修正をおこなった上、採択された。 

 

3.6 パッキングインストラクション P602 

米国の要件に従った容器を使用できるよう P 602(2)を改正する DGAC 提案（11/19）が検

討された。小委員会は、米国の容器要件は P602(2)に規定された容器に補助的容器を追加す

るだけのものでモデル規則の要件を満足したものであるとし、P601(1)及び P602(2)にプラス

チック製内装容器を追加する修正をおこなうと共に、容器の堅牢性を損なわないことを条件

に補助的容器（中間容器又は内装内の容器）の使用を認めることを明確にする一般要件を

4.1.1.5.2 として新たに規定することに合意した。 

 

4 蓄電システム 

 

4.1 リチウムイオンキャパシター 

非対称キャパシターの輸送要件を策定する日本提案（11/14）が検討された。各国専門家

から EDLC との差異、要件適用の有無を判断する閾値 20Wh、電気的危険性の評価法等につ

いて疑問が表明され、これら意見を考慮の上、次回会合に日本から新たな提案をおこなうこ

ととなった。 

 

4.2 廃棄及び損傷したリチウム電池 

損傷したリチウム電池の輸送に関するドイツ提案（11/15）が検討された。検討の中で、

新たに国連番号を策定するべきではなく損傷した物品はサルベージ容器で輸送できるので

はとする意見や、廃棄のために輸送されるものと修理のために輸送されるものを分けるべき

であるとの意見があり、小委員会は、ランチタイム W/G を開催しこれら意見を考慮の上、

提案の検討を行うよう指示した。なお、同 W/G における検討結果は次回会合に提出される

予定である。 

 

4.3 特別要件 310 の改正 

国連試験 38.3 試験に合格していないリチウム電池を輸送するための特別要件 310 を改正
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する PRBA 提案（11/21）は、当該電池は PG I の性能要件を満足した容器に収納することが

絶対条件であるとして反対を表明する専門家や主管庁承認で問題はないとする専門家はい

たものの、支持する専門家がいなかったため取り下げられ、PRBA が次回会合に新規提案を

行うこととなった。 

 

4.4 リチウム電池への表示 

リチウム電池に国連試験 38.3 に合格したことを示すための表示をおこなうべきであると

する米国提案（INF.45）が検討された。数カ国の専門家が同提案の支持を表明するも、UN

マークは適当ではないとする意見や何らかの表示システムが既に導入されている国もあり

混乱を招くとの意見もあり、米国から、これら意見を考慮の上、次回会合に正式提案をおこ

なう旨の表明があった。 

 

4.5 国連試験 38.3 の適用 

国連試験マニュアル第 5 回改訂版に規定された試験 38.3 の要件を満足したものであって

2013 年 12 月 31 日までに製造されたリチウム電池は、2014 年 1 月 1 日以降も輸送すること

が出来るとの規定（2.9.4）が合意された。 

 

5 モデル規則改訂に関するその他の提案 

 

5.1 液体用 IBC 容器の振動試験 

質量1,500 kgを超える液体用 IBC容器への振動試験の適用を免除する英国提案（11/7）は、

振動試験の有用性に疑問を示す専門家もいたものの、IBC 容器へ振動試験の導入は時間をか

けて検討をおこなった結果であり、また、提案中に指摘されたような問題はなく適切に試験

が実施されているとの意見も多く示されたことから、取り下げられた。 

 

5.2 容量が 450L を超える容器 

固体用容器の容量制限に関するオーストリア及びドイツの共同提案（11/11）については、

小型容器の 450 リットル容量制限は液体用にのみ適用されるものであり固体用及び組合せ

容器には適用されるものではないとの意見が大勢であったが、提案された規定案は更に修正

が必要であるとして次回会合にドイツが修正提案をおこなうこととなった。 

 

5.3 危険な静電気の放出防止 

静電気の放出防止に関する要件を小型容器にも適用すべきとしたドイツ提案（11/12）に

ついては、支持する意見もあったものの、静電気が問題となるのは充填及び排出時であり輸

送規則の中で規定することは適当ではない、小型容器の場合には防止措置がとりにくい等の

指摘があり、これら意見を考慮の上、ドイツ代表が今後の対応を検討することとなった。 

 

5.4 サルベージ容器の質量 

サルベージ容器の許容質量に関するドイツ提案（11/13）については、ベルギーより小型

容器だけではなく大型容器及び IBC 容器も対象としたサルベージ容器に関する規定が必要
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であるとの指摘があり、検討の結果、ベルギーが今次 2 年間の会期中にそれらを考慮した新

提案をおこなうこととなった。 

 

5.5 6.7.2.15 の改正 

6.7.2.15 に規定されたポータブルタンクの圧力安全装置要件を明確化するスペイン提案

（11/1）については、支持する意見もあったが現行規定で十分明確であるとの意見もあり、

採決の結果、採択されなかった。 

 

5.6 ラベル、プラカード、表示等の記述 

表示、ラベル等に関する規定の曖昧さを取り除く英国提案（11/5）については、概ね支持

されたものの、詳細過ぎる規定は厳密な取締に繋がり必ずしも好ましくないとの意見や、容

器が小さい場合の縮小に関する要件が明確ではない等の意見が示されたことから、小委員会

は、各国代表に対し、次回会合に新たな提案が出来るよう英国代表に書面にて意見を提供す

るよう要請した。 

 

5.7 ガスシリンダーへの表示 

60リットル以下の圧力容器へ表示するUN番号の文字高さは6 mmまで縮小することが出

来るとする規定を追加する EIGA 提案（11/16）が採択された。 

 

5.8 プラスチック容器（1H 及び 3H）への製造年月日の表示 

プラスチック製容器への製造年月の表示方法を明確にする ICPP 提案（11/17）については、

数カ国の専門家から支持する意見が表明されたが、モデル規則に規定された表示方法はあく

までも例示であり表示方法を限定することは適当ではないとの意見もあり、これら意見を考

慮の上、ICPP が次回会合に新たな提案をおこなうこととなった。 

 

5.9 航空輸送用少量危険物表示の適用 

航空輸送されない少量危険物に“Y”付き少量危険物表示をおこなうことが出来る条件を

明確にする DGAC 提案（11/18）については、ICAO TI に規定された表示及びラベルに関す

る要件を除く全ての要件を満たしている場合にのみ表示することが出来ることが確認され、

修正を加えた後、同提案が採択された。 

 

5.10 “OVERPACK”及び“SALVAGE”表示のサイズ 

“OVERPACK”及び“SALVAGE”表示の最低サイズを高さ 12 mm と規定する英国提案

（INF.3/Rev.1）が採択された。 

 

5.11 構造上の耐久性（structurally serviceable） 

コンテナの構造に関する定義“structurally serviceable”を各輸送モードの共通要件として

規定するスペイン提案（11/2）は支持する意見がなかったため取り下げられた。 
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5.12 特別要件 251 及びパッキングインストラクション P901 

CHEMICAL KIT（UN 3316）の容器等級の決定方法に関し、KIT に収納された危険物に容

器等級が割り当てられていない場合には輸送書類に容器等級を明示する必要はなく、外装容

器の性能要件は PG II とする特別要件 251 及び P901 の改正案（IATA：INF.33）が採択され

た。 

 

6 電子データ (EDI) を使用した文書作成・提出 

IATA 代表より IATA にて実施されている電子データを使用した輸送文書作成・提出に関

する先行プロジェクト（e-freight for Dangerous Goods）の進捗状況に関する紹介があり、そ

の内容がノートされた（INF.34）。 

 

7 国際原子力機関（IAEA）のと協力 

IAEA 代表より、2009 年版 TS-R-1 の改正作業の進捗状況が紹介され、その内容がノート

された（INF.8）。2009 年版 TS-R-1 の改正は 2011 年中に IAEA にて採択される見込みであり、

同改正の内容は 2012 年 6 月に開催される第 41 回小委員会に提出され、モデル規則第 18 回

改訂版に取り入れられる予定である。 

 

8 国連モデル規則による危険物輸送規則の地球規模での調和 

 

8.1 容器等級 I の割当：国連モデル規則と RID/ADR/ADN との相違 

モデル規則と RID/ADR/ADN 間で UN 1169、UN 1197、UN 1266、UN 1286 及び UN 1287

の容器等級に相違があることを指摘した英国提案（11/8）については、PG I のエントリーは

必要ないことが確認され、モデル規則には何ら修正をおこなわないこととなった。 

 

8.2 国連モデル規則と RID/ADR/AND の整合 

小委員会は、本年 3 月に開催された RID/ADR/AND 合同作業部会の審議結果報告（INF.28）

の検討を行い、次の事項に合意した。 

• 医療機器に適用される 2.6.3.2.3.3 の“Note”の内容は誤りであり、同 Note を修正する。 

• 2013 年 12 月 31 日以前に製造された（る）リチウム電池は改正国連試験 38.3 の適用を

受けない。 

• 特別要件 300 を UN 3497 PG III にも適用する。 

• エアゾールに適用される特別要件 63 及び 362 に自然発火性ガスの使用を禁止する旨の

修正をおこなう。 

• 吸入毒性の有無について規定した特別要件 354 を PG II のエントリーから削除する。 

 

8.3 国連モデル規則と IMDG コードの整合 

本年 4 月に開催された IMO・DSC 小委員会 E&T グループの審議結果報告（INF.41）の検

討がおこなわれ、その内容がノートされた。 

 

 

- 134 -



 

9 モデル規則の策定基本指針 

容器要件に関し規定したモデル規則策定のための基本指針第 4.1 を改正する英国提案

（11/6）が採択された。 

 

10 GHS に関する問題 

 

10.1 腐食性の判定基準に関する非公式共同通信部会の作業状況 

英国の専門家より、モデル規則に規定された腐食性物質の判定基準と GHS のそれとの整

合を検討する非公式作業部会の作業状況の報告（INF.14）があり、その内容がノートされた。 

 

11 その他 

 

11.1 国連モデル規則第 17 回改訂版の修正 

事務局より提出されたモデル規則第 17 回改訂版の編集上の修正提案（INF.18）が採択さ

れた。 

 

11.2 郵便による危険物の輸送 

一部の放射性物質及び感染性病原体を除き郵便による危険物の輸送が認められていない

ことから危険物の違法輸送が増加しているとの指摘があり（INF.20）、今後、万国郵便連合

が危険物の郵便輸送を認めていくのであれば小委員会と協力して検討を進めるべきである

と確認された。 

* * * 
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過
去
数
年
間
に
亘
り
、

IG
U

S-
EO

S
に
て
自
己
反
応
性
物
質
及
び
有
機
過
酸
化
物
の
分
類
方
法
に
関
す
る
検

討
が
行
わ
れ
て
き
た
。
自
己
反
応
性
物
質
及
び
有
機
過
酸
化
物
の
分
類
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
、
モ
デ
ル
規
則

第
9
回
改
訂
時
（

19
95

年
）
に
小
さ
な
改
正
は
行
わ
れ
た
も
の
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
導
入
以
来

25
年
以
上

改
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
導
入
当
時
、
全
て
の
物
質
は
小
型
容
器
で
輸
送
さ
れ
て
い
た

が
、
現
在
は

IB
C
や
タ
ン
ク
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
改
正
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
分
類
方
法
に
関
す
る
様
々
な
要
件
が
モ
デ
ル
規
則
及
び

G
H

S
に
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら

要
件
が
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
要
件
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
次
の
事
項
を
含
め
る
改
正
を

行
う
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
モ
デ
ル
規
則
に
導
入
さ
れ
て
い
る
要
件
（

2.
4.

2.
3.

3.
2(

g)
及
び

2.
5.

3.
3.

2(
g)
）

 
• 

50
 k

g
輸
送
物
の

SA
D

T
が

60
℃
未
満
の
場
合
に
は
タ
イ
プ

G
に
は
分
類
で
き
な
い
。（

新
Bo

x 
14
）

 
• 

希
釈
材
の
沸
点
が

15
0℃

未
満
の
場
合
に
は
タ
イ
プ

G
に
は
分
類
で
き
な
い
。（

新
Bo

x 
17
）

 
分
類
方
法
の
変
更
を
伴
う
要
件

 
• 

液
体
の
場
合
に
は
、
現
在
分
類
で
は
タ
イ
プ

G
の
基
準
に
合
致
し
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
も
タ
イ
プ

F
に

分
類
し

、
IB

C
及

び
タ

ン
ク
で

輸
送
す

る
場

合
に
は

適
切

な
圧

力
安
全

装
置
を

要
求

す
る

。
（

新

Bo
x 

15
、
新

Bo
x 

17
及
び
修
正

Ex
it 

F）
 

支
持

 
不
採
択

 

11
/3

0 
(IC

CA
) 

U
N

 2
21

1
及

び
U

N
 3

31
4
の
分
類

 
“P

O
LY

M
ER

IC
 B

EA
D

S,
 E

X
PA

N
D

A
B

LE
”及

び
“P

LA
ST

IC
S 

M
O

U
LD

IN
G

 C
O

M
PO

U
N

D
S”
は
ク
ラ

ス
9
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

U
N

 2
21

1
及
び

U
N

 3
31

4
の
国
連
番
号
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
同
エ

ン
ト
リ
ー
で
は
、
大
量
に
引
火
性
ガ
ス
を
放
出
す
る
も
の
と
、
殆
ど
あ
る
い
は
全
く
引
火
性
ガ
ス
を
放
出
し

な
い
も
の
と
の
区
別
が
な
い
。
爆
発
性
雰
囲
気
の
形
成
リ
ス
ク
は
製
品
の
性
質
に
大
き
く
依
存
す
る
も
の
で

あ
り
、
引
火
性
ガ
ス
を
放
出
し
な
い
も
の
を
ク
ラ
ス

9
に
分
類
す
べ
き
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
ガ
ス

を
放
出
し
な
い
製
品
を
規
則
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
に
適
用
さ
れ
て
い
る
特
別
要
件

20
7
に
次
の
要
件
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
：

 
“S

ub
sta

nc
es

, w
he

re
 n

o 
ris

k 
of

 f
or

m
at

io
n 

of
 a

 f
la

m
m

ab
le

 (
ex

pl
os

iv
e)

 a
tm

os
ph

er
e 

in
 a

 c
on

ta
in

er
 a

t 
sto

ra
ge

 te
m

pe
ra

tu
re

 u
p 

to
 5

0°
C 

ex
ist

s, 
ar

e 
no

t s
ub

je
ct

 to
 th

es
e 

Re
gu

la
tio

ns
. T

he
 te

st 
to

 c
on

fir
m

 th
is 

ab
se

nc
e 

of
 ri

sk
 c

on
sis

ts 
in

 st
or

in
g 

th
e 

su
bs

ta
nc

e 
at

 5
0°

C 
fo

r t
w

o 
w

ee
ks

 in
 a

 se
ru

m
 b

ot
tle

 w
ith

 th
e 

sa
m

e 
w

ei
gh

t/v
ol

um
e 

re
la

tio
n 

as
 is

 to
 b

e 
ex

pe
ct

ed
 in

 a
 c

on
ta

in
er

: t
he

 c
on

ce
nt

ra
tio

n 
of

 th
e 

fla
m

m
ab

le
 v

ap
ou

rs
 

sh
al

l n
ot

 e
xc

ee
d 

50
%

 o
f t

he
 L

ow
er

 E
xp

lo
siv

e 
Li

m
it 

(L
EL

) o
f t

he
 fl

am
m

ab
le

 v
ap

ou
r e

vo
lv

ed
. ”

 

適
宜

 
継
続
審
議

 

11
/3

8 
(IC

CA
) 

環
境
有
害
物
質
を
含
有

す
る
混
合
物
の
分
類

 
モ
デ
ル
規
則
第

16
回
改
訂
版
に
導
入
さ
れ
た

2.
0.

2.
5
項
は
、
危
険
物
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
支
配
的
な
一

の
危
険
物
と
非
危
険
物
又
は
極
微
量
の
他
の
危
険
物
と
混
合
物
又
は
溶
液
に
は
、
当
該
支
配
的
危
険
物
に
割

り
当
て
ら
れ
た
国
連
番
号
及
び
正
式
品
名
を
割
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
当
該
要

件
が
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

A
ce

to
ne
（

70
%
）、

Tr
ip

he
ny

l P
ho

sp
ha

te
（

25
%
：
水
性
環

境
有
害
物
質
）
及
び
水
（

5%
）
の
混
合
物
の
場
合
、
当
該
混
合
物
は

“U
N

 1
09

0 
A

CE
TO

N
 S

O
LU

TI
O

N
, 3

, 
II”

と
す
べ
き
か

“U
N

 1
99

3 
FL

A
M

M
A

B
LE

 L
IQ

U
ID

, N
.O

.S
. (

A
ce

to
ne

, T
rip

he
ny

l P
ho

sp
ha

te
), 

3,
II”

と

す
べ
き
か
不
明
確
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
小
委
員
会
に
対
し
、
ど
ち
ら
が
適
当
で
あ
る
か
決
定
す
る
と
共
に
、

決
定
に
従
い
モ
デ
ル
規
則

2.
0.

2.
5
項
及
び

3.
1.

2
項
に
必
要
な
改
正
を
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
継
続
審
議
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/4
2 

(IC
CA

) 
特
別
要
件

33
5：
少
量
で

輸
送
さ
れ
る
環
境
有
害

物
質
の
除
外
要
件

 

環
境
有
害
物
質
は
し
ば
し
ば
特
別
要
件

33
5に

従
い
非
常
に
少
な
い
量
で
非
危
険
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
て
い

る
。当

該
特
別
要
件
は
固
体
又
は
固
体
に
吸
収
さ
せ
た
液
体
に
適
用
さ
れ
、そ

の
許
容
量
は

10
 g
又
は

10
 m

l
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
液
体
に
も
同
様
の
除
外
要
件
を
導
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
特
別
要
件

33
5
に
新

た
な
適
用
除
外
要
件
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
要
件
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
：

 
• 

組
合
せ
容
器
に
て
輸
送
す
る

 
• 

内
装
容
器
の
許
容
容
量
は

10
 m

lと
す
る

 
• 

外
装
容
器
の
許
容
質
量
は

30
 k

g
と
す
る

 
• 

容
器
の
基
本
及
び
構
造
要
件
、

4.
1.

1.
1、

4.
1.

1.
2、

4.
1.

1.
4、

4.
1.

1.
8
及
び

6.
1.

4
を
満
足
す
る

 
• 

内
装
容
器
内
の
液
体
全
量
が
漏
出
し
た
場
合
で
も
、
液
体
が
外
装
容
器
内
に
留
ま
る
性
能
を
有
す
る
（
包

装
資
材
そ
の
も
の
で
漏
出
し
た
液
体
を
吸
収
す
る
、
中
間
包
装
を
使
用
す
る
又
は
吸
収
材
を
使
用
す

る
。）

 

適
宜

 
継
続
審
議

 

11
/4

3 
(英

国
) 

リ
チ
ウ
ム
金
属
電
池
を

内
蔵
し
た
懐
中
電
灯
付

き
ラ
イ
タ
ー

 

最
近
、
引
火
性
液
化
ガ
ス
だ
け
で
は
な
く
懐
中
電
灯
用
リ
チ
ウ
ム
金
属
電
池
も
内
蔵
し
た
喫
煙
用
ラ
イ
タ
ー

が
製
造
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
ラ
イ
タ
ー
は
喫
煙
用
ラ
イ
タ
ー
（

U
N

 1
05

7）
か
リ
チ
ウ
ム
金
属
電

池
を
内
蔵
し
た
装
置
（

U
N

 3
09

1）
の
ど
ち
ら
に
分
類
し
て
良
い
の
か
判
断
が
難
し
い
。
引
火
性
ガ
ス
と
リ

チ
ウ
ム
金
属
電
気
が
隣
り
合
わ
せ
に
内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
モ
デ
ル
規
則
中
に
て
当
該
製
品
の
危
険
性
を
適
切

に
評
価
し
安
全
対
策
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
小
委
員
会
に
対
し
、
当
該
製
品
が
現
行
モ
デ
ル

規
則
に
カ
バ
ー
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
検
討
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

 

適
宜

 
継
続
審
議
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/4
4 

(オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
) 

ア
ス
ベ
ス
ト
（

U
N

 2
21

2
及
び

U
N

 2
59

0）
の
輸

送
要
件

 

前
回
会
合
に
て
小
委
員
会
は

“A
SB

ES
TO

S 
(U

N
 2

59
0)

 ”
に
少
量
危
険
物
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
確
認

し
、
内
装
の
許
容
容
量
と
し
て

5 
kg

規
定
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
が
、
少
量
危
険
物
規
定
の
適
用
に
懸
念
を

示
す
専
門
家
も
い
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
モ
デ
ル
規
則
に
規
定
さ
れ
た

“A
SB

ES
TO

S
関
連
規
則
の
検
討

を
行
い
次
の
結
果
を
得
た
。

 
• 

“A
SB

ES
TO

S”
は
粉
塵
の
吸
入
に
よ
る
健
康
有
害
性
（
発
ガ
ン
性
）
を
有
す
る
物
質
で
あ
り
、
肺
ガ
ン

や
中
皮
腫
の
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
疫
学
的
に
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。

 
• 

“A
SB

ES
TO

S”
の
形
状
に
よ
り
リ
ス
ク
の
大
小
は
あ
る
が
発
ガ
ン
性
物
質
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
も

の
で
あ
り
、

G
H

S
で
は
全
て
の
タ
イ
プ
の

A
SB

ES
TO

S”
が
カ
テ
ゴ
リ
ー

1A
の
発
ガ
ン
性
物
質
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。

 
• 

多
く
の

“A
SB

ES
TO

S”
が
国
内
外
を
問
わ
ず
輸
送
さ
れ
て
い
る
が
、
粉
末
不
漏
性
を
有
し
な
い
不
適
切

な
容

器
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

輸
送

中
に

“A
SB

ES
TO

S”
繊

維
に

接
触

す
る

こ
と

が
あ

る
。

“A
SB

ES
TO

S”
繊
維
へ
の
不
慮
の
接
触
を
避
け
る
た
め
、
モ
デ
ル
規
則
に
て
繊
維
が
散
逸
す
る
可
能
性

が
あ
る
容
器
の
使
用
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。

 
• 

適
用
除
外
要
件
を
規
定
し
た
特
別
要
件

16
8
は
内
容
が
理
解
し
づ
ら
く
、
採
掘
さ
れ
た
商
業
グ
レ
ー
ド

の
“A

SB
ES

TO
S”
は
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
と
解
釈
（
誤
解
）
出
来
る
。
砕
け
や
す
い

“A
SB

ES
TO

S”
だ
け
で
は
な
く
固
ま
っ
た
状
態
の
そ
れ
も
規
制
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
• 

少
量
危
険
物
及
び
微
量
規
定
の
適
用
は
分
析
目
的
等
に
最
低
必
要
な
量
に
と
ど
め
る
べ
き
あ
り
、
商
業

目
的
の
輸
送
に
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
。

 
• 

粉
末
不
漏
性
を
有
し
な
い
バ
ッ
グ
の
使
用
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
エ
ン
ト
リ
ー
を
改
正
し
：

 

22
12

 
B

LU
E 

A
SB

ES
TO

S 
(c

ro
ci

do
lit

e)
 o

r 
BR

O
W

N
 A

SB
ES

TO
S 

(a
m

os
ite

, m
ys

or
ite

) 

9 
- 

II 
16

8 
50

0 
g 

E2
 

P0
02

 

IB
C0

8 

PP
37

 

B2
,B

4 

T3
 

TP
33

 

25
90

 
W

H
IT

E 
A

SB
ES

TO
S 

(c
hr

ys
ot

ile
, a

ct
in

ol
ite

, 
an

th
op

hy
lli

te
, t

re
m

ol
ite

) 

9 
- 

II 
16

8 
50

0 
g 

E2
 

P0
02

 

IB
C0

8 

PP
37

 

B2
,B

4 

T3
 

TP
33

 

 

適
宜

 
不
採
択
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
（
前
頁
続
き
）

 
 

特
別
要
件

16
8
を
次
の
と
お
り
改
正
し
：

 
“A

ll 
na

tu
ra

lly
 o

cc
ur

rin
g 

as
be

sto
s 

in
 i

ts 
un

m
ill

ed
 o

r 
m

ill
ed

 s
ta

te
, 

as
be

sto
s 

co
nt

ai
ni

ng
 w

as
te

s, 
m

an
uf

ac
tu

re
d 

ar
tic

le
s 

or
 s

ub
sta

nc
es

 c
on

ta
in

in
g 

as
be

sto
s 

fib
re

 a
re

 c
ov

er
ed

 b
y 

th
e 

U
N

 M
od

el
 

Re
gu

la
tio

ns
, w

he
th

er
 th

e 
as

be
sto

s f
ib

re
s i

n 
th

e 
su

bs
ta

nc
e 

ar
e 

in
 a

 fr
ia

bl
e 

or
 b

on
de

d 
sta

te
. M

in
er

al
 o

re
s 

an
d 

co
nc

en
tra

te
s 

co
nt

ai
ni

ng
 n

at
ur

al
ly

 o
cc

ur
rin

g 
as

be
sto

s 
at

 t
ra

ce
 l

ev
el

s 
ar

e 
no

t 
su

bj
ec

t 
to

 t
he

 
Re

gu
la

tio
ns

. 
A

na
ly

tic
al

 s
am

pl
es

 m
ay

 b
e 

tra
ns

po
rte

d 
un

de
r 

lim
ite

d 
qu

an
tit

y 
an

d 
ex

ce
pt

ed
 q

ua
nt

ity
 

pr
ov

isi
on

s. 
M

an
uf

ac
tu

re
d 

ar
tic

le
s 

co
nt

ai
ne

d 
w

ith
in

 p
la

nt
 a

nd
 e

qu
ip

m
en

t 
su

ch
 t

ha
t 

no
 e

xp
os

ur
e 

to
 

fib
re

s i
s p

os
sib

le
 d

ur
in

g 
tra

ns
po

rt 
ar

e 
no

t s
ub

je
ct

 to
 th

e 
Re

gu
la

tio
ns

. 
N

O
TE

: M
an

y 
co

un
tri

es
 p

ro
hi

bi
t o

r r
es

tri
ct

 th
e 

im
po

rta
tio

n 
of

 a
sb

es
to

s-
co

nt
ai

ni
ng

 m
at

er
ia

ls 
or

 a
pp

ly
 

to
 th

em
 a

dd
iti

on
al

 re
gu

la
to

ry
 c

on
tro

ls 
in

cl
ud

in
g 

th
e 

la
be

lli
ng

 a
nd

 sa
fe

ty
 d

at
a 

sh
ee

t r
eq

ui
re

m
en

ts 
of

 th
e 

G
lo

ba
lly

 H
ar

m
on

ise
d 

Sy
ste

m
 f

or
 C

la
ss

ify
in

g 
an

d 
La

be
lli

ng
 C

he
m

ic
al

s, 
w

hi
ch

 m
ay

 a
lso

 r
eq

ui
re

 
di

sp
la

y 
of

 t
he

 c
hr

on
ic

 h
ea

lth
 p

ic
to

gr
am

. M
an

y 
co

un
tri

es
 a

lso
 i

m
po

se
 a

dd
iti

on
al

 e
nv

iro
nm

en
ta

l 
or

 
w

or
kp

la
ce

 r
eg

ul
at

or
y 

co
nt

ro
ls 

on
 a

sb
es

to
s 

co
nt

ai
ni

ng
 m

at
er

ia
ls.

 C
he

ck
 r

eg
ul

at
io

ns
 o

f 
im

po
rti

ng
 

co
un

try
. ”

 
特
別
要
件

16
8
に

“A
SB

ES
TO

S”
及
び

“A
SB

ES
TO

S 
CO

N
TA

IN
IN

G
 M

AT
ER

IA
L”
の
定
義
を
追
加
し
、

5M
1（

M
ul

ti-
w

al
l p

ap
er

 b
ag
）
の
使
用
を
禁
止
す
る
た
め

PP
37

を
改
正
す
る
こ
と
等
を
提
案
す
る
。

 

 
 

11
/4

5 
(D

G
A

C)
 

輸
送
中
に
液
状
化
す
る

固
体
に
対
す
る

IB
C
容

器
要
件

 

モ
デ
ル
規
則
第

16
回
改
正
に
お
い
て
固
体
に
適
用
さ
れ
る
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（

IB
C 

04
～

IB
C 

08
）
か
ら
液
体
用

IB
C
容
器
を
削
除
し
た
こ
と
が
、
粉
末
や
輸
送
中
に
液
体
状
に
な
る
固
体
の
輸
送

に
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
固
体
危
険
物
に
は
液
体
に
し
て
容
器
へ
の
充
填
及
び
容
器
か
ら

に
排
出
を
行
う
も
の
も
あ
る
。
以
前
に
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
液
体
用

IB
C
容
器
の
使
用
は
安
全
上
何
ら

問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
容
器
を
再
度
固
体
用
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
規
定
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜
（
支
持
） 

採
択
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議
題

3 
蓄
電
シ
ス
テ
ム

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/3
5 

(米
国

) 
リ
チ
ウ
ム
バ
ッ
テ
リ
ー

へ
の
表
示

 
第

38
回
小
委
員
会
は
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
製
造
に
関
す
る
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
規
定
に
合
意
し
、
関
係
規
定

を
モ
デ
ル
規
則
第

17
回
改
訂
版
に
導
入
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
、
米
国
は
リ
チ
ウ
ム
電
池
が
国
連
試
験
に

合
格
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
保
管
義
務
及
び
そ
の
旨
を
表
す
表
示
要
件
の
適
用
を
提
案
し
た
。

小
委
員
会
は
保
管
義
務
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
取
り
入
れ
に
は
合
意
し
た
が
、
表
示
要
件
に
つ
い
て
は
次
期

2
年

間
で
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
同
合
意
を
受
け
、
前
回
会
合
に

U
N
マ
ー
ク
を
リ
チ
ウ
ム
電
池
に
表
示
す

る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、

U
N
マ
ー
ク
の
使
用
は
試
験
の
合
格
承
認
に
主
管
庁
が
関
与
し
て
い
る
と
の
誤
解

を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
次
会
合
に
新
た
な
提
案
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
提
案
概
要
は
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
要
件
を
規
定
し
た

2.
9.

4
項
を
改
正
し
て
次
の
何
れ
か
の
表
示
を
要
求

す
る
こ
と
と
し
、
同
項
に
当
該
表
示
は
製
造
者
自
身
に
よ
る
試
験
合
格
証
明
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
記
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
示
要
件
は

20
16

年
1
月

1
日
以
降
に
製
造
さ
れ
る
電
池
に
適
用
し
、
表
示
が

困
難
な
大
き
さ
の
電
池
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
  

 
又
は
 
U

T
 

適
宜

 
次
期
修
正
提
案

 

- 141 -



文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/3
9 

(P
RB

A
及

び

RE
CH

A
RG

E 

廃
リ
チ
ウ
ム
セ
ル
及
び

電
池
の
輸
送

 
第

39
回
会
合
会
期
中
、
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
て
廃
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
輸
送
に
関
す
る

問
題
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。
同
グ
ル
ー
プ
は
、
廃
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
輸
送
要
件
を
モ
デ
ル
規
則
に
含
め
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
的
な
電
池
の
回
収
・
再
利
用
活
動
等
を
考
慮
し
て
あ
る
程
度
の
修
正
は
必
要
で
は

あ
る
が
現
行

A
D

R
の
要
件
と
整
合
を
図
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
合
意
し
た
。
本
文
書
は
ラ
ン
チ
タ

イ
ム
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
結
果
及
び
会
期
外
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
基
に
廃
リ
チ
ウ
ム
セ

ル
及
び
電
池
の
輸
送
要
件
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
：

 
• 

U
N

 3
09

0、
U

N
 3

09
1、

U
N

 3
48

0
及
び

U
N

 3
48

1
に
適
用
す
る
特
別
要
件
を
新
た
に
策
定
し
、
廃
リ
チ

ウ
ム
セ
ル
及
び
電
池
の
輸
送
は
次
の
何
れ
か
の
方
法
に
よ
る
と
規
定
す
る
。

 
1.

 
特
別
要
件

18
8
に
従
っ
て
輸
送
す
る
。

 
2.

 
2 

kg
以
下
の
セ
ル
及
び
電
池
（
装
置
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
他
の
タ
イ
プ
の
電
池

と
共
に
輸
送
さ
れ
る
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
）
を
中
間
処
理
施
設
ま
で
の
輸
送
で
あ
っ
て
次
の
条
件

を
満
た
す
場
合
に
は
他
の
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
。

 
• P

 9
03

a
又
は

P 
90

3b
に
従
っ
た
容
器
の
使
用

 
• 輸

送
ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
の
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
正
味
質
量
が

33
3 

kg
を
超
え
な
い
こ
と
を
担
保
す

る
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
の
適
用

 
• 輸

送
物
へ
の
マ
ー
キ
ン
グ

“W
A

ST
E 

LI
TH

IU
M

 B
AT

TE
RI

ES
” 

3.
 

セ
ル
及
び
電
池
（
他
の
タ
イ
プ
の
電
池
と
共
に
輸
送
さ
れ
る
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
）
の
輸
送
で
あ

っ
て
次
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
他
の
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
。

 
• P

 9
03

a
に
従
っ
た
容
器
の
使
用

 
• 輸

送
物
へ
の
マ
ー
キ
ン
グ

“W
A

ST
E 

LI
TH

IU
M

 B
AT

TE
RI

ES
” 

4.
 

2.
9.

4
項
の
要
件
を
除
き
全
て
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
輸
送
す
る
。

 
• 

A
D

R
の
要
件
の
基
に
修
正
を
施
し
た
新
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

P 
90

3a
及
び

P 
90

3b
を

追
加
す
る
。

 

適
宜

 
継
続
審
議
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/4
0 

(P
RB

A
及

び

RE
CH

A
RG

E 

損
傷
し
た
リ
チ
ウ
ム
セ

ル
及
び
電
池
の
輸
送

 
第

39
回
会
合
会
期
中
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
の
議
論
を
考
慮
の
上
、
損

傷
し
た
リ
チ
ウ
ム
電
池
の
輸
送
に
規
定
を
提
案
す
る
。
提
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
：

 
 U

N
 3

09
0、

U
N

 3
09

1、
U

N
 3

48
0
及
び

U
N

 3
48

1
に
適
用
す
る
特
別
要
件
を
策
定
し
、
損
傷
リ
チ
ウ
ム

電
池
を
定
義
及
び
輸
送
方
法
を
次
の
と
お
り
規
定
す
る
；

 
“

SP
 Y

Y
Y

 （
機
械
的
又
は
電
気
的
健
全
性
（
外
部
又
は
内
部
的
）
を
損
な
う
部
品
の
欠
落
を
有
す
る
よ

う
な
等
）
危
険
な
発
熱
、
火
災
の
発
生
又
は
短
絡
の
お
そ
れ
が
あ
る
損
傷
又
は
欠
陥
が
あ
る
リ
チ
ウ
ム

イ
オ
ン
セ
ル
及
び
電
池
並
び
に
リ
チ
ウ
ム
金
属
セ
ル
及
び
電
池
は
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

P 
9x

x
又
は

LP
 9

xx
に
従
っ
て
容
器
に
収
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
管
庁
が
認
め
る
場
合

に
は
強
固
な
外
装
容
器
若
し
く
は
保
護
包
装

 （
非
開
放
型
又
は
木
製
ク
レ
ー
ト
）
に
収
納
し
又
は
パ
レ

ッ
ト
若
し
く
は
他
の
輸
送
用
具
に
固
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

” 
 パ

ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

P 
9x

x
及
び

LP
 9

xx
を
追
加
す
る
；

 
P 

9x
x 

PA
CK

IN
G

 IN
ST

RU
CT

IO
N

 
P 

9x
x 

Th
is 

in
str

uc
tio

n 
ap

pl
ie

s t
o 

U
N

 N
os

. 3
09

0,
 3

09
1,

 3
48

0 
an

d 
34

81
. 

Th
e 

fo
llo

w
in

g 
pa

ck
ag

in
gs

 a
re

 a
ut

ho
riz

ed
 fo

r d
am

ag
ed

 o
r d

ef
ec

tiv
e 

lit
hi

um
 io

n 
ce

lls
 a

nd
 b

at
te

rie
s 

an
d 

lit
hi

um
 m

et
al

 c
el

ls 
an

d 
ba

tte
rie

s i
nc

lu
di

ng
 th

os
e 

co
nt

ai
ne

d 
in

 e
qu

ip
m

en
t, 

pr
ov

id
ed

 th
e 

ge
ne

ra
l 

pr
ov

isi
on

s o
f 4

.1
.1

 a
nd

 4
.1

.3
 ar

e 
m

et
: 

 Fo
r c

el
ls 

an
d 

ba
tte

rie
s a

nd
 eq

ui
pm

en
t c

on
ta

in
in

g 
ce

lls
 an

d 
ba

tte
rie

s: 
 

D
ru

m
s (

1A
2,

 1
B2

, 1
N

2,
 1

H
2,

 1
D

, 1
G

); 
 

 
Bo

xe
s (

4A
, 4

B,
 4

N
, 4

C1
, 4

C2
, 4

D
, 4

F,
 4

G,
 4

H
1,

 4
H

2)
; 

 
 

Je
rri

ca
ns

 (3
A

2,
 3

B2
, 3

H
2)

. 
 

 Ea
ch

 c
el

l, 
ba

tte
ry

 o
r e

qu
ip

m
en

t s
ha

ll 
be

 in
di

vi
du

al
ly

 p
ac

ke
d 

in
 a

n 
in

ne
r p

ac
ka

gi
ng

 in
sid

e 
an

 o
ut

er
 p

ac
ka

gi
ng

 
an

d 
su

rro
un

de
d 

by
 a

 su
ffi

ci
en

t a
m

ou
nt

 o
f c

us
hi

on
in

g 
m

at
er

ia
l t

ha
t i

s n
on

-c
om

bu
sti

bl
e 

an
d 

no
n-

co
nd

uc
tiv

e 
in

 
or

de
r t

o 
pr

ot
ec

t a
ga

in
st 

an
y 

da
ng

er
ou

s e
vo

lu
tio

n 
of

 h
ea

t, 
fir

e o
r s

ho
rt 

ci
rc

ui
t d

ur
in

g 
tra

ns
po

rt.
  

 
 

Pa
ck

ag
in

gs
 sh

al
l c

on
fo

rm
 to

 th
e p

ac
ki

ng
 g

ro
up

 II
 p

er
fo

rm
an

ce
 le

ve
l. 

  
 Fo

r 
le

ak
in

g 
ce

lls
 a

nd
 b

at
te

rie
s, 

su
ffi

ci
en

t i
ne

rt 
ab

so
rb

en
t m

at
er

ia
l s

ha
ll 

be
 a

dd
ed

 to
 a

bs
or

b 
an

y 
re

le
as

e o
f e

le
ct

ro
ly

te
. 

 A
pp

ro
pr

ia
te

 m
ea

su
re

s 
sh

al
l 

be
 t

ak
en

 t
o 

pr
ev

en
t 

ex
ce

ss
iv

e 
m

ov
em

en
t 

of
 t

he
 c

el
ls 

or
 b

at
te

rie
s 

w
ith

in
 th

e p
ac

ka
gi

ng
 th

at
 m

ay
 le

ad
 to

 v
en

tin
g 

or
 ru

pt
ur

e 
of

 th
e c

el
ls 

or
 b

at
te

rie
s d

ur
in

g 
tra

ns
po

rt.
 

LP
 9

xx
は

P 
xx

の
容
器
を

50
A
、

50
B、

50
N
、

50
H
、

50
C、

50
D
、

50
F
及
び

50
G
に
置
き
換
え
た
も
の
。 

 

適
宜

 
継
続
審
議

 

- 143 -



文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/4
1 

(P
RB

A
及

び

RE
CH

A
RG

E 
 

リ
チ
ウ
ム
電
池
の
大
型

容
器
要
件

 
近
年
、
大
型
の
リ
チ
ウ
ム
電
池
が
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
正
味
質
量
が

40
0 

kg
を
超
え
る
リ
チ
ウ
ム
電

池
や
容
器
の
容
量
が

45
0
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
リ
チ
ウ
ム
電
池
用
容
器
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
過
去
の
小

委
員
会
委
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
新
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

LP
90

3
を
次
の
通
り
提
案
す
る
。

 
LP

 9
03

 
PA

CK
IN

G
 IN

ST
RU

CT
IO

N
 

LP
90

3 
Th

is 
in

str
uc

tio
n 

ap
pl

ie
s t

o 
U

N
 N

os
. 3

09
0,

 3
09

1,
 3

48
0 

an
d 

34
81

. 
Th

e 
fo

llo
w

in
g 

la
rg

e 
pa

ck
ag

in
gs

 a
re

 a
ut

ho
riz

ed
 p

ro
vi

de
d 

th
at

 th
e 

ge
ne

ra
l p

ro
vi

sio
ns

 o
f 4

.1
.1

 a
nd

 
4.

1.
3 

ar
e 

m
et

: 
(1

) F
or

 c
el

ls 
an

d 
ba

tte
rie

s: 
 

50
A
、

50
B、

50
N
、

50
H
、

50
C、

50
D
、

50
F
及
び

50
G

 
 Ce

lls
 o

r 
ba

tte
rie

s 
sh

al
l 

be
 p

ac
ke

d 
in

 p
ac

ka
gi

ng
s 

so
 t

ha
t 

th
e 

ce
lls

 o
r 

ba
tte

rie
s 

ar
e 

pr
ot

ec
te

d 
ag

ai
ns

t d
am

ag
e 

th
at

 m
ay

 b
e 

ca
us

ed
 b

y 
th

e 
m

ov
em

en
t o

r 
pl

ac
em

en
t o

f 
th

e 
ce

lls
 o

r 
ba

tte
rie

s 
w

ith
in

 th
e p

ac
ka

gi
ng

. 
 Pa

ck
ag

in
gs

 sh
al

l c
on

fo
rm

 to
 th

e p
ac

ki
ng

 g
ro

up
 II

 p
er

fo
rm

an
ce

 le
ve

l 
 

 
(2

) 
Fo

r c
el

ls 
or

 b
at

te
rie

s p
ac

ke
d 

w
ith

 e
qu

ip
m

en
t: 

 
 Pa

ck
ag

in
gs

 c
on

fo
rm

in
g 

to
 th

e 
re

qu
ire

m
en

ts 
in

 p
ar

ag
ra

ph
 (1

) o
f t

hi
s 

pa
ck

in
g 

in
str

uc
tio

n,
 th

en
 

pl
ac

ed
 w

ith
 th

e 
eq

ui
pm

en
t i

n 
an

 o
ut

er
 p

ac
ka

gi
ng

; o
r 

 Pa
ck

ag
in

gs
 t

ha
t 

co
m

pl
et

el
y 

en
cl

os
e 

th
e 

ce
lls

 o
r 

ba
tte

rie
s, 

th
en

 p
la

ce
d 

w
ith

 e
qu

ip
m

en
t 

in
 a

 
pa

ck
ag

in
g 

co
nf

or
m

in
g 

to
 th

e r
eq

ui
re

m
en

ts 
in

 p
ar

ag
ra

ph
 (1

) o
f t

hi
s p

ac
ki

ng
 in

str
uc

tio
n.

 
 T

he
 eq

ui
pm

en
t s

ha
ll 

be
 se

cu
re

d 
ag

ai
ns

t m
ov

em
en

t w
ith

in
 th

e o
ut

er
 p

ac
ka

gi
ng

. 
  Fo

r t
he

 p
ur

po
se

 o
f t

hi
s p

ac
ki

ng
 in

str
uc

tio
n,

 "e
qu

ip
m

en
t" 

m
ea

ns
 a

pp
ar

at
us

 re
qu

iri
ng

 th
e 

lit
hi

um
 

m
et

al
 o

r l
ith

iu
m

 io
n 

ce
lls

 o
r b

at
te

rie
s w

ith
 w

hi
ch

 it
 is

 p
ac

ke
d 

fo
r i

ts 
op

er
at

io
n.

 
 (3

) 
Fo

r c
el

ls 
or

 b
at

te
rie

s c
on

ta
in

ed
 in

 eq
ui

pm
en

t: 
 St

ro
ng

 o
ut

er
 p

ac
ka

gi
ng

s 
co

ns
tru

ct
ed

 o
f 

su
ita

bl
e 

m
at

er
ia

l o
f 

ad
eq

ua
te

 s
tre

ng
th

 a
nd

 d
es

ig
n,

 in
 

re
la

tio
n 

to
 th

e 
pa

ck
ag

in
g 

ca
pa

ci
ty

 a
nd

 it
s 

in
te

nd
ed

 u
se

. T
he

y 
sh

al
l b

e 
co

ns
tru

ct
ed

 in
 s

uc
h 

a 
m

an
ne

r 
as

 t
o 

pr
ev

en
t 

ac
ci

de
nt

al
 o

pe
ra

tio
n 

du
rin

g 
tra

ns
po

rt.
 P

ac
ka

gi
ng

s 
ne

ed
 n

ot
 m

ee
t 

th
e 

re
qu

ire
m

en
ts 

of
 4

.1
.1

.3
. 

 La
rg

e 
eq

ui
pm

en
t 

ca
n 

be
 o

ffe
re

d 
fo

r 
tra

ns
po

rt 
un

pa
ck

ag
ed

 o
r 

on
 p

al
le

ts 
w

he
n 

th
e 

ce
lls

 o
r 

ba
tte

rie
s a

re
 a

ffo
rd

ed
 eq

ui
va

le
nt

 p
ro

te
ct

io
n 

by
 th

e e
qu

ip
m

en
t i

n 
w

hi
ch

 th
ey

 a
re

 co
nt

ai
ne

d.
  

A
dd

iti
on

al
 re

qu
ir

em
en

t: 
 

Ce
lls

 o
r b

at
te

rie
s s

ha
ll 

be
 p

ro
te

ct
ed

 so
 a

s t
o 

pr
ev

en
t s

ho
rt 

ci
rc

ui
ts.

  
 

適
宜

 
次
期
修
正
提
案
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議
題

4 
モ
デ
ル
規
則
改
訂
に
関
す
る
そ
の
他
の
提
案

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/2
4 

(ド
イ

ツ
及

び
ベ

ル
ギ
ー

) 

大
型
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器

 
損
傷
し
た
容
器
、
緩
衝
材
、
吸
収
剤
等
を
収
納
す
る
こ
と
か
ら
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
の
許
容
質
量

40
0 

kg
は
適

当
で
は
な
い
と
の
指
摘
を
行
い
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
の
許
容
質
量
を

40
0 

kg
以
上
に
す
る
提
案
を
行
っ
た
。

小
委
員
会
は
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
の
許
容
容
量
を
増
や
す
の
で
は
な
く
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
用
途
に
使
用
す
る
大

型
容
器
の
要
件
を
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
合
意
に
至
っ
た
。
同
合
意
を
受
け
、
次
の
と
お
り
大

型
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
に
関
す
る
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
• 

1.
2.

1
項
に
大
型
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
の
定
義
を
追
加
す
る
。

 
“
大
型
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
と
は
特
殊
な
容
器
で
あ
り

 
(a

) 機
械
に
役
が
出
来
る
よ
う
設
計
さ
れ
、

 
(b

)正
味
質
量
が

40
0 

kg
又
は
容
量
が

45
0
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、
容
積
が

3 
m

3
以
下
の
も
の

で
あ
っ
て

 
損
傷
、
欠
陥
、
漏
洩
も
し
く
は
危
険
物
を
収
納
し
た
不
適
合
輸
送
物
又
は
流
出
も
し
く
は
漏
洩
し
た

危
険
物
の
回
収
も
し
く
は
廃
棄
の
た
め
の
輸
送
を
目
的
と
し
た
も
の
を
い
う
。“

 
• 

U
N
マ
ー
ク
に
関
す
る

6.
6.

2.
2
項
を
改
正
し

“T
”の

意
味
を
規
定
し
、

6.
6.

3.
2
項
に

U
N
マ
ー
ク
の
例
を

追
加
す
る
。

 
• 

新
6.

6.
5.

1.
9
項
と
し
て
大
型
サ
ル
ベ
ー
ジ
容
器
の
試
験
及
び
表
示
方
法
を
規
定
す
る
。

 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択

 

11
/2

5 
(IS

O
) 

IS
O

標
準

の
引

用
－

6.
2.

2
節

 
モ
デ
ル
規
則

6.
2
章
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
に
関
す
る

IS
O
標
準
を
次
の
通
り
最
新
の
も
の

に
す
る
と
共
に
新

IS
O
標
準
へ
の
引
用
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
 

IS
O

 9
80

9-
1:

20
10

 “
G

as
 c

yl
in

de
rs

 –
 R

ef
ill

ab
le

 se
am

le
ss

 st
ee

l g
as

 c
yl

in
de

rs
 –

 D
es

ig
n,

 c
on

str
uc

tio
n 

an
d 

te
sti

ng
 –

 P
ar

t 1
: Q

ue
nc

he
d 

an
d 

te
m

pe
re

d 
ste

el
 c

yl
in

de
rs

 w
ith

 te
ns

ile
 st

re
ng

th
 le

ss
 th

an
 1

 1
00

 
M

Pa
（
更
新
）

” 
 

IS
O

 9
80

9-
2:

20
10

 “
G

as
 c

yl
in

de
rs

 –
 R

ef
ill

ab
le

 se
am

le
ss

 st
ee

l g
as

 c
yl

in
de

rs
 –

 D
es

ig
n,

 c
on

str
uc

tio
n 

an
d 

te
sti

ng
 –

 P
ar

t 2
: Q

ue
nc

he
d 

an
d 

te
m

pe
re

d 
ste

el
 c

yl
in

de
rs

 w
ith

 te
ns

ile
 st

re
ng

th
 g

re
at

er
 th

an
 o

r 
eq

ua
l t

o 
1 

10
0 

M
Pa
（
更
新
）

” 
 

IS
O

 9
80

9-
3:

20
10

 “
G

as
 c

yl
in

de
rs

 –
 R

ef
ill

ab
le

 se
am

le
ss

 st
ee

l g
as

 c
yl

in
de

rs
 –

 D
es

ig
n,

 c
on

str
uc

tio
n 

an
d 

te
sti

ng
 –

 P
ar

t 3
: N

or
m

al
iz

ed
 st

ee
l c

yl
in

de
rs
（
更
新
）

” 
 

IS
O

 1
09

61
:2

01
0 

“G
as

 c
yl

in
de

rs
 –

 C
yl

in
de

r 
bu

nd
le

s 
– 

D
es

ig
n,

 m
an

uf
ac

tu
re

, 
te

sti
ng

 a
nd

 
in

sp
ec

tio
n （

新
規
）

” 
ま
た
、
引
用

IS
O
標
準
の
最
新
化
に
関
連
し
、
現
在
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
め
全
て
の
ガ
ス
シ
リ
ン
ダ

ー
に
関
す
る

IS
O
標
準
の
適
用
移
行
期
間
を
設
定
し
、

6.
2.

2
項
に
規
定
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
不
採
択
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/2
6 

(IS
O

) 
定
義
－

1.
2.

1
節

 
IS

O
標
準

10
28

6:
Te

rm
in

ol
og

y
の
見
直
し
に
伴
い
、
モ
デ
ル
規
則

1.
2.

1
項
に
規
定
さ
れ
た

“T
ub

e”
及
び

“M
EG

Cs
”の

定
義
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
：

 
 

“"
Tu

be
" 

m
ea

ns
 

a 
se

am
le

ss
 

tra
ns

po
rta

bl
e 

pr
es

su
re

 
re

ce
pt

ac
le

 
of

 
se

am
le

ss
 

or
 

co
m

po
sit

e 
co

ns
tru

ct
io

n 
ha

vi
ng

 a
 w

at
er

 ca
pa

ci
ty

 e
xc

ee
di

ng
 1

50
 li

tre
s a

nd
 o

f n
ot

 m
or

e t
ha

n 
3 

00
0 

lit
re

s.”
 

 
“"

M
ul

tip
le

-e
le

m
en

t g
as

 c
on

ta
in

er
" 

(M
EG

C)
 m

ea
ns

 a
 m

ul
tim

od
al

 a
ss

em
bl

y 
of

 c
yl

in
de

rs
, t

ub
es

 
an

d 
or

 b
un

dl
es

 o
f c

yl
in

de
rs

 w
hi

ch
 a

re
 in

te
rc

on
ne

ct
ed

 b
y 

a 
m

an
ifo

ld
 a

nd
 w

hi
ch

 a
re

 a
ss

em
bl

ed
 

w
ith

in
 a

 f
ra

m
ew

or
k.

  
Th

e 
M

EG
C 

in
cl

ud
es

 s
er

vi
ce

 e
qu

ip
m

en
t 

an
d 

str
uc

tu
ra

l 
eq

ui
pm

en
t 

ne
ce

ss
ar

y 
fo

r t
he

 tr
an

sp
or

t o
f g

as
es

.”
 

適
宜

 
一
部
採
択

 

11
/2

8 
(IC

CA
) 

水
反
応
性
有
機
金
属
の

輸
送
に
使
用
さ
れ
る
ポ

ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
の
内

部
検
査

 

モ
デ
ル
規
則

6.
7.

2.
19

.5
項
は
、

2.
5
年
お
き
に
行
う
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
の
中
間
検
査
に
は
輸
送
す
る
危
険

物
を
考
慮
し
た
タ
ン
ク
内
部
検
査
を
含
め
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
。
一
方
、
同
項
は
同
一
貨
物
の
輸
送
に
専

用
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
中
間
検
査
の
免
除
又
は
他
の
方
法
で
の
検
査

の
実
施
も
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
免
除
規
定
は
化
学
的
同
一
グ
ル
ー
プ
の
輸
送
に
専
用
使
用
さ
れ
て

い
る
タ
ン
ク
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
危
険
な
反
応
が
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク

に
て
輸
送
さ
れ
る
水
反
応
性
有
機
金
属
化
合
物
は
水
分
や
不
純
物
の
混
入
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
内
部
検
査
を
行
う
に
は
タ
ン
ク
内
部
の
洗
浄
、
開
放
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
検
査
が
危
険
な

状
態
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
水
反
応
性
有
機
金
属
化
合
物
は
一
般
的
に
当
該
危
険
物
輸

送
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン
ク
の
材
質
で
あ
る
炭
素
鋼
に
対
し
腐
食
性
有
し
て
お
ら
ず
、
内
部
検
査
で
タ
ン
ク
内

の
腐
食
が
発
見
さ
れ
る
見
込
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
は
過
去
の
実
績
が
証
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
水
反

応
性
有
機
金
属
化
合
物
（

U
N

 3
39

3、
U

N
 3

39
4、

U
N

 3
39

5、
U

N
 3

39
6、

U
IN

 3
39

7、
U

N
 3

39
8
及
び

U
N

 3
39

9）
に
適
用
さ
れ
る
タ
ン
ク
の
新
特
別
要
件
を
次
の
と
お
り
提
案
す
る
：

 
“T

PX
X

 P
or

ta
bl

e 
ta

nk
s 

ne
ed

 n
ot

 b
e 

su
bj

ec
te

d 
to

 t
he

 2
.5

 y
ea

r 
in

te
rn

al
 i

ns
pe

ct
io

n 
re

qu
ire

d 
un

de
r 

6.
7.

2.
19

.5
 p

ro
vi

de
d 

th
at

 th
e 

po
rta

bl
e 

ta
nk

 r
em

ai
ns

 d
ed

ic
at

ed
 to

 th
e 

tra
ns

po
rt 

of
 th

e 
or

ga
no

m
et

al
lic

 
su

bs
ta

nc
es

 to
 w

hi
ch

 th
is 

ta
nk

 sp
ec

ia
l p

ro
vi

sio
n 

is 
as

sig
ne

d.
” 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択

 

11
/3

1 
(英

国
) 

く
ん
蒸
注
意
表
示
及
び

貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
冷

却
中
注
意
表
示

 

第
39

回
小
委
員
会
に
お
け
る
表
示
、
ラ
ベ
ル
、
プ
ラ
カ
ー
ド
等
に
関
す
る
検
討
の
中
で
、
く
ん
蒸
注
意
表

示
及
び
貨
物
輸
送
ユ
ニ
ッ
ト
冷
却
中
注
意
表
示
へ
記
入
を
要
求
さ
れ
る
文
字
の
最
低
サ
イ
ズ
規
定
（
高
さ

25
 m

m
）
が
、
表
示
そ
の
も
の
の
サ
イ
ズ
に
比
較
し
て
大
き
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
記
入
が
困
難
で
あ
る
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
。
他
の
表
示
規
定
等
も
考
慮
の
上
、
表
示
規
定
を
提
案
す
る
。

 
 

く
ん
蒸
注
意
表
示
の
説
明
と
し
て

5.
5.

2.
3.

2
項
に
次
の
規
定
を
追
加
す
る
：

 
“T

he
 m

ar
ki

ng
 sh

al
l b

e 
a 

re
ct

an
gl

e. 
Th

e 
m

in
im

um
 d

im
en

sio
ns

 sh
al

l b
e 

30
0 

m
m

 w
id

e 
x 

25
0 

m
m

 
hi

gh
 a

nd
 th

e 
m

in
im

um
 w

id
th

 o
f t

he
 o

ut
er

 li
ne

 s
ha

ll 
be

 2
 m

m
. T

he
 m

ar
ki

ng
 s

ha
ll 

be
 in

 b
la

ck
 

pr
in

t o
n 

a 
w

hi
te

 b
ac

kg
ro

un
d 

w
ith

 le
tte

rin
g 

no
t l

es
s t

ha
n 

10
 m

m
 h

ig
h.

 T
he

 sk
ul

l a
nd

 c
ro

ss
bo

ne
s 

sy
m

bo
l s

ha
ll 

be
 in

 p
ro

po
rti

on
 to

 th
at

 sh
ow

n.
” 

適
宜

 
継
続
審
議
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
（
前
頁
続
き
）

 
 

 
5.

5.
3.

6.
2
項
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
：

 
“5

.5
.3

.6
.2

 
Th

e 
w

ar
ni

ng
 m

ar
k 

sh
al

l b
e a

s s
ho

w
n 

in
 F

ig
ur

e 5
.5

.2
 

Fi
gu

re
 5

.5
.2

: 

 
 

 
 

Co
ol

an
t/c

on
di

tio
ni

ng
 w

ar
ni

ng
 m

ar
k 

fo
r c

ar
go

 tr
an

sp
or

t u
ni

ts 
 

* 
In

se
rt 

pr
op

er
 sh

ip
pi

ng
 n

am
e 

of
 th

e 
co

ol
an

t/c
on

di
tio

ne
r. 

Th
e l

et
te

rin
g 

sh
al

l b
e 

in
 c

ap
ita

ls,
 

al
l b

e 
on

 o
ne

 li
ne

 a
nd

 sh
al

l b
e 

at
 le

as
t 1

2 
m

m
 ta

ll.
 If

 th
e 

le
ng

th
 o

f t
he

 p
ro

pe
r s

hi
pp

in
g 

na
m

e 
is 

to
o 

lo
ng

 to
 fi

t i
n 

th
e 

sp
ac

e 
pr

ov
id

ed
, t

he
 le

tte
rin

g 
m

ay
 b

e 
re

du
ce

d 
to

 th
e 

m
ax

im
um

 s
iz

e 
po

ss
ib

le
 to

 fi
t. 

Fo
r e

xa
m

pl
e:

 C
A

RB
O

N
 D

IO
X

ID
E,

 S
O

LI
D

. 
 **

 
In

se
rt 

“A
S 

CO
O

LA
N

T”
 o

r 
“A

S 
CO

N
D

IT
IO

N
ER

” 
as

 a
pp

ro
pr

ia
te

. T
he

 le
tte

rin
g 

sh
al

l 
be

 in
 c

ap
ita

ls,
 a

ll 
be

 o
n 

on
e 

lin
e a

nd
 b

e a
t l

ea
st 

12
 m

m
 h

ig
h.

 
 Th

e 
m

ar
ki

ng
 s

ha
ll 

be
 a

 re
ct

an
gl

e. 
Th

e 
m

in
im

um
 d

im
en

sio
ns

 s
ha

ll 
be

 1
50

 m
m

 w
id

e 
x 

25
0 

m
m

 h
ig

h.
 T

he
 w

or
d 

“W
A

RN
IN

G
” 

sh
al

l b
e 

in
 re

d 
or

 w
hi

te
 a

nd
 b

e 
at

 le
as

t 2
5 

m
m

 h
ig

h.
 T

he
 

“W
A

RN
IN

G
” 

le
tte

rin
g 

an
d 

gr
ap

hi
ca

l i
llu

str
at

io
n 

in
 th

e 
di

ag
ra

m
 sh

al
l b

e 
in

 p
ro

po
rti

on
 to

 th
at

 
sh

ow
n.

” 
 

移
行
期
間
は

20
14

年
末
ま
で
と
す
る
。
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/3
2 

(英
国

) 
ラ
ベ
ル
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、

表
示
等
の
記
述

 
前
回
会
合
に
お
い
て
、
ラ
ベ
ル
、
表
示
等
の
規
定
の
曖
昧
さ
取
り
除
く
た
め
の
編
集
上
の
改
正
提
案
の
検
討

が
行
わ
れ
た
。
本
文
書
は
、
前
回
会
合
で
の
検
討
及
び
会
期
外
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
考
慮
の
上
、
新

た
に
改
正
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
会
期
外
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
の
内
、
色
及
び
許
容
誤
差

の
指
定
に
つ
い
て
は
、
色
あ
せ
の
問
題
や
規
定
が
よ
り
曖
昧
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
本
提
案
に
は
取
り
入

れ
な
い
こ
と
と
し
た
。
提
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 

少
量
危
険
物
表
示
：
一
辺
の
最
低
長
を

90
 m

m
、
縁
取
り
線
の
最
低
太
さ

2 
m

m
（
ラ
ベ
ル
と
同
じ
サ

イ
ズ
に
出
来
る
。）

 
 

微
量
危
険
物
表
示
：
一
辺
の
最
低
長

 9
0 

m
m

 
 

環
境
有
害
物
表
示
：
一
辺
の
最
低
長

90
 m

m
（
コ
ン
テ
ナ
用
は

24
0 

m
m
）、

縁
取
り
線
の
最
低
太
さ

2 
m

m
（
同

5 
m

m
）

 
 

天
地
無
用
表
示
：
サ
イ
ズ
指
定
無
し
、
図
示
さ
れ
た
と
お
り
の
形
状

 
 

危
険
性
ラ
ベ
ル
：
一
辺
の
最
低
長

10
0 

m
m
、
縁
か
ら

5 
 m

m
の
位
置
に
最
低
太
さ

2 
m

m
の
平
行
線

 
 

プ
ラ
カ
ー
ド
（
ク
ラ
ス

7
を
除
く
）：

一
辺
の
最
低
長

25
0 

m
m
、
縁
か
ら

12
.5

  m
m

の
位
置
に
最
低

太
さ

5 
m

m
の
平
行
線
、
ク
ラ
ス
番
号
文
字
の
最
低
高
さ

25
 m

m
 

 
高
温
物
質
表
示
：
一
辺
の
最
低
長

25
0 

m
m
の
正
三
角
形
、
図
示
さ
れ
た
と
お
り
の
形
状

 
 

IB
C
及
び
大
型
容
器
用
積
重
表
示
：
仮
想
さ
れ
る
正
方
形
の
一
辺
の
最
低
長

10
0 

m
m
、
積
重
重
量
を

示
す
文
字
の
最
低
高
さ

25
 m

m
、
図
示
さ
れ
た
と
お
り
の
形
状

 
 

P 
65

0
へ
の
表
示
：
一
辺
の
最
低
長

50
 m

m
 

移
行
期
間
は

20
14

年
12

月
31

日
ま
で
と
す
る
。

 

適
宜
（
支
持
） 

継
続
審
議

 

11
/3

3 
(ド

イ
ツ

) 
サ
ン
プ
ル
圧
力
容
器
：

適
合

性
評

価
及

び
U

N
マ
ー
ク

 

モ
デ
ル
規
則
第

17
回
改
訂
版

6.
2.

2
項
は
圧
力
容
器
の
構
造
等
の
要
件
を
規
定
し
て
お
り
、
要
件
を
満
足
し

た
容
器
に
は

U
N
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、

6.
2.

3
項
は

6.
2.

2
項
の
規
定
に
拠
ら
な
い
容

器
は
主
管
庁
が
認
め
た
要
件
に
従
う
よ
う
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は

U
N
マ
ー
ク
を
付
し
て
は
な
ら

な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
サ
ン
プ
ル
輸
送
の
た
め
完
全
な
シ
リ
ン
ダ
ー
形
状
で
は
な
い
チ
タ
ン

製
圧
力
容
器
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
少
量
生
産
品
で
あ
る
こ
と
か
ら

IS
O
や

EN
等
の
標
準
が
存
在

し
て
お
ら
ず
、
ド
イ
ツ
主
管
庁
が
独
自
に
基
準
を
策
定
し
て
適
合
を
要
求
し
て
い
る
。

A
D

R
に
は
モ
デ
ル

規
則

6.
2.

3
項
と
同
様
の
規
定
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
に
お
け
る
当
該
圧
力
容
器
の
円
滑

な
輸
送
を
行
う
た
め
の

EU
指
令
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
規
則

6.
2.

3
項
の
規
定
に
基
づ
き
製
造
さ

れ
た

圧
力

容
器

の
円

滑
な

国
際

輸
送

を
行

う
た

め
、

主
管

庁
が

独
自

の
技

術
基

準
（

AT
C:

 a
pp

ro
ve

d 
te

ch
ni

ca
l c

od
e ）

を
策
定
す
る
た
め
の
手
順
及
び
容
器
へ
の
マ
ー
キ
ン
グ
要
件
を
新
た
に
規
定
す
る
こ
と
の

是
非
を
検
討
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
継
続
審
議

 

   

 
 

 
 

- 148 -



文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/3
4 

(ド
イ
ツ

) 
6.

1.
1.

1(
e)

－
容

量
が

45
0
リ
ッ
ト

ル
を
超
え

る
容
器

 

前
回
会
合
に
て
、
総
質
量
は

30
 k

g
程
度
以
下
で
あ
る
が
容
積
が

45
0
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
固
体
用
、
特
に

物
品
用
容
器
へ
の
規
則
の
適
用
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。
検
討
の
中
で
、

45
0
リ
ッ
ト
ル
の
容
量
制
限

は
液
体
用
容
器
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
固
体
用
及
び
組
合
せ
容
器
に
は
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
の
意
見
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

6.
1.

1.
1(

d)
項
を
次
と
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
：

 
“(

d)
 P

ac
ka

gi
ng

s f
or

 li
qu

id
s, 

ot
he

r t
ha

n 
co

m
bi

na
tio

n 
pa

ck
ag

in
gs

,  w
ith

 a
 ca

pa
ci

ty
 e

xc
ee

di
ng

 4
50

 li
tre

s.”
 

適
宜
（
支
持
） 

修
正
の
上
採
択

 

11
/3

6 
(IC

PP
) 

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

容
器

（
1H

及
び

3H
）
へ
の

製
造
年
月
の
表
示

 

前
回
会
合
に
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
へ
の
製
造
年
月
の
表
示
方
法
の
改
正
に
関
す
る
提
案
の
検
討
が
行
わ

れ
た
。
提
案
は
原
則
支
持
さ
れ
た
も
の
の
、
編
集
上
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
指
摘
を

考
慮
の
上
、

6.
1.

3.
1(

e)
項
の
最
終
文
の
文
頭
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
を
再
度
提
案
す
る
：

 
“A

n 
a p

pr
op

ria
te

 m
et

ho
ds

 is
 ar

e:
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

B)
 

 

   

or
 

 

If 
th

e 
B

-v
er

sio
n 

is 
us

ed
, t

he
 tw

o 
di

gi
ts 

of
 th

e 
ye

ar
 in

 th
e 

ty
pe

 a
pp

ro
va

l m
ar

ki
ng

 a
nd

 in
 th

e 
in

ne
r c

irc
le

 
of

 th
e 

cl
oc

k 
sh

al
l b

e 
id

en
tic

al
. O

th
er

 m
et

ho
ds

 th
at

 p
ro

vi
de

 th
e 

m
in

im
um

 r
eq

ui
re

d 
in

fo
rm

at
io

n 
in

 a
 

du
ra

bl
e,

 le
gi

bl
e a

nd
 v

isi
bl

e 
fo

rm
 a

re
 a

lso
 a

cc
ep

ta
bl

e.
” 

適
宜

 
修
正
の
上
採
択
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文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/3
7 

(英
国

) 
液
体
輸
送
用

U
N

ポ
ー

タ
ブ
ル
タ
ン
ク
要
件
の

適
用
に
関
す
る
移
行
期

間
 

タ
ン
ク
要
件
（

T
コ
ー
ド
）
の
頻
繁
な
改
正
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
産
業
界
へ
の
経
済
的
影
響
は
数
千
万

ド
ル
に
も
な
る
と
の
英
国
か
ら
の
指
摘
を
う
け
、
第

38
回
小
委
員
会
は
、
次
期

2
年
間
に
、

T
コ
ー
ド
の

改
正
及
び
そ
れ
に
伴
う
移
行
期
間
の
設
定
に
関
す
る
検
討
を
行
う
こ
と
に
合
意
し
た
。

“D
im

et
hy

l s
ul

ph
at

e
（

U
N

 1
59

5）
”に

適
用
さ
れ
る

T
コ
ー
ド
は
過
去

6
年
回
に

3
回
改
正
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
改
正
が
行

わ
れ
た
物
質
は

30
以
上
あ
る
。

T
コ
ー
ド
の
改
正
は
経
済
的
負
担
だ
け
で
は
な
く
、
タ
ン
ク
の
改
造
、
廃

棄
、
そ
れ
に
伴
う
タ
ン
ク
内
の
洗
浄
、
タ
ン
ク
の
新
規
製
造
、
充
填
及
び
排
出
施
設
の
改
造
等
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
こ
と
か
ら
結
果
的
に
は
環
境
的
負
担
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

T
コ
ー
ド
改
正
に
関
す

る
新
指
針

4.
3C

節
を
規
則
策
定
指
針
に
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
指
針
案
の
概
要
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
：

 
 次

の
場
合
の
除
き
、
特
定
の
液
体
危
険
物
に
適
用
さ
れ
て
い
る
険
物
に
現
行

T
コ
ー
ド
の
変
更
は
行
わ
な

い
：

 
- 

タ
ン
ク
の
構
造
に
起
因
す
る
重
大
な
事
故
が
発
し
た
場
合

 
- 

明
確
に
正
の
費
用
対
効
果
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合

 
- 

危
険
性
に
基
づ
く

T
コ
ー
ド
指
定
に
関
す
る
指
針
（

4.
3B

）
が
改
正
さ
れ
た
場
合

 
 T

コ
ー
ド
の
改
正
が
必
要
な
場
合
に
は
次
の
事
項
を
考
慮
す
る
：

 
- 

タ
ン
ク
底
部
か
ら
頂
部
へ
の
排
出
口
設
置
位
置
の
変
更
の
可
否

 
- 

15
℃
に
お
け
る
貨
物
密
度
が

1
未
満
で
あ
る
か

 
- 

充
填
及
び
排
出
施
設
の
改
造
等
に
か
か
る
経
済
的
影
響

 
- 

排
出
口
位
置
変
更
に
伴
う
タ
ン
ク
稼
働
率
の
低
下
（
洗
浄
の
困
難
さ
、
特
定
貨
物
へ
の
専
用
使
用
等

に
よ
る
）

 
- 

適
当
な
鋼
材
の
入
手
困
難
性
（
板
厚
変
更
が
必
要
な
場
合
）

  
 T

コ
ー
ド
の
格
上
げ
を
行
う
場
合
に
は

[1
5]

[1
0]
年
の
移
行
期
間
を
設
け
る
。

 
ま
た
、
上
記
移
行
期
間
の
設
定
に
関
す
る
検
討
結
果
に
基
づ
き
、

T
コ
ー
ド
適
用
の
移
行
期
間
を
規
定
し
た

特
別
要
件

TP
 3

5、
TP

 3
7、

TP
 3

8
及
び

TP
 3

9
を
改
正
す
る
こ
と
も
提
案
す
る
。

 

適
宜

 
不
採
択

 

 議
題

6 
国
際
原
子
力
機
関
と
の
協
力

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/4
6 

(IA
EA

) 
輸
送
物
当
た
り
の
質
量

が
0.

1k
g
未
満
の
六
フ

ッ
化
ウ
ラ
ン
に
関
す
る

規
定

 

TR
A

N
SS

C 
22

の
承
認
に
基
づ
き
、質

量
が

0.
1k

g
未
満
の

U
F 6
を
収
納
し
た
輸
送
物
（

Ex
ce

pt
ed

-p
ac

ka
ge
）

へ
の
新
た
な
国
連
番
号
の
割
当
及
び
パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
含
む
関
係
輸
送
要
件
の
承
認

を
要
請
す
る
。

U
F 6
は
水
分
と
反
応
し
て
フ
ッ
化
水
素
を
合
成
す
る
こ
と
か
ら
放
射
性
の
危
険
性
以
外
に
も

強
い
腐
食
性
を
有
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
当
該
輸
送
物
は
放
射
性
物
質
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
考
え
、
ク
ラ
ス

“7
”に

分
類
し
副
次
危
険
性
を

“8
”と

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
し
か
し
、
ク
ラ

ス
“7

”と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
ク
ラ
ス

“8
”に

分
類
し
副
次
危
険
性
を

“7
”と

す
る
。

 

適
宜

 
継
続
審
議
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議
題

7 
国
連
モ
デ
ル
規
則
に
よ
る
危
険
物
輸
送
規
則
の
地
球
規
模
で
の
調
和

 

文
書
番
号

 
表
題

 
提
案
内
容

 
対
応

 
備
考
・
結
果

 
11

/2
3 

(事
務
局

) 
20

10
年
秋
に
開
催
さ
れ

た
RI

D
専
門
家
委
員
会

と
危
険
物
輸
送
に
関
す

る
専
門
家
会
議
の
合
同

部
会
の
審
議
結
果

 

昨
年
秋
に
開
催
さ
れ
た

RI
D

専
門
家
委
員
会
と
危
険
物
輸
送
に
関
す
る
専
門
家
会
議
の
合
同
部
会
に
お
い

て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
疑
問
が
示
さ
れ
、
同
部
会
は
小
委
員
会
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 

パ
ッ
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
規
定
さ
れ
た

“t
ra

y（
英
語
）

”及
び

“s
ac
（
仏
語
）

”の
解
釈

 
 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

IB
C
容
器
の
振
動
試
験
実
施
前
の
調
質
試
験
の
実
施

 
 

危
険
性
ラ
ベ
ル
へ
の
追
加
記
載
事
項
に
関
す
る
要
件

 

適
宜

 
合
意

 

  
* 

* 
* 
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付録 2.4 第 40 回国連危険物輸送専門家小委員会議事概要 

 

1 会期、参加国、議題及び議長等 

 

1.1 会期及び開催場所 

   会期 ： 平成 23 年 11 月 28 日～12 月 7 日 

   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ) 

 

1.2 参加国等 

1.2.1 国及び国際機関 

(1) 委員国：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中

国、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、ケニヤ、メキシコ、オランダ、ノルウェー、

韓国、ロシア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国及び米国(出席：23 カ

国) 

(2) オブザーバー国：ルーマニア 

(3) 国連機関及び政府間機関： OTIF、IAEA、ICAO、IMO 及び WHO 

   非政府国際機関 ： ABSA、AEISG、CGA、COSTHA、DGAC、DGTA、EBRA、EIGA、EMPAC、

FIATA、GLF、IATA、ICCA、ICCR、ICDM、ICIBCA、ICPP、IDGCA、IFALPA、IFDI、IPIECA、

ISO、ITOC、IVODGA、kFI、PRBA、RECHARGE、RPMASA、SAAMI 及び WNTI 

 

1.2.2 わが国からの参加者(敬称略･五十音順)  

朝倉吉隆（自動車研究所） 

粟野彰規（電池工業会） 

薄葉 州（産業技術総合研究所） 

島 博隆（電池工業会） 

濵田高志（国連危険物輸送専門家小委員会委員・日本海事検定協会） 

丸茂千郷（電子情報技術産業協会） 

萬崎陸生（日本海事検定協会） 

PRBA メンバーとして出席 

谷部伸一郎（電池工業会） 

 

1.3 議題の採択 

第 40 回会合の予定議題(ST/SG/AC.10/C.3/79 及び 79/Add.1)は、期限後送付された Informal 

Documents を今回会合文書に含めることを承認して採択された。 

 

1.4  検討結果 

今回会合の各正式提案に対する検討結果は､資料 UN23-4-3 の備考･結果欄に示した。 
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2 危険物リスト、分類及び容器包装 

 

2.1 特別要件 135：Dichloroisocyanuric acid salts の分類 

当該品名に含まれるナトリウム塩二水和物が環境有害物質に該当することから、ナトリウ

ム塩二水和物は規則の適用を受けないと規定した特別要件 135 を改正する DGAC 提案

（11/22）が修正の上採択された。審議の中で、正確な分類を行うためにより詳細な情報が

必要であるとの指摘や、規則の適用を受けないとされた他の物質の中にも同様に環境有害物

質等に該当するものが存在するかもしれないとの指摘があり、DGAC が今後検討を行うこ

ととなった。 

 

2.2 アスベスト（UN 2212 及び UN 2590）の分類 

アスベスト関連の規定を改正するオーストラリア提案（11/44）については、判断をする

にはより詳細な科学的検討が必要であるとの意見が多く示され、また、現行規定に大きな問

題があるとは考えられないとの指摘もあり合意されなかった。 

 

2.3 塩化第一水銀の分類 

塩化第一水銀は区分 6.1 の毒物の判定基準に該当することから、UN 2024 及び UN 2025 

（MERCURY COMPOUNDS, LIQUID 及び SOLID, N.O.S）に適用される塩化第一水銀は規

則の適用を受けないと規定した特別要件 66 を改正すると共に、新たな国連番号を策定する

英国提案（INF.11）が検討された。検討の結果、当該物質は大量に輸送されているものでは

なく、NOS 品名にて輸送することで十分であり新たな国連番号を策定する必要はないこと

が確認され、特別要件のみの改正が採択された。 

 

2.4 クラス 3 高粘度液体の容器等級 III への分類 

モデル規則と IMDG コード、ICAO TI 及び RID/ADR/ADN に規定された、塗料等の粘度

の高い引火性液体の容器等級を変更する場合の容器の容量制限（モデル規則及び

RID/ADR/ADN：450 L、IMDG コード：30 L、ICAO TI：100 L）について検討が行われた。

検討の結果、これらの差異は輸送モード固有の理由によるものであり、現時点でモデル規則

に規定された制限量を変更する必要は無いことが確認された。 

 

2.5 自己反応性物質及び有機過酸化物分類のためのフローチャートの改正 

自己反応性物質及び有機過酸化物の分類フローチャートを改正する ICCA 提案（11/29）

については、既にモデル規則に採り入れられている要件を反映した改正は支持できるものの、

分類方法の変更を伴う改正は GHS や輸送条件との間に矛盾を生じさせることとなり問題で

あるとの指摘があり合意されず、ICCA が前者のみを含めたフローチャート改正案を次回以

降の会合に提案することとなった。 

 

2.6 UN 2211 及び UN 3314 の分類 

ガスを放出しない製品を規則の適用から除外するための新たな試験方法を策定する

ICCA 提案（11/30）については、提案趣旨については支持できるものの、試験時間、試験温
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度、判定基準ガス濃度等についてより詳細な検討が必要であるとの指摘があり、ICCA が更

に検討を行い次回会合に新たな提案を行うこととなった。 

 

2.7 環境有害物質を含有する混合物の分類 

危険物と環境有害物質の混合物の分類（国連番号）決定方法に関する ICCA 提案（11/38）

については、NOS 品名に分類すべきとする意見と主成分である危険物の品名に分類すべき

であるとの意見の双方が示されたことから、これら意見を考慮の上 ICCA が次回会合に新た

な提案を行うこととなった。 

 

2.8 乾いた血斑及び便潜血検査 

乾いた血斑、移植用輸血等の適用除外要件を整理する WHO 提案（11/27）は若干の修正

を行った上で採択された。 

 

2.9 リチウム金属電池を内蔵した懐中電灯付きライター 

リチウム金属電池を内蔵した懐中電灯付きライターの分類に関する英国提案（11/43）に

ついては、危険性を複合的に評価する必要があるとして、英国が当該製品の主要製造国であ

る中国の協力を得て検討を続けることとなった。 

 

2.10 輸送中に液状化する固体に対する IBC 容器要件 

輸送中に液状化する可能性のある固体の輸送に液体用 IBC 容器を使用できるようにすべ

きとした DGAC 提案（11/45）については、液体用容器は固体を充填して試験を行っていな

いことから安全性について懸念が示される一方、第 15 回改訂以前は液体用容器が使用され

ていたことから安全上問題はないとの指摘も多くあり、採決の結果、液体用容器の使用を認

める改正案が採択された。 

 

2.11 特別要件 335：少量で輸送される環境有害物質の除外要件 

少量で輸送される液体環境有害物質に規則の適用除外要件を追加する ICCA 提案（11/42）

については、現行規則は適切であり新たな除外要件の追加は必要ないとする意見と、要件の

導入にはメリットがあるとして前向きな意見とが示され、これら意見を考慮の上 ICCA が次

回会合に新たな提案を行うこととなった。 

 

2.12 廃棄目的で輸送される危険物が残留している危険物用容器 

危険物輸送に使用された容器の廃棄目的での輸送に関連した問題点に関する英国提案

（INF.24）が検討された。欧州では使用済容器の輸送要件の策定が急務であるとの説明があ

ったものの、欧州以外の専門家からはこれら容器の輸送問題は顕在化しておらず欧州地域に

限った問題ではないかとの指摘があった。これら意見を受け、英国の専門家から今後検討を

続ける旨の発言があった。 
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3 蓄電システム 

 

3.1 廃リチウムセル及び電池の輸送 

ランチタイム作業部会が設置され廃リチウム電池の輸送に関するPRBA及びRECHARGE

の共同提案（11/39）の検討が行われた。作業部会では小委員会から付託された次の事項の

検討が行われ、検討結果は次回会合に報告されることとなった。 

• 新品と廃棄電池の技術的見地からの差異 

• 主管庁承認の必要性の有無 

• リチウム電池以外の電池との混合輸送 

• リチウムとリチウム以外の技術を複合して使用した電池への規則の適用 

• 廃棄物輸送チェーンへの輸送規則の適用範囲 

• 短絡防止措置の適用 

 

3.2 損傷したリチウムセル及び電池の輸送 

ランチタイム作業部会が設置され損傷したリチウム電池の輸送に関する PRBA 及び

RECHARGE の共同提案（11/40）の検討が行われ、検討結果は次回会合に報告されることと

なった。 

 

3.3 リチウム電池の輸送に使用される大型容器 

リチウム電池に適用する大型容器に関する要件を追加するPRBA及びRECHARGEの共同

提案（11/41）については、収納できるセル及び電池の数、電池のグロス重量（単電池又は

組電池、12 kg?）等について疑問が呈され、それら疑問を受け PRBA が修正提案を準備した

が再度疑問が呈されたことから、PRBA が次回会合に新たな提案を行うこととなった。 

 

3.4 リチウム電池への表示 

リチウム電池が国連試験 38.3 に合格している旨を表す表示要件の導入に関する米国提案

（11/35）については、多くの国の専門家が支持を表明したものの表示そのものの妥当性、

試験合格の認証システム、トレーサビリティーの確保等について疑問が示され、これら意見

を考慮の上、米国が次回会合に新たな提案を行うこととなった。 

 

4 モデル規則改訂に関するその他の提案 

 

4.1 大型サルベージ容器 

大型サルベージ容器に関する規定を導入するベルギー及びドイツ提案（11/24）の検討が

行われ、若干の編集上の修正をおこなった上で採択された。 

 

4.2 ISO 標準の引用－6.2.2 節 

6.2 章に引用されているガスシリンダーに関する ISO 標準を最新のものにすると共に標準

の適用に関する移行期間を設置する ISO 提案（11/25）については、標準の最新化には支持

があったものの、適用時期及び移行期間の設定について他の規則との整合や標準の技術的問
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題点の検討が必要であるとの指摘があり合意されなかった。 

 

4.3 MEGCs 及びチューブの定義 

現在策定中の ISO 標準に基づきのモデル規則 1.2.1 項に規定された“Tube”及び“MEGCs”の定義

を改正する ISO 提案（11/26）の検討が行われた。“MEGCs”の定義の改正は合意されたものの、

定義中に構造を規定することは適当ではなく、必要であれば構造等は 6 章に規定すべきであると

して“Tube”の定義に関する改正は合意されなかった。 

 

4.4 サンプル圧力容器：適合性評価及び UN マーク 

モデル規則 6.2.3 項の規定に基づき製造された圧力容器への表示要件導入の是非を問うド

イツ提案（11/33）については、多くの専門家から検討の必要性を指摘する意見があった。

これを受け、ドイツの専門家から問題点を整理した上で今後の会合に新たな提案を行うつも

りであるとの発言があった。 

 

4.5 容量が 450L を超える容器 

固体用小型容器の容量制限を規定したモデル規則 6.1.1.1(d)を改正するドイツ提案（11/34）

が修正の上採択された。改正により小型容器の容量制限 450L は、組合せ容器を除く液体用

容器にのみ適用されることとなる。 

 

4.6 水反応性有機金属の輸送に使用されるポータブルタンクの内部検査 

不純物の混入による危険性を排除するため、水反応性有機金属の輸送に使用されるポータ

ブルタンクの中間試験を免除する特別要件（TP）を追加する ICCA 提案（11/28）について

は、概ね支持されたものの、6.7.2.19.7 の規定し従い損傷等が確認できた場合には検査が必

要であることを明確にするべきであるとの指摘があり、その旨の修正を行った上で採択され

た。 

 

4.7 液体輸送用 UN ポータブルタンク要件の適用に関する移行期間 

モデル規則に既に導入されたポータブルタンク要件の適用に関する移行期間（TP 35, 37, 

38 及び 39）を延長する英国提案（11/37）は、産業界は既に対応を開始しており延長の必要

はないとして合意されなかった。また、タンク要件の改正に関する基本原則を策定すべきと

する提案について、原則を策定することは支持できるが、重大な事故が発生した場合には直

ちに改正が必要となるのでは、移行期間はケースバイケースにて設定すべきである等の意見

が示されたことから、提案内容は更なる検討が必要であるとして英国が引き続き検討を行う

こととなった。 

 

4.8 くん蒸注意表示及び貨物輸送ユニット冷却中注意表示 

くん蒸注意表示及び貨物輸送ユニット冷却中注意表示中の文字を縮小する英国提案（11/31）

の検討が行われた。提案を支持する意見もあったものの、視認性を確保することが重要であ

り充分な大きさの文字を記載できないのであれば表示自体のサイズを拡大すべきであると

の意見や、文字を縮小した場合の問題点について過去に当該表示に関連した様々な検討を行
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ってきた IMO の意見を求めるべきであるとの指摘があり、これら意見を考慮の上今後も検

討を続けることとなった。 

 

4.9 ラベル、プラカード、表示等の記述 

ラベル、プラカード及び表示のサイズ等に関する規定を明確にする英国提案（11/32）に

ついては、海洋汚染物質及び少量危険物の表示を縮小することに反対する意見があったもの

の、支持する専門家の数が上回ったため提案内容が概ね合意された。しかし、未だ曖昧な部

分があるとの指摘があり、これら指摘を考慮の上、英国が次回会合に新たな提案を行うこと

となった。 

 

4.10 プラスチック容器（1H 及び 3H）への製造年月の表示 

ラスチック容器への製造年月の表示方法の改正に関する ICPP 提案（11/36）が採択された。 

 

5 電子データ (EDI) を使用した文書作成・提出 

事務局より RID/ADR/ADN 合同会議における EDI に関連した作業の紹介があり、その内

容がノートされた。これに関連し、英国より五桁の数字とアルファベットを使用した番号シ

ステムに関する紹介があった（INF.13）。 

 

6 国際原子力機関（IAEA）との協力 

 

6.1 輸送物当たりの質量が 0.1kg 未満の六フッ化ウランに関する規定 

質量 0.1kg 未満の六フッ化ウランを含有する輸送物をクラス 7 の“Excepted package”とし

て分類し新規正式品名と国連番号を付与する IAEA 提案（11/46）については、六フッ化ウ

ランが非常に高い毒性（PG I）を有することや、水分と反応して腐食性の強いフッ酸を形成

することなどからから、放射性物質としての危険性が無視できるレベルであれば区分 6.1 又

は 8 に分類すべきであるとの意見が多く示され、合意されず次回会合にて検討が続けられる

こととなった。なお、TS-R-1 の次回改正版を出版するにあたり必要な正式品名及び国連番

号は提案に基づき採択された。 

 

6.2 TRANSSC によるモデル規則改正案の見直し 

事務局より小委員会と TRANSSC の共同作業部会の設置・運営方法についての紹介があっ

た（INF.6）。なお、当該作業部会は検討を行う文書が提案された場合に必要に応じ開催され

ることとなる。 

 

6.3 2009 年度版 TS-R-1 の見直し 

IAEA 代表より、TS-R-1 の次回改正版は 2012 年に開催される理事会の承認を経て出版さ

れる旨の報告があった（INF.25）。同改正の内容は 2012 年 6 月に開催される第 41 回小委員

会に提出され、モデル規則第 18 回改訂版に取り入れられる予定である。 
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7 国連モデル規則による危険物輸送規則の地球規模での調和 

 

7.1 IMDG コード 

2011 年 9 月に開催された IMO･DSC 小委員会 E&T グループの審議結果報告（INF.15）の

検討が行われ、指摘に基づき多数の編集上の修正が合意された。 

 

7.2 RID/ADR/ADN 

2010 年及び 2011 年秋に開催された RID/ADR/ADN 合同会合の審議結果報告（11/23 及び

11/47）の検討が行われ、次の事項が合意された。 

• 欧州の製造者が IBC容器の耐性試験と振動試験結果の因果関係について調査をしており、

その結果を待って耐性試験と振動試験を連続して実施する必要があるか否かについて

の検討を行う。 

• ラベルの下半分に国連番号を記載することは問題ない。当該記載が 5.2.1.1 及び 5.2.1.2

の要件を満足している場合、国連番号を別の場所に再度記載する必要はない。 

• 大型容器には修理容器に関する規定が存在していないため、修理容器についての記述を

大型容器に適用される積重ね表示に関する規定から削除する。 

 

7.3 ICAO 危険物パネル 

2011 年 10 月に開催された ICAO 危険物パネルの審議結果報告（INF.40）が提出されたが、

提出時期が今次会合の直前であったことから次回会合にて検討が行われることとなった。な

お、検討はおこなわれなかったが、火薬類への少量危険物規定の適用に関する ICAO の決定

は多モード間輸送の見地から問題があるとの意見が示された。 

 

8 モデル規則の策定基本指針 

容器要件に関し規定したモデル規則策定のための基本指針第 4.1 章改正案（INF.14）が採

択された。なお、次回改正には今回採択された改正案に加え今次会合以降に合意される内容

も含まれる予定である。 

 

9 GHS に関する問題 

 

9.1 腐食性の判定基準 

腐食性の判定試験基準に関する TDG/GHS 合同通信部会の審議報告の検討が行われた。検

討の中で、TDG 危険物リストと同様に GHS 基準に基づいた物質の評価結果リストを UN レ

ベルで作成することが望ましいのではとの意見が示されたが、非常に時間がかかる作業であ

り産業界に任すべきではないかとの指摘があった。また、輸送量が多い物質についてだけで

も評価結果リストを作成するべきではとの意見もあった。GHS 分類リストが作成された場

合の対応について、TDG 危険物分類は過去の経験、輸送方法、経済的影響等を考慮して作

成されたものであり、TDG 分類と GHS 分類に相違があった場合、TDG 分類の改正は充分

な検討を行った上で行うべきであることが確認された。 

これら審議結果が小委員会会期中に開催された合同作業部会にて検討されその結果が小
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委員会に報告された。小委員会は合同作業部会の審議結果をノートし、次回会合会期中に合

同作業部会を開催して検討を続けることに合意した。 

 

9.2 水反応性の判定基準 

ドイツの専門家より、国連試験 N.5 をベースとした水と反応して毒性ガスを発生する物質

の試験方法に関する検討作業の状況報告（INF.8）があり、その内容がノートされた。報告

の中で、毒性ガスの測定・評価方法について他の試験機関や毒性評価の専門家の協力が要請

された。 

 

* * * 
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付録 2.6 第 21 回国連分類調和専門家小委員会審議概要  

 

1 会期、参加国、議題等 

1.1 会期及び開催場所  

   会期 ： 平成 23 年 6 月 27 日～29 日 

   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ) 

 

1.2 参加国等 

1.2.1 国及び国際機関 

(1) 委員国：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナ

ダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、

日本、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、韓国、ロシア、

南アフリカ、スペイン、スウェーデン、英国、米国及びジンバブエ 

(2) オブザーバー国：フィリピン、スイス及びタイ 

(3) 国連機関及び政府間機関：UNITAR、IMO、WHO 及び OECD 

(4) 非政府国際機関：AEISG、AISE、CGA、CEFIC、DGAC、ICCA、ICMM、IFPCM、IME、

IPPIC、IPIECA、RPMASA 及び SDA  

1.2.2 わが国からの参加者(敬称略･五十音順) 

薄葉 州 (独立行政法人産業技術総合研究所) 

城内 博 (日本大学大学院理工学研究科) 

濵田高志 (一般社団法人日本海事検定協会) 

 

1.3 議題の採択 

1.3.1 第 21 回小委員会の予定議題は、期限後送付された INF.1 から INF.22 を含めて今回

会合文書とすることを承認して採択された。 

 

2 GHS 勧告の最新化 

2.1 物理化学的危険性  

2.1.1 第 39 回 TDG 小委員会の作業 

TDG 小委員会議長より火薬類の分類及び試験、腐食性判定基準並びに表示、ラベル等

の要件の見直しに関する同小委員会の審議内容が報告された（INF.20）。 

2.1.2 火薬類から除外される爆発性を有する物質及び混合物 

爆発性を有してはいるが、容器に収納することによって火薬類の分類から除外される

物質及び混合物が存在しており、当該物質の SDS にはその旨を記載しなければならない

と規定した Note を 2.1.3 に追加するドイツ及び米国の共同提案（INF.11）の検討が行わ

れた。同提案内容は問題の短期的な解決方法として概ね支持されたものの、長期的な解

決方法を検討する必要があるとして、今次会合での意見を考慮の上、ドイツが次回会合

に新たな提案を行うこととなった。 
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2.1.3 自己加速分解温度（SADT） 

SADT75℃という自己反応性物質の判定基準は輸送状態を念頭に置いたもので製造過

程等にも適用出来る SADT の温度基準を策定すべきであるとした中国提案（INF.18）の

検討が行われた。検討の中で、製造状態の定義に SADT を使用すべきではないが熱安定

性を確認する方法としては有用であるとの指摘がある一方、データを基に製造状態を定

義する目的での SADT の使用を検討すべきであるとの意見もあった。これら議論を受け、

中国が今後新たな提案を行うこととなった。 

2.1.4 粉塵爆発危険性 

コレスポンデンスグループのコーディネーターである米国の専門家より作業の進捗

状況についての説明があり、粉塵爆発に関するガイダンスを SDS の策定指針（附属書 4、

A4.3.2.3）中に規定することに合意し、ガイダンスそのものの策定作業を開始したとの

報告があった（INF12）。 

 

2.2 健康有害性 

2.2.1 皮膚腐食性/刺激性及び目に対する重篤な損傷性/刺激性：3 匹以上の動物による実験

データの評価に関するガイドライン（3.2.5.3 及び 3.3.5.3） 

小委員会は、4 匹以上の動物による実験データを皮膚腐食性/刺激性及び眼に対する重

篤な損傷性 /眼刺激性の評価に関するガイドライン案（11/02）の検討を行い、若干の修

正を行った上で同ガイドライン案に合意した。 

 

2.3 環境有害性 

2.3.1 附属書 9 及び 10 と 4.1 章に規定された判定基準の整合 

小委員会は、長期水生有害性に関する金属及び金属化合物の分類に関連し、2011 年 9

月より ICMM が非公式コレスポンデンスグループを主導して GHS 勧告第 4.1 章の判定基

準と附属書 9 第 7 節及び附属書 10 を整合させる検討作業を開始する予定であるとの報

告（INF.4）をノートした。 

 

2.4 附属書 

2.4.1 附属書 1、2 及び 3 の改善 

英国の専門家が、附属書 1、2 及び 3 に規定された注意書きの見直しに関する非公式

コレスポンデンスグループの作業状況について説明（INF.8）を行うと共に、グループの

作業に加わっていない各国専門家に対し作業に加わるようを要請した。 

 

2.5 その他の提案 

2.5.1 パラグラフ 1.3.2.4.6 の修正 

小委員会はパラグラフ 1.3.2.4.6 の修正提案（11/01）を採択した。 

2.5.2 合金及び無機複合物質の評価 

ICMM より合金及び無機複合物質の評価に関するガイダンス策定プロジェクトの説明

があった（INF.5）。数名の専門家からガイダンスの必要性に疑問が示され、これに対し、

- 162 -



  

ICMM から構成成分毎の水中への溶解速度の違い等、合金の水中での挙動は他の混合物

とは異なることから水生有害性は組成のみでは評価出来ず、ガイドラインが必要である

との説明があった。決定を行うには情報が充分でないことから、小委員会は、今次会合

では何の決定も行わないこととした。 

 

3 ハザードコミュニケーション 

3.1 消火器 

消火器は高圧ガスに分類され、爆発の危険性がある旨の表示を行う必要があること規

定した Note を追加するアルゼンチン提案（INF.3）については、消火器は既に 2.5 章の

規定でカバーされており追加の表示要件は必要ないし、表示が必要となるような安全上

の問題は報告されていないとの意見が表明された一方、高温下に貯蔵してはならない等

の表示は有用であることから更なる検討をすべきであるとの指摘もあり、小委員会はア

ルゼンチンに対し、これら意見を考慮の上今後新たな提案を行うよう要請した。 

 

3.2 供給及び使用分野での物質及び混合物の金属腐食性に関するハザードコミュニケー

ション 

AISE より、AISE 提案（INF.10）を基に行われた供給及び使用分野における金属腐食

性に関するハザードコミュニケーションについての部会の検討結果が報告された。部会

における検討の中で、数カ国の専門家から金属腐食性は皮膚又は眼への腐食性とは違っ

た絵文字を行うべきであり、TDG 小委員会にも検討を依頼すべきであるとの指摘がある

一方、腐食性について絵文字を分けるのであれば感嘆符や健康有害性表示を使用してい

るその他多くの有害性についても絵文字を分けるべきであるとの指摘があるかもしれ

ず、その影響は大きいとの意見もあった。また、絵文字の変更は使用者に誤解を与える

可能性もあることから試験の包括的研究無しで変更は行うべきではないとの指摘があ

った。今次会合では結論が得られず更に検討が必要であるとの認識から、小委員会会期

後に再度部会を開催し本件に関する検討が続けられる予定である。 

 

3.3 小さな容器包装への標札 

コレスポンデンスグループのコーディネーターである CEFIC より、次回会合に小さな

容器包装への表示に関しるより詳細な文書を提出する旨の説明があった（INF.14）。 

 

3.4 安全データシート（SDS）：第 9 節の改正  

ドイツより、SDS の準備について規定した GHS 勧告第 9 節の見直しに関するコレス

ポンデンスグループの作業状況の報告（INF.7）があった。 

 

4 GHS の実施 

4.1 実施に係る問題 

4.1.1 分類にかかる問題点に関する非公式コレスポンデンスグループ 

コレスポンデンスグループのコーディネーターである米国より、用語の問題、IMO が
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定めた MARPOL 附属書 I 実施に関連する項目の SDS への取り入れ及びインビトロ試験

のデータを使用したつなぎの法則の適用例についての検討状況に関する報告があった

（INF.13）。 

4.1.2 GHS に基づく化学品分類リストの策定 

分類に関する非公式コレスポンデンスグループのコーディネーターである米国から、

次の事項を考慮の上その検討作業が続けられているとの報告があった。 

 明確で透明性のある分類プロセス 

 分類に使用されるデータの容易な参照 

 関係者からの情報の利用 

 専門家による見直しメカニズム 

 全 GHS 分類の取り入れ  

リストの策定時期については、同じような物質リストが多く出回ることを避けるため

早急に策定すべきであるとの意見と、問題の多さ及び複雑さから慎重な検討が必要であ

るとの意見があり、また、策定方法については、まず現在策定されている数種のリスト

間で齟齬が指摘されていない物質を対象としてリスト化を始めるべきであるとの意見

と、一般的に多く輸送又は製造されている物質や大きな健康有害性が指摘されている物

質からリスト化を始めるべきであるとの意見が示されている。 

グループによる検討作業は今後も続けられよていである。 

 

4.2 GHS 実施に関する状況報告 

小委員会は、ブラジル、米国、オーストラリア、ザンビア、南アフリカ、フィリピン

及び EU から各国・地域における GHS の取り入れに関する報告をノートした。 

 

4.3 他の国際機関との協力 

4.3.1 腐食性判定基準に関する TDG-GHS 合同コレスポンデンスグループ 

コレスポンデンスグループのコーディネーターである英国から腐食性判定に関する

TDG 基準と GHS 基準との整合に関する審議状況の報告があった。報告の中で、今後、

双方の基準に使用されている用語“壊死”と“不可逆的損傷”の相違の確認と整合の可

能性及びインビトロ及びインビボ試験と代替方法（pH、つなぎの法則等）との関係性に

ついての検討を行うことが提案され、小委員会は同提案を承認した。 

 
5 キャパシティ・ビルディング 

5.1 UNITAR が、ワークショップ開催やトレーニング教材を策定状況等についての活動報

告を行った。 

 

* * * 
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付録 2.8 第 22 回国連分類調和専門家小委員会審議概要  

 

1 会期、参加国、議題等 

1.1 会期及び開催場所  

   会期 ： 平成 23 年 12 月 7 日～9 日 

   場所 ： 国連欧州本部(Palais des Nations、ジュネーブ) 

 

1.2 参加国等 

1.2.1 国及び国際機関 

(1) 委員国：アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマ

ーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、

ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、韓国、ロシア、セルビア、南アフ

リカ、スウェーデン、英国、米国及びジンバブエ 

(2) オブザーバー国：スイス 

(3) 国連機関及び政府間機関：UNITAR、IMO、WHO 及び OECD 

(4) 非政府国際機関：AEISG、AISE、CGA、DGAC、ICCA、IFPCM、IPIECA、IPPIC、RPMASA、

SDA 及び WFBSC  

1.2.2 わが国からの参加者(敬称略･五十音順) 

城内 博 (日本大学大学院理工学研究科) 

田崎孝典 (経済産業省製造産業局) 

濵田高志 (一般社団法人日本海事検定協会) 

 

1.3 議題の採択 

1.3.1 第 22 回小委員会の予定議題は、期限後送付された INF.1 から INF.33 を含めて今回

会合文書とすることを承認して採択された。 

 

2 GHS 勧告の最新化 

2.1 物理化学的危険性  

2.1.1 自己反応性物質及び有機過酸化物の分類決定手順 

自己反応性物質及び有機過酸化物分類のためのフローチャートの改正案（11/05）に関

し、TDG 小委員会での審議結果を受け、ICCA より、輸送規則における分類と GHS にお

けるそれとに矛盾を生じさせることとなる第 1 案を取り下げると共に、次回会合に第 2

案をベースとした新たな提案を行う旨の説明があった。 

2.1.2 供給及び使用分野での鈍性化爆薬の分類（INF.27） 

TDG 小委員会議長から、本件の検討は火薬作業部会にて行われているが、試験の実施

が困難なことから物質の評価のためのデータが不足しており、十分な検討作業が行われ

ていないとの説明があった。小委員会は、輸送のみならず全ての分野に適合した鈍性化

爆薬の分類基準の策定作業を継続することを支持し、輸送並びに供給及び使用分野の専

門家に対し第 41 回 TDG 小委員会と平行して開催される予定である火薬作業部会に出席
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するよう要請した。 

2.1.3 水と反応する物質の分類及び試験 

小委員会は、ドイツが行っている水と反応する物質の分類に関する検討作業の進捗状

況をノートし、今後の作業の継続及び国連試験 N.5 の改善と標準化について毒性評価の

専門家の関与の必要性について TDG 小委員会の意見に合意した（INF.11 及び INF.27）。

これに関連し、米国の専門家より、第 41 回 TDG 小委員会に平行して検討会議を開催す

る予定であるとの報告があり、専門家の参加が要請された。 

2.1.4 火薬類から除外される爆発性を有する物質及び混合物 

小委員会は、ドイツ等が準備した爆発性を有してはいるが、容器に収納することによ

って火薬類の分類から除外される物質及び混合物の情報伝達に関する Note 案

（INF.14/Rev.1）に原則合意した。同提案を基に次回会合に正式提案が提出される予定で

ある。 

2.1.5 粉塵爆発危険性 

小委員会は、コレスポンデンスグループが粉塵爆発に関する情報は SDS に記載すべき

である合意し、同合意に基づき作業を継続する予定であることをノートした（INF.24 及

び 32）。 

 

2.2 健康有害性 

2.2.1 パラグラフ 3.2.3.1.2 及び 3.3.3.1 の改正 

小委員会は、ドイツから提出された pH 値を利用した腐食性の分類方法を規定したパ

ラグラフ 3.2.3.1.2 及び 3.3.3.1 の改正案（11/04 及び INF.6）に原則合意したが、本改正案

は編集上の問題であるとしてドイツがコーディネーターとして作業を進めている第 3.2

及び 3.3 章の見直しに関するコレスポンデンスグループにて同改正案を取り扱うよう指

示した。 

2.2.2 第 3.2 及び 3.3 章の編集上の見直し 

コレスポンデンスグループのコーディネーターであるドイツから、小委員会の次回会

合に第 3.2 及び 3.3 章の改正案を提出出来る見込であるとの報告があった。また、ドイ

ツから小委員会の指示に従い、上記パラグラフ 3.2.3.1.2 及び 3.3.3.1 の改正案も次期提案

に含める旨の説明もあった。 

 

2.3 附属書 

2.3.1 附属書 1、2 及び 3 の改正 

コレスポンデンスグループの会合が小委員会会期中に開催され、附属書 1、2 及び 3

に規定された注意書きの合理化に関する検討が行われた。審議の中で、多くの専門家か

ら優先順位を含めた適切な注意書きの選択方法を規定したガイダンスの必要性を指摘

があった。グループは、情報の提示方法を改善するために附属書 1、2 及び 3 を再構築

する提案の検討を行ったが、再構築の検討作業を進めるべきとの意見と、再構築作業を

開始する以前に附属書がどのように使用されているか関係者の意見を聴取すべきであ

るとの意見が示された。コレスポンデンスグループは今後も検討を続ける予定である。
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なお、グループは附属書の編集上の数カ所の誤りを認識しており、次回小委員会の会合

にはそれら誤りを修正する改正案を提出する予定である。 

 

2.4 その他の提案 

2.5.1 パラグラフ 1.3.2.4.6 の修正 

事務局が小委員会の前回会合の指示に従い準備したパラグラフ 1.3.2.4.6 の修正案

（11/3）が採択された。  

 

3 ハザードコミュニケーション 

3.1 消火器 

消火器は高圧ガスに分類され、爆発の危険性がある旨の表示を行う必要があること規

定した Note を追加するアルゼンチン提案（INF.19）については、消火器は既に 2.5 章の

規定でカバーされているとの意見や、非常時に使用する機器にその様な表示をしても意

味がないとの意見があり合意されなかった。 

 

3.2 小さな容器包装への表札に関するコレスポンデンスグループの作業 

小さな容器包装への表示に関するコレスポンデンスグループの作業状況の報告

（INF.19）があった。絵表示の最小寸法、ラベルに規定された情報の視認性の確保及び

全ての情報を表示できない場合に表示を行う情報の優先順位を規定することが適当か

どうかについて意見が示されたが、グループの付託事項の範囲外であることから検討を

行わないこととした。全ての情報がラベルに記載出来ない場合には全ての情報がある場

所を示す文を付け加えるべきであるとの意見もあったが、作業者や消費者の安全に寄与

するものではないとして支持されなかった。グループのコーディネーターである CEFIC

から、2 月に開催されるグループの会合にて検討が続けられることが紹介されると共に、

小委員会の専門家に対し報告書に対する意見を提出するよう要請があった。 

 

3.3 供給及び使用分野での物質及び混合物の金属腐食性に関するハザードコミュニケー

ション 

AISE より、会期中に開催された金属腐食性に関するハザードコミュニケーションの関

するコレスポンデンスグループの審議結果が報告された（INF.30）。小委員会は、グルー

プが、絵表示を行う、消費及び作業現場間で差異を設けない、新たな絵表示の導入等、

7 の事項を考慮した上で問題の恒久的解決策を検討していくことに合意したことをノー

トした。また、恒久的解決策が策定されるまでは暫定的解決策として金属腐食性の情報

は主管庁の承認に基づき削除することが出来るとした 1.4.10.5.5 の規定を維持すること

とした。 

 

3.4 安全データシート（SDS）：第 9 節の改正  

ドイツより、会期中に開催された第 9 節の改正に関するコレスポンデンスグループの

審議結果が報告され（INF.29）、小委員会は、グループが SDS に含める情報に関するガ
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イドラインを策定すること、A4.3.9.3 に規定された物理化学的性質リストを改正するこ

と及びそれらに伴い第 1.5 章を改正することに合意したことをノートした。 

 

4 GHS の実施 

4.1 実施に係る問題 

4.1.1 分類にかかる問題点に関する非公式コレスポンデンスグループ 

今期会合中に開催された分類にかかる問題点に関するコレスポンデンスグループの

審議結果が報告され（INF.33）、その内容がノートされた。なぎの法則の適用例、“no data 

available”等の用語の使用法、同グループにて合意された事項は次回小委員会の会合に正

式提案文書として提出される予定である。 

4.1.2 GHS に基づく化学品分類リストの策定 

今期会合中に開催された物質の分類リストの作成に関するコレスポンデンスグルー

プの審議結果が報告され（INF.31）、その内容がノートされた。グループは、INF.20 のパ

ラグラフ 5 に挙げられた方向性の原則に分類に使用するデータセットに関する原則を追

加すると共に、化学品の試行的分類作業の開始することに合意した。なお、小委員会の

次回会合には、グループが準備した GHS に基づいた化学品リストの策定指針等を提案し

た正式文書が提出される予定である。 

 

4.2 GHS 実施に関する状況報告 

小委員会は、米国、ザンビア、中国、ブラジル及び EU から各国・地域における GHS

の取り入れに関する報告をノートした。 

 

4.3 他の国際機関との協力 

4.3.1 腐食性判定基準に関する TDG-GHS 合同コレスポンデンスグループ 

英国の専門家より、第 40 回 TDG 小委員会の会期中に開催された腐食性判定基準に関

する TDG-GHS 合同作業部会の審議結果が報告され、その内容がノートされた。審議結

果の主なものは次のとおりである。 

• 輸送を目的とした危険性分類は輸送条件と分離すべきである。 

• 重大な影響を及ぼす可能性があることを考慮し、適切な安全性が保たれていないこ

とが明確な場合にのみ輸送条件の改正を行うべきである。 

• 作業の第一歩として輸送分野と供給及び使用分野での分類の差異の原因を確認す

る。 

• モデル規則もつなぎの法則の利用を認めており、その旨が明確でない場合には明確

にするための改正をする必要があるかもしれない。 

• モデル規則と GHS で用語（skin destruction）の定義が異なっているが、同一の意味

と解釈される。 

作業部会での審議結果を受け、小委員会は、次回 TDG 小委員会会期中に作業部会の

会合を開催し、本件に関する検討を続けることに合意した。 
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4.3.2 廃棄物の分類 

小委員会は、廃棄物の危険性分類に関する本小委員会とバーゼル条約公開作業部会

（OEWG）間の合同コレスポンデンスグループの作業に進捗が見られないことから、バ

ーゼル条約締約国会議が次期 2 年間の作業項目に本件に関する議題を含めなかったこと

をノートした。本件に関する最終決定は第 11 回締約国会議にて行われる予定である。 

4.3.3 国際的化学物質管理の戦略的アプローチ（SAICM） 

SAICM 事務局より国際的化学物質管理の戦略的アプローチの実施に関する進捗状況

の報告（INF.21）があり、小委員会はその内容をノートした。 

4.3.4 第 40 回 TDG 小委員会からの報告 

TDG 小委員会議長より、次の事項に関する TDG 小委員会での審議結果について報告

あり、小委員会に対し必要に応じた協力の要請があった。 

• 可燃性蒸気を発生するプラスチックの分類 

• 適用除外輸送物として輸送される六フッ化ウランの分類 

• ラベル、プラカード、表示等に詳細に関する規定 

• 煙火の無試験分類法に関連した問題 

 

5 キャパシティ・ビルディング 

5.1 UNITAR が、ワークショップ開催やトレーニング教材を策定状況等についての活動報

告を行った。 

 

* * * 
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SUB-COMMITTEE ON DANGEROUS 
GOODS, SOLID CARGOES AND 
CONTAINERS 
16th session  
Agenda item 4 

DSC 16/4/16
4 July 2011

 Original:  ENGLISH

 
AMENDMENTS TO THE IMSBC CODE, INCLUDING EVALUATION OF PROPERTIES OF 

SOLID BULK CARGOES 

Considerations on risk for liquefaction for cargoes not listed in the IMSBC Code 

Submitted by Japan 
 
 

SUMMARY 

Executive summary: This document provides considerations and proposals on risk for 
liquefaction for cargoes not listed in the IMSBC Code in the 
categorization process, together with their associated requirements 
in relevant sections.  An example of requirements for the cargoes 
categorized into Groups A and C is also provided. 

Strategic direction: 5.2 

High-level action: 5.2.3 

Planned output: 5.2.3.3 

Action to be taken: Paragraph 15 

Related documents: None 

 
Background 
 
1 In accordance with sub-section 1.3 of the IMSBC Code, Japan has conducted 
assessments for solid bulk cargoes not listed in the Code, in close consultation with an 
expert panel and subsequently approved those cargoes for safe shipment.  Specific 
proposals on the aforementioned cargoes are submitted as separate documents to the 
Sub-Committee for consideration with a view towards eventual incorporation into the Code. 
 
2 As a result of the above assessment, Japan has categorized some cargoes which 
do not possess chemical hazards into Groups A or C, despite the proximity of their properties 
except for moisture control.  This document provides our considerations on such cargoes, 
focusing on evaluation of the risk for liquefaction involved. 
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Discussion
 
Considerations on risk for liquefaction in general 
 
3 In considering the categorization of cargoes into Groups A or C, liquefaction 
characteristics should at first be evaluated, taking into account sub-sections 7.2.1 and 7.2.2 
of the Code.  Japan has categorized some cargoes into Group C, on the ground that a cargo 
is not liable to liquefy when the cargo does not contain fine particles (refer to  
sub-section 7.2.2.2 of the Code). 
 
4 When a cargo contains fine particles and particle movement is not restricted by 
cohesion of the cargo, the cargo has potential for liquefaction.  Such characteristics can be 
evaluated by the tests for determining flow moisture points specified in appendix 2 of the 
Code.  When the flow moisture point of a cargo can be measured by the IMO Flow Table 
Test or by the Penetration Test, it should be judged that the cargo has the potential for 
liquefaction from the view point of grain size distribution.  In other words, the cargo may 
liquefy when the moisture content of the material is high.  It should be noted that the 
Procter/Fagerburg test determines the transportable moisture limit (TML) without observation 
of the liquefaction phenomenon and this test procedure is not applicable for determining the 
potential of liquefaction from the view point of grain size distribution. 
 
5 In light of the paragraph 4 above, Japan has considered that some cargoes are not 
liable to liquefy, in spite of the liquefaction potential possessed by those cargoes, when the 
commercial needs ensure that their moisture contents are kept low.  Such cargoes include 
those generated as dry cargoes with an established practice that minimum amount of water 
is sprayed intended to prevent cargo dust generation.  In such a case, the moisture content 
of cargoes are kept sufficiently low so that there is no need to evaluate the moisture content 
of the cargo from the viewpoint of liquefaction. 
 
6 On the other hand, there are other cargoes, despite their similar properties of and 
production process to the aforementioned ones, with perceived increased moisture content 
caused by the precipitation in such a case where they are stored outdoors.  In order to 
secure safe transport of such cargoes, they need to be subject to moisture control as 
Group A, requiring the moisture content at shipment is controlled to be less than the TML. 
 
7 In the assessment process, Japan requested the applicants to provide the maximum 
moisture content of the cargo obtained through the quality control process and the TML of 
the cargo, to ensure that the moisture content of the cargo is less than its TML without 
moisture control as Group A cargo. 
 
Requirement for declaration 
 
8 For the cargoes that may be categorized as either Group A or C depending upon 
their moisture control, Japan considered it prudent to set an additional requirement for 
Group C cargoes, mandating a shipper to declare that the moisture content of the cargo is 
sufficiently low so that the cargo is not liable to liquefy.  Thus, such requirement is added in 
the section for LOADING.  It is intended to avoid the situation where such cargoes are 
categorized as Group C without sufficient justifications. 
 
Weather precautions requirements 
 
9 In assessing the aforementioned cargoes, Japan has discussed in length the 
"weather precautions" requirements. 
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10 Japan at first has noted that such Group A cargoes as "Mineral Concentrates" have 
the following requirements as "weather precautions" provisions to be complied with: 
 

.1 unless expressly provided otherwise, this cargo shall not be handled during 
precipitation; 

 
.2 the cargo may be handled during precipitation provided that the actual 

moisture content of the cargo is sufficiently less than its transportable 
moisture limit (TML) so that the actual moisture content is not liable to be 
increased beyond the TML by the precipitation; 

 
.3 during handling of the cargo, all non-working hatches of the cargo spaces 

into which the cargo is loaded or to be loaded shall be closed; and 
 
.4 the cargo in a cargo space may be discharged during precipitation provided 

that the total amount of the cargo in the cargo space is to be discharged in 
the port. 

 
11 With regard to "weather precautions", Japan has considered that the similar 
requirements cited in paragraphs 10.1 to 10.4 should apply to the cargoes categorized as 
Group C, namely prohibition of cargo handling during precipitation. 
 
12 For more secured implementation of the requirement in paragraph 10.2, Japan is of 
the view that a requirement should be added for those cargoes in both Groups A and C 
mandating a shipper to demonstrate that the cargo is not liable to liquefy due to anticipated 
increases in moisture content by the precipitation, as set out in the annex to this document. 
 
List of cargoes subjected to the assessments 
 
13 The followings are lists of the Group C and Group A cargoes assessed in the 
aforementioned manner: 
 

Group C cargoes 
 

 aluminium hydroxide 
 chemical gypsum 
 coal tar pitch 
 earth and sand containing debris, broken concrete pieces and gravel 
 ferric oxide 
 iron and steel slag, and its mixture 
 mixture of refractory material debris and bottom ash 
 moisture controlled ash 
 refractory material debris 
 scale generated from iron and steel making process 
 sludge as raw materials for cement 
 sludge generated from iron and steel making process 
 used casting sand 

 
Group A cargoes 
 

 alumina concentrate 
 chemical gypsum which may liquefy 
 dust generated from blast furnace which may liquefy 
 sludge generated from iron and steel making process which may liquefy 
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14 For ease of reference, a table comparing "chemical gypsum" (Group C) and 
"chemical gypsum which may liquefy" (Group A) in characteristics and their associated 
requirements are set out in the annex to this document. 
 
Action requested of the Sub-Committee 
 
15 The Sub-Committee is invited to consider and endorse the aforementioned 
approaches on: 
 

.1 categorization of cargoes into Groups A or C referred to in  
paragraphs 3 to 7; 

 
.2 requirement for declaration referred to in paragraph 8; and 
 
.3 weather precautions referred to in paragraphs 9 to 12. 

 
 

***
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ANNEX 

EXAMPLE OF COMPARISON BETWEEN CARGOES WITH SIMILAR 
CHARACTERISTICS 

 

CHEMICAL GYPSUM CHEMICAL GYPSUM WHICH MAY 
LIQUEFY

D
es

cr
ip

tio
n 

Hydrated Calcium Sulphate generated 
as a by-product in the process of 
chemical industry, power plant, and 
smelter and refinery.  It is produced in 
such manners as the neutralizing 
reaction of calcium neutralizer and 
sulphate solution occurring in the 
sulphate process of titanium oxide, or 
the production process of phosphoric 
acid, soda ash, and polychlorinated 
aluminium as by-products, or the 
reaction of absorbing sulphur oxide by 
limestone in the exhaust gas 
discharged from thermal power stations.  
White or brown powder without smell 
and hardly be soluble.  In use for 
Gypsum-Board and Cement.  The 
moisture control in place for the 
purpose of quality management 
ensures that the moisture content is 
sufficiently low so that the cargo is not 
liable to liquefy. 

Calcium sulphate hydrate generated as 
by-product from manufacturing 
processes of phosphoric acid, 
phosphate fertilizer, soda ash and 
polyaluminium chloride.  Fine powder 
insoluble in water.  Mainly for use as 
plasterboard and raw material for 
cement. 

Group C A 

Bulk 
density 500 to 1,600 kg/m3 620 to 1600 kg/m3 

Stowage 
factor 0.63 to 2.0 m3/t 0.63 to 1.61 m3/t 

Size Up to 2.0 mm in diameter 40 to 140 m 

Hazard 

No special hazards. The material may liquefy if shipped at a 
moisture content in excess of its 
Transportable Moisture Limit (TML). 

This cargo is non-combustible or has a 
low fire risk. 

This cargo is non-combustible or has a 
low fire risk. 
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 CHEMICAL GYPSUM CHEMICAL GYPSUM WHICH MAY 
LIQUEFY 
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 The moisture content of the cargo shall 
be kept less than its TML during 
voyage. 

Unless expressly provided otherwise, 
this cargo shall not be handled during 
precipitation. 

Unless expressly provided otherwise, 
this cargo shall not be handled during 
precipitation. 

This cargo may be handled during 
precipitation provided that a shipper 
demonstrates that the cargo moisture 
content is sufficiently low so that the 
cargo is not liable to liquefy in light of 
the anticipated increase by the 
precipitation. 

This cargo may be handled during 
precipitation provided that a shipper 
demonstrates the cargo moisture 
content is sufficiently less than its TML 
so that the actual moisture content is 
not liable to be increased beyond the 
TML by the precipitation. 

This cargo in a cargo space may be 
discharged during precipitation provided 
that the total amount of the cargo in the 
cargo space is to be discharged in the 
port. 

During handling of this cargo, all 
non-working hatches of the cargo 
spaces into which this cargo is loaded 
or to be loaded shall be closed. 

This cargo in a cargo space may be 
discharged during precipitation provided 
that the total amount of the cargo in the 
cargo space is to be discharged in the 
port. 

During loading of this cargo all 
non-working hatches of the cargo 
spaces to which this cargo are loaded 
or to be loaded shall be closed. 

Loading 

Shipper shall declare to master that the 
moisture control in place for the 
purpose of quality management 
ensures that the moisture content is 
sufficiently low so that this cargo is not 
liable to liquefy. 

 

Trim in accordance with the relevant 
provisions required under sections 4 
and 5 of the Code. 

Trim in accordance with the relevant 
provisions required under sections 4 
and 5 of the Code. 

Carriage 

No special requirements. The appearance of the surface of this 
cargo shall be checked regularly during 
voyage. If free water above the cargo or 
fluid state of the cargo is observed 
during voyage, the master shall take 
appropriate actions to prevent cargo 
shifting and potential capsize of the 
ship, and give consideration to seeking 
emergency entry into a place of refuge. 

Clean-up 
Prior to washing out the residues of this 
cargo, the decks and the cargo spaces 
shall be shovelled and swept clean. 

Prior to washing out the residues of this 
cargo, the decks and the cargo spaces 
shall be shovelled and swept clean. 

 
 

___________ 
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AMENDMENTS TO THE IMSBC CODE,  
INCLUDING EVALUATION OF PROPERTIES OF SOLID BULK CARGOES 

Mandatory application of provisions in sections for DESCRIPTION and HAZARD 

Submitted by Japan 

SUMMARY 

Executive summary: This document proposes the amendments to the IMSBC Code for 
mandatory application of specific provisions in the sections for 
DESCRIPTION and HAZARD 

Strategic direction: 5.2

High-level action: 5.2.3

Planned output: 5.2.3.3

Action to be taken: Paragraph 8 

Related documents: IMSBC Code (resolution MSC.268(85)); DSC 15/WP.3 (WG report) 
and resolution MSC.318(89) (Amendments to the IMSBC Code 
adopted by MSC 89) 

Background 

1 Sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code provides that the texts in sections for 
DESCRIPTION of individual schedules, i.e. appendix 1 to the Code, are non-mandatory. 

Mandatory application of specific provisions in the section for DESCRIPTION and 
HAZARD for correct assignment of individual schedules for solid bulk cargoes 

2 Since the date of entry into force of the IMSBC Code, 1 January 2011, Japanese 
shipping industry has seen cases where some cargoes may not comply with the provisions in 
the sections for DESCRIPTION in the schedules. 

3 Japan has concern for risks due to the non-mandatory nature of such essential 
provisions in the schedules.  Thus, Japan is of the view that mandatory application of such 
provisions in the sections for DESCRIPTION and HAZARD should be considered for the 
improvement of safety. 
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4 Under such circumstances, Japan prepared the draft amendments to the individual 
schedules for solid bulk cargoes as set out in annex to this document for consideration by the 
Sub-Committee.  The paragraphs below outline the proposed amendments which may 
require additional explanations. 

Individual schedule for PETROLEUM COKE (calcined or uncalcined) 

5 The draft amendments to the individual schedule for PETROLEUM COKE (calcined 
or uncalcined), as set out in paragraph 9 of annex 1, were prepared on the following 
understanding:

.1 this individual schedule is applicable to petroleum coke having a 
temperature below 55°C when loaded; and 

.2 due consideration shall be given to the shipment of high temperature 
cargoes for safety. 

Individual schedule for SEED CAKE 

6 The draft amendments to the individual schedule for SEED CAKE (non-hazardous), 
as set out in paragraph 11 of annex 1, were prepared on the following understanding: 

.1.1 this individual schedule shall apply only to solvent extracted rape seed 
meal, soya bean meal, cotton seed meal and sunflower seed meal 
under the specified oil and moisture conditions without flammable 
solvents; 

.1.2 this individual schedule may apply to the aforementioned cargoes 
regardless of the forms of cargo, which were pulp, meals, cake, pellets 
and expellers; and 

.2 this individual schedule also applies to mechanically expelled citrus pulp 
pellets containing not more than 2.5%, with oil and 14% oil and moisture 
combined, in accordance with the amendment by resolution MSC.318(89). 

7 The Sub-Committee is invited to note that Japan did not prepare the draft 
amendments to the sections for DESCRIPTION in the individual schedules for SEED CAKE 
UN 1386 (a), UN 1386 (b) and UN 2217, taking into account the decision by the working 
group on amendments to the IMSBC Code at the last session, which was described in 
paragraph 10 of the report (DSC 15/WP.3), as follows: 

"10 During the discussion of the proposed amendment to the sections for 
DESCRIPTION in the individual schedules for SEED CAKE UN 1386 (a), 
UN 1386 (b) and UN 2217 set out in document DSC 15/4/4, annex 2, paragraph 16, 
the group agreed not to prepare the draft amendment to these parts due to the lack 
of information, while the group noted that the list of cargo names is not precise.  The 
group recommends the Sub-Committee to invite Member Governments and 
international organizations to submit information on this issue." 

Action requested of the Sub-Committee 

8 The Sub-Committee is invited to consider the draft amendments to the IMSBC Code 
as set out in the annex to this document and take action as appropriate. 

*** 
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ANNEX 

DRAFT AMENDMENTS FOR MANDATORY APPLICATION OF  
PROVISIONS IN SECTIONS FOR "DESCRIPTION" AND "HAZARD" 

Note: The amendments to the Code adopted by resolution MSC.318(89) are shown as 
underlines for additions and strikeouts for deletions. 

AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067 

1 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the position just 
after the Bulk Cargo Shipping Name (outside the section for DESCRIPTION): 

"Ammonium nitrate-based fertilizers classified as UN 2067 are uniform mixtures 
containing ammonium nitrate as the main ingredient within the following composition 
limits: 

.1 not less than 90% ammonium nitrate with not more than 0.2% total 
combustible/organic material calculated as carbon and with added matter,  
if any, which is inorganic and inert towards ammonium nitrate; or 

.2 less than 90% but more than 70% ammonium nitrate with other inorganic 
materials or more than 80% but less than 90% ammonium nitrate mixed 
with calcium carbonate and/or dolomite and/or mineral calcium sulphate
and not more than 0.4% total combustible/organic material calculated as 
carbon; or 

.3 ammonium nitrate-based fertilizers containing mixtures of ammonium nitrate 
and ammonium sulphate with more than 45% but less than 70% ammonium 
nitrate and not more than 0.4% total combustible organic material 
calculated as carbon such that the sum of the percentage compositions of 
ammonium nitrate and ammonium sulphate exceeds 70%." 

Note: The above text is basically identical to the special provision 307 in the IMDG Code, 
which is applicable to UN 2067. 

AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2071 

2 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the position just 
after the Bulk Cargo Shipping Name (outside the section for DESCRIPTION): 

"Ammonium nitrate-based fertilizers classified as UN 2071 are uniform ammonium 
nitrate based fertilizer mixtures of the nitrogen, phosphate or potash, containing not 
more than 70% ammonium nitrate and not more than 0.4% total combustible organic 
material calculated as carbon or with not more than 45% ammonium nitrate and 
unrestricted combustible material.  Fertilizers within these composition limits are  
not subject to the provisions of this schedule when shown by a trough test  
(see UN Manual of Tests and Criteria, part III, subsection 38.2) that they are not 
liable to self-sustaining decomposition." 

Note: The above text is basically identical to the special provision 193 in the IMDG Code, 
which is applicable to UN 2071. 
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AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous) 

3 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the position just 
after the Bulk Cargo Shipping Name (outside the section for DESCRIPTION): 

"Ammonium nitrate based fertilizers transported in conditions mentioned in this 
schedule are uniform mixtures containing ammonium nitrate as the main ingredient 
within the following composition limits: 

.1 not more than 70% ammonium nitrate with other inorganic materials; 

.2 not more than 80% ammonium nitrate mixed with calcium carbonate and/or 
dolomite and/or mineral calcium sulphate and not more than 0.4% total 
combustible organic material calculated as carbon; 

.3 nitrogen type ammonium nitrate based fertilizers containing mixtures of 
ammonium nitrate and ammonium sulphate with not more than 45% 
ammonium nitrate and not more than 0.4% total combustible organic 
material calculated as carbon; and 

.4 uniform ammonium nitrate based fertilizer mixtures of the nitrogen, 
phosphate or potash, containing not more than 70% ammonium nitrate and 
not more than 0.4% total combustible organic material calculated as carbon 
or with not more than 45% ammonium nitrate and unrestricted combustible 
material.  Fertilizers within these composition limits are not subject to the 
provisions of this schedule when shown by a trough test (see UN Manual  
of Tests and Criteria, part III, subsection 38.2) that they are liable to 
self-sustaining decomposition or if they contain an excess of nitrate greater 
than 10% by mass." 

CALCIUM NITRATE UN 1454 

4 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the position just 
after the Bulk Cargo Shipping Name (outside the section for DESCRIPTION) replacing the 
word "should" by "shall": 

"The provisions of this Code should not apply to the commercial grades of calcium 
nitrate fertilizers consisting mainly of a double salt (calcium nitrate and ammonium 
nitrate) and containing not more than 10% ammonium nitrate and at least 12% water 
of crystallization." 

Note: The above text is basically identical to the special provision 208 in the IMDG Code, 
which is applicable to UN 1454. 

CALCIUM NITRATE FERTILIZER 

5 The following text is added just after the Bulk Cargo Shipping Name and before the 
section for DESCRIPTION: 

"The provisions of this Code shall apply only for cargoes containing not more 
than 15.5% total nitrogen and at least 12% water." 
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6 The following text is deleted from the section for DESCRIPTION: 

"and containing not more than 15.5% total nitrogen and at least 12% water". 

CHARCOAL 

7 The following requirement is moved from the section for HAZARD to the section for 
LOADING and the word "should" is replaced by "shall": 

"Hot charcoal screenings in excess of 55°C should not be loaded." 

FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS UN 2793 

8 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the position just 
after the Bulk Cargo Shipping Name (outside the section for DESCRIPTION) and the word 
"should" is replaced by "shall": 

"This schedule should not apply to consignments of materials which are 
accompanied by a declaration submitted prior to loading by the shipper and stating 
that they have no self-heating properties when transported in bulk." 

Note: The above text is basically identical to the special provision 931 in the IMDG Code, 
which is applicable to UN 2793. 

METAL SULPHIDE CONCENTRATES 

9 The following requirement is moved from the section for HAZARD to the section for 
PRECAUTIONS and the word "should" is replaced by "shall": 

"When a Metal Sulphide Concentrate is considered as presenting a low fire-risk, the 
carriage of such cargo on a ship not fitted with a fixed gas fire extinguishing system 
should be subject to the Administration’s authorization as provided by SOLAS 
regulation II-2/10.7.1.4." 

PEAT MOSS 

10 The following requirement is moved from the section for HAZARD to the section for 
LOADING and the word "should" is replaced by "shall": 

"Peat Moss having a moisture content of more than 80% by weight should only be 
carried on specially fitted or constructed ships (see paragraphs 7.2.2 to 7.2.4 of this 
Code)."

PETROLEUM COKE (calcined or uncalcined) 

11 The following text in the section for DESCRIPTION is deleted: 

"The provisions of this schedule should not apply to materials having a temperature 
below 55°C when loaded." 

12 The following text is added in the section for PRECAUTIONS: 

"Due consideration shall be given to the shipment of this cargo having a 
temperature above 55°C when loaded." 
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SAND 

13 The following text in the section for DESCRIPTION is deleted: 

"Sands included in this schedule are: 
FOUNDRY SAND SILICA SAND 
POTASSIUM FELSPAR SAND SODA FELSPAR SAND 
QUARTZ SAND" 

14 The following text is added to the position just after the Bulk Cargo Shipping Name 
(outside the section for DESCRIPTION): 

"Sands included in this schedule are: 
Foundry sand Silica sand 
Potassium felspar sand Soda felspar sand 
Quartz sand" 

Note: Upper/lower case is changed in order to avoid the confusion on Bulk Cargo Shipping 
Name. 

SEED CAKE (non-hazardous) 

15 The following text in the section for DESCRIPTION is deleted: 

"The provisions of this schedule apply to solvent extracted rape seed meal, pellets, 
soya bean meal, cotton seed meal and sunflower seed meal, containing not more 
than 4% oil and 15% oil and moisture combined and being substantially free from 
flammable solvents. The provisions of this schedule also apply to mechanically 
expelled citrus pulp pellets containing not more that 2.5% oil and 14% oil and 
moisture combined."

16 The following text is added to the position just after the Bulk Cargo Shipping Name 
(outside the section for DESCRIPTION): 

"The provisions of this schedule shall only apply to: 

.1 solvent extracted rape seed meal, soya bean meal, cotton seed meal and 
sunflower seed meal, containing not more than 4% oil and 15% oil and 
moisture combined and being substantially free from flammable solvents: 
these cargoes may be shipped in the form of pulp, meals, cake, pellets and 
expellers; or 

.2 mechanically expelled citrus pulp pellets containing not more than 2.5% oil 
and 14% oil and moisture combined." 

17 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the section for 
LOADING: 

"A certificate from a person recognized by the competent authority of the country of 
shipment shall be provided by the shipper, prior to loading, stating that the 
requirements for exemption as set out either in the schedule for seed cake 
UN 1386 (b) or UN 2217, whichever is applicable, are met." 
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SULPHUR (formed, solid) 

18 The following text is moved from the section for DESCRIPTION to the position just 
after the Bulk Cargo Shipping Name (outside the section for DESCRIPTION) and the words 
"is not applicable" are replaced by "shall not apply": 

"This schedule is not applicable to crushed, lump and coarse-grained sulphur (see 
SULPHUR UN 1350), or to co-products from sour gas processing or oil refinery 
operations NOT subjected to the above described forming process." 

___________
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Proposals for draft individual schedule for iron ore fines and for amendments to the 
sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code 

Submitted by Japan 

SUMMARY 

Executive summary: This document proposes the draft individual schedule for iron ore 
fines and amendments to the sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code in 
order to clarify the mandatory nature of texts in "Group" and "Class" 
of individual schedule 

Strategic direction: 5.2

High-level action: 5.2.3

Planned output: 5.2.3.3

Action to be taken: Paragraph 15 

Related documents: IMSBC Code (resolution MSC.268(85)); MSC 87/INF.13; DSC 15/4/16, 
DSC 15/18; DSC.1/Circ.63; and DSC 16/4/9 

Background 

1 Having considered information on carriage of iron ore fines that had led to serious 
casualties (documents MSC 87/INF.13 and DSC 15/4/16), the Sub-Committee, at its fifteenth 
session, approved DSC.1/Circ.63 "Carriage of iron ore fines that may liquefy", which contains 
information on the probable hazards of liquefaction associated with carriage of iron ore fines.  
The Sub-Committee also urged Member Governments and the industry to submit, to 
DSC 16, any relevant information regarding the safe handling and transportation of iron ore 
fines, in particular, considering the proposals contained in paragraphs 9.1 (amending the 
"IRON ORE" Group C schedule) and 9.2 (development of a new schedule for iron ore fines) 
of document DSC 15/4/16 (DSC 15/18, paragraph 4.16). 

2 In this document, Japan proposes the draft individual schedule for iron ore fines and 
the amendments to the sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code in order to clarify the 
mandatory nature of "GROUP" and "CLASS" of individual schedule. 
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Draft individual schedule for IRON ORE FINES 

3 Following the discussion at the last session (paragraph 1 of this document), Japan 
examined the characteristics of iron ore fines in developing the draft individual schedule, 
taking into account the document DSC 16/4/9 (Norway), i.e. the proposal for the draft 
individual schedule for iron ore fines. 

4 Japan noted that past experience had shown that certain iron ore fines contained 
particles larger than 10 mm, while the maximum particle size provided in the Norwegian 
document was 6 mm. 

5 When a cargo contains large particles, such large particles should be removed from 
the cargo for assessment by the test procedures for determining TML1 provided in the 
IMSBC Code.  Because removal of large particles affects the moisture content, conversion of 
moisture content from TML of sampling to that of the cargo is necessary in order to obtain 
moisture content of original cargo.  Thus, Japan added the requirement for the conversion of 
moisture content in the draft individual schedule for iron ore fines. 

6 Based upon the aforementioned considerations, Japan developed the draft 
individual schedule for iron ore fines as set out in the annex to this document.  Also, an 
example of conversion formula to be used for the above mentioned conversion is provided in 
the footnote in the draft individual schedule. 

Amendments to the sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code 

7 In addition to the lack of individual schedule, the non-mandatory nature of texts in 
"Group" has led to the problem of the inappropriate carriage of iron ore fines, as explained 
below.

8 According to the sub-section 1.3.1 of the IMSBC Code, "If a solid cargo which is not 
listed in appendix 1 to this Code is proposed for carriage in bulk, the shipper shall, prior to 
loading, provide the competent authority of the port of loading with the characteristics and 
properties of the cargo in accordance with section 4 of this Code.  Based on the information 
received, the competent authority will assess the acceptability of the cargo for safe 
shipment."

9 Thus, in theory, iron ore fines should be assessed in accordance with the 
sub-section 1.3 of the IMSBC Code, but in reality, they were not, at least in some cases 
found by Japan.  In those cases, the procedures in sub-section 1.3 of the IMSBC Code were 
not followed, and instead "IRON ORE FINES" were intended to be shipped as "IRON ORE" 
with simple modification of its "Group" (from "Group C" to "Group A"). 

10 This is beyond doubt an inappropriate and unsafe approach for shipment of  
"IRON ORE FINES", which are considerably different from "IRON ORE".  This approach was 
attempted due to the fact that the nature of texts in "Group" of individual schedule is 
non-mandatory (as prescribed in the sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code) and that it seems 
permissible to change "Group" at the discretion of the shipper.  However, it should be 
emphasized that "Group" is a crucial safety element and should not be changed at the 
discretion of the shipper. 

                                                
1 "Flow table test", "penetration test" and "Proctor/Fagerberg test" are suitable for substances having 

maximum grain size not greater than 7 mm, 10 mm (small cylindrical vessel) and 5 mm, respectively. 
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11 Moreover, a similar approach with safety implications is observed for the  
non-mandatory nature of texts in "CLASS" of individual schedule.  Actually, Japan has witnessed 
a case where cargoes classified as Class 9 (dangerous goods) were proposed for shipment in 
bulk as "Mineral Concentrates" (Group A) or "METAL SULPHIDE CONCENTRATES" 
(Group A & B (MHB)). 

12 In order to ensure safer shipment of solid bulk cargoes through the strict application 
of the provisions in the individual schedules of the IMSBC Code, the natures of texts in 
"Group" and "Class" should be clarified as mandatory. 

13 The proposed draft amendments to the sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code is as 
follows: 

The words "other than "CLASS" and "GROUP"" are added after the word 
"CHARACTERISTICS". 

Proposal

14 Japan proposes to: 

.1 develop a new individual schedule for "IRON ORE FINES", taking into 
account the preliminary draft text as set out in the annex; and 

.2 consider the draft amendment to the sub-section 1.4.2 of the IMSBC Code 
as set out in paragraph 13. 

Action requested of the Sub-Committee 

15 The Sub-Committee is invited to consider this document, in particular, to proposals 
in paragraph 14. 

***
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ANNEX 

PRELIMINARY DRAFT INDIVIDUAL SCHEDULE FOR "IRON ORE FINES" 

IRON ORE FINES 

DESCRIPTION 
IRON ORE FINES is iron ore containing fine particles and may liquefy during voyage if 
shipped at a moisture content in excess of its transportable moisture limit. 

CHARACTERISTICS 
ANGLE OF REPOSE BULK DENSITY (kg/m3)  STOWAGE FACTOR (m3/t)

Not applicable 2,000 to 2,500 0.4 to 0.5 

SIZE CLASS GROUP

Fine particles to lumps Not applicable A

HAZARD 
This cargo may liquefy if shipped at moisture content in excess of its transportable moisture 
limit (TML).  This cargo may contain lumps which should be excluded from the sample for the 
test for determining TML. 
This cargo may affect magnetic compasses. 
This cargo is non-combustible or have low fire-risks. 

STOWAGE & SEGREGATION 
No special requirements. 

HOLD CLEANLINESS 
No special requirements. 

WEATHER PRECAUTIONS 
When a cargo is carried in a ship other than specially constructed or fitted cargo ship 
complying with the requirements in subsection 7.3.2 of this Code, the following provisions 
shall be complied with: 

.1 the moisture content of the cargo shall be kept less than its TML during 
voyage; 

.2 unless expressly provided otherwise in this individual schedule, the cargo 
shall not be handled during precipitation; 

.3 unless expressly provided otherwise in this individual schedule, during 
handling of the cargo, all non-working hatches of the cargo spaces into 
which the cargo is loaded or to be loaded shall be closed; 

.4 the cargo may be handled during precipitation provided that the actual 
moisture content of the cargo is sufficiently less than its TML so that the 
actual moisture content is not liable to be increased beyond the TML by the 
precipitation; and 
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.5 the cargo in a cargo space may be discharged during precipitation provided 
that the total amount of the cargo in the cargo space is to be discharged in 
the port. 

LOADING 
Trim in accordance with the relevant provisions required under sections 4 and 5 of the Code. 
As the density of the cargo is extremely high, the tanktop may be overstressed unless the 
cargo is evenly spread across the tanktop to equalize the weight distribution.  Due 
consideration shall be paid to ensure that tanktop is not overstressed during voyage and 
during loading by a pile of the cargo. 

PRECAUTIONS 
In determining the TML, due consideration shall be given to the size distribution of the cargo 
and maximum particle size of the sample.  The sample maximum particles size reduced by 
sieving may be used provided that the TML obtained through the test is converted to the TML 
for the cargo taking into account the grain size distribution.2  In such case, the TML obtained 
through the test and relevant information used for the conversion shall be declared. 
Bilge wells shall be clean, dry and covered as appropriate, to prevent ingress of the cargo. 
The bilge system of a cargo space to which this cargo is to be loaded shall be tested to 
ensure it is working. 

VENTILATION 
No special requirements. 

CARRIAGE 
Bilge shall be sounded and pumped out regularly throughout the voyage. 
The appearance of the surface of this cargo shall be checked regularly during voyage.  If free 
water above the cargo or fluid state of the cargo is observed during voyage, the master shall 
take appropriate actions to prevent cargo shifting and potential capsize of the ship, and give 
consideration to seeking emergency entry into a place of refuge. 

DISCHARGE 
No special requirements. 

CLEAN-UP
No special requirements. 

___________

                                                
2 The moisture content can be converted by the following formula with the known moisture content in 

particles larger than the maximum grain size of the sample and the proportion of particles finer than the 
maximum grain size of the sample in dry weight: 

(1 )
1 (1 )

S L L S
T C C C C

C L S
C C

p M p M M MM
p M p M

where, 
T

CM : moisture content of the cargo; 
L

CM : moisture content of particles larger than the maximum grain size of the sample; 
S

CM : moisture content of the sample; and 
p : proportion of particles up to the maximum grain size of the sample in dry weight. 

L
CM   may be assumed as zero (conservative side). 
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Electric storage systems: lithium-ion capacitors 

  New proper shipping name for asymmetric capacitors 

  Transmitted by the expert from Japan1

  Introduction 

1. The Sub-Committee, at its thirty-eighth session, considered informal document 
INF.10 submitted by the expert from Japan proposing to establish a new proper shipping 
name for lithium ion capacitors and agreed to include the new work programme related 
thereto. The proposal contained in this document was prepared base on the previous 
proposal in informal document INF.10, taking into account comments provided in informal 
document INF.33 submitted by the expert from France at the said session and those 
received intersessionally from the representative of the KiloFarad International. 

2. Asymmetric capacitors have been developed and commercialized recently and its 
demand is spreading rapidly for applications to effectively utilize renewable energy, energy 
recovery systems and so on. As a result of this increasing demand, a new proper shipping 
name and specific provisions for transport of asymmetric capacitors are needed.  

  Background information on asymmetric capacitors 

  Definition and working principle of asymmetric capacitors 

1 In accordance with the programme of work of the Sub-Committee for 2011-2012 approved by the 
Committee at its fifth session (refer to ST/SG/AC.10/C.3/76, para. 116 and ST/SG/AC.10/38, para. 
16).    

United Nations ST/SG/AC.10/C.3/2011/14

Secretariat Distr.: General 
30 March 2011 

Original: English 
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3. An asymmetric capacitor is an electrochemical capacitor in which the positive 
electrode and the negative electrode are comprised of different active materials and charge 
and discharge can be repeated by different mechanisms at the positive and negative 
electrode. Typical asymmetric capacitors, such as lithium ion capacitors (LICs) and Ni-
Carbon capacitors (Ni-C capacitors) are discussed below.

  LIC 

4. A LIC cell is mainly comprised of a positive electrode, a negative electrode, a 
separator and an electrolyte. (Fig.1) 

5. LIC is an asymmetric capacitor which can store the electrical energy by adsorption 
and desorption of ions at the interface of the positive electrode material and electrolyte, and 
by intercalation and deintercalation of lithium ions at the negative electrode. The positive 
electrode is similar to that of an electric double layer capacitor (EDLC) and is comprised of 
carbon materials with a large surface area such as activated carbon, and the negative 
electrode is comprised of carbonaceous  materials and so on which permit  intercalation and 
deintercalation of  lithium ions. Li4Ti5O12/carbon composite may be used for the negative 
electrode. The electrolyte used in LIC is a lithium ion salt organic solution. (Fig.2) 

6. The intercalation of lithium lowers the negative electrode potential, which raises a 
cell output voltage. LIC can store larger amounts of energy than EDLCs due to the large 
capacity of the negative electrode compared to that of the positive electrode. (Fig.3)  

7. LIC shows higher working voltage and higher energy density with similar power 
density compared to EDLC. (Fig4) As shown in the discharge curve (Fig.5), the voltage of 
LIC changes with charge stored, which is a typical characteristic of capacitors. LIC shows 
excellent cycle durability the same as EDLC. 

  Ni-C Capacitors 

8. Ni-C capacitors are asymmetric capacitors in which charge and discharge can be 
repeated by (K+ ions) adsorption at the double layer of the negative electrode, and by 
electrochemical reaction at the nickel hydroxide positive electrode (NiO(OH) + H2O +e- = 
Ni(OH)2 + OH-) .

9. For Ni-C capacitors, the positive electrode is comprised of Nickel based materials 
similar to those used in alkaline batteries, and the negative electrode is comprised of carbon 
materials. The electrolyte used in Ni-C capacitors is an alkaline electrolyte similar to that 
used in alkaline batteries. 

10. Asymmetric capacitors have lower voltage limits, below which, the cells are 
damaged and lose their function. For example, lower voltage limits of LICs typically range 
from 1.4V to 2.2V while lower voltage limits for Ni-C capacitors typically range from 0.4V 
to 0.6V. Therefore, for asymmetric capacitors it is not possible to lower the terminal voltage 
to 0V without adversely affecting the capacitor and for this reason it is not possible to 
transport them in a completely uncharged state as is the case with EDLCs. 

Application of asymmetric capacitors 

11. Asymmetric capacitors with different energy levels have been commercialized as 
laminated or cylindrical cells. (Fig.6) Like EDLCs, asymmetric capacitors are often used in 
modules, which comprise cells connected in series and/or parallel to obtain proper voltage 
and energy necessary for the specific application. (Fig.7) 

12. Asymmetric capacitors are quite suitable for applications which require a high   
energy density, a high power density and excellent durability. Potential applications for 
asymmetric capacitors are as follows: 
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• Back-up power sources, such as voltage sag compensation and uninterruptible power 
supplies (UPS);  

• Storage of renewable energy generation, such as wind and photo voltaic power  
generation;  

• Energy recovery systems for industrial machinery and transport systems;  

• Engine starting systems with capacitors alone or in combination with existing 
starting batteries. 

  Possible risks in transport and safety assessment of asymmetric 
capacitors 

13. The following two potential transport risks are posed by asymmetric capacitors: 

(a) Energy storage device in a charged state;  

An asymmetric capacitor has a lower voltage limit, below which, the cell is 
damaged and loses its function. Therefore, asymmetric capacitor cells must be 
transported in a charged state in excess of the low voltage limit; and  

(b) Energy storage device containing flammable liquids;  

As with EDLCs, there are cases where flammable liquids are used in the 
electrolyte solution; and 

While LIC contain lithium ions to transport charge, they contain no metal 
oxides in a positive electrode and thermal runaway is not a potential hazard. 

14. Safety assessments for possible  risks are as follows: 

(a) Energy storage device in a charged state;  

Since an asymmetric capacitor has a lower voltage limit below which the cell is 
damaged and loses its function, an asymmetric capacitor shall be transported in 
a charged state. Therefore, an asymmetric capacitor shall be protected against 
short circuit. The following test shall be applied to confirm safety in case the 
short circuit happens between the terminals.  

External short circuit test: no rupture, no disassembly and no fire;  

Energy storage device containing flammable liquids;   

LIC cells may contain flammable liquids such as diethyl carbonate (flash point 
25°C) and ethyl methyl carbonate (flash point 24°C) as components of an 
electrolyte solution. The amount of flammable liquid in a 10 Wh EDLC is 
approximately the same as in a 20 Wh asymmetric capacitor containing a 
flammable liquid.   

Like Alkaline batteries, Ni-C capacitor uses an aqueous electrolyte which is not 
flammable. Therefore, there is no fire risk for Ni-C capacitor as for alkaline 
batteries. 

The following tests shall be applied to confirm safety for asymmetric capacitors 
containing flammable liquids as an electrolyte solution. 

Altitude simulation (low pressure test): no leakage, no disassembly, no 
rupture and no fire under 95kPa pressure differential; and 

Drop test:  no leakage, no disassembly, no rupture and no fire. 
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  Proposal 
15. The following rules are proposed for transport of asymmetric capacitors: 

New entry table would read as follows: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10)
3XXX ASYMMETRIC 

CAPACITOR 
(with an energy 
storage capacity 

greater than 0.3Wh) 

9   AAA 0 E0 P003   

The accompanying special provision AAA would read: 

“AAA   This entry applies to asymmetric capacitors with an energy storage capacity greater 
than 0.3 Wh. Capacitors with an energy storage capacity of 0.3 Wh or less are not subject to 
these Regulations.  

Energy storage capacity means the energy held by a capacitor, as calculated using the rated 
voltage and nominal capacitance. All asymmetric capacitors to which this entry applies 
shall meet the following conditions: 

(a) Capacitors shall be protected against short circuit in transport;  

(b) Each capacitor design type shall be subjected to an external short circuit test in 
which a capacitor in the fully charged state at ambient temperature (20±5ºC) shall be 
subjected to a short circuit condition with a total external resistance of less than 0.1 
ohm for at least one hour. The capacitor must not disassemble, rupture or show 
evidence of fire over an observation period of 6 hours. 

(c) Capacitors containing dangerous goods shall be designed to withstand a 95 kPa  
pressure differential  

(d) Capacitors shall be designed and constructed to safely relieve pressure that may 
build up in use, through a vent or a weak point in the capacitor casing. Any liquid 
which is released upon venting shall be contained within the packaging or 
equipment in which the capacitor is installed; and

(e) Capacitors shall be marked with the energy storage capacity in Wh. 

Capacitors containing an electrolyte not meeting the classification criteria of any class or 
division of dangerous goods, including when installed in equipment, are not subject to other 
provisions of these Regulations. 

Capacitors containing an electrolyte meeting the classification criteria of any class or 
division of dangerous goods, with an energy storage capacity of 20Wh or less are not 
subject to other provisions of these Regulations when they are capable of withstanding a 1.2 
metre drop test unpackaged on an unyielding surface without loss of contents. 

Capacitors containing an electrolyte meeting the classification criteria of any class or 
division of dangerous goods that are not installed in equipment and with an energy storage 
capacity of more than 20Wh are subject to these Regulations.  

Capacitors installed in equipment and containing an electrolyte meeting the classification 
criteria of any class or division of dangerous goods, are not subject to other provisions of 
these Regulations provided the equipment is packaged in a strong outer packaging 
constructed of suitable material of adequate strength and design, in relation to the 
packaging’s intended use and in such a manner as to prevent accidental functioning of 
capacitors during transport. Large robust equipment containing capacitors may be offered 
for transport unpackaged or on pallets when capacitors are afforded equivalent protection 
by the equipment in which they are contained.” 
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Fig.1  Constituent of LIC 

Fig.2  Schematic diagram of LIC 

Addition of Electrolyte 

Positive 
Electrode

Separator 

Negative 
Electrode
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Fig.3 Operating principle of LIC（Comparison with EDLC） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 Energy density-power density relationship 
（comparison with other energy storage device） 
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Fig.5   Discharge curve of LIC 

Cylindrical cell 200F, 100F, 40F     

Cylindrical cell 200F, 100F,          Cylindrical cell 1000

Laminate cell 1100F             Laminate cell 2000F 

Fig. 6  Pictures of LIC cells 
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Fig. 7 Pictures of LIC modules 
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  Changes to screening test for substances that may have 
explosive properties 

  Transmitted by the expert from Japan and by the International Council 
of Chemical Associations (ICCA) 

1. Japan and ICCA jointly proposed to 38th session of TDG Sub-Committee to discuss 
exclusion of adiabatic calorimetry from the screening procedure described in subsection 
20.3.3.3 of the Manual of Tests and Criteria, where both adiabatic calorimetry and 
differential scanning calorimetry (DSC) are allowed to be used to measure the exothermic 
decomposition energy for the substances that may have explosive properties 
(ST/SG/AC.10/C.3/2010/60). 

2. This proposal was based on the necessity of improving the reliability of the 
calorimetric measurements in the screening test and motivated by the experimental findings 
that there are considerable disagreements between two exothermic decomposition energies 
of the very same samples; QDSC and Qadia , measured by DSC and adiabatic calorimetry, 
respectively, and a tendency of Qadia to be lower than QDSC suggesting that the adiabatic 
calorimetry tends to underestimate the exothermic decomposition energy. 

3. This finding is not surprising but can be scientifically explained: Main factors are 
the heat loss and the response time of the adiabatic equipment (i.e. the method is only near 
adiabatic): In such cases, the oven temperature is not able to follow the sample temperature 
which means that the adiabatic conditions are lost. Due to the different approach of the 
DSC, heat loss and heat capacity are implicitly accounted for in this method.  

4. Therefore, limiting the calorimetric method to DSC was expected to be an effective 
procedure to standardize the calorimetric measurements and improve their reliability. 

5. The proposal was accepted and this issue will be discussed at TDG Sub-Committee 
in the next biennium although there were several counterarguments among the delegates 
against the exclusion of the adiabatic methods.  

6. This issue was discussed with further rationale at the IGUS-EOS meeting 
(Washington DC, April, 2011) and no counterargument was presented from the participants 
against limiting the calorimetric method to DSC. 

UN/SCETDG/39/INF.21
Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 
and on the Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals 
Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 10 June 2011

Thirty-ninth session 
Geneva, 20 June – 24 June 2011 
Item 2 (d) of the provisional agenda 
Explosives and related matters: DDT Tests and Criteria for flash compositions 
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  Proposal 

7. Sub-Committee is invited to consider effective procedure to optimize the 
calorimetric measurements in the screening test referring the basis of difficulty of the 
adiabatic calorimetry in evaluating exothermic decomposition energy as shown in the annex 
of this document. 
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Annex
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